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～ 巻頭言 ～ 
 

    経済のグローバル化と法律家の協働 

 

 

大阪弁護士会副会長 小 原 正 敏    

 

 

 

 

１．大阪において企業法務に携わる弁護士として，近時感じることは，経済活動のグローバ

ル化に伴い，外国の法律や法律（司法）制度についての相談が増加し，かつ多様化してき

たことである。私が米国での留学から帰国し，弁護士実務に復帰した１９８５年当時は，

「渉外事件」といっても，欧米，特に米国等のコモンローの国々との法律問題に関するも

のが大部分を占めていた。しかし，１９９０年代に入ると，中国を中心としたアジア諸国

において経済活動を展開する企業が増え，その形態も，ライセンス契約や国際売買契約等

の契約に基づく取引から合弁事業や独資による法人設立といった直接投資まで多様な法律

問題に直面することとなった。その結果，我々弁護士も，アジア諸国における法律問題に

対応することが求められることが多くなったのである。 

そして，これらの問題に適切に対応するためには，まず，それらの国々の法制度や法律

等についての新しく，そして正確な情報が求められるようになったことは言うまでもない。

しかし，それらの法制度は，それぞれの国独自の歴史・文化や政治制度・宗教等の様々な

社会的条件を背景として存在するものであり，その国々で生活をする人々によって運営さ

れ，支えられているものであることからすると，それらの法律問題を解決するためには，

法律自体についての情報に加えて，それらの背景や運用を含めた法制度の真の理解こそが

重要といえる。 

 最近では，わが国とアジア諸国との間での自由貿易協定（ＦＴＡ）の締結が具体的な日

程に上るようになってきた。私は，アジア諸国との人的交流も含めた社会制度としての法

制度全体についての相互理解の促進と，共通な法的基盤の整備こそが，その不可欠な前提

となると考えている。 

 これらの観点からすると，法務総合研究所の国際協力部が進めてこられた，アジア諸国

に対する法整備支援の活動とアジア・太平洋諸国の比較法制研究支援の取組の意義と成果

は，誠に大きいといえる。 

 

２．法整備支援は，現在では，対象国もベトナム，カンボジア，ラオス，ウズベキスタン更

にはインドネシアと拡大され，支援の内容も多様化し，カンボジアでは民法・民事訴訟法

の起草等において，大きな成果を上げたことは周知のとおりである。 
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  また，これらの現地における支援に加えて，上記の国々の法律家をわが国に招いての研

修をされていることも忘れてはならない。この研修においては，単にわが国の法律や法制

度についての公式情報を，講義等により知識として提供するにとどまらず，わが国の法律

実務家や企業法務担当者を研修者として参加させ，共に研修をすることや講師として一線

で活動する法律実務家を選ぶことを通じて，人的な交流を図りながら法制度の運用の実態

についての生きた知識をも提供するよう配慮されており，研修生にとっても得難い機会と

なっている。 

  これらの活動は，それに携わってこられた方々の大変な御苦労と御尽力の賜物といえる

が，私は，このような地道な取組を通じてわが国とアジア諸国の法律家の法制度について

の相互理解促進と共通の法的基盤の形成に寄与することができるとともに，その過程にお

ける人的交流を通じて信頼関係が築かれると考えている。 

 

３．また，アジア・太平洋諸国の比較法制研究は，法務省法務総合研究所と財団法人国際民

商事法センターの共同プロジェクトとして，１９９７年７月１日に発足したものである。

この研究会のメンバーは，法務総合研究所の国際協力部が大阪に設けられたこともあり，

主として関西在住の学者と実務家によって構成されている。これまでは，アジア・太平洋

諸国の倒産法・担保法・ＡＤＲ，そして昨年度は知的財産法制をテーマとして，対象国に

おける新しい法律制度やその運用の実情についての調査・研究をし，その成果をシンポジ

ウム・報告書の発行等により発表するなどの活動を行ってきた。このプロジェクトは，先

に述べた法整備支援が，わが国の法制度やその運用を通じて得た知見を提供し，アジア各

国の法律家の理解を促進するとともに法整備に役立ててもらうという側面があったのに対

し，アジア各国の新しい法制度やその実情をわが国に紹介し，理解を深めるとともに，わ

が国の司法制度改革等の参考にするという意義を有するものである。 

 私は，幸いにして，その発足当初から研究会メンバーとして参加させていただく機会を

得た。この研究会の特色は，まずそのメンバーが学者のみならず実務家も加えた共同プロ

ジェクトであるということにあるが，それだけではなく，対象国の法律や法制度について

調査・研究するに当たっては，文献調査や詳細なクエスチュネア等による情報調査に加え

て，研究会の各メンバーが対象国のうち一国を担当し，実際に現地に赴き自ら調査する方

法を採用したことにある。 

  アジア各国においては，アジアの経済危機以降，急速に新しい立法が次々と制定されて

いる。その成果の一部については，既に公表されているものもあるが，新しい法律や法制

度の詳細やその運用についての情報は，必ずしも十分とはいえない。その意味で，法律実

務や企業法務に携わる者にとっては，それらの新しい法律や法制度についての正確な情報

を得ることに加えて，実際の運用等の生きた情報を知ることは特に有益といえる。その意

味で，この研究会が現地での調査等により，それらの運用実態を含めた調査・研究を行い，

その成果を公表していることの意味は，決して小さくないと思われる。 
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４．上述のとおり，経済活動のグローバル化に伴い，わが国の企業がアジア各国において経

済活動を展開することは，今後もますます増加するであろう。また逆に，欧米のみならず

中国やその他のアジア諸国の企業が，わが国に進出することも増えると考えられる。私が

所属する大阪弁護士会においても，特にアジアとの結びつきの強い関西の弁護士会として，

アジア諸国の法律家との交流を進めている。これまでも，中国（上海・北京等）や韓国（ソ

ウル）の弁護士会等との交流会等を通じて，様々な情報の交換や人的交流を深めてきた。

これらの交流を通じて，それぞれの国においても司法制度改革が急速に進められているこ

とを知るとともに，その下での問題点やその具体的対応等について意見の交換ができたこ

とは，双方の弁護士会にとって，誠に有意義なことであった。 

  また大阪弁護士会は，法務総合研究所の国際協力部の所在地の地元の弁護士会として，

法整備支援活動の一環として，わが国に研修に来られているアジア各国の研修生に対する

講師派遣等のお手伝いをさせていただいてきた。これらの活動は，わが国の法制度とその

運用の実情について研修生の理解を深めることを主たる目的とするものであるが，それら

の機会を通じた人的交流は，参加者相互の信頼関係を形成するものでもある。また，講師

としてあるいは研修生の歓迎会に弁護士が参加することにより，日本の法律実務家として

研修生等から学ぶことも少なくない。 

  このような交流の積み重ねこそが，長期的には，双方の国の信頼関係の形成に大きく寄

与するものであることは疑いがない。 

  私は，大阪弁護士会として，国際協力部との連携を一層密にし，研修生に弁護士会活動

や法律事務所での実務に触れてもらうことや，弁護士会の一般会員との交流等を実現でき

ないものかと考えている。 

  社会のグローバル化の中にあって，各国の法律家の役割分担と協働の重要性は，今後ま

すます高まっていくものと考えられる。法務総合研究所国際協力部の活動の一層の充実と

発展を心から期待したい。 
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～ 特集１ ～ 
 

ウズベキスタン共和国の不動産登記制度概観 

 

前国際協力部教官（現法務省大臣官房民事訟務課法務専門官） 黒川 裕正   

  主任国際協力専門官 小山田 実   

 

１ はじめに 

  ２００３年９月中旬，ウズベキスタン共和国へ，法務総合研究所の工藤恭裕，黒川裕正

（以上，国際協力部教官）及び小山田実（主任国際協力専門官）の３名が，JICA 短期専門

家（司法改革アドバイザー）等として派遣され，「市場経済及び担保法」セミナー，「不動

産登記法」セミナー等を実施した。その際，同月１２日から１６日にかけて，黒川，小山

田の２名は同国の不動産登記制度調査を行った。以下は，その結果に基づき，同国の不動

産登記制度について概観したものである。 

  本稿中，英語で紹介している資料は，同国の土地登録局のサムボルスキー副局長（Prof. Dr. 

Alexander A. Samborsky, Ph.D. 後記４(2)イ参照）から提供のあった資料のうち，英文の資

料を基にしている。また，ウズベキスタン民法の日本語訳については，２００４年２月に

刊行された名古屋大学法政国際教育協力研究センター，文部科学省科学研究費「アジア法

整備支援」プロジェクトのウズベキスタン民法典（邦訳）から引用したものである。 

  なお，本稿中の意見にわたる部分は，筆者２名の個人的見解である。 

 

２ 根拠法 

  ウズベキスタンの不動産についての法制度は，主に三つの段階に分かれている。１番上

は法律，２番目は内閣の告示，３番目は各機関の決まりである。 

 (1) 法律 

   ウズベキスタンにおける不動産登記に関する根拠法は，以下のとおりである。 

  ア １９９６年の民法 

   THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 

  イ １９９８年の土地法 

   LAND CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN（Adopted on April ３０，１９９８） 

  ウ １９９８年の担保法 

   LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN "On LIEN"（May １，１９９８） 

  エ １９９８年の国営土地カダストル1に関する法 

   LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON STATE LAND CADASTER 

   （The latest version read on ３１.０７.１９９８ and adopted on August ２８，１９９８） 

  
 1 カダストルとは，土地登録，地籍，土地評価又は土地台帳等の意味を持つ。 
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  オ ２０００年の国営カダストルに関する法 

   LAW OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON STATE CADASTRES（December １５，

２０００） 

 (2) 不動産登記に関する主な内閣告示は，以下のとおりである。 

  ア 不動産国営カダストルをウズベキスタンにおいて維持する決議 

   Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan of June ２，１９９７ 

   No. ２７８ Tashkent 

   On Maintaining State Cadaster of（Immovable）Property in the Republic of Uzbekistan 

   （冒頭部分抜すい） 

    With the aim of setting up and ensuring organization of maintaining General System of 

State Cadasters and General State account of buildings and structures in the Republic of 

Uzbekistan the Cabinet of Ministers resolves:（ウズベキスタンにおける国営カダストル制

度及び建物・建造物の国家的な数量把握制度の維持のための機関を創設し確保するこ

とを目的として，内閣は以下のとおり決議する。） 

  イ 国営土地カダストルをウズベキスタンで維持する決定  

 Decision #５４３, by Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, dated ３１ 

December , １９９８ 

   On Keeping the State Land Cadaster in the Republic of Uzbekistan of June ２，１９９７ 

   （冒頭部分抜すい） 

   According to the Land Code of the Republic of Uzbekistan, the Law on “Keeping the Land 

Cadaster” with aim to guarantee State Land Cadaster keeping in the Republic of Uzbekistan, 

the Cabinet of Ministers decided:（ウズベキスタン土地法及び土地カダストルの維持に関

する法律に基づき，ウズベキスタンにおける国営土地カダストルの維持を保証するこ

とを目的として，内閣は以下のとおり決定する。） 

  ウ ウズベキスタンの国土を分割するカダストルの秩序について，その状態を認め，カ

ダストルの番号を土地区画，建物及び建造物に付与する決定 

   Resolution by Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan #４９２, dated ３１ 

December , ２００１ 

   On approving the state about the order for cadastre dividing of the area of the Republic of 

Uzbekistan and forming cadastre numbers of the land plots, buildings and constructions 

   （冒頭部分抜すい） 

   To improve the stoke land system and State registration of rights to the land plots, buildings 

and constructions, the Cabinet of Ministers decides: （土地制度，土地区画，建物及び建造

物に対する国家登記制度を改善するため，内閣は以下のとおり決定する。） 
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３ 不動産及び不動産登記に関する基本的な制度 

 (1) 土地建物の別不動産制 

   ウズベキスタンでは，土地と建物は，別不動産とされている（民法第２７２条第５項）。

この民法の規定は，建物とは別に土地のみに抵当権を設定することができることを規定

している。同種の規定は日本の民法第３８８条にもあり，この規定も，土地と建物を別

不動産とすることを前提とした規定であるとされている。 

   ただし，ウズベキスタンでは，建物に対する権利の移転に伴い，土地に対する権利も

移転する（土地法第２２条）。 

   （参考条文） 

     民法第２７２条第５項 

      土地に抵当権を設定する場合は，抵当権は，当該土地に定着する建物または建

造物には及ばない。ただし，契約により別段の定めがあるときは，この限りでな

い。 

     土地法第２２条の一部抜すい 

     Article ２２. Transfer of the right to possess and right to permanent use of the land 

parcel.（土地区画の占有権及び永久使用権の移転） 

     When the right to ownership, the right to run or the right to the operational management of 

the enterprise, building, structure or other real estate together with those objects is 

transferred and the right to possess and permanent use of the land parcel taken up by the 

mentioned objects and necessary for their usage（or utilization）is also transferred. 

     （仮訳） 

     企業，建物，建造物又はこれらを含む不動産を目的物とする所有権，操業権又は

経営権が移転する際には，土地区画の占有権及び永久使用権は上記の目的物に吸

収され，その使用（又は利用）のために必要なものもまた，上記の目的物に伴っ

て移転する。 

 (2) 土地の所有権 

   ウスベキスタンでは，土地は，国が所有するのが原則である。 

   したがって，国以外には，土地の使用権しか認められないのが原則である。 

   しかし，司法省での聞取調査によれば，例外的に所有権が認められる場合が三つある。

それは，①商業地域，②大使館，③永住外国人である。 

   また，民法・土地法を基に，土地の所有権，使用権等を整理すると，以下のとおりで

ある。なお，以下の順番は，聞取調査の際に説明のあった順序に基づいている。 

   ・ 所有権（民法第１６４条ほか，土地法第１８条） 

   ・ 生涯相続占有（民法第１６５条１(2)，土地法第１９条） 

   ・ 永久使用（民法第１６５条１(3)，土地法第２０条） 

   ・ 一時的使用（土地法第２０条） 

   ・ 賃貸借（土地法第２４条） 
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   ・ 共同占有・共同使用（土地法第２１条） 

   ・ 経営管理・運用管理（民法第１６５条１(1)） 

   ・ 地役権（民法第１６５条１(4)） 

   （参考条文） 

    ⅰ．憲法2 

     第５５条  

       土地，地下資源，水資源，動植物界その他の天然資源は，国全体の富であり，

合理的に利用しなければならず，国家がこれらを保護する。 

    ⅱ．民法 

     第１６４条（所有権の概念） 

       所有権は，人がみずからの裁量とみずからの利益に応じてみずからに属する

財産の占有，使用および処分をなし，かつ，何人に由来するものであれその所

有権に対するあらゆる侵害の排除を請求する権利である。所有権は，時効にか

からない。 

     第１６５条（所有者ではない者に対する物権の内容）第１項 

       所有権のほか，物権とは以下のものをいう。 

      (1) 経営管理権および運用管理権 

      (2) 土地の相続可能な終身保有権 

      (3) 土地の永久占有使用権 

      (4) 地役権 

     第１７０条（土地その他の天然資源に対する所有権その他の物権） 

       土地その他の天然資源に対する所有権その他の物権は，本法その他の法律に

よってこれを規制する。 

     第１８８条（土地の所有権） 

       市民および法人の土地所有権は，法令の定める場合，手続および要件に基づ

いて発生する。 

    ⅲ．土地法 

     上記で引用した条文とその見出しの英訳及び仮訳は，以下のとおりである。 

     Article １８ Appearance of judicial and real persons’ rights to own land parcels 

 （法人及び自然人の土地区画所有権の発生） 

     Article １９ The right to life-long inheritable possession of land parcels 

 （生涯の相続可能な土地区画占有権） 

     Article ２０ The right to permanent and urgent (temporary) possession and use of land 

parcels（土地区画の永久及び緊急（一時的）の占有権・使用権） 

     Article ２１ Land parcels of joint possession or use（共同占有又は共同使用の土地

区画） 
  
 2 出典：ウズベキスタン共和国憲法（仮訳）１９９２年１２月８日制定（本誌４号（２００２.７）

８４頁） 
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     Article ２４ Land parcel lease （土地区画賃貸借） 

 (3) 登記の効力 

   ウズベキスタンでは，登記は不動産に対する権利の移転の効力発生要件である（民法

第８４条第１項）。 

   （参考条文） 

     民法第８４条（不動産の登記）第１項 

      不動産に対する所有権その他の物権ならびにその発生，移転，制限および消滅

は，登記を要する。 

 

４ 組織と役割 

 (1) 全体像 

   ウズベキスタンの不動産登記機関は，大きく分けると，以下の３機関である。 

  ① 土地資源委員会（Government State Committee on Land Resources of the UZ: Goscomzem） 

    農地を所管 

  ② 土地登録局（O’ZGEODEZKADASTR, Uzgeodescadastre） 

    農地以外の土地，非居住用建物を所管 

  ③ BTI（Bureau of Technical Inventory） 

    居住用建物を所管 

   なお，全体像を図示すると，以下のとおりである。 

  ア 土地登録局から入手した資料に書かれていたもの 

 

 

        土地資源委員会             土地登録局                    BTI 

 

 

 

地方の土地 都市部の土地 非居住用の建物 居住用の建物 

土地 建物 

不動産 
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  イ 上記アを踏まえ，聞取調査の結果，書き換えてみたもの 

 

 

 

 

 

 

農地 農地以外 非居住用 

 

土地 

(建物のない土地)

非居住用 居住用 

土地 建物 
建物 建物 

底地 底地 

不動産 不動産 

 （注１）居住用の建物は，各市町村の BTI

が所管。 

 （注２）土地登録局は，各市町村の土地登

録局及び BTI を監督。 

 （注３）土地資源委員会と土地登録局は，

互いに情報交換。 

（注１）居住用建物の底地はタシケント土地

登録局が管轄しているとの意見もあ

る。 

（注２）市以外の地域における農地は，土地

資源委員会の出先機関（国家機関）が

所管。 

（注３）土地登録局と BTI は互いに情報交

換。 

   なお，管轄範囲を図示すると，以下のとおりとなる。 

 ウズベキスタン全土 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全国組織） 

・土地資源委員会 

・土地登録局 

 ※ BTI には全国組織はない。

（市における組織） 

・○○市土地登録局 

・○○市 BTI 

 ※ 市を管轄する土地資源委員会はない。（町・村における組織） 

・○○町（村）土地資源委員会 

・○○町（村）土地登録局 

・○○町（村）BTI 

※ 土地資源委員会については，国の組織。

○ ○

町

○ ○

市 

土地資源委員会 

内 閣 

土地登録局 

タシケント市役所 

タシケント土地登録局 BTI 
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 (2) 各不動産登記機関について 

  ア 土地資源委員会 

   (ｱ) 根拠法令 

     土地資源委員会の設立に関する政令 

     Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on setting up State Committee on 

Land Resources of the Republic of Uzbekistan（July ２４，１９９８） 

     土地資源委員会が活動を開始する上での課題の解決に関する内閣の決定 

     Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the problems of 

organizing the activity of the State Committee on Land Resources of the Republic of 

Uzbekistan（July ２７，１９９８  No. ３１４） 

     １９９８年７月２７日付け内閣決定の付属規定 

     Provision on State Committee on Land Resources of the Republic of Uzbekistan to the 

Resolution of the Cabinet of Ministers of July ２７，１９９８  No. ３１４ 

   (ｲ) 組織及び職員数 

     組織は，中央組織，地方の組織（カラカルパキスタンを含めて１３か所），地域の

組織（１６７か所）からなる。 

     職員数は，中央組織４０名，地方の組織１０８名，地域の組織３３２名の計４８

０名である（ただし，技術職（ technical personnel）及び補助者（self-sustaining 

subsidiaries）を除く。）。 

      A 全体構造 

       土地資源委員会の全体構造（地方，地域の組織を含む。）は以下のとおりであ

る。なお，地方，地域の組織も国家機関である。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      B 中央の土地資源委員会 

       上記 A のうち，中央組織である土地資源委員会の内部組織は，次頁のとおり

である。 

土地資源委員会

地方土地資源庁 

(１３か所) 

地質，農化学

研究所 

計画研究所 

地方の支局 

(３か所) 

科学・技術

センター 

地域土地資源庁 

(１６７か所) 

土地情報測量・

登記機関 
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       職員数は，４０名（ただし，技術職（technical personnel）を除く。）。 

      C 地方の土地資源庁 

       上記 A のうち，地方の土地資源庁の内部組織は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       地方の土地資源庁の職員数は，各８～９名（ただし，技術職（technical personnel）及

び補助者（self-sustaining subsidiaries）を除く。）。 

       地方の土地資源庁の職員総数は，計１０８名。 

地方の長 

国営土地カダストル，

測量，土地利用の保

護・監督課(３名) 

コンピュータ専門家，

経理(２名) 

土地関知，土壌浸食

防止，再開墾 

(２～３名) 

職員人事・研修局 

(３名) 

経済・財政・会計局

(４名) 

管理局 

(４名) 

情報局 

(３名) 

委員長 

地籍登録課 

(３名) 

土地モニタリ

ング， 

国営土地カダ

ストル， 

土地評価課 

土地保護・土

地利用課 

(３名) 

土壌浸食防止

・再開墾課 

(３名) 

土地保護・

土地利用課

(３名) 

土地計画・

実施・監督

課 (３名) 

副委員長 

国営土地カダ

ストル・土地

登記の管理課

長 (１名) 

土地保護・土

地利用監督の

検査課長 

(１名) 

土地保護・

土地利用の

管理課長 

(１名) 

計画研究所 地質・農化学

研究所 

第一副委員長 
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       詳細は，以下のとおり。 

       Republic of Karakalpakistan ９ 名 

       Andijan region ８ 名 

       Bukhara region ８ 名 

       Djizak region ８ 名 

       Kashkadarya region ９ 名 

       Navoi region ８ 名 

       Namangan region ８ 名 

       Samarkand region ９ 名 

       Surkhandarya region ８ 名 

       Sirdarya region ９ 名 

       Tashkent region ８ 名 

       Fergana region ８ 名 

       Khorezm region ８ 名 

 

       TOTAL   １０８ 名 

 

      D 地域の土地資源庁 

       前記 A のうち，地域の土地資源庁の内部組織は，以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

       地域の土地資源庁の職員数は，各２名。 

       地域の土地資源庁の職員総数は，計３３２名。 

地域課長 (１名) 

土地カダストル，調査，

土地測量エンジニア 

(１名) 
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  イ 土地登録局3 

   (ｱ) 土地登録局（中央組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     土地登録局（中央組織）の職員数は，１２名。 

   (ｲ) 地方の土地登録局 

     測量課，土地・建物の評価課，登記課がある。 

  ウ BTI （Bureau of Technical Inventory） 

    同一の物件について，コンピュータによる登録と簿冊による登録を別々の部屋で，

それぞれ実施している。 

    タシケント市 BTI の職員数は１４名（小規模な BTI では，５～６名。なお，職員数

１８名の BTI もある。）。 

 

５ 不動産登記手続 

 (1) 法律に規定された手続 

   ウズベキスタンの土地法（全９１か条）の中で，不動産登記手続について定めた条文

  
 3 ウズベキスタン土地登録局については，名古屋大学大学院法学研究科の加賀山茂教授のホームペ

ージも参照 (http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/uzbekistan2003/  なお，ここでは「土地登

録公社」と訳されている。)。 

 

 

■ズバリ■ 

右手前が土地登録局のサムボルスキー副局長

土地登録局 

測量課 測量・地図作

り監督課 

カダストル

研究所 

サービス課 

(機械の故

障対応) 

地価課 

地図作り課 

カダストル局 

地方のカダスト

ル（土地登録局）

BTI 局 

地方の BTI 
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は，（当職が見る限り）１か条しか見当たらない。 

   その条文は，第３５条であり，内容は，①登記の義務，②登記の管轄，③登記事項，

④登記申請が受け付けられてから処理されるまでの期間（１０日間），⑤登記済証明書及

び⑥登記申請の却下条項である。 

  （補足）日本の制度との比較 

     ちなみに，日本の不動産登記法では，②は第８条，③は第５１条，⑤は第６０条，

⑥は第４９条に規定されている。 

     ①については，日本では登記は不動産物権変動の対抗要件であることから，これ

に相当する規定はない。 

     ②については，日本の不動産登記法には，これを直接規定した条文はないが，日

本の不動産登記制度においては，登記の即日処理を前提とし，登記の申請の日に登

記がされるものとみて，申請書の受付年月日及び受付番号のみを記載して，実際に

登記した日は記載しないことになっており（日本の不動産登記法第５１条第２項），

申請書に不備があった場合にも，それが補正できるものであって，申請者が即日補

正をした場合には，受理される旨の規定がある（同第４９条）。つまり，申請が受け

付けられた日に登記が完了することを前提とした制度となっている。ただし，実際

には，地域や申請状況などによって異なるものの，登記申請書が受け付けられてか

ら登記が完了するまでにおおむね数日から1週間程度かかっている。 

   その条文の英訳及び仮訳は，以下のとおりである。 

    Article ３５. State registration of right to land parcels. 

    The right of juridical and real persons to land parcels are liable to state registration. 

    State registration of right to land parcels is carried out in the place the land parcel is located.  

    The state register includes: 

       1) information of the person who obtained the right to the land parcel; 

       2) description of the land parcel（category of  the land , purpose of use, type of 

lands, area, share in the joint possession and use boundary, cadastre number and 

other characteristics）; 

       3) information of the terms of the agreement on granting the land parcel, burdening 

and servitude; 

       4) decisions of the authorized bodies on including the land parcel into the zone of 

alienation for state or public needs; 

       5) other information, fixed by legislation. 

    State registration of rights to the land parcel is carried out by the local body of power within 

10 days from the moment of the necessary documents on the right to the land parcel are 

received. 

    The certificate on state registration mentioning the date and number of the registration notes 

is issued. It certifies the state registration of right to the land parcel. 
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    The grounds for the refusal to carry out state registration of right to the land parcel are as 

follows: 

       1) non - availability or absence of the necessary documents on the rights to the land 

parcel; 

       2) non - availability of information envisaged in part three of this article in the 

submitted documents; 

       3) change of the special purpose of the land parcel with the infringement of the 

established rules; 

       4) infringement of established norms of total area of the land parcel as a result of  

the deal; 

       5) availability in the state registration office of documents testifying to the presence 

of a dispute on the land parcel belonging; 

       6) availability in the state registration office of the court decision on confiscation of 

trade and service objects, apartment houses, other buildings and structures; 

       7) absence of the document on paying the registration fee if other is not envisaged 

by Law; 

       8) decision on the withdrawal of land parcels for state and public needs adopted in 

the established order. 

    The order（or procedure）of state registration of land parcels is fixed by legislation . 

    （以下，仮訳） 

     第３５条 土地区画に対する権利の国家登記 

      法人及び自然人の土地区画に対する権利は，国家登記をしなければならない。 

      土地区画に対する国家登記は，土地区画の所在地において行われる。 

      国家登記は，以下の登記事項を含む。 

     1) 土地区画に対して権利を有する者についての情報 

     2) 土地区画についての記述（土地の区分，利用目的，土地の種類，面積，共同占

有における持分，利用境界，カダストルの番号，その他の特質） 

     3) 土地区画の承認，負担及び役務について合意された期間に関する情報 

     4) 国又は公共の必要から，土地区画を譲渡可能な区域に含める旨の当局による決

定 

     5) 法律によって決められた他の情報 

      土地区画に対する権利についての国家登記は，土地区画に対する権利について

必要な書類が受け付けられたときから１０日以内に地方の当局によって処理され

る。 

      登記記録の日付及び番号が書かれた国家登記証明書が発行される。これは，土

地区画に対する国家登記を証明するものである。 

      土地区画に対する国家登記の処理を拒絶する理由となる事項は，以下のとおり
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である。 

     1) 土地区画に対する権利について必要な書類が入手できていないか不存在の場合 

     2) 提出された書類の中に本条第３項に規定された情報が含まれていない場合 

     3) 確立された規定に違反し，土地区画の特別な利用目的に変更が生じた場合 

     4) 土地区画の分配の結果，総面積が決められた状態に違反した場合 

     5) その土地区画について紛争が生じていることを証明する書面を国家登記機関が

入手した場合 

     6) 取引やサービスの対象物，アパート，その他の建造物の押収に関する裁判所の

決定を国家登記機関が入手した場合 

     7) 登記料の支払いについての書面が存在しないとき。ただし，法律に別段の定め

がある場合はこの限りでない。 

     8) 確立した命令の中で認められた国家又は公共の必要から，土地区画の回収決定

があった場合 

      土地区画の国家登記の命令（又は手続）は法律によって決められる。 

 (2) 今回の聞取調査結果（不動産登記手続及びそれに関連する手続） 

  ア 土地資源委員会 

   (ｱ) 手続全般 

     農民が土地を借りて栽培したい場合，市役所に申請を出す。農民に土地を貸せる

か貸せないかを委員会4が調べ，市長が決定を出し，市長と農民が契約を結ぶ。 

     この契約が結ばれた後，土地資源委員会の支局で登記をし，権利を行使できるよ

うになる。 

     土地の使用権を担保に入れることは法律上はできるが，手続を規定した法律がな

く，今は行っていない。 

   (ｲ) 登記の申請に必要な書類 

     登記の申請に必要な書類は，１８種類あるが，そのうち主なものは，以下のとお

りである。 

     ① 申請書 

     ② ビジネスプラン（利用計画） 

     ③ 農園の決定（コルホーズの会議（農村の会議）での決定） 

     ④ 委員会の決定 

     ⑤ 仕事の内容のルール（農園として借りる場合） 

     ⑥ 農園の委員会の決定 

     ⑦ 土地を貸す委員会の決定 

     ⑧ 契約 

     ⑨ 市長の決定 

  
 4 委員長は，副町長。土地資源委員会とは別組織。ただし，土地資源委員会の技術職の職員も加わ

っている。 
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    （補足） 

      日本でも，農地について所有権を移転する場合などにおいては，農業委員会又

は都道府県知事（住所のある市町村の区域外の場合等）の許可が必要となってい

る（農地法第３条）。ウズベキスタンの場合は，農地を売買する場合，日本に比べ

て多数の機関での決定を要する。ただし，この点については，特に不自由はない

かと尋ねたところ，「ない」との回答であった。 

   (ｳ) 登記の申請に必要な費用 

     登記の申請のために土地資源委員会に納める費用は，以下のとおりである。 

     ただし，農園の場合は，国の発展のため必要という趣旨から，国家予算で賄なっ

ている（登記申請の費用は徴収しない。）。 

     ① 法人の場合 

       １か月の最低給与（５，４４０スム＝約５６０円）の半分 

     ② 個人の場合 

       １か月の最低給与（５，４４０スム）の１割 

  イ 土地登録局 

    土地登録局での登記手続は，以下のとおりである。 

    なお，タシケント市の土地登録局の場合，地籍図はコンピュータに登録されている

が（ただし，登記簿は紙ファイル），このコンピュータシステムは，独自に開発された

もので，援助機関の支援は受けていないとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｱ) 初めて行う登記 

     申請書を土地登録局へ提出すると，土地登録局で測量を行う。 

     （土地登録） 

       土地の使用権を得た者は，登録手続を行う。土地登録局に申請をする。 

       申請があると，測地を行い，地籍図を作る。縮尺は，５００分の１である。

その地図にはパイプなども描かれる。土地の使用者がサインし，近隣者にもサ

インをもらう。サインしてから登録部へ渡す。 

画面の背景は地図，左上のウィンドウ

は，所有者に関する情報 

土地の登記簿 

(右上に載っているのが登記済証明書)

 

 

 

■ズバリ■ 

 

 

 

■ズバリ■ 
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       登録部で登記をしてから，登記が完了した旨の証明書と地図を添付した資料

を土地の使用者に渡す。 

       証明書には，土地の面積が書かれる。使用権のタイプも書かれる。 

     （建物登録） 

       建物の登録・登記については，以下の四つの書類に基づいて，登録・登記が

行われる。 

       ① 国有財産化委員会の民営化証明書 

       ② 市役所の決定（自分で新たに建築した場合） 

       ③ 売買契約 

       ④ 裁判所の決定 

       上記の書類のうち，どの書類が提出されるかによって，どのような書類に基

づく所有権であるかが分かる。 

       上記の書類を添付した申請書に基づき，各階の図面を作成し，登記を行って

から所有者に証明書を出す。 

   (ｲ) 土地・建物の所有権移転登記 

     土地・建物を売買する場合には，公証役場で，売買契約書の認証を受ける必要が

ある。 

     その上で，買主が土地登録局へ所有権移転登記申請を行う。 

   (ｳ) 土地・建物の担保登録 

     担保の設定契約を結ぶには，公証役場で，担保権設定契約の認証を受ける必要が

ある。 

     銀行から融資を受けて不動産に担保権を設定した場合，公証役場での認証の後，

銀行から，担保権を設定した旨の通知書が土地登録局へ届く。 

     もし，債務者が債務の返済ができず，担保物が引渡所で第三者に売り渡された場

合，その第三者が改めて所有権移転の登記申請をする。 

  ウ BTI 

    登記申請を行うには，申請書，許可書等の添付資料を提出する。 

    添付資料の中で最も重要なものは，所有者になっていることを証明する書類である

（以前は，すべて国有であったため。）。 

    売買をする場合には，公証役場で認証を受けた契約書を添付する。 

    登記が完了すると，証明書が申請者に渡される。 

    国有の建物は登記されない。タシケント市 BTI の管轄区域内では，そのような建物

は住宅全体の２パーセントである。地方の場合は４０パーセントである。 

    なお，土地に対する税金は，土地の評価額の０.５パーセントである（昨年は０.４

パーセント）。このほか，土地の賃料については地域によって決まっているが，中心地

は高く，１平方メートル当たり，年額１５スム（約１.５円）である。 

    以上が，BTI における登記手続である。 
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    次に，BTI における登記実務の実情について聞き取った結果を幾つか紹介する。 

     ・ BTI では，一つの建物ごとに，床面積，各部屋の面積，各アパートの評価額

などが書かれた書類をまとめている。 

     ・ 一軒の家が担保に取られたケースが過去にあった。担保に入っている旨の書

類を上記の書類の中に綴っている。しかし，住宅を担保に入れると，住むとこ

ろがなくなるおそれがあるので，担保に入れることは少ない。 

     ・ 建物の底の土地は登記されない。ただ，建物の図面が書かれた用紙に，土地

の図面も書いてある。住宅は，昔はすべて国有だった。登記をする際には，住

宅の所有者になったことを証明する書面が一番重要な書面である。 

     ・ １９９９年からコンピュータ登録を始めた。しかし，同時並行で簿冊処理も

行っている。ただ，台数が少ないのが課題。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 不動産登記に関係する機関 ― 公証役場 

  ウズベキスタンにおける不動産登記（特に，所有権移転や担保権設定などの権利の登記）

に密接に関係する機関として公証役場が挙げられる。 

  公証役場には，国家機関と私立の２種類がある。 

  また，第一公証役場（国家機関）では，不動産に担保権が設定されているかどうかとい

う情報をコンピュータで一元管理し，担保権の設定・廃止がある都度，データの更新を行

っているとともに，担保権が設定されているかどうかの確認にも応じている。 

  以下では，第一公証役場（国家機関），公証役場（第一公証役場以外。国家機関），公証

役場（私立）を訪問した際の聞取調査結果をまとめてみた。 

 (1) 第一公証役場（国家機関） 

  ウズベキスタンで一番大きい公証役場である。所長は司法大臣が任命する。 

  担保設定禁止情報をここで取りまとめている（コンピュータによる一元管理）。 

  個人なら名前，法人なら法人名で情報が入っている。 

コンピュータへの登録を行うところ

 

 

 

■ズバリ■ 

簿冊への登録を行うところ 

 

 

 

■ズバリ■ 
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  一つの不動産に２回担保を設定することはできない5。担保設定状況の確認や新たな設定

や無効処理を行うことができる。土日も業務を行っている。その中で，「確認」の件数が一

番多い。 

  手数料は，法人だと１か月の最低給与（５，４４０スム），個人だとその１割である。 

  刑事事件で，逮捕され，自由になるために不動産に担保を設定する場合，裁判所が決め，

他に売れないようにする。 

  契約に基づいて担保を設定したい場合，国家機関である公証役場の場合には，申請者本

人がここへ来て設定をする。私立の公証役場の場合，公証役場の職員が第一公証役場へ来

て設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 公証役場（第一公証役場以外。国家機関） 

   司法大学を卒業し，３年間の実務経験を経た者が，公証人になる資格を有する。司法

省に申請し，席が空くと公証人になることができる。 

   タシケント市内では，国営の公証役場の公証人は，約８０人，民営の公証役場の公証

人は，約３０人いる。 

   公証人の手数料は，売買代金の１０パーセントである。 

   国営の公証役場では，国から給与をもらう。民営の場合は，自分の収入となる。 

   国営の公証役場よりも民営の公証役場の方が収入が多い。 

   （対応してくれた公証人の方自身も，）タシケント国立大学法学部を卒業し，現在４３

歳で，公証人の経験は７年間になる。 

  
 5 なお，ウズベキスタン民法第２７３条では，以下のように規定されており，法律上は，後順位担

保権の設定が可能となっている。しかし，後順位担保権の設定はされていないのが実情である。 

  第２７３条 後順位担保権 

 １ すでに担保権の目的となっている財産がさらに他の債権の担保権の目的となる場合（後順位担

保権）は，後順位担保権者の債権は，先順位担保権者が債権の満足を得た後に残った価値から満

足を受ける。 

 ２ 後順位担保権は，先順位担保権設定契約が禁じていない場合に，これを設定することができる。 

 ３ 担保権設定者は，担保物について存在するすべての担保権について各後順位担保権者に通知し

なければならず，この義務に違反した結果，担保権者に生じた損害を賠償する責任を負う。 

左が Senior Notary の ESENBAEV 氏

中央が黒川，右端が小山田 

 

 

 

■ズバリ■ 
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 (3) 公証役場（私立） 

   国家機関である公証役場と手続は同じ。資格を取得して席が空くのを待つ点も同じで

ある。手数料（１０パーセント）も同じである。 

   国家機関の公証役場と違うのは，私立の場合，法律的な誤りを犯すと，責任を持つ。

自分で賠償する。そのために保険制度がある。最低給与（５，４４０スム）の１００倍

の金額を毎年掛金として保険会社に納める。 

   また，国家機関だと，手数料のほかに１０USドルを納める必要があるが，私立では不

要。私立だと，税金の支払いなどを公証役場が代行する。 

   収入の５０パーセントは国に公証人税として支払う。１５パーセントは司法省，０.

７パーセントは年金，１.５パーセントは交通税であり，計６７.２パーセントは国に納

める。残りは給与と設備費である。 

   ウズベキスタン国内で，私立の公証役場の公証人は１５０人。国家機関の公証役場の

公証人は４１８人。 

   この公証役場では，公証人のほか３人の職員がいる。 

   私立の公証役場も司法省の監督を受けている。 

   ウズベキスタンには，民営化公証役場連合会がある。ラテン公証連合会へ加盟したい

が，ウズベキスタンの場合は，国営の公証役場があるので加盟できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥に座っているのが公証人。 

この部屋で契約書への署名・公証が行わ

れる。 

職員は，公証人を含めて２名。 

 

 

 

■ズバリ■ 

 

 

■ズバリ■ 

 

 

■ズバリ■ 

左の女性が公証人 街で見かける民営の公証役場の看板 
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７ 今後の課題 

  土地登録局のサムボルスキー副局長の説明によれば，ウズベキスタンの不動産登記制度

をめぐる今後の課題としては，大きく分けると以下の２点が挙げられる。 

 (1) 不動産登記を所管する３機関（土地資源委員会，土地登録局，BTI）の統一 

 (2) 国民の権利保護のための新しい不動産登記法の制定 

   上記(1)については，統一へ向けた検討は行われているようであるが，実現が難しい情

勢である。 

   上記(2)については，不動産登記手続の全体像が分かる法律として，「不動産権利の国

家登記に関する法律案」の原案が既に５～６年前に作成されているということであるが，

その後，援助機関の支援がないことなどから，現在はまだ再検討されていない。 

   TACIS が，１９９９年以来行っている対ウズベキスタンの不動産登記に関する支援に

おける第３フェーズの中で，登記のための新法令の起草支援を行う予定とされている。

ただし，第３フェーズは，現在３機関に分かれている登記関係機関の統合を条件にして

いるところ，まだ統合が実現していないため，開始できない状態である。 

 

８ おわりに 

  総じて言えば，ウズベキスタンの不動産登記制度は，旧ソ連邦時代から，不動産につい

ても，管理面（日本で言えば，表示の登記）については発達しているが，権利の登記につ

いては，後順位担保権の設定が民法上認められているにもかかわらず，実際には行われて

いないなど，未発達な部分があるように見える。したがって，今後も市場経済化の発展段

階に応じた自主的な改革が必要となると思われる。 

  最後になるが，今回の調査が円滑に実施できたのは，JICA アジア第二部中央アジア・コ

ーカサスチームの田邉秀樹氏，矢向禎人氏，JICA ウズベキスタン事務所の柳沢香枝所長，

浅見栄次氏，シャリポフ氏（Mr. Sharifzoda U. SHARIPOV）始め職員の方々の御尽力による

ところが大きい。この場を借りて，改めて謝意を表する次第である。 
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～ 特集２ ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズベキスタン共和国経済訴訟法典(仮訳)◆ 
（１９９８年１月１日施行） 
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 このウズベキスタン共和国経済訴訟法典和訳（仮訳）は，国際協力機構（JICA）の様々な研修等

でコーディネータ及び通訳等で御活躍されている香取潤氏にロシア語から日本語に翻訳していた

だきました。市場経済化が進むとともに，経済紛争が増加し，経済裁判所の役割は今後ますます重

要となることが予想されます。ウズベキスタン共和国司法制度資料として，参考にしていただけれ

ば幸いです。重ねて，香取氏の御協力に深く感謝し，厚く御礼申し上げます。 
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る金銭の支払 

  第95条 訴訟費用の分担 

 

第１２章 訴訟期間 
  第96条 訴訟期間の設定及び算定 

  第97条 訴訟期間の終了 

  第98条 訴訟期間の停止 

  第99条 訴訟期間の回復及び延長 

 

第１３章 訴訟罰則金 
  第100条 罰則金の賦課 

  第101条 罰則金の賦課の検討手続 

 

第２編 経済裁判所第一審の訴訟手続 
 

第１４章 裁判所命令 
  第102条 裁判所命令に基づく債務の徴収 

  第103条 裁判所命令が発せられる要件 

  第104条 申請書の形式及び内容 

  第105条 裁判所命令発行に関する申請書の

複写の債務者への手交 

  第106条 国の手数料 

  第107条 申請書受理を拒否する根拠 

  第108条 申請書に対する意見書 

  第109条 裁判所命令発行の手続及びその拒

否の根拠 

  第110条 裁判所命令の内容 

  第111条 裁判所命令の破棄 

 

第１５章 訴えの提起 
  第112条 訴状の形式及び内容 

  第113条 訴状の複写及びその添付文書の送

付 

  第114条 訴状に添付される文書 

  第115条 複数の訴訟請求の併合及び分離 

  第116条 訴状の受理 

  第117条 訴状受理の拒否 

  第118条 訴状の返却 

  第119条 訴状に対する意見書 

  第120条 反訴の提起 

  第121条 事件係属中の住所変更 

 

第１６章 法廷審理に向けた事件準備 
  第122条 法廷審理に向けた事件準備に関す

る裁判官の行為 

  第123条 法廷審理に向けた事件準備につい

ての決定 

  第124条 通知と召喚 
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第１７章 法廷審理 
  第125条 事件審理の期間 

  第126条 経済裁判所の法廷 

  第127条 経済裁判所の法廷における秩序 

  第128条 証拠調べ及び審理の連続性 

  第129条 事件参加者の申請及び請願の経済

裁判所による解決 

  第130条 訴状に対する意見書若しくは補足

的証拠が提出されなかった場合又は

事件参加者の参加がない場合の紛争

の解決 

  第131条 事件審理の延期 

  第132条 当事者の和解 

  第133条 事件審理の終了 

  第134条 裁判記録 

 

第１８章 経済裁判所の判決 
  第135条 判決の採択 

  第136条 判決採択の際に解決される問題 

  第137条 判決の記述 

  第138条 判決の内容 

  第139条 金銭の徴収及び財産の引渡しに関

する判決 

  第140条 執行文書又は他の文書の執行力を

争う事件の判決 

  第141条 契約の締結又は変更に関する判決 

  第142条 一定の行為の実行を被告に義務付

ける判決 

  第143条 国家機関及び自治体機関の法令の

有効性を争う事件に関する判決 

  第144条 法的意義を有する事実の究明に関

する経済裁判所の判決 

  第145条 判決の言渡し 

  第146条 判決の発効 

  第147条 判決執行の保障 

  第148条 事件参加者への判決の送付 

  第149条 補充判決 

  第150条 判決の解説 誤記，誤植及び計算

間違いの訂正 

 

第１９章 経済裁判所の決定 
  第151条 決定及びその内容 

  第152条 特別決定 

  第153条 決定の送付 

 

第２０章 個々の種類の事件に関する手続
の特質 

  第154条 団体及び市民の破産に関する事件

の審理 

  第155条 法的意義を有する事実の究明に関

する事件の審理 

 

第３編 第一審判決の再審手続 
 

第２１章 控訴審の手続 
  第156条 控訴権 

  第157条 控訴申立てを審理する経済裁判所 

  第158条 控訴提起の期間 

  第159条 控訴申立ての内容 

  第160条 事件参加者に対する控訴申立ての

複写の送付 

  第161条 控訴申立てに対する意見書 

  第162条 控訴申立ての返却 

  第163条 控訴申立受理についての決定 

  第164条 控訴審における事件審理の手続 

  第165条 控訴申立ての放棄 

  第166条 控訴審における事件審理の範囲 

  第167条 控訴申立ての審理期間 

  第168条 控訴審の権限 

  第169条 第一審判決の変更又は破棄の根拠 

  第170条 訴訟法規範の違反又は誤った適用 

  第171条 控訴審の判決 

  第172条 経済裁判所決定に対する控訴申立

て 

 

第２２章 破棄審における手続 
  第173条 破棄申立ての権利 

  第174条 破棄審において第一審判決の合法

性を検証する経済裁判所 

  第175条 破棄申立て（異議申立て）の提起

手続 

  第176条 破棄申立て（異議申立て）の提起

期間 

  第177条 破棄申立て（異議申立て）の内容 

  第178条 破棄申立て（異議申立て）の複写

の事件参加者への送付 

  第179条 破棄申立て（異議申立て）に対す

る意見書 

  第180条 破棄申立て（異議申立て）の返却 

  第181条 破棄申立て（異議申立て）受理に

ついての決定 

  第182条 第一審判決，控訴審判決の執行の

停止 

  第183条 破棄審における事件審理の手続 

  第184条 破棄申立ての放棄 異議申立ての

撤回 

  第185条 破棄申立て（異議申立て）の審理

期間 

  第186条 破棄審における事件審理の範囲 

  第187条 破棄審の権限 

  第188条 第一審判決若しくは控訴審判決を

変更又は破棄する根拠 

  第189条 破棄審の判決 

  第190条 破棄審の指示の拘束力 

  第191条 経済裁判所の決定に対する破棄申

立て（異議申立て） 
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第２３章 監督手続 
  第192条 経済裁判所の第一審判決及び控訴

審判決の監督手続による再審 

  第193条 異議申立権者 

  第194条 第一審判決及び第二審以後の判決

の執行の停止 

  第195条 異議申立てにより監督手続で事件

を審理する経済裁判所 

  第196条 事件記録の取り寄せ 

  第197条 異議申立ての提起 

  第198条 異議申立ての審理手続 

  第199条 監督手続での事件の再審について

のウズベキスタン共和国最高経済裁

判所幹部会の権限 

  第200条 第一審判決若しくは第二審以後の

判決を変更又は破棄する根拠 

  第201条 監督審判決の採択手続 

  第202条 監督手続で事件を審理した経済裁

判所の指示の拘束力 

  第203条 経済裁判所の決定に対する異議申

立て及び監督手続での再審 

 

第２４章 法的効力を発した経済裁判所の
裁判所決定の新しく発見された状
況に基づく再審 

  第204条 再審の根拠 

  第205条 申請書提出の手続と期間 

  第206条 法的効力を発した裁判所決定を新

しく発見された状況に基づいて再審

する経済裁判所 

  第207条 申請の審理 

  第208条 事件の再審についての経済裁判所

の決定 

 

第４編 裁判所決定の執行 
 

  第209条 裁判所決定の執行の手続 

  第210条 執行状 

  第211条 一件の裁判所決定に関する複数の

執行状の発行 

  第212条 執行状の内容 

  第213条 執行状を執行へ向けて提示する期

間 

  第214条 執行状を執行へ向けて提示する期

間の中断 

  第215条 執行状を執行へ向けて提示する徒

過した期間の回復 

  第216条 執行状の謄本の発行 

  第217条 裁判所決定執行の猶予又は分割，

その執行方法及び手続の変更 

  第218条 裁判所決定の不履行に対する責任 

  第219条 裁判所決定執行の巻き戻し 

  第220条 裁判所決定執行の巻き戻しに関す

る問題の解決 

第５編 外国の団体，国際団体及び企業活
動を行う外国人，無国籍者が参加す
る事件に関する手続 

 

  第221条 外国の団体，国際団体及び企業活

動を行う外国人，無国籍者の訴訟上

の権利 

  第222条 外国人が参加する事件に関する訴

訟手続 

  第223条 外国人が参加する事件に関するウ

ズベキスタン共和国経済裁判所の権

限 

  第224条 訴訟上の免責 

  第225条 同一の者の間で，同一の対象につ

いて，かつ，同一の理由での紛争に

関する事件の外国裁判所による審理

の訴訟上の結果 

  第226条 訴訟手続の嘱託 

 

 

ウズベキスタン共和国経済訴訟法典 
の実施手続に関するウズベキスタン 
共和国最高会議令         
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第１編 総則 
 

第１章 基本規定 
 

第１条 経済裁判所への訴えの権利 

 利害関係者は，本法典の定めるところにより，

だれでも経済裁判所に訴え出て，侵害された権利，

争われている権利又は法により守られる利益の保

護を求めることができる。 

 経済裁判所への訴えの権利を拒否することは，

無効である。 

 

第２条 経済裁判所による裁判の実施 

 経済裁判所は，経済分野で発生する紛争並びに

本法典及び他の法律により，その管轄とされる他

の事件の解決を通じて裁判を行う。 

 

第３条 経済裁判所における訴訟手続の課題 

 経済裁判所における訴訟手続の課題は，以下の

とおりである。 

 1) 経済分野における侵害された権利，争われて

いる権利又は法により守られる企業，機関，

団体及び市民の利益を保護すること。 

 2) 経済分野における法秩序の強化及び違法行為

の予防を促進すること。 

 

第４条 経済裁判所における訴訟手続の法制 

 経済裁判所における訴訟手続の法制は，本法典

及びそれに従い採択される他の法令からなる。 

 ウズベキスタン共和国が締結した国際条約によ

り，ウズベキスタン共和国の法制上によるもの以

外の規定が設けられている場合には，国際条約の

規定が適用される。 

 

第５条 経済裁判所裁判官の独立 

 裁判に際し，経済裁判所の裁判官は，独立であ

り，法にのみ従う。 

 裁判官の裁判活動に対しては，いかなる干渉も

許されず，干渉を及ぼした者は，法律により責任

を追求される。 

 

第６条 経済裁判所における事件の手続開始 

 経済裁判所は，以下の者の申立てにより事件の

手続を開始する。 

 1) 利害関係者 

 2) 検察官 

 3) 国又は公共の利益の保護のために経済裁判所

に訴え出る権利を法律により有している場合

に国及びその他の機関 

 ある種の紛争につき，法律により裁判以前の解

決方法（請求による解決方法）が設けられている

場合又はそれが契約によって見込まれている場合

においては，当事者が自らの相互関係の自由意思

による解決に向けて措置を執った後にのみ，経済

裁判所において事件の手続が開始される。この場

合においては，検察官，国又はその他の機関の申

立てによる事件開始手続は，上記当事者が執る措

置とは独立して行われる。 

 

第７条 法律及び裁判の前での平等 

 経済裁判所における紛争の解決は，所有の形態，

所在地又は従属関係にかかわらず，企業，機関及

び団体の法律並びに裁判の前での平等の原則又は

性，人種，民族，言語，宗教，社会的身分，信条，

個人的若しくは社会的立場，さらにその他の状況

にかかわらず市民の法律及び裁判の前での平等の

原則に基づいて行われる。 

 

第８条 事件審理の公開性 

 経済裁判所における事件の審理は，公開される。 

 非公開での事件の審理は，国家機密又は商業上

の機密を守るために，それが必要とされる場合に

許される。 

 非公開での事件の審理については，決定が下さ

れる。 

 

第９条 当事者主義と当事者の権利平等 

 経済裁判所における訴訟手続は，当事者主義及

び当事者の権利平等に基づいて行われる。 

 

第１０条 訴訟手続が行われる言語 

 経済裁判所において，訴訟手続は，ウズベク語，

カラカルパク語又は当該地域の多数住民の言語で

行われる。 

 訴訟手続が行われている言語に堪能でない法廷

審理の参加者には，通訳を通じて事件のあらゆる

資料を閲覧し，裁判活動に参加する権利及び母国

語で発言する権利が保障される。 

 様々な国家の企業，機関，団体間の経済紛争は，

裁判所の決定により，当事者に受け入れられる言

語で審理が行われる。 

 

第１１条 裁判審理の直接性 

 経済裁判所は，事件の審理に際し，事件に関す

るすべての証拠を直接調べなければならない。 

 

第１２条 立法に基づく紛争解決 

 経済裁判所は，ウズベキスタン共和国の憲法，

法律，その他の法令及びウズベキスタン共和国の

国際条約に基づいて紛争を解決する。 

 経済裁判所は，事件の審理に際し，国又は他の

機関が権限を越えて法令を発布している場合など，

その法令が法律に合致していないことを明らかに

した場合には，法律に従って判決を採択する。 

 問題となる関係を規制する法規が存在しない場

合には，経済裁判所は，類似した関係を規制する

法規を適用する。そのような法規が存在しない場

合には，法律の一般的原則及び趣旨によって紛争



 

  28

を解決する。 

 経済裁判所は，ウズベキスタン共和国の法律又

は国際条約に従って外国の法規を適用する。 

 

第１３条 外国法の適用 

 外国法を適用する場合には，経済裁判所は，関

係国における法規の解釈及び適用の実際に従って，

その法規の存在及び内容を明らかにする。 

 外国法規の存在及び内容を明らかにする目的で，

経済裁判所は，ウズベキスタン共和国及び外国の

管轄機関並びに団体に対し，協力及び説明を求め，

又は専門家を要請することができる。 

 手段を講じたにもかかわらず，外国法規の存在

又は内容が明らかにならなかった場合には，経済

裁判所は，ウズベキスタン共和国法の関連法規を

適用する。 

 

第１４条 裁判所決定の強制力 

 経済裁判所は，第一審判決，決定，第二審以後

の判決，裁判所命令などの形式で裁判所決定を行

う。 

 法的効力を発した裁判所決定は，すべての国家

機関，自治体機関，社会団体，企業，機関，団体，

公務員及び市民にとって強制力を持ち，ウズベキ

スタン共和国の全領土において執行されなければ

ならない。 

 経済裁判所の裁判所決定の不執行は，本法典及

び他の法律により定められた責任を追求される。 

 

 

第２章 経済裁判所の構成 忌避 
 

第１５条 経済裁判所の構成 

 経済裁判所においては，第一審の事件は，単独

の裁判官によって審理が行われる。ただし，ウズ

ベキスタン共和国最高経済裁判所においては，３

人の裁判官によって行われる。 

 裁判所長の決定により，どの事件も合議体で審

理することができる。 

 控訴審，破棄審及び監督審においては，すべて

の事件は合議体で審理する。 

 事件を審理する合議体は，３人又は他の奇数の

裁判官により構成する。 

 すべての裁判官は，事件の審理に際し，同等の

権利を有する。 

 本法典により，事件及び個々の問題を単独で解

決する権利が裁判官に与えられている場合には，

裁判官は，経済裁判所の名において行動する。 

 

第１６条 経済裁判所による問題解決手続 

 経済裁判所による合議体での事件の審理及び解

決に際し発生する問題は，裁判官の多数決により

決せられる。裁判官は，だれも投票を棄権する権

利を有しない。裁判長は，最後に投票する。 

 他の裁判官の決定に同意しない裁判官は，この

決定に署名する義務があり，かつ，書面で特別意

見を述べる権利を有する。この特別意見は，事件

に添付されるが，公表されない。事件の参加者は，

裁判官の特別意見を知らされることはない。 

 

第１７条 裁判官の除斥 

 裁判官は，以下に挙げる場合には，事件の審理

に参加することができず，除斥される。 

 1) 事件の参加者又はその代理人の親族である場

合 

 2) 当該事件の前回の審理において鑑定人，通訳

者，検察官，代理人又は証人として参加した

場合 

 3) 個人的に，直接若しくは間接的に事件の結果

に利害関係がある場合又は裁判の公正さに疑

念を呼び起こすような状況がある場合 

 互いに姻戚関係にある裁判官は，事件の審理を

行う経済裁判所を共に構成することはできない。 

 

第１８条 検察官，鑑定人及び通訳者の除斥 

 検察官，鑑定人及び通訳者は，本法典の第１７

条第１号及び第３号に示された理由で，事件の審

理に参加することはできず，除斥される。 

 それ以外に以下の事由が鑑定人の除斥の理由と

なる。 

 1) 事件の審理の時点において，鑑定人が事件の

参加者若しくはその代理人に対し，業務上の

若しくはその他の従属関係にある場合又は過

去においてあった場合 

 2) 鑑定人が行った鑑定の資料が経済裁判所に対

する訴えの根拠若しくはきっかけとなった場

合又は事件の審理に際して利用されている場

合 

 

第１９条 裁判官が再び審理に参加することの禁

止 

 事件の審理に参加した裁判官は，他の審級にお

ける同一の事件の審理に参加することができない。 

 ある審級の事件の審理に参加した裁判官は，新

たに明らかになった状況を基に行われる審理を除

いて同じ審級の同一の事件の再審に参加すること

ができない。 

 

第２０条 回避 

 本法典の第１７条及び第１８条に示された状況

があるときは，裁判官，検察官，鑑定人及び通訳

者は，回避しなければならない。同様の根拠によ

り事件の参加者は，忌避することができる。 

 回避及び忌避は，正当な理由付けにより行われ

なければならず，本質的に事件の審理が開始され

るまでになされなければならない。事件審理の過

程で回避及び忌避が許されるのは，回避及び忌避

の根拠が，経済裁判所又は回避若しくは忌避の申
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立人に事件審理開始後に判明した場合に限られる。 

 

第２１条 忌避の解決手続 

 忌避がなされた場合には，経済裁判所は事件参

加者の意見を聴取し，かつ，忌避された者が説明

を行うことを望む場合には，その者から聴取を行

わなければならない。 

 単独で事件審理を行っている裁判官の忌避につ

いての問題は，経済裁判所長又は裁判合議体の長

により解決される。 

 合議体による事件審理を行っている裁判官の忌

避についての問題は，忌避された裁判官の欠席の

下に残りの裁判官により解決される。忌避の賛成

に投じられた票と反対に投じられた票が同数とな

った場合には，その裁判官の忌避は，理由がある

ものとみなされる。 

 複数の裁判官又は事件審理を行う法廷の全裁判

官に対する忌避についての問題は，この裁判所の

全裁判官により単純多数決で解決される。 

 検察官，鑑定人及び通訳者の忌避についての問 

題は，事件審理を行う裁判所によって解決される。 

 忌避についての問題を検討した結果に従って決

定が下される。 

 

第２２条 忌避が認められた場合の結果 

 一人若しくは複数の裁判官又は法廷の全裁判官

の忌避に理由がある場合には，事件は，同じ裁判

所において異なる裁判官構成により審理される。 

 忌避が認められた結果，同じ経済裁判所で当該

事件の審理のために新しい裁判官構成を形成する

ことが不可能な場合には，事件を他の経済裁判所

に移送することができる。 

 

 

第３章 管轄と裁判権 
 

第２３条 事物管轄 

 経済裁判所の管轄に属するものは，以下のとお

りである。 

 1) 民事的，行政的及び他の法関係から法人（以

下「団体」という。），又は法人を設立しない

で企業活動を行い，法に定められた方法で獲

得された個人企業主の地位を有する市民（以

下「市民」という。）の間で経済分野において

発生する紛争にかかわる事件 

 2) 経済分野における団体及び市民の権利の発生，

変更又は停止にとり意義がある事実の究明に

関する事件（以下「法的意義を有する事実の

究明に関する事件」） 

 3) 団体及び市民の破産に関する事件 

 法律により他の事件も経済裁判所の管轄に含め

ることができる。 

 経済裁判所は，ウズベキスタン共和国の国際条

約により他の規定がない場合には，企業活動を行

うウズベキスタン共和国の団体及び市民，外国の

団体，外資系団体，国際団体，外国人並びに無国

籍者の参加を得て，その管轄に属する事件を審理

する。 

 ある要件は経済裁判所の管轄に属し，かつ，他

の要件は通常裁判所の管轄に属する場合など，互

いに関係し合う諸要件が絡み合う場合には，すべ

ての要件を通常裁判所で審理するものとする。 

 

第２４条 経済裁判所で解決される紛争 

 経済裁判所は，以下に挙げるような紛争を解決

する。 

 1) 法律により締結が規定されている契約又は契

約についての不一致を経済裁判所の解決に委

ねることが当事者により合意されている契約

に関する不一致についての紛争 

 2) 契約条件の変更又は契約破棄についての紛争 

 3) 所有権の承認についての紛争 

 4) 債務の不履行又は債務の不適切な履行につい

ての紛争 

 5) 所有者又は他の合法的な占有者による，他人

の非合法な占有からの財産の返還請求につい

ての紛争 

 6) 所有者又は他の合法的な占有者の所有権奪取

以外の権利侵害についての紛争 

 7) 損害賠償についての紛争 

 8) 名誉，尊厳及び名声の保護についての紛争 

 9) 法に合致せず，団体及び市民の権利並びに法

によって守られている利益を侵害する，国家

機関及び自治体機関の法令を（全面的又は部

分的に）無効と認めることについての紛争 

10) それにより徴収が抗弁を認めない（受諾を必

要としない）取立手続で行われる執行文書又

は他の文書を執行すべきでないと認めること

についての紛争 

11) 国の登記の拒否に対する不服について，又は

期限内の国の登記を回避することについての

紛争 

12) 法律により抗弁を認めない（受諾を必要とし

ない）取立手続が規定されていない場合には，

監督機能を果たしている国家機関又は他の機

関による団体及び市民からの罰金の徴収につ

いての紛争 

13) 監督機能を果たしている機関によって，法の

要求するところに違反して抗弁を認めない

（受諾を必要としない）取立手続で控除され

てしまった金銭の予算からの返還についての

紛争 

 経済裁判所は，その管轄の及ぶ他の紛争も解決

する。 

 

第２５条 仲裁裁判所による解決のための紛争の

移送 

 民事的法関係に端を発して発生した紛争又は発
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生する可能性がある紛争で，経済裁判所の管轄と

されるものは，当事者の合意により，経済裁判所

の判決を得る前に仲裁裁判所での解決のために当

事者により移送することができる。 

 

第２６条 事件の裁判権 

 経済裁判所の管轄に属する事件は，ウズベキス

タン共和国最高経済裁判所の裁判権に属する事件

を除いて，カラカルパクスタン共和国，州，タシ

ケント市の経済裁判所で審理される。 

 最高経済裁判所が審理を行うのは，以下のとお

りである。 

 共和国の統治機関，地方の代議機関又は行政機

関の間の経済協定に端を発する紛争。 

 権力の最高機関の規範的性格を持たない布告を

（全面的又は部分的に）無効と認めることについ

ての事件。 

 最高経済裁判所は，特別な事情がある場合には， 

任意の経済裁判所から任意の事件を取り上げて，

それを自ら第一審として受理すること及びある経

済裁判所から他の経済裁判所に事件を移送する権

利を有する。 

 

第２７条 被告の所在地による訴えの提起 

 訴えは，被告の所在地を管轄する経済裁判所に

提起される。 

 独立した下部団体の活動に端を発する法人への

訴えは，独立した下部団体の所在地を管轄する経

済裁判所に提起される。 

 

第２８条 原告の選択による裁判権 

 それぞれ異なる場所に所在する複数の被告に対

する訴えは，原告の選択により被告の一人の所在

地を管轄する経済裁判所に提起される。 

 所在地が不明の被告に対する訴えは，その財産

の所在地又はウズベキスタン共和国における明ら

かである最後の所在地を管轄する経済裁判所に提

起することができる。 

 ウズベキスタン共和国の団体又は市民であっ

て，外国の領土に所在する被告に対する訴えは，

原告の所在地又は被告の財産の所在地を管轄する

経済裁判所に提起することができる。 

 履行地が明示されている契約に端を発する訴え

は，その履行地を管轄する経済裁判所に提起する

ことができる。 

 

第２９条 法的意義を有する事実の究明に関する

事件の裁判権 

 法的意義を有する事実の究明に関する事件は，

建造物，施設又は土地の所在地により審理される

建造物，施設又は土地の所有事実の究明に関する

事件を除いて，申立人の所在地を管轄する経済裁

判所により審理される。 

 

第３０条 破産に関する事件の裁判権 

 団体や市民の破産に関する事件は，債務者の所

在地を管轄する経済裁判所により審理される。 

 

第３１条 例外的な裁判権 

 建造物，施設又は土地の所有権の確認を求める

訴え，建造物，施設又は土地の他人の非合法な占

有からの返還を求める訴え及び所有者又は他の合

法的な所有者による所有権奪取以外の権利侵害の

排除を求める訴えは，建造物，施設又は土地の所

在地を管轄する経済裁判所に提起される。 

 輸送契約に端を発する輸送業者への訴えは，そ

の輸送業者の所在地を管轄する経済裁判所に提起

される。輸送業者が複数の被告のうちの一人であ

る場合も同様である。 

 

第３２条 合意に基づく裁判権 

 本法典の第２７条及び第２８条により定められ

た裁判権は，当事者の合意により変更することが

できる。 

 

第３３条 一つの経済裁判所から他の経済裁判所

への事件の移送 

 裁判権の規則を遵守して経済裁判所が自ら受理

した事件は，たとえ後に他の経済裁判所の裁判権

に属することになった場合においても，本質的に

は受理した経済裁判所が審理しなければならない。 

 経済裁判所は，以下に挙げる場合に他の経済裁

判所の審理に事件を移送する。 

 1) 当該裁判所における事件審理の際に，事件が

裁判権の規則を遵守せずに受理されたことが

判明した場合 

 2) 一人又は複数の裁判官の除斥後，当該裁判所

における裁判官の交代が不可能になる場合及

び当該裁判所において審理を行うことが不可

能である場合 

 事件を他の経済裁判所での審理に移送すること

については決定が下される。 

 一つの裁判所から他の裁判所へ移送された事件

は，移送された裁判所が審理のために受理しなけ

ればならない。 

 ウズベキスタン共和国の経済裁判所間で裁判権

をめぐって紛争することは許されない。 

 

 

第４章 事件参加者又は他の経済訴訟手続 
   参加者              
 

第３４条 事件参加者 

 事件参加者として認められるのは，当事者，第

三者，検察官，権限を有する国家機関及びその他

の機関，法的意義を有する事実の究明に関する，

又は団体及び市民の破産に関する事件の申立人並

びにその他の利害関係者である。 
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第３５条 事件参加者の権利と義務 

 事件参加者は，事件資料を閲覧し，その抜き書

きを作成し，複写を取り，忌避を申告し，証拠を

提出し，証拠調べに参加し，質問をし，請願書を

提出し，申立てを行い，口頭及び書面の説明を経

済裁判所に行い，自らの論拠を提出し，事件審理

の過程で発生するあらゆる問題に関して判断を下

し，他の事件参加者の請願書や論拠に反論し，及

び裁判所決定に不服申立て（異議申立て）を行う

権利を有する。 

 そして本法典により事件参加者に対して提供さ

れる他の訴訟上の権利を享有する。 

 事件参加者は，本法典によって規定される訴訟

上の義務を負い，良心に従い，事件参加者に属す

るすべての訴訟上の権利を享有しなければならな

い。 

 

第３６条 当事者 

 経済訴訟手続における当事者は，原告及び被告

である。 

 原告となるのは，その権利と法により守られる

利益を保護するために訴えを提起する，又はその

利益のために訴えが提起された団体及び市民であ

る。 

 被告となるのは，それに対して訴訟請求が提起

された団体及び市民である。 

 当事者は，同等の訴訟上の権利を享有する。 

 

第３７条 複数の原告や被告の事件への参加 

 訴えは，複数の原告が共同で，又は複数の被告

に対して提起することができる。原告及び被告の

うちの各々が独立して審理に出廷する。共同参加

者は，共同参加者のうちの一人に訴訟行為を委任

することができる。 

 他の被告を参加させる必要があるときには，経

済裁判所は，判決を出す前に原告の同意を得て，

この被告を参加させる。 

 

第３８条 不適当当事者の交代 

 経済裁判所は，請求権が属さない者によって訴

えが提起された場合又は訴えに責任がない者に対

して訴えが提起されたことが明らかになった場合

には，判決を下す前に，原告の同意を得て，当初

の原告又は被告を適当な原告又は被告に交代させ

ることを許可する。 

 不適当当事者の交代は，経済裁判所の職権で行

うことができる。自分が他の者に交代することに

原告が同意しない場合には，その者は，紛争の対

象に対して独立の請求を申し立てる第三者として

事件に参加する権利を有する。この場合には，そ

の者に裁判所が通知する。 

 被告を他の者に交代させることに原告が同意し

ない場合には，裁判所は，原告の同意を得て，他

の者を第二の被告として参加させることができる。 

 不適当当事者の交代については，裁判所が決定

を下す。 

 不適当当事者の交代後，事件審理は，冒頭から

行われる。 

 

第３９条 訴訟上の権利承継 

 紛争となっている，又は経済裁判所の判決によ

り規定された法関係（再編成，請求の譲歩，債務

の移転，市民の死去及び他の場合）において，当

事者の一人が脱退する場合には，裁判所は，これ

について決定，第一審判決又は第二審以後の判決

により，その当事者に代えて権利承継人を充てる。

権利承継は，訴訟のどの段階においても可能であ

る。 

 権利承継人が事件に加わる以前に，訴訟におい

て行われたすべての行為は，被承継人に対して有

していた法的強制力と同じ程度の法的強制力を承

継人に対して有する。 

 

第４０条 訴えの根拠又は対象の変更，訴訟請求

の規模の変更，訴えの放棄，訴えの認諾

及び和解 

 原告は，経済紛争に関し，判決の前に訴えの根

拠若しくは対象を変更し，訴訟請求の規模の拡大

若しくは縮小をし，又は全面的若しくは部分的に

訴えを放棄する権利を有する。 

 被告は，部分的又は全面的に訴えを認諾するこ

とができる。 

 当事者は，どの審級においても和解をもって事

件を終了することができる。 

 経済裁判所は，それが法に矛盾し，又は他の者

の権利及び法により守られる利益を侵害する場合

には，訴えの放棄，訴訟請求の規模の縮小及び訴

えの認諾を受理せず，並びに和解を承認しない。

このような場合には，経済裁判所は，事件を本質

的に審理する。 

 

第４１条 紛争の対象に独立の請求を申し立てる

第三者 

 紛争の対象に独立の請求を申し立てる第三者は，

経済裁判所により判決が下される前に事件に参加

することができる。この種の紛争のために法律又

は契約によって規定があるときには，第三者は，

すべての原告の権利を享受し，被告との訴訟前の

紛争解決手続（請求手続）の遵守義務を除いて，

原告のすべての義務を負う。 

 

第４２条 紛争の対象に独立の請求を申し立てな

い第三者 

 紛争の対象に独立の請求を申し立てない第三者

は，事件に関する判決が当事者の一方に対する第

三者の権利及び義務に影響を及ぼす可能性がある

場合には，経済裁判所により判決が下される前

に，原告又は被告の側で事件に参加することがで
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きる。 

 第三者は，事件参加者の請願によっても事件に

参加することができる。 

 紛争の対象に独立の請求を申し立てない第三者

は，訴えの根拠又は対象の変更，訴訟請求の規模

の拡大又は縮小，訴えの放棄，訴えの認諾又は和

解の締結及び裁判所決定の強制執行要求に対する

権利を除いては，当事者の権利を享受し，訴訟上

の義務を負う。 

 

第４３条 検察官の事件への参加 

 検察官は，すべての事件について法廷に参加す

る権利を有する。 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所への訴状

は，ウズベキスタン共和国検事総長又はその次官

が提起し，カラカルパクスタン共和国，州及びタ

シケント市の経済裁判所への訴状は，それぞれカ

ラカルパクスタン共和国，州及びタシケント市の

検事，それに準ずる検事又はその検事補が提起す

る。 

 訴えを提起した検察官は，和解締結に対する権

利を除いて原告の権利を享受し，義務を負う。 

 検察官により提起された訴えを検察官が放棄す

ることは，本質的に原告が事件の審理を要求する

権利を奪わない。 

 原告の権利を保護するために，検察官が提起し

た訴えを原告が放棄したときは，その訴状を審理

しないで放置する。 

 事件審理への検察官の参加は，それが法律によ

って規定されている場合又は当該事件における検

察官の参加の必要性が裁判所によって認められた

場合には，義務となる。 

 

第４４条 国家機関及び他の機関の事件への参加 

 法令によって規定されている場合には，国家機

関及び他の機関は，国家及び社会の権利並びに法

により守られる利益を保護するために訴えを提起

することができる。訴えを提起した上記の機関は，

和解締結に対する権利を除いて原告のすべての権

利を享受し，義務を負う。上記機関により提起さ

れた訴えをその機関が放棄することは，本質的に

原告が紛争解決を要求する権利を奪わない。 

 国家機関又は他の機関によって原告の権利が保

護されるために提起された訴えを原告が放棄する

ことは，その訴状が検討されずに放置されること

になる。 

 

第４５条 経済訴訟手続の他の参加者 

 事件参加者以外に，経済訴訟手続には，代理

人，証人，鑑定人及び通訳者が参加することがで

きる。 

 

第４６条 証人 

 証人には，経済裁判所による正しい紛争解決に

とって重要な情報及び状況を知っている者であれ

ばだれでもなることができる。 

 証人は，出頭命令があれば必ず経済裁判所に出

頭し，自らが事件について知っている情報及び状

況を証言しなければならない。 

 証人は，誠実な証言を行い，裁判官及び事件参

加者の質問に答える義務がある。 

 明らかな偽証，証言拒否及び証言回避に対し

て，証人は，刑事責任を問われる。 

 

第４７条 鑑定人 

 経済裁判所における鑑定人となるのは，鑑定書

を出すために必要な特殊な知識を有し，かつ，本

法典で規定する場合に，裁判所によって任命され

た者である。 

 鑑定の依頼をされた者は，経済裁判所の出頭命

令に応じて出頭し，提起された問題に関し客観的

な鑑定書を出す義務がある。 

 鑑定人は，鑑定書を出すために必要であれば，

事件資料を閲覧し，経済裁判所の法廷に参加し，

質問をし，及び追加資料の提供を裁判所に依頼す

る権利を有する。 

 明らかに虚偽の鑑定書及び鑑定書の拒否に対し

て，鑑定人は，刑事責任を負う。 

 鑑定人に提供された資料が不十分である場合又

は鑑定人が自らに課された責務を果たすに必要な

知識を持っていない場合には，鑑定人は，鑑定書

を出すことを拒否することができる。 

 

第４８条 通訳者 

 通訳者とは，その知識が通訳に必要である言語

に堪能であり，かつ，本法典で規定する場合に裁

判所によって任命された者である。 

 経済訴訟手続の他の参加者は，通訳に必要な言

語に堪能である場合においても，自らが通訳の任

務を引き受ける権利を有しない。 

 通訳者は，裁判所の出頭命令に応じて出頭し，

完全に，正確に，かつ，時間どおりに通訳を行う

義務がある。 

 通訳者は，通訳の際，通訳の確認のために出廷

者に質問を行う権利を有する。 

 明らかに不正確な通訳に対して，通訳者は，刑

事責任を負う。 

 

 

第５章 経済裁判所における代理 
 

第４９条 代理人を通じた事務 

 経済裁判所での団体の事務は，法又は設立文書

により与えられた権限の範囲内で活動するその機

関及びその代理人が執り行う。 

 団体の幹部及び他の者は，設立文書に従って，

経済裁判所に対し，その業務上の地位又は権限を

証明する文書を提出する。 
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 市民は，経済裁判所における自らの事務を個人

的に，又は代理人を通じて執り行う。市民の事件

への個人的な参加は，市民が事件に関して代理人

を持つ権利を奪わない。 

 

第５０条 経済裁判において代理人となることが

できる者 

 経済裁判における代理人は，経済裁判における

事務に対してしかるべく手続をされた権限を有し

ていれば，いかなる市民もなることができる。 

 完全な行為能力を持たない市民の権利及び法に

より守られる利益は，経済訴訟手続においては，

その法定代理人，すなわち実親，養父母，後見人

又は保佐人が保護する。法定代理人は，経済裁判

における事務を自らが選任した他の代理人に委任

することができる。 

 

第５１条 代理人権限の手続 

 代理人の権限は，法律に従って発せられ，か

つ，作成された委任状に表示されなければならな

い。 

 団体を代表した委任状は，その団体の長の署名

又はその設立文書により署名の権限が与えられて

いる他の者の署名にこの団体の捺印を添えて発す

る。 

 市民の発した委任状は，公証人，委任者が勤務

若しくは通学する団体，市民の自治体機関，市民

の居住地にある住宅管理団体又は市民が入院加療

中の入院専門医療機関により認証を受けることが

できる。 

 委任状を軍人が発する場合には，関連軍隊の司

令部により認証を受けることができる。刑の執行

を行う機関に入所している者の委任状は，その関

連機関の長により認証を受ける。 

 弁護士の権限は，法の定める方法で認証を受け

る。 

 

第５２条 代理人権限 

 経済裁判における事務の権限として，代理人に

は，訴状の署名，仲裁裁判所への事件の移送，訴

訟請求の全面的又は部分的な放棄及び訴えの認諾，

訴えの対象又は根拠の変更，和解の締結，他人へ

の権限譲渡（再委任），裁判所決定への不服申立て，

異議申立ての申請への署名，裁判所決定の強制執

行請求並びに引渡しの判決を受けた財産又は金銭

の授受を除いて，本人の名においてすべての訴訟

行為を行う権利が与えられる。本条に挙げられた

各行為を代理人の権限において行う場合には，本

人の発する委任状に特別に規定しておかねばなら

ない。 

 

第５３条 経済裁判において代理人となることが

できない者 

 完全な行為能力を持たない者又は後見若しくは

保佐を受けている者は，経済裁判における代理人

になることができない。 

 裁判官，捜査官，検察官は，経済裁判における

代理人になることができない。この規則は，ここ

に挙げる者が関連する裁判所若しくは検察庁の全

権委任を受けている場合又は法定代理人として訴

訟に臨む場合には及ばない。 

 

 

第６章 証拠 
 

第５４条 証拠の概念及びその種類 

 事件に関する証拠とは，本法典及び他の法律に

よって規定された方法に従って得られた情報であ

り，それに基づいて経済裁判所は，事件参加者の

請求及び異議を裏付ける状況の存否並びに正しい

紛争解決にとって重要なその他の状況の存否を究

明する。 

 これらの情報は，証拠書類及び証拠物，鑑定人

の鑑定書，証人の証言並びに事件参加者の説明に

よって明らかにされる。 

 違法に得られた証拠の利用は許されない。 

 

第５５条 立証義務 

 事件参加者は，それぞれ，自らが請求及び異議

の根拠として引き合いに出す状況を立証しなけれ

ばならない。国家機関及び他の機関の法令を無効

と認めることについての紛争の審理においては，

上記法令の採択の根拠となった状況の立証義務は，

法令を採択した機関に課される。 

 経済裁判所は，現在ある証拠に基づく事件の審

理が不可能であると認める場合には，事件参加者

に対し，追加の証拠を提出するよう命令する権利

を有する。 

 

第５６条 証拠の提出及び請求 

 証拠は，事件参加者によって提出される。 

 証拠を持つ事件参加者又は非参加者から独力で

必要な証拠を得ることができない事件参加者は，

この証拠の請求をするための請願書をもって経済

裁判所に訴える権利を有する。請願書には，事件

にとって重要などのような状況がその証拠によっ

て明らかにされ得るのかが示され，証拠が記載さ

れ，かつ，その所在が示されなければならない。

裁判所は，必要に応じて，証拠を得るための照会

状を事件参加者に発する。裁判所により請求され

た証拠を持つ者は，それを直接裁判所に送付す

るか，又は裁判所に引き渡すために適当な照会状

を持っている者に手渡す。 

 経済裁判所によって証拠を請求された者が，そ

れを全く提出することが不可能な場合又は裁判所

が指定する期日に提出することが不可能な場合に

は，この者は，これについて裁判所の照会状を受

領してから５日のうちに理由を添えて裁判所に通
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知しなければならない。 

 経済裁判所がやむを得ない理由とは認めない理

由で，請求された証拠を提出する義務を履行しな

い場合には，証拠を持つ者には，最低賃金の２０

０倍以下の罰金を科す。 

 罰金の処分は，請求された証拠の所有者が経済

裁判所にそれを提出する義務を免除するものでは

ない。 

 

第５７条 その所在地における証拠の検証及び調

査 

 経済裁判所は，証拠を裁判所に送付することが

不可能である場合，若しくは困難を伴う場合又は

それが毀損のおそれのある証拠物である場合には，

その所在地において証拠の検証及び調査を行うこ

とができる。 

 証拠の検証及び調査は，事件参加者に通知して

経済裁判所により行われるが，事件参加者の欠席

は，検証及び調査を妨げない。証拠の検証及び調

査に参加する必要性がある場合には，鑑定人と証

人を召喚することができる。 

 毀損のおそれのある証拠物は，事件参加者に通

知することなく，速やかに経済裁判所により検証

及び調査が行われる。 

 その所在地における証拠の検証及び調査の後，

直接現場で調書が作成される。 

 

第５８条 証拠の関連性 

 経済裁判所は，審理されている事件に関係のあ

る証拠のみを採用する。 

 

第５９条 証拠能力 

 法に従ってある一定の証拠により立証されなけ

ればならない事件の状況を，他の証拠によって立

証することはできない。 

 

第６０条 立証免除事由 

 経済裁判所により一般的な常識と認められた事

件の状況は，立証を必要としない。 

 以前に審理された事件につき，法的効力を発し

た経済裁判所の判決によって明らかにされた状況

は，同じ者が参加する別の事件の審理において再

び立証されることはない。 

 法的効力を発した民事事件に関する通常裁判所

の判決は，別の事件を審理する経済裁判所に対し

て，通常裁判所の判決により明らかにされ，かつ，

この事件の参加者に関係する状況に関しては，

強制力を持つ。 

 法的効力を発した刑事事件に関する裁判所の判

決は，経済裁判所に対して，ある一定の行為が行

われたかどうか，又はそれがだれによって行われ

たかという問題に関しては強制力を持つ。 

 

第６１条 証拠の評価 

 経済裁判所は，事件において存在する証拠の全

面的，完全かつ客観的な調査に基づいて，その自

らの内的な確信に従って証拠を評価する。 

 いかなる証拠に対しても，経済裁判所は，予断

を持たない。 

 

第６２条 証拠書類 

 証拠書類となるのは，事件にとって重要な状況

についての情報を持つ証書，契約書，証明書，商

業上の通信文その他の文書及び資料であり，ファ

ックス，電子若しくは他の通信手段又は文書の真

実性を確定することのできる他の方法で取得され

たものを含む。 

 証拠書類は，原本又は原本と相違ないことをし

かるべく証明された複写の形式で提出される。審

理されている事件に関係があるのが文書の一部分

のみである場合には，その文書から原本と相違な

いことを証明された抄本が提出される。 

 書類原本は，法により事件の状況がそのような

文書でのみ確認される場合又は経済裁判所の要求

に応じて他の必要な場合に提出される。 

 事件参加者により経済裁判所に提出された証拠

書類の複写は，その事件参加者によりそれを持た

ない他の事件参加者に送付（手交）される。 

 

第６３条 書類原本の返却 

 事件において存在する書類原本は，それを提出

した者の請願により，経済裁判所の判決が法的効

力を発した後にその者に返却することができる。

この返却が正しい紛争の解決に損害をもたらさな

いとの結論に裁判所が達した場合には，判決が法

的効力を発する前の事件に関する手続の過程でそ

の者に返却することができる。請願と同時に上記

の者は，書類原本と相違ないことをしかるべく証

明された書類原本の複写を提出し，又は事件にお

いて残されている複写が確かなものであることを

裁判所が証明するよう請願する。 

 

第６４条 証拠物 

 証拠物とは，その外見，内的な特質，その所在

地又は他の特徴によって，事件にとって重要な状

況を明らかにする手段となり得る物のことである。 

 

第６５条 証拠物の保管 

 証拠物は，経済裁判所が保管する。 

経済裁判所に運び込むことのできない証拠物は， 

その所在地において保管する。それらについては， 

詳細に目録を作り，封印し，かつ，必要な場合に

は，写真又はビデオテープに撮影しなければなら

ない。 

 経済裁判所及び保管者は，証拠物を不変の状態

で保管するよう手段を講じる。 
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第６６条 証拠物の返却 

 証拠物は，経済裁判所の判決が法的効力を発し

た後，その提出者に返却し，裁判所がこの物の所

有権を有すると認めた者へ譲渡し，又は裁判所が

定める他の方法で現金化する。 

 場合によっては，証拠物は経済裁判所による検

証と調査の後，事件に関する手続の過程で，その

提出者が返却を請願し，かつ，この請願を認める

ことが正しい紛争解決に損害をもたらさない場合

には，その者に返却することができる。 

 証拠物の返却の問題については，経済裁判所は

決定を下す。 

 法律により個々の者が所有することができない

物については，関係の団体に譲渡する。 

 

第６７条 鑑定の依頼 

 事件審理の際に生じる特別な知識を必要とする

問題の解明のために，経済裁判所は，事件参加者

の請願により，鑑定を依頼する。 

 事件参加者は，鑑定実施の際に解明されなけれ

ばならない問題を経済裁判所に提起し，鑑定人の

候補者を提案する権利を有する。 

 最終的に鑑定書が必要となる問題の内容は，経

済裁判所により決定される。事件参加者により提

起された問題の却下については，裁判所は，その

根拠を挙げなければならない。 

 鑑定の依頼に関して，経済裁判所は，決定を下

す。 

 

第６８条 鑑定の実施手続 

 鑑定は，鑑定機関の専門官又は経済裁判所によ

り委任された他の専門家により行われる。鑑定の

実施は，これを複数の鑑定人に委任することがで

きる。 

 鑑定は，経済裁判所の法廷で行われるか，又は

調査の性質上必要な場合及び法廷での調査のため

に資料を運び込むことが不可能若しくは困難で

ある場合には，法廷外で行われる。事件参加者

は，立会い又は裁判所の法廷外での鑑定実施が鑑

定人の正常な作業を邪魔する可能性があるときを

除いては，鑑定の実施に立ち会う権利を有する。 

 鑑定の実施が二人又はそれ以上の鑑定人に委任

された場合には，鑑定人は，互いに協議する権利

を有する。鑑定人が共通の結論に達した場合には，

鑑定人は，一通の共通の鑑定書を出す。他の鑑定

人に同意しない鑑定人は，別の鑑定書を出す。 

 

第６９条 鑑定人の鑑定書 

 鑑定人は，書面で鑑定書を出す。 

 鑑定人の鑑定書は，実施された調査についての

詳細な記述及びその結果なされた結論並びに経済

裁判所により提起された問題に対する回答を内容

に含まなければならない。提起されていない問題

に関して，鑑定実施の際に事件にとって重要な状

況を鑑定人が明らかにした場合には，鑑定人は，

この状況についての結論をその鑑定書に記載する

権利を有する。 

 鑑定人の鑑定書は，経済裁判所の法廷で調べら

れ，他の証拠と同様に評価される。 

 鑑定人の鑑定書について明瞭性が不十分である

場合又は不完全である場合には，経済裁判所は，

同じ鑑定人又は他の鑑定人に委任して補足的な鑑

定を依頼することができる。 

 鑑定人の鑑定書に異義がある場合，経済裁判所

は，事件参加者の請願により，他の鑑定人に委任

して再鑑定を依頼することができる。 

 

第７０条 証人の証言 

 証人は，経済裁判所に対し，自らの知る情報と

状況を口頭で伝える。経済裁判所の指揮に従い，

証人は，自らの証言を書面で陳述することができ

る。 

 その情報源を証人が示すことができない場合に

は，その証人により伝えられた情報は，証拠とは

ならない。 

 

第７１条 事件参加者の説明 

 事件にとって重要な自らが知る状況についての

事件参加者の説明は，他の証拠と同様に，確認及

び評価に付される。経済裁判所の指揮に従い，事

件参加者は，自らの説明を書面で陳述することが

できる。 

 他の者が自らの請求又は異義の根拠にしている

事実を事件参加者が認諾することは，経済裁判所

にとって強制力のあるものではない。 

 経済裁判所は，認諾が事件の状況に合致してお

り，かつ，それが欺罔，強制，脅迫，誤解の下で

行われたものでなく，又は真実隠匿の目的で行わ

れたのではないということに疑いがない場合には，

認諾された事実を確定したものと見なすことがで

きる。 

 

第７２条 証拠保全 

 必要な証拠の提出が不可能であるか，又は困難

であろうというおそれがある者は，事件を受理し

た経済裁判所にこれらの証拠の保全を請求するこ

とができる。 

 証拠保全についての請求書には，保全する必要

がある証拠，その確認のためにこれらの証拠が必

要となる状況及び証拠保全の依頼を請求者が行う

に至った理由を明示しなければならない。 

 証拠保全請求の認容又は棄却について決定が下

される。 

 証拠保全請求の棄却に関する経済裁判所の決定

に対しては，不服申立てをすることができる。 

 

第７３条 証拠保全手続 

 証拠の保全は，経済裁判所により，本法典で規
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定する規則に従い行われる。 

 事件参加者には，証拠保全についての申請書の

検討を行う時間及び場所が通知されるが，事件参

加者の欠席は，申請書の検討を妨げない。 

 

第７４条 訴訟手続の嘱託 

 事件を審理する経済裁判所は，他の州（カラカ

ルパクスタン共和国，タシケント市）の領域にあ

る証拠を得る必要がある場合には，関係の経済裁

判所に一定の訴訟行為を行うよう嘱託する権利を

有する。 

 訴訟手続の嘱託についての決定には，審理され

ている事件の本質が簡潔に記述され，明らかにす

るべき状況，嘱託を行う経済裁判所が収集しなけ

ればならない証拠が明示される。 

 訴訟手続の嘱託についての決定は，嘱託をされ

た経済裁判所にとって強制力があり，決定を受領

したときから１０日以内に履行されなければなら

ない。 

 

第７５条 訴訟手続の嘱託履行方法 

 訴訟手続の嘱託は，経済裁判所の法廷におい

て，本法典で規定する規則に従い履行される。事

件参加者には，その法廷の時間及び場所が通知さ

れるが，事件参加者の欠席は，法廷を開くことを

妨げない。 

 訴訟手続の嘱託履行については，決定が下され， 

すべての資料とともに直ちに事件を審理する経済

裁判所に送付される。 

 嘱託を履行した経済裁判所に対し，説明又は証

言を行った事件参加者及び証人が，事件を審理す

る裁判所の法廷に自らが参加する場合には，一般

的な手続で説明及び証言を行う。 

 

 

第７章 保全処分 
 

第７６条 保全処分の根拠 

 経済裁判所は，事件参加者の申立てに従って保

全処分に関する措置を執る権利を有する。保全処

分は，そのような措置を執らないことが裁判所決

定の執行を困難にする場合又は不可能にしてしま

うような場合には，経済訴訟手続のどの段階にお

いても許される。 

 保全処分についての申立ては，紛争解決に当た

っている経済裁判所により，それが届いた翌日の

うちに検討される。 

 申立てを検討した結果に従って決定が下される。

保全処分についての決定又は保全処分の拒否につ

いての決定に対しては，不服申立てをすることが

できる。 

 保全処分についての決定に対する不服申立ては，

この決定の執行を停止させるものではない。 

 

第７７条 保全処分の措置 

 保全処分の措置となり得るのは，以下のとおり

である。 

 1) 被告に属する財産又は金銭の差押え 

 2) 被告に対する一定の行為を行うことの禁止 

 3) 他の者に対する紛争の対象に関係する一定の

行為を行うことの禁止 

 4) 原告によって異議が唱えられており，それに

より徴収が抗弁を認めない（受諾を必要とし

ない）取立手続で行われる執行文書又は他の

文書による徴収の停止 

 5) 財産の差押解除についての訴えが提起された

場合に，財産の現金化の停止 

 必要な場合には，保全処分について複数の措置

を執ることが許される。 

 経済裁判所は，保全処分を許しながら，被告の

請願に従って，被告に起こり得る損害の補償のた

めの担保を提供するよう原告に要求することがで

きる。 

 本条第１項の上記第２号及び第３号に明示され

た措置が遵守されない場合には，団体及び市民か

ら共和国の歳入となる以下の罰金が徴収される。 

 評価を受ける訴訟に関しては，訴訟額の５０パ

ーセント以下。 

 評価を受けない訴訟に関しては，最低賃金の２

００倍以下。 

 原告は，同じ経済裁判所に訴えの提起をするこ

とにより，保全処分についてなされた経済裁判所

の決定の不履行によりもたらされた損害の補償を

要求することができる。 

 

第７８条 保全処分の種類の変更 

 保全処分の種類を別の種類に代えることが許さ

れる。 

 保全処分の種類を別の種類に代えることについ

ての問題は，本法典第７６条で定めた方法で解決

される。 

 金銭の徴収についての保全処分の際に，被告

は，保全処分について定められた措置の代わりに，

原告により請求されている金額を経済裁判所の預

金口座に払い込むことができる。 

 

第７９条 保全処分についての決定の執行 

 保全処分についての決定は，経済裁判所判決の

執行のために定めた方法で，直ちに執行される。 

 

第８０条 保全処分の取消し 

 保全処分は，事件参加者の請願によって，事件

を審理する経済裁判所により取り消すことができ

る。保全処分の取消しについての問題は，法廷で

解決される。 

 事件参加者は，法廷の時間と場所について通知

されるが，その欠席は，保全処分の取消しについ

ての問題の検討を妨げない。 
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 保全処分の取消しについての問題を検討した結

果に従い，決定が下される。 

 訴えが却下された場合には，許可された保全処

分の措置は，判決が法的効力を発するまで保持さ

れる。 

 しかし，経済裁判所は，判決を下すのと同時

に，又はその後で保全処分の取消しについての決

定を下すことができる。 

 保全処分の取消しについての決定に対して不服

申立てをすることができる。 

 

第８１条 保全処分により被告にもたらされた損

害の補償 

 それにより訴えが却下された判決が法的効力を

発した後に，被告は，同じ経済裁判所に訴えの提

起を行うことにより，保全処分によってもたらさ

れた損害の補償を原告に要求することができる。 

 

 

第８章 事件に関する手続の停止 
 

第８２条 経済裁判所が事件に関する手続を停止

する義務 

 経済裁判所は，以下に挙げる場合には，事件に

関する手続を停止しなければならない。 

 1) 憲法，民事，刑事若しくは行政訴訟手続で審

理されている別の事件又は別の問題について

判決が下されるまで，当該事件の審理が不可

能である場合 

 2) 市民たる被告がウズベキスタン共和国軍の実

動部隊に所在しているか，又はウズベキスタ

ン共和国軍の実動部隊にいる市民たる原告が

しかるべく請願をもって訴えた場合 

 3) 争いとなっている法関係が権利継承を許す場

合に，市民が死亡した場合 

 4) 市民が行為能力を喪失した場合 

 経済裁判所は，法律が定めた他の場合において

も事件に関する手続を停止する。 

 

第８３条 経済裁判所が事件に関する手続を停止

する権利 

 経済裁判所は，以下に挙げる場合には，事件に

関する手続を停止する権利を有する。 

 1) 経済裁判所によって鑑定の依頼がなされる場

合 

 2) 事件参加者の団体が改編される場合 

 3) 何らかの国の義務を遂行するために事件参加

者たる市民を出頭させる場合 

 

第８４条 事件に関する手続の再開 

 事件に関する手続は，その停止を招いた状況が

排除された後に再開される。 

 

第８５条 事件に関する手続の停止と再開の手続 

 事件に関する手続の停止及び再開については，

経済裁判所が決定を下す。 

 事件に関する手続の停止についてなされた経済

裁判所の決定に対しては，不服申立て（異議申立

て）をすることができる。 

 

 

第９章 事件に関する手続の打切り 
 

第８６条 事件に関する手続を打ち切る事由 

 経済裁判所は，以下に挙げる場合には，事件に

関する手続を打ち切る。 

 1) 紛争が経済裁判所において審理すべきもので

ない場合 

 2) 同一の者の間で，同一の対象について，か

つ，同一の理由での紛争に関してなされた通

常裁判所，経済裁判所の法的効力を発した判

決がある場合 

 3) 経済裁判所が，仲裁裁判所判決の強制執行の

ために執行状を発することを拒絶し，事件

を，判決を下した仲裁裁判所に新しい審理の

ために差し戻したが，同じ仲裁裁判所での事

件審理が不可能となった場合を除いて，同一

の者の間で，同一の対象について，かつ，同

一の理由での紛争に関してなされた仲裁裁判

所の法的効力を発した判決がある場合 

 4) 事件参加者たる団体が解散した場合 

 5) 事件参加者たる市民の死後，争いとなってい

る法関係が権利継承を許さない場合 

 6) 原告が訴えを取り下げ，取下げが経済裁判所

によって受け入れられた場合 

 7) 和解が締結され，それが経済裁判所によって

承認された場合 

 8) 法律によって，又は当事者の契約によってこ

の種の紛争に規定がある場合に，原告によっ

て訴訟前の紛争解決手続（請求手続）が遵守

されず，そのような紛争処理の可能性が失わ

れてしまった場合 

 

第８７条 事件に関する手続を打ち切る方法と結

果 

 事件に関する手続の打切りについて経済裁判所

は決定を下す。 

 経済裁判所の決定においては，事件参加者間の

訴訟費用の分担，国庫からの国の手数料の返還の

問題を解決することができる。 

 事件に関する手続を打ち切った場合には，同一

の者の間で，同一の対象について，かつ，同一の

理由で紛争を再び経済裁判所に訴え出ることは許

されない。 

 事件に関する手続の打切りについての経済裁判

所の決定に対しては，不服申立て（異議申立て）

をすることができる。 
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第１０章 審理なしの訴えの放置 
 

第８８条 審理なしに訴えを放置する事由 

 経済裁判所は，以下に挙げる場合に，審理なし

に訴えを放置する。 

 1) 同一の者の間で，同一の対象について，か

つ，同一の理由での紛争に関する事件が通常

裁判所，経済裁判所，仲裁裁判所の手続にあ

る場合 

 2) 当該紛争を仲裁裁判所での解決のために移送

することについての事件参加者の合意があり，

仲裁裁判所への訴えの可能性が失われておら

ず，かつ，経済裁判所における事件審理に異

議を唱える被告が，紛争の本質にかかわる少

なくとも１回目の申請で，仲裁裁判所での解

決のために紛争を移送することについての請

願を行う場合 

 3) 訴状に署名がなされていない場合，署名され

ていても署名権をもたない者又は職位が明示

されていない者による場合 

 4) 法又は契約に従って，債務は銀行又は他の金

融機関を通じて受け取らなければならないと

きに，原告が被告から債務を受け取るために

銀行又は他の金融機関に出向かなかった場合 

 5) この種の紛争のために法律によって規定があ

るか，又は契約によってその規定があるとき

に，原告によって被告との間の訴訟前の紛争

解決手続（請求手続）が遵守されなかった場

合 

 6) 原告が経済裁判所の法廷に出頭せず，かつ，

原告不参加での事件審理についての申請を行

わなかった場合 

 7) 国家登録制度の拒否又はそれの忌避について

の申請を検討する際に，権利についての紛争

が発生したことが明らかになる場合 

 8) 法的意義を有する事実の究明についての申請

を検討する際に，権利についての紛争が発生

したことが明らかになる場合 

 

第８９条 審理なしに訴えを放置する方法と結果 

 審理なしの訴えの放置については，経済裁判所

は，決定を下す。 

 経済裁判所の決定においては，事件参加者間の

訴訟費用の分担，国庫からの国の手数料の返還の

問題を解決することができる。 

 審理なしの訴えの放置についての決定に対して

は，不服申立て（異議申立て）をすることができ

る。 

 審理なしに訴えを放置する理由となった状況が

排除された後，原告は，再び経済裁判所に対し一

般的な手続で訴えをすることができる。 

 

 

第１１章 訴訟費用 
 

第９０条 訴訟費用の構成 

 訴訟費用は，国の手数料及びその他の事件審理

に関連した費用からなる。すなわち，裁判所決定

の送付にかかわる郵送費，経済裁判所が依頼した

鑑定，証人の召喚，現場での証拠検証に支払った

金額その他の事件審理に関連した費用である。 

 裁判所決定の送付にかかわる郵送費の見込額は，

経済裁判所によって決定され，原告が経済裁判所

の預金口座に払い込まなければならない。 

 

第９１条 国の手数料 

 以下に挙げるものに対して国の手数料が支払わ

れる。 

 1) 訴状 

 2) 団体及び市民の破産の認定に関しての申請 

 3) 紛争の対象に対して独立の請求を申し立てる

第三者として事件に加わることに関しての申

請 

 4) 法的意義を有する事実の究明に関しての申請 

 5) 経済裁判所判決，事件に関する手続の打切

り，審理なしの訴えの放置，訴訟罰則金の賦

課に対する控訴申立て及び破棄申立て 

 6) 仲裁裁判所判決の強制執行を求める執行状の

発行に関しての申請 

 7) 仲裁裁判所判決の強制執行を求める執行状の

発行及び執行状発行の却下についての経済裁

判所決定に対する控訴申立て及び破棄申立て 

 訴訟請求の規模が拡大された場合には，国の手

数料の不足額は，判決の際に，増額された訴訟額

に従って徴収される。訴訟額が減額された場合に

は，支払われた手数料は返還されない。 

 国の手数料の額，その支払いの免除及びその減

額については，法によって定める。 

 特別の場合に裁判所は，原告の申請に従って，

その資産状況にかんがみて手数料支払いを延納又

は分納にする権利を有する。 

 

第９２条 訴訟額 

 訴訟額は，次のように算定される。 

 1) 金銭の徴収についての訴訟に関しては，徴収

金額に基づいて。 

 2) それにより徴収が抗弁を認めない（受諾を必

要としない）取立手続で行われる執行文書又

は他の文書を執行すべきでないと認めること

についての訴訟に関しては，争われている金

額に基づいて。 

 3) 財産の返還請求についての訴訟に関しては，

財産の価値に基づいて。 

 4) 土地の返還請求についての訴訟に関しては，

設定された価格，それがない場合には市場価

格に準じた地価に基づいて。 

 訴訟額には，訴状に示された違約金額（罰金，
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延滞料）も含まれる。 

 複数の独立した請求からなる訴訟額は，すべて

の請求の総計から算定される。 

 訴訟額が正しく明示されていない場合には，訴

訟額は経済裁判所によって算定される。 

 

第９３条 国の手数料の返還 

 国の手数料は，法に定める場合に返還される。 

経済裁判所の裁判所決定には，国の手数料の全額

又は部分的返還の理由となる状況が明示される。 

 手数料は支払われたものの，経済裁判所に届い

ていないか，若しくは経済裁判所によって返却さ

れた申請，控訴申立て若しくは破棄申立てについ

て，又は手数料の全額若しくは部分的返還を規定

している裁判所決定については，手数料の返還は

裁判所が発行する証明書に基づいて行われる。 

 

第９４条 鑑定人，証人及び通訳者に支払われる

金銭の支払 

 鑑定人，証人及び通訳者には，経済裁判所への

出頭に関連して負担した移動費用，住居賃貸費用

が補償され，かつ，日当が支払われる。 

 鑑定人及び通訳者は，経済裁判所の依頼で行っ

た業務に対して，それが職務の範囲には含まれな

い場合には，報酬を受け取る。 

 証人として経済裁判所に召喚された市民には，

裁判所への出頭に関連した時間の損失に伴う支出

が補償される。 

 証人及び鑑定人に対して支払われるべき金額は，

その依頼を申請した事件参加者があらかじめ経済

裁判所の預金口座に納付する。依頼が両当事者か

らなされる場合には，必要な金額は，両当事者に

より等分して納付される。裁判所の指示で補足的

な鑑定が依頼される場合には，支払われるべき金

額は，裁判所により預金口座から鑑定人に対して

支払われる。この金額は，本法典第９５条に従っ

て，事件参加者より徴収され，裁判所の預金口座

に繰り込まれる。鑑定人，証人及び通訳者に支払

われる金額は，その職務が遂行された後に経済裁

判所により支払われる。 

 支払の手続及び支払金額は，法により定められ

る。 

 

第９５条 訴訟費用の分担 

 訴訟費用は，認められた訴訟請求の規模に比例

して事件参加者が負担する。 

 所定の手続で，原告がその支払いを免除された

国の手数料は，被告が手数料支払いの免除をされ

てない場合には，認められた訴訟請求の規模に比

例して被告から徴収され共和国予算の歳入とされ

る。 

 この種の紛争のために法律又は契約によって規

定された訴訟前の紛争解決手続（請求手続）に，

事件参加者が違反した結果として事件が発生した

場合には，経済裁判所は，この事件参加者に，事

件の結果に関わらず，訴訟費用を負担させる権利

を有する。 

 訴訟費用の分担について事件参加者に合意があ

るときは，経済裁判所は，この合意に従って決定

を行う。 

 控訴申立て，破棄申立ての申請に関連して事件

参加者が負担した訴訟費用は，本条において記述

された規則に従って分担される。 

 

 

第１２章 訴訟期間 
 

第９６条 訴訟期間の設定及び算定 

 訴訟行為は，本法典又は他の法律によって設定

された期間に行われるが，訴訟期間が設定されて

いない場合には，経済裁判所により指定される。 

 訴訟行為を行うための期間は，正確なカレンダ

ーの日付によって，必ず到来する出来事を示すこ

とによって決められるか，又はその間に行為を行

うことのできる期間によって決められる。 

 年，月又は日で算定される訴訟期間の流れは，

その初めと決められたカレンダーの日付又は出来

事の到来の日の翌日に始まる。 

 

第９７条 訴訟期間の終了 

 年を単位に算定される期間は，設定期間最終年

の適当な月日に終了する。月を単位に算定される

期間は，設定期間最終月の適当な日に終了する。

月を単位に算定される期間の終了が，適当な日を

もたない月に当たる場合には，この月の最終日に

期間が終了する。 

 期間の最終日が休日に当たる場合には，それに

続く最初の就労日が期間終了日とみなされる。 

 訴訟行為は，設定期間最終日の２４時まで行う

ことができる。控訴申立て，破棄申立て又は他の

書類が期間最終日の２４時までに郵便事業者に引

き渡された場合には，期間を逸してしまったとは

みなさない。 

 

第９８条 訴訟期間の停止 

 事件に関する手続の停止とともに，すべての過

ぎ去っていない訴訟期間の流れは，停止される。

事件に関する手続が再開された日から訴訟期間の

流れは，継続される。 

 

第９９条 訴訟期間の回復及び延長 

 事件参加者の申請により，本法典又は他の法律

により設定された訴訟期間が過ぎてしまった理由

を経済裁判所がやむを得ぬものと認めた場合には， 

経済裁判所は，過ぎてしまった期間を回復させる。 

 過ぎてしまった期間の回復については，経済裁

判所の第一審判決，決定又は第二審以後の判決に

おいて明示される。期間回復の却下については，
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決定が下される。 

 訴訟期間回復の却下についての経済裁判所決定

に対しては，不服申立て（異議申立て）をするこ

とができる。 

 経済裁判所によって指定された訴訟期間は，経

済裁判所がこれを延長することができる。 

 

 

第１３章 訴訟罰則金 
 

第１００条 罰則金の賦課 

 罰則金は，本法典及び他の法律が定める場合並

びに額で，経済裁判所が賦課する。 

 

第１０１条 罰則金の賦課の検討手続 

 罰則金賦課は，経済裁判所の法廷で決する。 

 罰則金賦課に関して審理される者に対しては，

法廷の時間及び場所について配達通知付き書留郵

便で通知する。通知を受けた者がしかるべく出頭

しなくとも，罰則金賦課の検討を妨げない。 

 罰則金賦課の検討結果に従って，経済裁判所は， 

決定を下す。 

 罰則金賦課に関する経済裁判所の決定に対して

は，不服申立て（異議申立て）をすることができ

る。 

 

 

 

第２編 経済裁判所第一審の訴訟手続 
 

第１４章 裁判所命令 
 

第１０２条 裁判所命令に基づく債務の徴収 

 裁判所命令は，金銭の徴収又は債務者の財産に

対する徴収の開始についての債権者の申請に従っ

て発せられる裁判官の決定である。 

 裁判所命令は，執行文書の効力を有する。裁判

所命令による徴収は，命令が発せられた後１０日

間が経過して裁判所決定執行のために定められた

方法で行う。 

 

第１０３条 裁判所命令が発せられる要件 

 裁判所命令は，以下に挙げる場合に一人の裁判

官により単独に発せられる。 

 1) 団体及び市民の財産に対して行われる税金，

賦課金並びに国庫への義務的な支払いの滞納

処分の開始についての請求がなされた場合 

 2) 文書上の認定に基づく負債の徴収についての

要求が申請された場合 

 3) 支払い不履行，引受拒絶及び引受けに日付が

ないことにおいて，公証人により行われた手

形の引受拒絶に要求が基づく場合 

 

第１０４条 申請書の形式及び内容 

 申請書は，裁判権の一般規則に従い書面で経済

裁判所に提出する。申請書は，債権者又はその代

理人が署名する。代理人が署名した申請書には，

委任状を添付する。 

 申請書には，以下に掲げる事項を明示しなけれ

ばならない。 

 1) 申請書を提出する経済裁判所の名称 

 2) 債権者，債務者の氏名又は名称及びその住所 

 3) 法を援用した債権者の請求 

 4) 請求の原因及びそれを裏付ける証拠 

 5) 徴収される金額の計算 

 6) 添付文書一覧 

 

第１０５条 裁判所命令発行に関する申請書の複

写の債務者への手交 

 債権者は，裁判所命令発行に関する申請書提出

の際に，債務者に対し，この申請書の複写を手交

しなければならない。 

 

第１０６条 国の手数料 

 裁判所命令発行に関する申請には，一般的な手

続で裁判所に訴え出た際に，争われている金額を

基に算定された率の５０パーセントに相当する額

の国の手数料を支払う。 

 裁判所命令発行に関する申請の受理が拒否され

た場合には，債権者の払い込んだ手数料は，一般

的な手続で債権者が債務者に対して訴えを提起し

た際に，支払うべき手数料の内金とする。 

 

第１０７条 申請書受理を拒否する根拠 

 裁判官は，以下に掲げる場合には，裁判所命令

発行に関する申請の受理を拒否する。 

 1) 申請された請求が本法典第１０３条の規定す

るところではない場合 

 2) 申請書が本法典第１０４条に定める要件を満

たすことなく出された場合 

 3) 申請された請求を裏付ける文書が提出されな

かった場合 

 4) 申請書の複写を債務者に手交した証拠が提出

されなかった場合 

 5) 申請された請求に国の手数料の支払いがない

場合 

 申請書受理の拒否について裁判官は，決定を下

す。 

 申請書受理の拒否についての決定に対しては，

不服の申立てをすることができる。 

 申請書受理の拒否は，同一の請求について，債

権者が一般的な手続で訴えを提起する可能性を妨

げない。 

 

第１０８条 申請書に対する意見書 

 債務者は，裁判所命令発行に関する申請書の複

写を手交されたときから１０日間以内に，債権者
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の請求に対する反論を裏付ける書類を添付した意

見書を経済裁判所に提出する権利を有する。 

 所定の期間内に債務者が意見書を提出しないこ

と及び債務者が申請された請求に同意することは，

裁判所命令発付の根拠となる。 

 意見書は，債務者又はその代理人が署名する。

代理人が署名した意見書には委任状を添付する。 

 

第１０９条 裁判所命令発行の手続及びその拒否

の根拠 

 裁判官は，法廷審理，債務者及び債権者の召喚

並びに債務者及び債権者の説明の聴取を行うこと

なく裁判所命令を発する 

 裁判官は，以下に掲げる場合には，裁判所命令

の発付を拒否する。 

 1) 債務者が申請された請求に不同意である場合 

 2) 提出された文書に基づいて解決することが不

可能である権利についての紛争の存在が認め

られる場合 

 裁判所命令発付の拒否について，裁判官は，決

定を下す。 

 裁判所命令発付の拒否についての決定に対して

は，不服の申立てをすることができる。 

 裁判所命令発付の拒否は，同一の請求について，

一般的な手続で訴えを提起する可能性を妨げない。 

 

第１１０条 裁判所命令の内容 

 裁判所命令には，以下に掲げる事項を明示しな

ければならない。 

 1) 経済裁判所の名称及び命令発付日 

 2) 事件番号，裁判官の苗字及びイニシャル，請

求の対象 

 3) 債権者及び債務者の氏名又は名称及びその住

所 

 4) 徴収される金額又はその価格を明示した返還

請求される財産 

 5) 支払いの必要がある場合には，違約金 

 6) 債権者又は国のために債務者から徴収される

国の手数料の額 

 裁判所命令は，裁判官が２部署名し，うち１部

は事件記録に編綴し，他の１部は，経済裁判所の

公印を押捺して債権者に発する。 

 

第１１１条 裁判所命令の破棄 

 債務者は，債権者の請求に対して所定の時間内

に反論の申請をする可能性を正当な理由により持

たなかった場合には，裁判所命令発付の日から１

０日間以内に，同じ裁判所に対して裁判所命令の

破棄に関する申請書を提出する権利を有する。こ

の場合には，裁判官が命令を破棄し，その後債権

者の請求は一般的な手続で審理することができる。 

 裁判所命令の破棄の拒否についての決定に対し

ては，不服の申立てをすることができる。 

 

第１５章 訴えの提起 
 

第１１２条 訴状の形式及び内容 

 訴状は，書面で経済裁判所に提出する。訴状

は，原告又はその代理人が署名する。 

 訴状には，以下に掲げるものを明示しなければ

ならない。 

 1) 訴状を提出する経済裁判所の名称 

 2) 事件参加者の氏名又は名称及びその郵便用の

住所 

 3) 訴えが評価に付される場合には，訴訟額 

 4) 訴えに係る請求の原因 

 5) 訴えに係る請求の根拠を裏付ける証拠 

 6) 徴収される金額又は争われている金額の算定

方法 

 7) 法を援用した原告の請求又は複数の被告に対

する訴えの提起の場合には，その各々に対す

る請求 

 8) この種の紛争のために法律又は契約によって

規定があるときには，被告との間で訴訟前の

紛争解決手続（請求手続）が遵守されたこと

についての資料 

 9) 添付文書一覧 

 訴状には，正しい紛争解決のために必要であれ

ば，他の資料又は原告の元にある請願も明示する。 

 

第１１３条 訴状の複写及びその添付文書の送付 

 原告は，訴えの提起をする際に，他の事件参加

者に対し，事件参加者が保有していない訴状の複

写及びその添付文書の複写を送付しなければなら

ない。 

 

第１１４条 訴状に添付される文書 

 訴状には，以下を裏付ける文書を添付する。 

 1) 所定の手続及び額でなされた国の手数料の支

払 

 2) 訴状及びその添付文書の複写の送付 

 3) この種の紛争のために法律又は契約により規

定がある場合に，被告との間での訴訟前の紛

争解決手続（請求手続）の遵守 

 4) 訴えに係る請求の原因 

 訴状が原告の代理人により署名された場合には，

代理人が訴えの提起を行うことの権限を裏付ける

委任状を添付する。 

 契約締結の強制に関する訴状には，契約書案を

添付する。 

 

第１１５条 複数の訴訟請求の併合及び分離 

 原告は，一つの訴状の中で，互いに関係し合う

複数の訴えに係る請求を併合する権利を有する。 

 経済裁判所は，同じ者が参加する複数の類似事

件を一つの事件手続に併合する権利を有する。 

 経済裁判所は，一つ又は複数の併合された請求

を別の事件手続に分離する権利を有する。 
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 事件の併合及び請求を別の事件手続に分離する

ことについて，経済裁判所は，決定を下す。 

 

第１１６条 訴状の受理 

 訴状の受理については，裁判官が単独で解決す

る。 

 裁判官は，本法典により定められた要件を満た

して提出された訴状を経済裁判所の手続のために

受理しなければならない。 

 訴状の受理については，裁判官は，それが届い

た日から１０日間以内に決定を下す。この決定の

内容は，法廷での審理に向けた事件準備について

の決定の中に記述することができる。 

 

第１１７条 訴状受理の拒否 

 裁判官は，以下に挙げる場合に訴状の受理を拒

否する。 

 1) 紛争が経済裁判所で審理されるべきものでな

い場合 

 2) 同一の者の間で，同一の対象について，かつ， 

同一の理由での紛争に関してなされた法的効

力を発した判決がある場合，事件手続の打切

りについて経済裁判所の決定がある場合又は

和解の認定について通常裁判所の判決若しく

は決定がある場合 

 3) 経済裁判所，通常裁判所，仲裁裁判所の手続

に，同一の者の間で，同一の対象について，

かつ，同一の理由での紛争に関する事件があ

る場合 

 4) 経済裁判所が，仲裁裁判所判決の強制執行の

ために執行状を発付することを拒絶し，事件

を判決を下した仲裁裁判所に新しい審理のた

めに差し戻したが，同じ仲裁裁判所での事件

審理が不可能となった場合を除いて，同一の

者の間で，同一の対象について，かつ，同一

の理由での紛争に関してなされた仲裁裁判所

の法的効力を発した判決がある場合 

 訴状受理の拒否について裁判官は，それが届い

てから５日以内に決定を下し，その決定は，事件

参加者に送付する。原告に送付する決定には，訴

訟資料を添付する。 

 訴状受理の拒否についての決定に対しては，不

服申立て（異議申立て）をすることができる。決

定が破棄された場合には，訴状は，最初に経済裁

判所に訴え出た日に提出されたものとみなす。 

 

第１１８条 訴状の返却 

 裁判官は，以下に掲げる場合には，訴状とその

添付文書を返却する。 

 1) 本法典第１１２条に定める訴状の形式及び内

容が遵守されていない場合 

 2) 訴状に署名がなされていない場合，署名され

ていても，署名権を持たない者又は職位が明

示されていない者による場合 

 3) 事件が当該経済裁判所の裁判権に属していな

い場合 

 4) 他の事件参加者に訴状の複写を送付した証拠

が提出されなかった場合 

 5) 所定の方法若しくは額でなされた国の手数料

の支払いを裏付ける文書が提出されなかった

場合又は法律により国の手数料支払いの延納

若しくは分納が可能であるときに，これにつ

いての請願がない場合において，請願が却下

された場合 

 6) この種の紛争のために法律又は契約によって

規定がある場合において，原告が被告との訴

訟前の紛争解決手続（請求手続）を遵守した

ことを裏付ける文書を提出しなかった場合 

 7) 一つの訴状に一人又は複数の被告に対する複

数の請求が併合されているが，この請求が互

いに関連していない場合 

 8) 法又は契約に従って，債務を銀行又は他の金

融機関を通じて受け取らなければならない場

合において，被告から債務を受け取るために

銀行又は他の金融機関に出向いたという証拠

が提出されなかった場合 

 9) 訴状を手続のために受理することについての

決定がなされる前に，原告から訴状の返却に

ついての申請が届いた場合 

 訴状の返却について，裁判官は，それが届いて

から５日以内に決定を下す。 

 訴状の返却についての決定に対しては，不服申

立て（異議申立て）をすることができる。決定が

破棄された場合には，訴状は，最初に経済裁判所

に訴え出た日に提出されたものとみなす。 

 訴状の返却は，犯された誤りを排除した後に再

び訴状をもって一般的な手続で経済裁判所に訴え

出ることを妨げない。 

 

第１１９条 訴状に対する意見書 

 事件参加者は，経済裁判所に，訴えに対する反

論を裏付ける文書を添付して，事件審理期日まで

に意見書が届く期間内に訴状に対する意見書並び

に他の事件参加者にその意見書及び事件参加者が

保有していない文書の複写を発送したという証拠

を送付する権利を有する。 

 意見書には以下の事項が示される。 

 1) 意見書を送付する経済裁判所の名称 

 2) 原告の氏名又は名称及び事件の番号 

 3) 訴えに係る請求を争う場合には，法若しくは

反論を基礎付ける証拠を援用して，原告の請

求の全部又は一部を争う理由 

 4) 意見書に添付する文書の一覧 

 5) 他の資料及び被告が保有する請願書 

 意見書は，事件参加者又はその代理人が署名す

る。 

 代理人が署名した意見書には，代理人が事務を

行う権限を裏付ける委任状を添付する。 
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第１２０条 反訴の提起 

 被告は，事件に関し判決が下される前に，原告

に対し，本訴と一緒に審理するために反訴を提起

する権利を有する。 

 反訴の提起は，訴えの提起に関する一般的規則

に従って行う。 

 反訴は，以下に掲げる場合に受理される。 

 1) 反訴の請求が本訴の請求の算定方法に対して

向けられている場合 

 2) 反訴の認容が，本訴の認容の全体又は一部を

排除する場合 

 3) 反訴と本訴との間に相互関係があり，それら

を一緒に審理することがより迅速で正しい紛

争の審理を導く場合 

 

第１２１条 事件係属中の住所変更 

 事件参加者は，事件係属中の自らの住所変更に

ついて，経済裁判所に通知しなければならない。

その通知がない場合には，訴訟関係文書は，経済

裁判所が知るところの最後の住所にあてて送付し，

受取人がこの住所にもはや存在しない，又は住ん

でいないにもかかわらず到達したものとみなす。 

 

 

第１６章 法廷審理に向けた事件準備 
 

第１２２条 法廷審理に向けた事件準備に関する

裁判官の行為 

 法廷審理に向けた事件準備に際して，裁判官は，

訴状が届いてから１０日間以内に以下に掲げる行

為を行う。 

 1) 事件に他の被告又は第三者を参加させるか否

かを検討する。 

 2) 事件の手続について利害関係者に通知する。 

 3) 事件参加者，他の団体，その公務員に，紛争

解決のために意義を有する文書及び資料の提

出を含む一定の行為を行うよう要求する。 

 4) 証拠の関係性と許容性を検証する。 

 5) 証人を召喚する。 

 6) 鑑定の依頼についての問題を検討する。 

 7) 他の経済裁判所に訴訟手続を嘱託する。 

 8) 事件参加者を召喚する。 

 9) 当事者の和解に向けた措置を執る。 

10) 事件に参加する団体の幹部を説明を行わせる

ために召喚することについて決する。 

11) 保全処分に関して措置を執る。 

 裁判官は正しく，かつ，所定の時間内に紛争解

決を確保するために他の行為も行う。 

 

第１２３条 法廷審理に向けた事件準備について

の決定 

 法廷審理に向けた事件準備について，裁判官は， 

決定を下す。その決定には，事件準備に関しての

行為，法廷審理に向けた事件の指定，法廷審理の

時間及び場所について示される。 

 

第１２４条 通知と召喚 

 事件参加者は，法廷審理の時間及び場所につい

て，配達通知付き書留郵便で送付される裁判所の

決定によって通知を受ける。 

 法廷の他の参加者は，必要な場合には，召喚

状，電報，ファックス，テレタイプその他の通信

手段を通じて，裁判所の決定によって通知され裁

判所に召喚される。 

 

 

第１７章 法廷審理 
 

第１２５条 事件審理の期間 

 法廷審理に向けた事件準備についての決定の日

から１か月以内に事件を審理し，かつ，判決を下

さなければならない。 

 特別な場合には，事件審理の期間は，経済裁判

所長が延長することができる。ただし，その期間

は，１か月を超えない。 

 

第１２６条 経済裁判所の法廷 

 事件審理は，経済裁判所の法廷において行う。 

法廷において議長を務める裁判官は，以下に掲げ

ることを行う。 

 1) 経済裁判を開廷し，どの事件が審理に付され

るか宣言する。 

 2) 事件参加者及び経済訴訟手続の他の参加者の

法廷への出頭，その権限，法廷に出頭しなか

った者にしかるべく通知を行ったか，出頭し

なかった理由についてどのような情報がある

かを確認する。 

 3) 裁判の構成を宣言し，だれが検事，鑑定人，

通訳者として参加するか通知し，事件参加者

に対し，忌避を申請する権利について説明を

行う。 

 4) 出頭した証人をその尋問が始まるまで法廷か

ら退廷させる。 

 5) 事件参加者及び経済訴訟手続の他の参加者に

対し，その訴訟上の権利と義務について説明

を行う。 

 6) 通訳者に対しては，明らかに不正確な通訳に

対する責任について，鑑定人に対しては，明

らかに虚偽の結論を出すこと又は結論を出す

ことの拒否に対する責任について，証人に対

しては，明らかに虚偽の証言を行うこと又は

証言を行うことの拒否若しくは回避に対する

責任について告知する。 

 7) 審理の進行及び証拠調べの手続を決める。 

 8) 事件にとり意義を有する状況の解明をしなが

ら訴訟を指揮する。 

 9) 法廷においてしかるべく秩序が確保されるよ

う措置を執る。 
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 法廷に居合わせる者は，メモを取り，速記録又

は音声記録を取る権利を有する。映画撮影，写真

撮影，ビデオ撮影又は法廷のラジオ若しくはテレ

ビでの中継は，事件を審理する裁判所の許可があ

れば許される。 

 

第１２７条 経済裁判所の法廷における秩序 

 裁判官が法廷に入廷する際，法廷に居合わせる

すべての者は起立する。経済裁判所の判決は，法

廷にいる者すべてが起立して聴く。 

 事件参加者及び経済訴訟手続の他の参加者は，

経済裁判所に対して起立して説明及び証言を行う。

この規則からの逸脱が許されるのは，裁判長の許

可がある場合に限られる。 

 開廷中に秩序が乱された場合には，裁判長が経

済裁判所の名において，秩序を乱す行為を行った

者に対し警告を発する。再び秩序が乱された場合

には，この者を裁判長の命により退廷させること

ができる。 

 

第１２８条 証拠調べ及び審理の連続性 

 事件審理において，経済裁判所は，事件に関し

て証拠調べを行う。事件参加者の説明，証人の

証言，鑑定人の結論を聴き，証拠書類を精査し，

証拠物を検証する。 

 事件審理は，不変の裁判構成で行う。事件審理

の過程で裁判官の一人が交代する場合には，審理

は，最初から行わなければならない。 

 審理は，それぞれの事件につき，休憩のために

定められる時間を除いて，間断なく行う。特別な

場合には，経済裁判所は，３日以内の法廷の中断

を宣言する権利を有する。 

 事件に関して判決が下されるまで，又は事件の

審理が延期されるまで，経済裁判所は，他の事件

を審理する権利を有しない。 

 

第１２９条 事件参加者の申請及び請願の経済裁

判所による解決 

 新しい証拠の請求及び事件審理に関連するすべ

ての他の問題に関する事件参加者の申請及び請願

は，他の事件参加者の意見を聴取した後に経済裁

判所が決する。 

 申請及び請願の検討結果により，経済裁判所は，

決定を下す。 

 

第１３０条 訴状に対する意見書若しくは補足的

証拠が提出されなかった場合又は事件

参加者の参加がない場合の紛争の解決 

 裁判官が事件参加者に対して提出するよう命じ

た訴状に対する意見書又は補足的証拠が提出され

なくとも，現有の資料によって事件審理を行うこ

とを妨げない。 

 しかるべく事件審理の時間と場所を通知された

被告が経済裁判所の法廷に出頭しない場合におい

て，被告欠席のまま紛争を解決することができる。 

 しかるべく事件審理の時間と場所を通知された

原告が経済裁判所の法廷に出頭しない場合におい

て，原告欠席のまま事件審理を行う旨の原告によ

る申請があるときは，原告欠席のまま紛争を解決

することができる。 

 

第１３１条 事件審理の延期 

 事件参加者，証人，鑑定人，通訳者のうち出頭

しない者がいる場合又は補足的証拠の提出の必要

性がある場合など，当該法廷では事件の審理が行

えない場合には，経済裁判所は，事件審理を延期

する権利を有する。 

 事件審理の延期については，決定が下される。 

 経済裁判の新しい審理の時間及び場所について

は，経済訴訟手続の参加者は，配達通知付き郵便

で送付される決定又は他の文書により通知を受け

る。 

 延期の後の新しい事件審理は，最初から始めら

れる。 

 

第１３２条 当事者の和解 

 当事者の和解の合意は，当事者により書面でな

される。 

 和解は，経済裁判所により確定され，それにつ

いて決定が下される。決定には，事件に関する手

続の打切りが明示される。 

 

第１３３条 事件審理の終了 

 すべての証拠調べの後，裁判長は，法廷におい

て事件参加者に対し，事件に関する補足的資料を

保有しているかどうかを明らかにする。そのよう

な申請がない場合には，裁判長は，事件の証拠調

べの終了を宣言し，経済裁判所裁判官は，判決を

採択するために退廷する。 

 

第１３４条 裁判記録 

 法廷及び法廷外において，個々の訴訟上の行為

が行われる場合には，裁判記録が作成される。 

 法廷の裁判記録には，以下に掲げる事項を明示

する。 

 1) 審理が行われた年月日及び場所 

 2) 事件を審理する裁判所の名称，裁判の構成 

 3) 事件の名称 

 4) 事件参加者及び経済訴訟手続の他の参加者の

出頭に関する記録 

 5) 事件参加者及び経済訴訟手続の他の参加者に

対して行われた訴訟上の権利並びに義務につ

いての告知に関する記録 

 6) 法廷から退廷することなく裁判所によって下

された決定 

 7) 事件参加者の口頭による申請及び請願 

 8) 証人の証言，結論についての鑑定人の口頭に

よる説明 
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 9) 個々の訴訟上の行為が行われた際に得られた

データ 

 法廷の裁判記録は，審理の翌日のうちに裁判長

が署名する。個々の訴訟上の行為についての裁判

記録は，この行為が行われた後，直接裁判官が作

成し，署名する。 

 経済訴訟手続の参加者は，法廷又は訴訟上の行

為の裁判記録を閲覧し，裁判記録の署名から３日

以内に裁判記録作成の完全さ及び正確さに関し意

見を提出する権利を有する。 

 裁判記録に対する意見の受理又は却下について，

裁判官は，決定を下す。 

 

 

第１８章 経済裁判所の判決 
 

第１３５条 判決の採択 

 紛争の解決に当たり，経済裁判所は，本質にお

いて判決を採択する。経済裁判所の判決は，合法

的かつ根拠のあるものでなければならない。経済

裁判所は，判決を法廷で取り調べた証拠によって

のみ基礎付ける。 

 判決は，法廷における事件審理終了後，離れた

部屋で採択する。判決採択時に部屋に所在するこ

とができるのは，事件を審理した経済裁判所の構

成に加わった裁判官のみである。 

 事件が合議制により審理された場合には，経済

裁判所の判決は，多数決により採択される。 

 

第１３６条 判決採択の際に解決される問題 

 判決採択に当たり，経済裁判所は 

 1) 証拠を評価する。 

 2) 事件にとり意義を持つどのような状況が立証

され，どのような状況が立証されなかったか

判断する。 

 3) 事件参加者が引き合いに出すどの法令が本件

において適用すべきでないか決定する。 

 4) どの法令が本件において適用すべきであるか

判断する。 

 5) 事件参加者の権利及び義務がいかなるもので

あるか明らかにする。 

 6) 訴えが認容されるべきであるかどうか決定す

る。 

 経済裁判所は，協議時に，補足的な証拠調べを

行うこと又は事件にとり意義を持つ状況の解明を

継続することが必要であると認めれば，事件審理

を再開する。 

 

第１３７条 判決の記述 

 判決は，法廷における裁判長又は事件を審理し

た裁判構成に含まれる他の裁判官が書面で作成し，

審理に参加したすべての裁判官が署名する。 

 

第１３８条 判決の内容 

 経済裁判所は，ウズベキスタン共和国の名にお

いて判決を採択する。 

 経済裁判所の判決は，冒頭，記述，理由説明及

び結論の部分から成る。 

 判決の冒頭部分は，判決を採択した経済裁判所

の名称，裁判構成，事件番号，事件審理の期日及

び場所，事件参加者の名，紛争の対象並びに権限

を明示した審理の出席者の姓を含まなければなら

ない。 

 判決の記述部分は，訴状，訴状に対する意見

書その他の説明書及び事件参加者の申請書の概

要を含まなければならない。 

 判決の理由説明部分には，経済裁判所によって

明らかにされた事件の状況，この状況についての

経済裁判所の結論が立脚する証拠，経済裁判所が

証拠を却下し事件参加者が援用する法令を適用し

ない論拠及び判決採択の際に裁判所が従った法令

を明示する。 

 判決の結論部分は，申請された各訴えに係る請

求の認容又は認容の拒否についての結論を含まな

ければならない。 

 一つの事件に複数の原告及び被告が参加した場

合には，それぞれにつき，どのように紛争が解決

されたか判決の中で明示される。 

 本訴及び反訴が全面的又は部分的に認容された

場合には，判決の結論部分には，算定の結果とし

て徴収されるべき金額を明示する。 

 判決の結論部分には，事件参加者間の訴訟費用

の分担，判決に対する不服申立ての期間及び手続

を明示する。 

 経済裁判所が判決の執行方法を確定する場合又

はその執行の確保のために措置を執る場合には，

それについて判決の中で明示する。 

 

第１３９条 金銭の徴収及び財産の引渡しに関す

る判決 

 金銭の徴収に関する訴えを認容するときは，経

済裁判所は，判決の結論部分に基本的な債務，損

害，違約金（罰金及び延滞料）の個々の算定とと

もに，徴収すべき金額の総額，徴収決定した金額

を控除すべき被告の口座がある銀行名を明示する。 

 財産の引渡しの場合には，経済裁判所は，引き

渡される財産の名称，その価格及び所在地を明示

する。 

 

第１４０条 執行文書又は他の文書の執行力を争

う事件の判決 

 公証人の執行状に基づく場合など，抗弁を認め

ない（受諾を必要としない）取立手続で徴収を可

能にする執行文書又は他の文書の執行力を争う紛

争に関する訴えを認容する場合には，判決の結論

部分に執行すべきでない文書の名称，番号及び日

付並びに控除されるべきでない金額を明示する。 
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第１４１条 契約の締結又は変更に関する判決 

 契約の締結又は変更に際して発生した紛争に関

しては，争点となっている契約条件ごとに判決を

結論部分で明示し，また，契約締結の強制に関す

る紛争については，当事者が契約締結の義務を負

う条件を明示する。 

 

第１４２条 一定の行為の実行を被告に義務付け

る判決 

 財産の引渡し又は金銭の徴収とは関係しない一

定の行為の実行を被告に義務付ける判決を採択す

るときは，経済裁判所は，判決の結論部分で，だ

れが，どこで，いつ又はどれほどの時間にわたっ

てこれらの行為を実行する義務を負うか明示する。 

 経済裁判所は，必要に応じて，被告が判決を執

行しない場合に，原告が被告負担で被告から必要

な費用を徴収するという形で，しかるべき行為を

実行する権利を有する旨を明示することができる。 

 本条で示された行為が被告によってのみ実行さ

れ得るものである場合には，経済裁判所は，判決

の中で判決が執行されなければならない期間を設

定する。 

 

第１４３条 国家機関及び自治体機関の法令の有

効性を争う事件に関する判決 

 国家機関及び自治体機関の法令の有効性を争う

事件に関しては，判決の結論部分には，以下に掲

げる事項を含まなければならない。 

 1) 法令の名称，番号，公布日，他の必須事項及

びそれを発した機関についての情報 

 2) 法令の全部若しくは一部の無効の認定又は申

請者の請求の全部若しくは一部の棄却につい

ての指示 

 国家登録の拒否又は登録の回避の違法確認請求

を認容するときは，経済裁判所は，判決の結論部

分で，関連する国家機関にそのような登録を行う

よう義務付ける。 

 

第１４４条 法的意義を有する事実の究明に関す

る経済裁判所の判決 

 法的意義を有する事実の究明についての申請が

経済裁判所によって認容されるときは，判決の中

で究明された事実が記述されなければならない。 

 法的意義を有する事実の究明に関する経済裁判

所の判決は，そのような事実の登録のため，又は

究明された事実に関連して発生する権利を関連機

関が定式化するための根拠となる。 

 

第１４５条 判決の言渡し 

 判決は，その署名の後，事件が審理された法廷

と同じ法廷で裁判長により言い渡される。特に複

雑な事件など特別な場合には，判決の理由説明の

作成を３日以内の期限で延期することができるが，

判決の結論部分は，事件審理が終了した法廷と同

じ法廷で言い渡される。それと同時に裁判長は，

いつ事件参加者が判決の理由説明を閲覧できるか

言い渡す。 

 言い渡された判決の結論部分は，すべての裁判

官が署名し，事件書類に編綴しなければならな

い。 

 法廷の裁判長は，経済裁判所判決に対する不服

申立ての手続を説明する。 

 

第１４６条 判決の発効 

 経済裁判所の判決は，それが採択されてから１

か月後に効力を発する。 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所の判決は，

それが採択されたと同時に効力を発する。 

 控訴申立てがなされたが判決が破棄されなかっ

た場合には，その判決は，控訴審判決がなされた

と同時に法的効力を発する。 

 経済裁判所の判決は，それが効力を発した後に

執行される。 

 国家機関，自治体機関の法令の無効確認判決又

は和解の認定に関する決定は，直ちに執行しなけ

ればならない。 

 

第１４７条 判決執行の保障 

 経済裁判所は，事件参加者の申請により本法典

第７章が定める規則に従って，判決執行の保障に

関して措置を執る。 

 

第１４８条 事件参加者への判決の送付 

 経済裁判所の判決は，それが採択された日から

５日以内に，事件参加者に配達通知付き書留郵便

で送付し，又は受領証と引換えに手交する。 

 

第１４９条 補充判決 

 判決を採択した経済裁判所は，以下に掲げる場

合には補充判決を採択する。 

 1) 事件参加者がそれに関して証拠を提出した何

らかの請求について判決が採択されなかった

場合 

 2) 権利についての問題を解決した裁判所が，支

払い決定された金額，引き渡すべき財産の額

又は被告が行わなければならない行為を明示

しなかった場合 

 3) 訴訟費用についての問題が解決されていない

場合 

 補充判決の採択についての問題は，判決が発効

する前に提起することができる。 

 補充判決の採択についての問題は，法廷で解決

する。事件参加者は，審理の時間と場所について

配達通知付き書留郵便で通知を受ける。しかるべ

く通知された事件参加者が出頭しないことは，問

題の検討を妨げない。 

 補充判決の採択を拒否する場合には，決定が下

される。 
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 補充判決の採択を拒否することについての経済

裁判所の決定に対しては，不服の申立てをするこ

とができる。 

 

第１５０条 判決の解説 誤記，誤植及び計算間

違いの訂正 

 判決が不明瞭な場合には，紛争を解決した経済

裁判所は，事件参加者の申請により，判決内容を

変えることなく判決の解説を行い，又は事件参加

者の申請若しくは自らの発意により，判決の本質

には触れることなく，誤記，誤植及び計算間違い

の訂正を行う権利を有する。 

 判決の解説及び誤記，誤植又は計算間違いの訂

正については，決定が下される。 

 決定に対しては，不服の申立てをすることがで

きる。 

 

 

第１９章 経済裁判所の決定 
 

第１５１条 決定及びその内容 

 経済裁判所は，事件審理の延期，事件に関する

手続の停止，打切り，審理なしの訴えの放置の場

合及び本法典が定める場合に，個々の裁判所決定

の形で決定を下す。 

 個々の裁判所決定の形で下される決定には，以

下に掲げる事項を明示しなければならない。 

 1) 経済裁判所の名称，事件の番号，決定を下し

た日付，裁判の構成，紛争の対象 

 2) 事件参加者の氏名又は名称 

 3) 決定が下された問題 

 4) 経済裁判所がその結論に達した理由及び法令

の引用 

 5) 審理される問題に関する結論 

 法廷における事件審理の際に，経済裁判所は，

法廷での審理の過程での解決を要する問題に関し

ては，個々の裁判所決定の形での手続を踏まずに

決定を下す権利を有する。決定は，口頭で言い渡

し，法廷の裁判記録に記録する。決定には，決定

が下される問題，裁判所がその結論に達した理由

及び審理される問題についての結論を明示する。 

 

第１５２条 特別決定 

 紛争の審理に際して，団体，国家機関及び他の

機関，公務員又は市民の活動において法令違反の

あることが明らかになった場合には，経済裁判所

は，特別決定を採択する権利を有する。 

 特別決定は，関連する団体，国家機関及び他の

機関，公務員，市民に送付され，送付を受けた者

は，１か月以内にどのような措置を執ったかにつ

いて経済裁判所に通知する義務を負う。 

 特別決定に対しては，不服申立てをすることが

できる。 

 

第１５３条 決定の送付 

 経済裁判所が個々の裁判所決定の形で決定を下

す場合には，決定は，事件参加者及び決定がかか

わる他の者に決定が下されてから５日以内に送付

し，又は受領証と引換えに手交する。 

 本法典に従い不服申立てをすることができる決

定は，事件参加者及び決定がかかわる他の者に，

配達通知付き書留郵便にて送付する。 

 

 

第２０章 個々の種類の事件に関する手続 
    の特質 
 

第１５４条 団体及び市民の破産に関する事件の

審理 

 団体及び市民の破産に関する事件は，破産法の

定める特質を踏まえて，本法典の定める規則に従

い経済裁判所が審理する。 

 

第１５５条 法的意義を有する事実の究明に関す

る事件の審理 

 法的意義を有する事実の究明に関する申請は，

本法典第１１２条の定める規則に従う。 

 申請者がこの事実を証明する，しかるべき文書

を他の方法で入手することが不可能である場合又

は紛失若しくは廃棄された文書を再生することが

不可能である場合には，経済裁判所は，法的意義

を有する事実を究明する。 

 法的意義を有する事実の究明に関する事件は，

本法典の定める手続で経済裁判所が審理する。 

 

 

 

第３編 第一審判決の再審手続 
 

第２１章 控訴審の手続 
 

第１５６条 控訴権 

 事件参加者は，法的効力を発していない経済裁

判所の第一審判決に対して控訴を申し立てる権利

を有する。 

 

第１５７条 控訴申立てを審理する経済裁判所 

 控訴申立ての審理は，第一審で判決を採択した

経済裁判所の控訴審が行う。 

 

第１５８条 控訴提起の期間 

 控訴の申立ては，経済裁判所による第一審判決

採択後１か月以内に提起する。 

 

第１５９条 控訴申立ての内容 

 控訴申立てにおいては，以下に掲げる事項を明

示しなければならない。 

 1) 申立てのあて先である経済裁判所の名称 
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 2) 申立てをする者の氏名又は名称 

 3) 申立てがなされる第一審判決を採択した経済

裁判所の名称，事件番号及び第一審判決採択

の日付，紛争の対象 

 4) 申立てをする者の請求並びに法令及び事件資

料を引用した上で申請者が第一審判決を不当

であるとする根拠 

 5) 申立てに添付する文書の一覧 

 控訴申立ては，申立てをする者又はその代理人

が署名する。代理人が署名した申立てには，本件

に関して委任状が以前に提出されなかった場合に

は，裁判所の決定に対して申立てを行う権限を裏

付ける委任状を添付する。 

 申立てには，国の手数料支払いの証拠及び他の

事件参加者に申立ての複写を発送した証拠を添付

する。 

 

第１６０条 事件参加者に対する控訴申立ての複

写の送付 

 控訴申立てを提起する者は，他の事件参加者に

対し，彼らが保有していない申立て及びその添付

文書の複写を送付する。 

 

第１６１条 控訴申立てに対する意見書 

 事件参加者は，控訴申立ての複写を受領した

後，控訴申立ての審理期日までに意見書が届く期

間内に，経済裁判所に対し，申立てに対する意

見書及び意見書の複写を他の事件参加者に発送

した証拠を送付する権利を有する。 

 意見書は，事件参加者又はその代理人が署名す

る。代理人が署名した意見書には，代理人が事務

を行う権限を裏付ける委任状を添付する。 

 意見書には，以前に提出されていない文書を添

付することができる。この場合には，意見書には

他の事件参加者に対して事件参加者が保有してい

ないこの文書の複写を送付した証拠を添付する。 

 

第１６２条 控訴申立ての返却 

 控訴申立ては，以下に掲げる場合には裁判官に

よって返却される。 

 1) 控訴申立てに署名がなされていない場合，署

名されていても署名権をもたない者又は職位

が明示されていない者による場合 

 2) 控訴申立ての複写を事件参加者に発送した証

拠が控訴申立てに添付されていない場合 

 3) 所定の方法及び額でなされた国の手数料の支

払いを裏付ける文書が控訴申立てに添付され

なかった場合又は法律により国の手数料支払

いの延納若しくは分納が可能である場合にお

いて，これについての請願がなく，若しくは

請願が却下された場合 

 4) 控訴申立てが所定の期間終了後に提起され，

徒過した期間の回復を求める請願を含んでい

ない場合 

 5) 控訴申立て受理についての決定を事件参加者

に発送する前に，申立てを提起した者から控

訴申立ての返却についての申請が届いた場合 

 控訴申立ての返却については決定が下される。 

 控訴申立ての返却についての決定に対しては，

破棄申立てを提起することができる。 

 申立てを提起した者は，本条第１項の第１，

２，３号に挙げられた状況を排除した後に，一般

的な手続により再び経済裁判所に控訴を申し立て

る権利を有する。 

 

第１６３条 控訴申立受理についての決定 

 控訴申立受理については，裁判官が決定を下

す。 

 決定には，控訴申立てを審理する時間及び場所

を明示する。 

 決定は，配達通知付き書留郵便にて事件参加者

に送付する。 

 

第１６４条 控訴審における事件審理の手続 

 控訴審において，事件は，第一審の経済裁判所

による事件審理規則に従って，本章で定める特質

を踏まえて審理される。この際に，第一審のため

にのみ規定された規則は適用されない。 

 

第１６５条 控訴申立ての放棄 

 控訴申立てを提起した者は，控訴審判決が下さ

れる前に控訴申立てを放棄する権利を有する。 

 裁判所は本法典第４０条の第４項で定める理由

により，申立ての放棄を却下し，事件を控訴審手

続で審理する権利を有する。 

 申立ての放棄を受理する際には，第一審判決に

対する他の者による申立てが無い場合には，裁判

所は，控訴審における手続を打ち切る。 

 控訴審における手続の打切りについて，経済裁

判所は，決定を下す。 

 

第１６６条 控訴審における事件審理の範囲 

 控訴審における事件の審理に際し，経済裁判所

は，事件の既存の証拠及び補足的に提出された証

拠によって再び事件を審理する。申請者が，自ら

にはかかわりのない理由で第一審においてはそれ

を提出することが不可能であったことを根拠付け

た場合には，経済裁判所は，補足的な証拠を採

用する。 

 裁判所は，控訴申立ての理由には拘束されず，

第一審判決の合法性及び妥当性を全面的に検証す

る。 

 控訴審においては，第一審の事件審理の際には

提起されなかった新しい請求は採用されず，審理

されない。 

 

第１６７条 控訴申立ての審理期間 

 経済裁判所の第一審判決に対する控訴申立ては，
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それが経済裁判所に届いた日から１か月以内に審

理される。 

 

第１６８条 控訴審の権限 

 経済裁判所は，控訴審において事件を審理し，

以下に掲げることを行う権利を有する。 

 1) 裁判所の第一審判決を変更せず，控訴を棄却

する。 

 2) 第一審判決の全部又は一部を破棄し，新しい

判決を採択する。 

 3) 第一審判決を変更する。 

 4) 第一審判決の全部若しくは一部を破棄して事

件に関する手続を打ち切り，又は全部若しく

は一部の訴えを審理しないで放置する。 

 

第１６９条 第一審判決の変更又は破棄の根拠 

 経済裁判所の第一審判決を変更し，又は破棄す

る根拠となるのは，以下に掲げたとおりである。 

 1) 事件にとり意義を有する状況の不完全な解明 

 2) 経済裁判所が究明したものとみなした事件に

とり意義を有する状況の立証が不十分である

こと。 

 3) 第一審判決の中で記述された結論が事件の状

況と不一致であること。 

 4) 実体法規範若しくは訴訟法規範の違反又は誤

った適用 

 

第１７０条 訴訟法規範の違反又は誤った適用 

 訴訟法規範の違反又は誤った適用は，この違反

が誤った第一審判決の採択をもたらした場合又は

もたらす可能性があった場合には，第一審判決の

変更又は破棄の根拠となる。 

 訴訟法規範の違反又は誤った適用は，以下に掲

げる場合には，いずれの場合においても，経済裁

判所の第一審判決破棄の根拠となる。 

 1) 事件が違法な構成の裁判によって審理された

場合 

 2) 審理の時間及び場所についてしかるべく通知

されなかった事件参加者のいずれかが欠席の

まま裁判所によって事件が審理された場合 

 3) 事件審理の際，訴訟手続が行われる言語につ

いての規則の違反があった場合 

 4) 裁判所が，事件に参加していない者の権利及

び義務に関する第一審判決を採択した場合。

これらの者は，本法典の定める手続に従っ

て，このような第一審判決に対して不服申立

てをする権利を有する。 

 5) 第一審判決が裁判官のうちのいずれかによっ

て署名されなかった場合又は第一審判決に明

示された裁判官ではない裁判官によって署名

されている場合 

 6) 第一審判決が，事件審理を行った裁判の構成

に含まれていない裁判官によって採択された

場合 

 7) 事件において法廷の裁判記録が存在しない場

合又はそれが本法典第１３４条第３項に明示

された者によって署名されていない場合 

 

第１７１条 控訴審の判決 

 控訴申立ての審理の結果に従い，控訴審判決が

採択され，すべての裁判官が署名する。 

控訴審判決には，以下に掲げる事項を明示しなけ

ればならない。 

 1) 控訴審判決を採択した経済裁判所の名称，控

訴審判決採択の日付，事件番号，控訴審判決

を採択した裁判の構成，法廷における出席者

の姓及びその権限，第一審判決採択の日付及

びそれを採択した裁判官の姓 

 2) 事件参加者の氏名又は名称，控訴申立てを提

起した者の氏名又は名称 

 3) 採択された第一審判決の本質の概要 

 4) 第一審判決の合法性及び妥当性を検証すると

いう問題が提起された理由 

 5) 控訴申立てに対する意見書に記述された論拠 

 6) 法廷に出席した者の説明 

 7) 経済裁判所により究明された事実，これらの

状況について経済裁判所の結論が依拠した証

拠，経済裁判所が証拠を採用せず事件参加者

が援用した法令の適用を行わない理由及び控

訴審判決採択の際に裁判所が従った法令 

 8) 第一審裁判所の判決を破棄し，又は変更する

に際し，第一審裁判所の結論に控訴審裁判所

が同意しなかった理由 

 9) 控訴申立ての審理の結果に関する結論 

10) 当事者間の訴訟費用分担 

 控訴審判決は，その採択の時点から効力を発す

る。 

 控訴審判決は，事件参加者に，その採択の日か

ら５日以内に配達通知付き書留郵便によって送付

し，又は受領証と引き替えに手交する。 

 控訴審判決に対しては，不服申立てをすること

ができる。 

 

第１７２条 経済裁判所決定に対する控訴申立て 

 経済裁判所の決定に対しては，本法典の定める

場合に不服申立てをすることができる。 

 経済裁判所の決定に対する控訴申立ては，裁判

所の第一審判決に対する控訴申立ての審理のため

に規定された手続で審理する。 

 訴状受理の拒否に関する決定，訴状の返却に関

する決定，事件に関する手続停止の決定，事件に

関する手続打切りの決定，審理なしの訴えの放置

に関する決定が控訴審の経済裁判所によって破棄

された場合には，事件は，第一審裁判所の審理に

移送される。 
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第２２章 破棄審における手続 
 

第１７３条 破棄申立ての権利 

 法的効力を発した経済裁判所の第一審判決及び 

控訴審判決に対して，事件参加者は，破棄申立て， 

検事は，異議申立てを提起する権利を有する。 

 

第１７４条 破棄審において第一審判決の合法性

を検証する経済裁判所 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所は，カラ

カルパクスタン共和国，州，タシケント市の裁判

所により第一審及び控訴審で採択された第一審判

決並びに控訴審判決の合法性を検証する。 

 最高経済裁判所の幹部会は，この裁判所により

第一審で採択された判決を検証する。 

 

第１７５条 破棄申立て（異議申立て）の提起手

続 

 破棄申立て（異議申立て）は，第一審判決，控

訴審判決を採択した経済裁判所を通してウズベキ

スタン共和国最高経済裁判所に提起される。 

 第一審判決，控訴審判決を採択した経済裁判所

は，それが届いた日から５日以内に，ウズベキス

タン共和国最高経済裁判所に事件とともに破棄申

立て（異議申立て）を送付する義務を負う。 

 

第１７６条 破棄申立て（異議申立て）の提起期

間 

 破棄申立て（異議申立て）は，経済裁判所の第

一審判決又は控訴審判決が法的効力を発してから

１か月以内に提起することができる。 

 

第１７７条 破棄申立て（異議申立て）の内容 

 破棄申立て（異議申立て）には，以下に掲げる

事項を明示しなければならない。 

 1) 破棄申立て（異議申立て）が向けられている

経済裁判所の名称 

 2) 破棄申立て（異議申立て）を提起する者及び

事件参加者の氏名又は名称 

 3) 破棄申立て（異議申立て）が提起された第一

審判決又は控訴審判決を採択した経済裁判所

の名称，事件番号及び第一審判決，控訴審判

決の採択の日付，紛争の対象 

 4) 破棄申立て（異議申立て）を提起する者の請

求及び実体法規範若しくは訴訟法規範の違反

又は誤った適用がどこにあるかという指摘 

 5) 破棄申立て（異議申立て）に添付する文書の

一覧 

 破棄申立て（異議申立て）においては，事件の

状況の立証が不十分であること又は第一審判決若

しくは控訴審判決において記述された事件参加者

の実質的な相互関係についての結論が事件の状況

と不一致であることに依拠することは許されない。 

 破棄申立書は，破棄申立てを提起する者又はそ

の代理人が署名する。代理人が署名した破棄申立

てには，本件に関して委任状が以前に提出されな

かった場合には，裁判所の決定に対して申立てを

行う権限を裏付ける委任状を添付する。 

 破棄申立てには，国の手数料の支払い及び申立

ての複写を他の事件参加者に送付したことを裏付

ける文書を添付する。 

 

第１７８条 破棄申立て（異議申立て）の複写の

事件参加者への送付 

 破棄申立て（異議申立て）を提起する者は，他

の事件参加者に対し，破棄申立て（異議申立て）

の複写及び事件参加者が保有していないその添付

文書の複写を送付する。 

 

第１７９条 破棄申立て（異議申立て）に対する

意見書 

 事件参加者は，破棄申立て（異議申立て）の複

写を受領した後，破棄申立て（異議申立て）の審

理期日までに意見書が届く期間内に，経済裁判所

に対し申立てに対する意見書及び意見書の複写を

他の事件参加者に発送したという証拠を送付する

権利を有する。 

 意見書は，事件参加者又はその代理人が署名す

る。代理人が署名した意見書には，代理人が事務

を行う権限を裏付ける委任状を添付する。 

 

第１８０条 破棄申立て（異議申立て）の返却 

 破棄申立て（異議申立て）は，以下に掲げる場

合には返却される。 

 1) 破棄申立て（異議申立て）に署名がなされて

いない場合，署名されていても署名権を持た

ない者又は職位が明示されていない者による

場合 

 2) 破棄申立て（異議申立て）が第一審判決を採

択した経済裁判所を通さずに送付された場合 

 3) 破棄申立て（異議申立て）にその複写を事件

参加者に送付した証拠が添付されていない場

合 

 4) 所定の方法若しくは額でなされた国の手数料

の支払いを裏付ける文書が破棄申立て（異議

申立て）に添付されなかった場合又は法律に

より国の手数料支払いの延納若しくは分納が

可能である場合において，これについての請

願がなく，若しくは請願が却下された場合 

 5) 破棄申立て（異議申立て）が所定の期間終了

後に提起され，徒過した期間の回復を求める

請願を含んでいない場合 

 6) 破棄申立て（異議申立て）が，実体法規範若

しくは訴訟法規範の違反又は誤った適用がど

こにあるかという指摘を含んでいない場合 

 7) 破棄申立て（異議申立て）を手続のために受

理することについての決定が事件参加者に送

付される前に，破棄申立て（異議申立て）を
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提起した者から申立ての返却についての申請

が届いた場合 

 破棄申立て（異議申立て）は，第一審の裁判所

裁判官により返却される。破棄申立て（異議申立

て）が返却される理由が破棄審において明らかに

された場合には，返却は，この審級の裁判所裁判

官が行う。 

 破棄申立て（異議申立て）の返却については，

決定が下される。 

 第一審の裁判官によって下された破棄申立て

（異議申立て）返却についての決定に対しては，

破棄審に不服申立て（異議申立て）をすることが

できる。 

 破棄申立て（異議申立て）を提起した者は，本

条第一項の第１，２，３，４，６号に挙げられた

状況を排除した後に，一般的な手続で再び経済裁

判所に破棄申立て（異議申立て）をする権利を有

する。 

 

第１８１条 破棄申立（異議申立）受理について

の決定 

 破棄申立て（異議申立て）を手続のために受理

することについて，裁判官は，決定を下す。 

 決定には，破棄申立（異議申立）審理の場所及

び時間を明示する。 

 決定は，事件参加者に配達通知付き書留郵便に

て送付する。 

 

第１８２条 第一審判決，控訴審判決の執行の停

止 

 破棄審の経済裁判所は，事件参加者の請願によ

って，破棄審における事件の手続が終了するま

で，第一審及び控訴審の裁判所で採択された第一

審判決並びに控訴審判決の執行を停止する権利を

有する。 

 

第１８３条 破棄審における事件審理の手続 

 破棄審において，事件は，第一審の経済裁判所

による事件審理規則に従って，本章で定める特質

を踏まえて審理される。この際に，第一審のため

にのみ規定された規則は，適用されない。 

 

第１８４条 破棄申立ての放棄 異議申立ての撤

回 

 破棄申立てを提起した者は，破棄審判決が下さ

れる前に破棄申立てを放棄する権利を有する。 

 裁判所は，本法典第４０条の第４項で定める理

由により，申立ての放棄を却下し，事件を破棄審

手続で審理する権利を有する。 

 異議申立てを提起した検事及び上級の検事は，

審理が始まる前に異議申立てを撤回する権利を有

する。異議申立ての撤回については，事件参加者

に通知される。 

 破棄申立ての放棄を受理する際，又は異議申立

てを撤回する際には，第一審判決，控訴審判決に

対する他の事件参加者による申立てがなければ，

裁判所は破棄審における手続を打ち切る。 

 破棄審における手続の打切りについて，経済裁

判所は，決定を下す。 

 

第１８５条 破棄申立て（異議申立て）の審理期

間 

 経済裁判所の第一審判決又は控訴審判決に対す

る破棄申立て（異議申立て）は，事件とともにそ

れがウズベキスタン共和国最高経済裁判所に届い

た日から１か月以内に審理される。 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所判決に対

する破棄申立て（異議申立て）は，最高経済裁判

所幹部会が１か月以内に審理する。 

 

第１８６条 破棄審における事件審理の範囲 

 破棄審における事件審理の際に，経済裁判所は，

第一審及び控訴審の経済裁判所による実体法規範

及び訴訟法規範の適用の正当性を検証する。 

 

第１８７条 破棄審の権限 

 破棄審の経済裁判所は，事件を審理し，以下の

ことを行う権利を有する。 

 1) 第一審判決及び（又は）控訴審判決を変更せ

ず，破棄申立て（異議申立て）を棄却する。 

 2) 第一審判決及び（又は）控訴審判決の全部又

は一部を破棄し，新しい判決を採択する。 

 3) 採択された第一審判決又は控訴審判決が十分

な根拠を持たない場合には，第一審判決及び

（又は）控訴審判決を破棄し，第一審判決及

び（又は）控訴審判決が破棄された経済裁判

所の審級で新しく審理するため事件を移送す

る。 

 4) 第一審判決及び（又は）控訴審判決を変更す

る。 

 5) 第一審判決及び（若しくは）控訴審判決を全

面的若しくは部分的に破棄して事件に関する

手続を打切り，又は全部若しくは一部の訴え

を審理なしに放置する。 

 6) 以前に採択された第一審判決又は控訴審判決

のうちの一つを有効とする。 

 

第１８８条 第一審判決若しくは控訴審判決を変

更又は破棄する根拠 

 経済裁判所の第一審判決若しくは控訴審判決を

変更し，又は破棄する根拠となるのは，実体法規

範若しくは訴訟法規範の違反又は誤った適用であ

る。 

 訴訟法規範の違反又は誤った適用は，この違反

が誤った第一審判決の採択をもたらした場合又は

もたらす可能性があった場合には，第一審判決若

しくは控訴審判決の変更又は破棄の根拠となる。 

 訴訟法規範の違反又は誤った適用は，以下に掲
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げる場合には，第一審判決又は控訴審判決を破棄

する根拠となる。 

 1) 事件が違法な構成の裁判によって審理された

場合 

 2) 審理の時間及び場所についてしかるべく通知

されなかった事件参加者のいずれかが欠席の

まま，経済裁判所によって事件が審理された

場合 

 3) 事件審理の際，訴訟手続が行われる言語につ

いての規則の違反があった場合 

 4) 第一審判決又は控訴審判決を採択する際に経

済裁判所が従った法令の引用が，第一審判決

又は控訴審判決に欠如している場合 

 5) 経済裁判所が，事件に参加していない者の権

利又は義務に関する第一審判決又は控訴審判

決を採択した場合。これらの者は，本法典の

定める手続に従って，このような第一審判決

又は控訴審判決に対して不服を申し立てる権

利を有する。 

 6) 第一審判決若しくは控訴審判決が裁判官のう

ちのいずれかによって署名されなかった場合

又は第一審判決若しくは控訴審判決に明示さ

れた裁判官ではない裁判官によって署名され

ている場合 

 7) 第一審判決が，事件審理を行った裁判の構成

に含まれていない裁判官によって採択された

場合 

 8) 事件において法廷の裁判記録が存在していな

い場合又はそれが本法典第１３４条第３項に

明示された者によって署名されていない場合 

 

第１８９条 破棄審の判決 

 破棄申立て（異議申立て）の審理の結果，破棄

審判決を採択し，すべての裁判官が署名する。 

破棄審判決には，以下に掲げる事項を明示しなけ

ればならない。 

 1) 破棄審判決を採択した経済裁判所の名称，事

件番号及び破棄審判決採択の日付，破棄審判

決を採択した裁判の構成，法廷における出席

者の姓及びその権限 

 2) 破棄申立て（異議申立て）を提起した者及び

事件参加者の氏名又は名称 

 3) 第一審及び控訴審で事件を審理した経済裁判

所の名称，事件の番号，第一審判決及び控訴

審判決採択の日付，それらを採択した裁判官

の姓 

 4) 採択された第一審判決及び控訴審判決の内容

の概略 

 5) 第一審判決及び控訴審判決の合法性を検証す

る問題が提起された理由 

 6) 破棄申立て（異議申立て）に対する意見書に

記述された論拠 

 7) 法廷に出席した者の説明 

 8) 事件参加者が援用した法令を経済裁判所が適

用しない理由及び破棄審判決採択の際に裁判

所が従った法令 

 9) 第一審判決及び控訴審判決の破棄又は変更の

際に，破棄審の裁判所が第一審又は控訴審の

裁判所の結論に同意しなかった理由 

10) 破棄申立て（異議申立て）の審理の結果に関

する結論 

11) 事件参加者が行わなければならない行為及び

事件が新しい審理のために送付される場合に，

経済裁判所が行わなければならない行為 

12) 事件参加者間の訴訟費用の分担 

 破棄審判決は，事件参加者に，採択の日から５

日以内に，配達通知付き書留郵便にて送付し，又

は受領証と引換えに手交する。 

 破棄審判決は，その採択の時点から法的効力を

発し，それに対し不服申立てをすることはできな

い。 

 

第１９０条 破棄審の指示の拘束力 

 破棄審判決で記述された，破棄審において事件

を審理した経済裁判所の指示は，この事件を再び

審理する裁判所にとり，拘束力を持つ。 

 破棄審において事件を審理する経済裁判所は，

何らかの証拠の確実性又は不確実性について，あ

る証拠が他の証拠より優れているということにつ

いて，新しい事件審理の際にどのような判決が採

択されなければならないかについての問題を予断

をもって決めておく権利を有しない。 

 

第１９１条 経済裁判所の決定に対する破棄申立

て（異議申立て） 

 経済裁判所の決定に対しては，本法典の定める

場合に，破棄手続で不服申立て（異議申立て）を

することができる。 

 経済裁判所の決定に対する破棄申立て（異議申

立て）は，第一審判決及び控訴審判決に対する破

棄申立ての審理のために規定された手続で審理さ

れる。 

 

 

第２３章 監督手続 
 

第１９２条 経済裁判所の第一審判決及び控訴審

判決の監督手続による再審 

 ウズベキスタン共和国経済裁判所の法的効力を

発した第一審判決及び第二審以後の判決は，ウズ

ベキスタン共和国最高経済裁判所幹部会の判決を

除き，本法典第１９３条に明示された公務員の異

議申立てにより，監督手続で再審することができ

る。 

 

第１９３条 異議申立権者 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所幹部会判

決を除き，ウズベキスタン共和国経済裁判所の法
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的効力を発したあらゆる第一審判決及び第二審以

後の判決に対して，異議申立てを行う権利を有す

るのは，ウズベキスタン共和国最高経済裁判所長

官及び副長官並びにウズベキスタン共和国検事総

長並びに次長検事である。 

 

第１９４条 第一審判決及び第二審以後の判決の

執行の停止 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所は，本法

典第１９３条に明示された者による異議申立てに

際し，監督手続での手続が終了するまで，関連す

る第一審判決及び第二審以後の判決の執行を停止

することができる。 

 

第１９５条 異議申立てにより監督手続で事件を

審理する経済裁判所 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所幹部会は，

すべての経済裁判所の第一審判決及び第二審以後

の判決に対し，異議申立てにより，監督手続で事

件を審理する。 

 

第１９６条 事件記録の取り寄せ 

 本法典第１９３条に列挙された公務員は，監督

手続で異議申立てを提起するための根拠が存在す

るかどうかの問題を解決するために，関連の経済

裁判所から事件記録を取り寄せる権利を有する。 

 

第１９７条 異議申立ての提起 

 事件参加者の申請に関連する場合を含め，異議

申立てを提起する根拠が存在する場合に，本法典

第１９３条に明示された公務員は，異議申立てを

提起し，ウズベキスタン共和国最高経済裁判所幹

部会に事件記録とともにそれを送付する。法的効

力を発した経済裁判所の第一審判決及び第二審以

後の判決に対する異議申立ての提起についての申

請は，事件審理の後，控訴審又は破棄審の裁判所

に提出することができる。異議申立てを提起する

根拠の欠如については，申請者に通知する。 

 異議申立ての複写は，事件参加者に送付する。 

 監督手続で異議申立てを提起した公務員は，事

件審理の開始前にそれを撤回する権利を有する。

異議申立ての撤回については，事件参加者に通知

する。 

 

第１９８条 異議申立ての審理手続 

 異議申立ての審理の際に，ウズベキスタン共和

国最高経済裁判所幹部会は，事件の状況及び異議

申立ての理由について最高経済裁判所裁判官の報

告を聴く。 

 幹部会会議での説明を行うために，事件参加者

を召喚することができる。この場合には，事件参

加者に幹部会会議の時間及び場所についての通知

を送付する。事件参加者が出頭しなくとも，事件

の審理を妨げない。 

 監督手続での事件審理には，ウズベキスタン共

和国検事総長若しくは次長検事が参加し，自らが

提起した異議申立てを維持し，又はウズベキスタ

ン共和国最高経済裁判所長官若しくは副長官の異

議申立てにより審理される事件について判断を述

べる。 

 

第１９９条 監督手続での事件の再審についての

ウズベキスタン共和国最高経済裁判所

幹部会の権限 

 ウズベキスタン共和国最高経済裁判所幹部会は，

監督手続で事件を審理し，以下のことを行う権利

を有する。 

 1) 経済裁判所の第一審判決又は第二審以後の判

決を変更せず，異議申立てを棄却する。 

 2) 第一審判決若しくは第二審以後の判決の全部

又は一部を破棄し，事件を新しい審理に付す

る。 

 3) 第一審判決若しくは第二審以後の判決を変更

し，又は破棄し，事件を新しい審理に付する

ことなく，新しい判決を採択する。 

 4) 第一審判決若しくは第二審以後の判決の全部

若しくは一部を破棄して事件の手続を打ち切

り，又は全部若しくは一部の訴えを審理なし

に放置する。 

 5) 事件について，以前に採択された第一審判決

又は第二審以後の判決のうち一つを有効とする。 

 

第２００条 第一審判決若しくは第二審以後の判

決を変更又は破棄する根拠 

 監督手続において，第一審判決若しくは第二審

以後の判決を変更又は破棄する根拠となるのは，

裁判所決定の違法性又は根拠の欠如である。 

 本質において正しい経済裁判所の第一審判決又

は第二審以後の判決を，形式的な根拠にのみ基づ

いて破棄することはできない。 

 

第２０１条 監督審判決の採択手続 

 監督手続における事件審理の結果，ウズベキス

タン共和国最高経済裁判所幹部会は，判決を採択

する。判決は，幹部会に出席する構成員総数の

うち，過半数が採択に賛成票を投じた場合に採択

されたものとみなす。幹部会構成員は，投票を棄

権する権利を有しない。 

 幹部会の判決は，ウズベキスタン共和国最高経

済裁判所長官が署名する。 

 幹部会の判決は，その採択の時点から効力を発

する。 

 幹部会の判決は，採択の日から５日以内に，事

件参加者に配達通知付き書留郵便にて送付する。 

 

第２０２条 監督手続で事件を審理した経済裁判

所の指示の拘束力 

 第一審判決又は第二審以後の判決を破棄する判
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決で記述された，監督手続で事件を審理した経済

裁判所の指示は，この事件を再び審理する経済裁

判所にとり，拘束力をもつ。 

 監督手続において事件を審理する経済裁判所は，

第一審判決又は第二審以後の判決において立証さ

れていない，若しくは退けられた状況を究明し，

又は立証されたものとみなす権利を有せず，何ら

かの証拠の確実性又は不確実性について，ある証

拠が他の証拠より優れているということについて，

新しい事件審理の際にどのような判決が採択され

なければならないかについての問題を予断をもっ

て決めておく権利を有しない。 

 

第２０３条 経済裁判所の決定に対する異議申立

て及び監督手続での再審 

 法的効力を発した経済裁判所の決定に対しては，

本法典によりそれに対する不服申立てが規定され

ている場合又は決定がその後の事件の進展を妨げ

るものである場合には，異議申立てを行い，判決

とは別に監督手続での再審を行うことができる。 

 経済裁判所決定に対する異議申立ては，裁判所

の第一審判決又は第二審以後の判決に対する異議

申立てを審理するために規定された手続で審理さ

れる。 

 

 

第２４章 法的効力を発した経済裁判所の 
    裁判所決定の新しく発見された状 
    況に基づく再審         
 

第２０４条 再審の根拠 

 経済裁判所は，自らが採択し，法的効力を発し

た裁判所決定を，新しく発見された状況に基づい

て再審することができる。 

 新しく発見された状況に基づいて裁判所決定を

再審する根拠となるのは，以下に掲げるとおりで

ある。 

 1) 申請者には知られておらず，かつ，知ること

ができなかった，事件の本質にかかわる状況 

 2) 法的効力を発した裁判所の判決により立証さ

れた，違法な，又は根拠のない裁判所決定の

採択を導いた，証人の明らかな偽証，鑑定人

の明らかに偽りの結論，明らかに不正確な通

訳又は文書若しくは証拠物の偽造 

 3) 法的効力を発した裁判所の判決により立証さ

れた，当該事件審理の際に行われた事件参加

者，その代理人又は裁判官の犯罪行為 

 4) 当該判決の採択の根拠となった，経済裁判所

の裁判所決定，裁判所の判決又は他機関の決

定の破棄 

 

第２０５条 申請書提出の手続と期間 

 法的効力を発した裁判所決定を新しく発見され

た状況に基づいて再審することについての申請書

は，裁判所決定再審のための根拠となる状況が明

らかにされた日から１か月以内に，事件参加者

がこの決定を採択した経済裁判所に対し提出す

ることができる。 

 申請書には，事件参加者に対し申請書及びその

添付文書の複写を送付したことを裏付ける文書を

添付する。 

 申請書が所定の期間終了後に提出され，かつ，

徒過した期間の回復を求める請願がない場合又は

他の事件参加者に申請書及びその添付文書の複写

を送付したことを裏付ける文書が提出されていな

い場合には，申請書は裁判官により申請者に返却

される。 

 申請書の返却については，決定が下される。 

 決定に対しては，不服申立て（異議申立て）を

することができる。 

 

第２０６条 法的効力を発した裁判所決定を新し

く発見された状況に基づいて再審する

経済裁判所 

 第一審で採択され，法的効力を発した判決又は

決定は，この判決又は決定を採択した経済裁判所

によって再審される。 

 それによって裁判所決定が変更され，又は新し

い裁判所決定が採択された，控訴審，破棄審又は

監督審の判決及び決定の新しく発見された状況に

基づく再審は，裁判所決定が変更され，又は新し

い裁判所決定が採択された審級の経済裁判所で行

われる。 

 

第２０７条 申請の審理 

 法的効力を発した裁判所決定を，新しく発見さ

れた状況に基づいて再審することについての申請

は，それが届いた日から１か月以内に，経済裁判

所が法廷で審理する。申請者及び他の事件参加

者は，配達通知付き書留郵便によって審理の時間

及び場所について通知を受ける。しかしながら，

彼らが出頭しないことは，申請の審理を妨げない。 

 

第２０８条 事件の再審についての経済裁判所の

決定 

 経済裁判所は，法的効力を発した裁判所決定

を，新しく発見された状況に基づいて再審するこ

とについての申請を審理し，申請を認め，裁判所

決定を破棄し，又は再審を拒否する。 

 裁判所決定を新しく発見された状況に基づいて

再審することについての申請を認めることを拒否

する経済裁判所の決定に対しては，不服申立て

（異議申立て）をすることができる。 

 裁判所決定を破棄する場合には，事件は，本法

典で定める規則に従って，経済裁判所によって審

理される。 
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第４編 裁判所決定の執行 
 

第２０９条 裁判所決定の執行の手続 

 法的効力を発した裁判所決定は，本法典及び他

の法律が定める方法で，ウズベキスタン共和国の

すべての領土内において，すべての国家機関，自

治体機関，団体，公務員及び市民によって執行さ

れる。 

 

第２１０条 執行状 

 裁判所決定の強制的執行は，この決定を採択し

た経済裁判所によって発せられる執行状に基づい

て行われる。 

 執行状は，裁判所決定の発効後，徴収者に発

する。歳入となる金銭徴収のための執行状は，債

務者の所在地に従って税務機関に送付する。 

 金銭徴収のための執行状は，徴収者により銀行

その他の金融機関に送付され，又は他の場合には

裁判所執行官に送付される。 

 

第２１１条 一件の裁判所決定に関する複数の執

行状の発行 

 裁判所決定が，複数の原告に有利に，若しくは

複数の被告に不利に採択された場合又は執行が

様々な場所で行われなければならない場合には，

当該執行状で執行されるべき裁判所決定の部分を

明示した複数の執行状が発せられる。 

 

第２１２条 執行状の内容 

 執行状には，以下の事項が明示されなければな

らない。 

 1) 執行状を発した経済裁判所の名称 

 2) 執行状が発せられた事件及び事件番号 

 3) 執行されるべき裁判所決定の採択の日付 

 4) 債権者及び債務者の氏名又は名称及びその住

所 

 5) 裁判所決定の結論部分 

 6) 裁判所決定が発効する日付 

 7) 執行状発付の日付及びその有効期間 

 執行状発付の前に，経済裁判所により裁判所決

定執行の猶予又は分割が与えられた場合には，執

行状には執行状の有効期間の始期を明示する。 

 執行状は，裁判官が署名し，経済裁判所の公印

を押捺する。 

 

第２１３条 執行状を執行へ向けて提示する期間 

 執行状は，裁判所決定が発効した日，執行の猶

予若しくは分割の際に定められた期間が終了した

日又は執行へ向けて執行状を提示するための徒過

した期間の回復について決定が下された日から６

か月以内に，執行へ向けて提示することができる。 

 裁判所決定の執行が停止された場合には，停止

されていた時間は，執行状を執行へ向けて提示す

る６か月の期間に加算される。 

第２１４条 執行状を執行へ向けて提示する期間

の中断 

 執行状を執行へ向けて提示する期間は，執行へ

向けて執行状を提示することによって，又は裁判

所決定の部分的執行によって中断される。 

 執行が不可能であるために債権者に執行状が返

却される場合には，執行状提示のための新しい期

間は，その返却の日から計算される。 

 

第２１５条 執行状を執行へ向けて提示する徒過

した期間の回復 

 執行状を執行へ向けて提示する期間が，経済裁

判所が認めるやむを得ない理由で徒過した場合に

は，徒過した期間を回復させることができる。 

 徒過した期間の回復を求める申請は，裁判所決

定を採択した経済裁判所に提出する。申請は，債

権者及び債務者に配達通知付き書留郵便にて通知

した上で，経済裁判所の法廷で審理する。しかし

ながら，彼らが出頭しないことは，申請審理を妨

げない。 

 申請審理の結果に従って決定が下され，債権者

及び債務者に送付される。 

 決定に対しては，不服申立てをすることができ

る。 

 

第２１６条 執行状の謄本の発行 

 執行状を紛失した場合には，裁判所決定を採択

した経済裁判所は，債権者の申請があれば謄本を

発することができる。その申請は，執行状を執行

へ向けて提示する所定の期間が終了するまでに提

出することができる。その申請は，債権者及び債

務者に配達通知付き書留郵便にて通知した上で，

経済裁判所の法廷で審理する。しかしながら，彼

らが出頭しないことは，申請審理を妨げない。 

 申請審理の結果に従って決定が下され，債権者

及び債務者に送付される。 

 決定に対しては，不服申立てをすることができ

る。 

 

第２１７条 裁判所決定執行の猶予又は分割，そ

の執行方法及び手続の変更 

 経済裁判所は，債権者，債務者若しくは裁判所

執行官の申請があれば，裁判所決定の執行を猶予

又は分割し，その執行方法及び手続を変更する権

利を有する。 

 債務者に執行の猶予又は分割を与えながら，経

済裁判所は，本法典第７章に定める方法で，裁判

所決定執行の保障のために措置を執ることができ

る。 

 裁判所決定執行の猶予又は分割について，その

執行方法及び手続の変更についての問題は，債権

者及び債務者に配達通知付き書留郵便にて通知し

た上で，経済裁判所の法廷で審理する。 

 申請審理の結果に従って決定が下され，債権者
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及び債務者に送付される。 

 決定に対しては，不服申立てをすることができ

る。 

 

第２１８条 裁判所決定の不履行に対する責任 

 執行状が提示された銀行その他の金融機関によ

る金銭徴収に関する裁判所決定の不履行に対して，

銀行その他の金融機関には，徴収されるべき金額

の５０パーセント以下の罰金が経済裁判所により

課される。 

 その行為の履行を委ねられた者が，執行状に明

示された行為を履行しないことに対して，この者

には，最低賃金の２００倍以下の罰金が課され

る。 

 罰金の支払いによって，裁判所決定執行の義務

を免れることにはならない。 

 

第２１９条 裁判所決定執行の巻き戻し 

執行された裁判所決定が変更又は破棄された上，

訴えの全部若しくは一部を棄却する新しい裁判所

決定が採択され，事件に関する手続が打ち切ら

れ，又は訴えが審理なしに放置された場合には，

原告に有利に被告から徴収されたすべてのものは，

破棄された裁判所決定又は関連した部分が変更さ

れた裁判所決定に従って被告に返却される。 

 執行されていない裁判所決定が変更又は破棄さ

れた上，訴えの全部若しくは一部を棄却する新し

い裁判所決定が採択され，事件に関する手続が打

ち切られ，又は訴えの全部若しくは一部が審理な

しに放置された場合には，経済裁判所は，破棄さ

れた裁判所決定又は関連した部分が変更された裁

判所決定に従って，徴収の全部又は一部の打ち切

りについて裁判所決定を採択する。 

 

第２２０条 裁判所決定執行の巻き戻しに関する

問題の解決 

 裁判所決定執行の巻き戻しに関する問題は，新

しい裁判所決定を採択した経済裁判所が解決する。 

 裁判所決定を破棄又は変更する判決に，その執

行の巻き戻しについての指示がない場合には，被

告は，第一審の経済裁判所に関連する申請を提出

する権利を有する。 

 裁判所決定執行の巻き戻しに関する被告の申請

を審理した結果に従って決定が下される。 

 経済裁判所は，団体，市民の申請によって，徴

収された金銭，財産又はその価格を返却するため

の執行状を発する。申請には，以前に採択された

裁判所決定が執行されたことを裏付ける文書を添

付する。 

第５編 外国の団体，国際団体及び企業 
   活動を行う外国人，無国籍者が参 
   加する事件に関する手続     

 

第２２１条 外国の団体，国際団体及び企業活動

を行う外国人，無国籍者の訴訟上の権

利 

 外国の団体，国際団体及び企業活動を行う外国

人，無国籍者（以下「外国人」）は，ウズベキスタ

ン共和国の経済裁判所に訴え出て，侵害された権

利，争われている権利又は法により守られる利益

の保護を求める権利を有する。 

 外国人は，ウズベキスタン共和国の団体及び市

民と同様に，訴訟上の権利を享有し，訴訟上の義

務を負う。 

 ウズベキスタン共和国の団体及び市民の訴訟上

の権利に対する特別の制限が裁判所で許されてい

る国家の外国人に対しては，ウズベキスタン共和

国政府により，報復的制限を設定することができ

る。 

 

第２２２条 外国人が参加する事件に関する訴訟

手続 

 外国人が参加する事件に関する訴訟手続は，本

法典に従って行われる。 

 

第２２３条 外国人が参加する事件に関するウズ

ベキスタン共和国経済裁判所の権限 

 ウズベキスタン共和国の経済裁判所は，被告た

る団体がウズベキスタン共和国領内に位置し，又

は被告たる市民が居住地をウズベキスタン共和国

領内に所有している場合には，外国人の参加する

事件を審理する。 

 ウズベキスタン共和国の経済裁判所は，以下に

掲げる場合にも，外国人が参加する事件を審理す

る権利を有する。 

 1) 外国人の支店又は代表機関がウズベキスタン

共和国領内に位置する場合 

 2) 被告がウズベキスタン共和国領内に財産を所

有する場合 

 3) その履行がウズベキスタン共和国領内でなさ

れなければならない場合又は訴えがウズベキ

スタン共和国領内でなされた契約に端を発す

る場合 

 4) 財産に対して与えられた損害の賠償について

の事件で，損害賠償請求提起の根拠となった

行為又は他の状況がウズベキスタン共和国領

内であった場合 

 5) 訴えがウズベキスタン共和国領内で行われた

不当利得に端を発する場合 

 6) 名誉，尊厳及び名声の保護についての事件

で，原告がウズベキスタン共和国にいる場合 

 7) ウズベキスタン共和国の団体又は市民及び外

国人の間で合意がある場合 
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 建造物，施設，土地の所有権の認定，非合法な

所有からの建造物，施設，土地の返還請求，所有

者又は合法的占有者の権利侵害の除去に関する事

件は，これが所有権の奪取に関連しない場合に

は，建造物，施設，土地の所在地によって審理さ

れる。 

 輸送契約に端を発する輸送業者への訴えに関す

る事件は，輸送業者が複数の被告のうちの一人で

ある場合を含み，この輸送業者の所在地により審

理される。 

 本条に定める規則を遵守して，経済裁判所によ

り審理のために受理された事件は，手続の過程

で，事件参加者の所在地の変更又は他の状況に関

連してそれが他国の裁判所の管轄となった場合で

も，本質的に経済裁判所が解決する。 

 

第２２４条 訴訟上の免責 

 経済裁判所における外国に対する訴えの提起，

外国を第三者として事件に参加させること並びに

外国に属しウズベキスタン共和国領内に位置する

財産の差押え，それに対する他の保全処分措置及

びこの財産に対する経済裁判所判決の強制執行手

続としての取立ては，ウズベキスタン共和国の法

又は国際条約により他の規定がない場合には，関

係国の管轄機関の同意がある場合にのみ許される。 

 国際団体の訴訟上の免責は，ウズベキスタン共

和国の法律及び国際条約により定められる。 

 

第２２５条 同一の者の間で，同一の対象につい

て，かつ，同一の理由での紛争に関す

る事件の外国裁判所による審理の訴訟

上の結果 

 ウズベキスタン共和国経済裁判所に訴えの提起

がなされる前に，審理のために事件を受理した外

国の管轄裁判所が，同一の者の間で，同一の対象

について，かつ，同一の理由での紛争に関する事

件を審理し，又はこの事件で判決を下し，それが

法的効力を発した場合には，経済裁判所は，審理

なしに訴えを放置し，又は事件に関する手続を打

ち切る。 

 外国の裁判所によって採択される将来の判決若

しくは採択された判決が，ウズベキスタン共和国

領内において認められないもの若しくは執行すべ

きでないものである場合又は関連の事件がウズベ

キスタン共和国経済裁判所の特別な管轄に属する

場合には，このような結果は生じない。 

 

第２２６条 訴訟手続の嘱託 

 経済裁判所は，ウズベキスタン共和国の法律又

は国際条約が規定する手続により，経済裁判所に

移送された個々の訴訟上の行為（召喚状及び他の

文書の手交，証拠書類の受領，鑑定の実施，現場

検証等）の遂行を求める外国裁判所の嘱託を執行

する。 

 嘱託は，以下に掲げる場合には執行されない。 

 1) 嘱託の執行がウズベキスタン共和国の主権に

反し，又はウズベキスタン共和国の安全を脅

かす場合 

 2) 嘱託の執行が経済裁判所の管轄に属さない場

合 

 個々の訴訟上の行為の遂行を求める嘱託の執行

は，ウズベキスタン共和国の国際条約により他の

規定がなされていない場合には，経済裁判所によ

って本法典の定める手続で行われる。 

 経済裁判所は，所定の手続で，個々の訴訟上の

行為を遂行することについての嘱託を外国の裁判

所に依頼することができる。 

 

 

 

ウズベキスタン共和国経済訴訟法典の 
実施手続に関するウズベキスタン共和 
国最高会議令            
 

 ウズベキスタン共和国最高会議は，以下の事項

を決定する。 

 1. ウズベキスタン共和国経済訴訟法典を１９９

８年１月１日から施行する。 

 2. １９９８年１月１日以前にウズベキスタン共

和国経済裁判所に受理され，かつ，審理が行

われていない事件は，ウズベキスタン共和国

の新しい経済訴訟法典に従い審理される。 

 3. 企業，機関，団体及び個人企業家のステータ

スを有する市民の間の経済紛争を審理し，解

決する条件並びに手続きに関する法令は，ウ

ズベキスタン共和国の新しい経済訴訟法典に

矛盾しない部分において，１９９８年１月１

日から効力をもつ。 

 4. 国の手数料徴収の率及び手続きを規制する法

律に変更が加えられるまでは，控訴及び破棄

申立てには，経済裁判所判決の合法性及び妥

当性を確認することに関する申請の支払のた

めに定められた額及び手続で国の手数料が支

払われる。 

 5. ウズベキスタン共和国大臣会議は，政府決定

をウズベキスタン共和国経済訴訟法典に一致

させる。 

 6. 司法省は，ウズベキスタン共和国最高経済裁

判所とともに，法令をウズベキスタン共和国

経済訴訟法典に一致させる動議を３か月以内

に提出する。 

 7. 以下のものについては，１９９８年１月１日

から効力を失ったものと認める。 

 １９９３年９月２日付けウズベキスタン共和国

法「ウズベキスタン共和国経済訴訟法典の承認に

ついての法律」（ウズベキスタン共和国最高会議

公報，１９９３年，第１０号，３７１ページ） 

 １９９６年１２月２７日付けウズベキスタン共



 

  58

和国法「ウズベキスタン共和国の幾つかの法令へ

の変更及び追加についての法律」第４編（ウズベ

キスタン共和国最高会議公報，１９９７年，第２

号，５６ページ） 

 

ウズベキスタン共和国最高会議議長 E.ハリロフ 

 

タシケント市 

１９９７年８月３０日 

第４７９－１号 
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～ 特集３ ～ 
 

 

中央アジア諸国刑事司法制度調査報告（上） 

 

―― ウズベキスタン共和国，キルギス共和国，タジキスタン共和国 ―― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三浦透前法務総合研究所国際連合研修協力部（国連アジア極東犯罪防止研修所，以下 UNAFEI）

教官（現東京地方裁判所判事）及び横地環同教官は，国際協力機構（JICA）の調査団員として，２

００３年１０月１４日から２９日までの間，上記３か国の司法機関等を訪問し，各国の刑事司法制

度（捜査，検察，裁判，犯罪者及び非行少年の処遇）を調査しました。その調査結果を取りまとめ

たものが本稿であり，中央アジア諸国の刑事司法制度に関する貴重な資料であるため，国際協力機

構及び UNAFEI の御了解を得て２回にわたり掲載いたします。上記三浦前教官及び横地教官を始め

関係者の皆様に，深く御礼申し上げます。なお，UNAFEI では，上記３か国を含む中央アジア諸国

を対象として，２００４年度から「中央アジア司法制度セミナー」を開始する予定です。 

 

 

 

 

 

 

■ズバリ■ 

ウズベキスタン最高検察庁にて
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第１ 総説 

 

１ 中央アジア５か国 

  中央アジアという場合，ウズベキスタン共和国，カザフスタン共和国，キルギス共和国，

タジキスタン共和国及びトルクメニスタンの５か国を指すことが多い1。いずれも旧ソビエ

ト連邦共和国に属していたが独立したものであり，法制度等に類似性は見られるものの，

民族，国情等にはかなりの相違がある。各国の基礎的なデータを記せば，次のとおりであ

る2。 
 

 
ウズベキス

タン共和国 

カザフスタ

ン共和国 

キルギス共

和国 

タジキスタ

ン共和国 

トルクメニ

スタン 

面積 

1,000 km2 

447 

 

2,725 200 143 

 

488

人口 

100万人 

25.6 

 

16.0 5.0 6.2 

 

4.9

首都 タシケント アスタナ ビシュケク ドゥシャンベ アシガバット

主要言語 

 

ウズベク語，

ロシア語 

カザフ語， 

ロシア語 

キルギス語，

ロシア語 

タジク語， 

ロシア語 

トルクメン

語，ロシア語

独立年月 1991.8 1991.12 1991.8 1991.9 1991.10

国民総所得 

（GNI） 

100万米㌦ 

13,780 

 

 

20,146 1,386 1,051 

 

 

5,236

一人当たり 
GNI 
米ドル 

550 

 

 

1,360 280 170 

 

 

990

 

  各国の所在地は，次頁の地図のとおりである。東アジアと西アジア，地中海世界，南ア

ジア及びスラブ世界の中央に位置しており，草原，オアシス，山間部等地形も様々であり，

様々な遊牧民，農耕民等が社会を作ってきた。基本的にイスラム教が広がった地域である

が，１９世紀以降は帝政ロシアの植民地と化し，１９１７年のロシア革命を経て，ソビエ

ト連邦を構成し，ソ連解体後に独立するに至ったものである。その後は，程度の差こそあ

れ，いずれもいわゆる権威主義的体制の国家運営がなされているといわれている3。 

  
 1 中華人民共和国内の新疆ウイグル自治区並びにロシア連邦内のタタルスタン共和国及びバシュコ

ルトスタン共和国をも含めて論じられることもある。 

 2 世界の動き社「世界の国一覧表２００３年版」による。 

 3 宇山智彦「中央アジアの歴史と現在」（２０００年）４２頁。 
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  民族的にも，ウズベク人，カザフ人，キルギス人，タジク人，トルクメン人等が各国に

おいて複雑な構成をなして居住しており，上記のような経済格差，資源の偏在，さらには

領土問題，テロ・過激派対策等を背景に，中央アジア５か国といっても必ずしも一まとま

りにはとらえ難い面がある。 

 

２ 調査の手法及び制約 

  今回の調査は，中央アジアの刑事司法の制度及び実情を調査し，もって，中央アジア諸

国に対する研修実施に係るニーズを把握することを目的とするものであるが，日本を出発

してから帰国するまでが１６日間しかないという制約があったため，中央アジア５か国の

刑事司法全般を調査することはもともと不可能であることを前提に，ウズベキスタン，キ

ルギス及びタジキスタンの３か国のみを訪問し，調査対象とすることにした。各国におい

て実際に訪問した機関等についてもこのような日程上の制約から限られたものとならざる

を得ず（したがって，同一事項について３か国で同様な手法で確認するということも必ず

しもできていない），また，刑事司法の内容的な部分に係る調査を主として担当した三浦及

び横地の専門がそれぞれ裁判及び保護観察の実務であることの関心からくる制約，通訳の

岡林直子氏以外はロシア語を解さないため日本において補充的に文献調査を行うことがほ

とんどできないことによる制約等があったことも否定できない。 

  他方で，三浦及び横地が所属する国連アジア極東犯罪防止研修所（以下「UNAFEI」と

いう）においては既にタジキスタン司法制度セミナーを過去２年にわたって実施してきた

こと，ウズベキスタンについては法務省法務総合研究所国際協力部及び名古屋大学等によ

る調査が既に相当程度行われていること，キルギスについても UNAFEI を実施機関とする
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JICA 研修においてしばしば研修員を受け入れてきたことから，調査日程及び面談時の質問

内容においては，上記の各研修や資料によって情報が得られていない部分を優先する方針

を採るなどして，効率化を図った。 

  以上の調査方法の制約から，調査対象国３か国についてそれぞれ十分な正確性を持った

網羅的な記述をすることは困難と言わざるを得なかった。しかし，中央アジア諸国の法制

度には相当程度の類似性があることから，国ごとではなく，刑事司法の流れや主題に沿っ

て，中央アジア全体のものとして記述する方が，我が国ではこれらに関する極端に情報量

が少ないことにかんがみても，かえって分かりやすいのではないかと考え，そのような記

述方法を採用することにした。その結果，以下の記述は，別々の国で断片的に聴取した事

項や事前に入手していた情報をミックスしたような部分もあることに留意されたい。 

  今回の現地調査の過程で直接入手した以外の情報については適宜出典を明記するが，

UNAFEI におけるタジキスタンに関するこれまでの JICA 研修は，次のとおりである。 

 ① ２００１年１２月１３日から同月１９日まで，大統領府国際関係局長 Safarov Amirkhon

氏，大統領府法律局長Davlatov Juma Muhmadalievich氏及び検察庁人事部長 Isoev Madvali 

Shaidulloevich 氏を招へいし，その間 UNAFEI において，タジキスタンの刑事司法制度

に関してヒアリング調査を行った。 

 ② ２００２年２月２６日から同年３月２３日まで，UNAFEI において大統領府法律局法

律企画情報部長 Mirzoev Khursandmurod 氏ら１０名の研修員に対して，タジキスタン

の刑事司法制度一般の運用の改善・向上を企図する研修を実施した。 

 ③ ２００３年３月３日から３月２１日まで，UNAFEI において，大統領府法務部課長

Goulzorova Muhabbat 氏ら研修員１０名に対して，「国際組織犯罪と国際協力～国連組

織犯罪条約の実施を中心として～」を主要課題とする研修を実施した。 

  以下，①を事前ヒアリング調査，②を第１回タジキスタン司法制度セミナー，③を第２

回タジキスタン司法制度セミナーとして引用する。 

 

３ 調査の経過 

  調査団は，３か国に対して，訪問前に２種類の調査表（添付省略）を送付し，回答を求

めた。第１の質問表は，刑事司法における捜査から裁判の全体を把握するための基本的な

もの，第２の質問表は，少年事件や処遇に焦点を当てたものであった4。各国からすべての

質問に対してではないものの，回答を受領し，面談の際の質問の前提とすることもできた。 

  ３か国とも JICA 現地事務所をはじめとする入念な準備及びサポートに支えられ，関係

機関との面談，視察等の経過は，円滑であった。各国の関係機関の対応は，おおむね調査

団に対して協力的で，質問に対しても快く回答してもらうことができた。各国とも，民族

の文化的な伝統を生かしながら近代化を成し遂げた日本には関心が高いということであり，

  
 4 タジキスタンについては，事前ヒアリング調査の際に既に第１の質問表に対する回答をもらって

いたため，第２の質問表のみ送付した。 
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新規研修コースの実施を歓迎する旨の発言が多かった。 

  他方で，今回得られた情報には，一定の限界があることも否定できない。すなわち，今

回の調査では，客観的な統計情報がほとんど得られなかった上，面談時における口頭での

情報提供についても，その正確性には一定程度の留保が必要であるということである。し

ばしば指摘されるとおり，旧ソ連諸国においては，公務員はなかなかソ連時代の行動規範

から抜けきれず，統計というものは，目標を立てて数値を合わせるものだという発想が根

強いようである。したがって，数字などを示して説明されてもそれがどれだけ実情と合致

しているかは，なお検証を要すると考えられる。面談時には，集団で応ずるケース（ウズ

ベキスタンにおいて多い）と単独で応ずるケース（キルギスにおいて多い）とがあり，前

者はある程度正確性・客観性が確保される面があるものの，公式見解に終始し，率直な意

見が開示されにくい面もあると考えられ，他方で後者は自由かつ率直な発言が期待できる

ものの，個人的な見解である可能性にも留意する必要がある。以上の事情にかんがみ，調

査団においては，面談対象としては，政府関係者以外の者も可能な限り含めるように配慮

した。 

 

 

第２ 犯罪情勢 

 

 上記のとおり，今回の調査においては，３か国とも犯罪の動向を示す統計を入手すること

はできなかった。したがって，各国の犯罪情勢に関しては，もっぱら刑事司法関係者からの

聴取が基礎資料になるため，その客観性においては限界があると言わざるを得ない。口頭で

数値を示されて説明された部分もあるが，その正確性については前記のとおり一定の留保を

要するものと考えられる。 

 

１ 一般的犯罪（治安）情勢 

  ３か国とも，一応の安定を見せているようであり，刑事司法関係者からも治安の回復な

いし安定を強調する説明が多くあった。とりわけ，犯罪数が少ない旨の説明が多くあった。

もっとも，これらの説明については，意図的に数を少なくしている可能性以外に，コミュ

ニティ内で解決される事件は計上されていない可能性（後記のとおり，特にウズベキスタ

ンでは，マハリャという強力な住民自治組織がある），犯罪を一定レベル以上の程度のもの

に限っている可能性等（もともと，旧社会主義国では，軽微な事案は刑法上の犯罪として

扱われないことが一般である）も考えられるが，確認できていない。 

  調査団の実感としては，訪問したウズベキスタンのタシケント及びサマルカンド，キル

ギスのビシュケク並びにタジキスタンのドゥシャンベ及びホジャンドにおいては，特に危

険を感じるような経験はなかったが，あくまで首都ないし大都市の一部を見ただけであり，

とりわけタシケントについては，ソ連時代から中央アジアにおけるショウ・ウインドウ的

な都市として作られた面があり，この地域の代表的な街と見ることはできないとも言われ
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ているので，中央アジア全般の状況を知ることは困難である。 

 

 (1) ウズベキスタン 

   ウズベキスタンについては，１９９９年２月に発生した大統領暗殺をもくろんだ爆弾

事件に見られるように，IMU（ウズベキスタン・イスラム運動）が活発に活動してきた

が，現在はその活動は弱体化してきているようである。なお，国外からの IMU の侵入を

防止するために敷設された地雷によりタジキスタン，キルギス等の国境付近でこれまで

に少なからぬ一般市民が犠牲となっているという。 

   首都タシケントで面談した多くの刑事司法関係者によれば，全般的に治安は安定して

おり，後記のとおり２００１年に刑罰のリベラリゼーションという刑の緩和化の改正が

行われ，その際治安の悪化の懸念を唱える声もあったが，幸いこれまでのところ犯罪は

増えていないということである。なお，最高検察庁において近時問題となっている旨の

言及があったのは，ヤミ経済（犯罪収益規制），麻薬取引，汚職，経済犯罪等である。 

   調査団は，ウズベキスタンの地方都市の代表であるサマルカンド市において検察庁を

訪問し，サマルカンド州検察庁第一副検事 I. K. Achilov 氏らから犯罪情勢等についての

事情を聴取したが，その概要は次のとおりである5。 

   サマルカンド州の傾向としては，犯罪は減少している。特に殺人を伴う犯罪など重大

な犯罪は減っている。国家財産などの横領はやや増加し，経済犯罪もやや増加している

が，空き巣などの窃盗は大きく減っている（窃盗で多いのは家畜盗である）。サマルカン

ド市の傾向もほぼ州全体の傾向と同じである。 

   犯罪が減少した原因は，おそらく各司法機関の連携が良いこと，そして予防措置が機

能していることだと思う。具体的には，内務機関の中において，交通警察が縮小されて，

代わりに，特別の犯罪予防局が作られた。従来は内務の管区インスペクターが担当して

いたが，別個の局として拡充されたわけである。この犯罪予防局には，未成年インスペ

クターがいて，一人一人担当のマハリャがあり，問題がありそうな人や家庭を記録して

付けている。それ以外に同時に，警察職員ではないが，マハリャから給料をもらってい

る「人民警護員」とも協力している。 

   そのほか，予審官が，犯罪の原因・場所となった企業等に対し，検討事項を指示する

文書を発出し，当該企業等の長と予審官も参加して善後策の検討をしている。 

   収容施設から釈放された者についてもすべて記録があり，それに基づいて予防措置を

講じている。 

 

 (2) キルギス 

   キルギスでは，１９９９年８月に，南部国境付近オシュ州バトケン地区において JICA

より資源開発のために派遣されていた日本人４名がイスラム武装勢力に誘拐され，約２

  
 5 以下の記述中，マハリャ，インスペクター，予審官等は後の第４，７において詳しく解説する。 
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か月後に無事解放される事件が発生し，その後も，２０００年及び２００１年もオシュ

州，バトケン州及びジャラル・アバド州において，武装勢力の再侵入があり，キルギス

政府軍との戦闘が頻発するなどしたが，この武装勢力は，２００１年１０月以降の米国

等によるアフガニスタンへの武力行使によって壊滅的な打撃を受け，組織的・軍事的な

侵入事件を起こし得る能力をほぼ失ったものと見られている。 

 

 (3) タジキスタン 

   タジキスタンでは，１９９７年の政府と反政府勢力間の和平合意以降，国内の政治的

混乱がもたらす不安定な状況が徐々に改善の方向に向かった。特に，２００１年９月１

１日の米国における同時多発テロ事件の発生，及びその後の米軍を中心としたタリバー

ン及びアル・カーイダへの軍事行動，タリバーン政権の崩壊，アフガニスタン暫定政権

成立等の諸情勢を通じ，同国の情勢は改善している。 

   特に都市部の治安情勢は安定しており，アフガニスタン国境付近西部及びタジキスタ

ン中央部の一部についても，アフガニスタン北部の安定化，イスラム過激派勢力の武装

放棄及び国外への移動によって治安が改善し，国際機関，NGO，民間企業の活動が活発

化している。他方，アフガニスタン国境付近東部については，交通，社会インフラ事情

も悪く，治安情報の入手が十分とは言えないようである。 

   タジキスタン第２回司法制度セミナーにおいては，次のような報告があった。内戦時

には，対立する勢力が武装化し，武器を広め，成人人口の３０パーセントに武器が行き

渡ったと言われている。ここが，タジキスタンにおける組織犯罪発生の根源と考えられ

ている。内戦中や内戦後，特に身内同士が殺し合う戦争が展開された地域では，武装し

た組織的犯罪集団が「雨後の筍」のように発生した。彼らは，自動車で隊列を組んで国

中を自由に走り回っていた。この時期，４０件以上のテロ活動が行われた。明白な強盗

であるにもかかわらず，警察，宗教の戦士，地方の高潔な自衛軍という仮面に身を潜め

ることもあった。この時期の犯罪の特徴として，際立った残忍性を挙げることができる。

ある刑事事件の被告人の一人が，次のように供述しているのを例に挙げる。 

    「１９９２年１２月に難民の若者１４人を捕まえ，トラック「MAZ」の荷台に乗せ，

警護を付けて下水処理施設の区域まで運んだ。このとき，Holmurod（犯罪集団メン

バーの一人の名）が，若者を一人ずつ彼のところに連れてくるように命じた。彼は，

Zoir（強盗団のメンバー）を呼んで手伝わせ，彼らは強制的に若者を地面に横にな

らせた。Zoir は足を押さえ，Holmurod はナイフで若者の頭を切り落とした。若者た

ちは震えながら自分の順番を待っていた。このようにして Holmurod が次の犠牲者

の面前で６人（そのうち３人は兄弟だった）の若者の頭を切り落としたとき，順番

を待っている若者の一人が恐怖のあまり川に飛び込んだ。自分は川の方に駆け寄り，

この若者を４回撃ち，彼はもう水面には現れなかった。自分が戻ったときには，

Holmurod は既に残りの全員を切った後で，それから自分たちは頭と死体とを川に放

り込み，立ち去った。」 
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   しかし，状況の安定が訪れ，一連の強盗団も無害化し，テロ活動も減少の傾向を見せ

始めた（２０００年－ ７件，２００１年－６件，２００２年前半－１件）。 

   和平成立後も武器は市民の手に残ったと言われたが，現在では，ほとんどの武器は政

府により回収され，安定した状態にある（市民の自衛目的の銃器所持は現在認められて

いない。１９９８年の新刑法により，武器を自発的に提出した者については刑事責任を

問わないとする規定（１９６条）が置かれ，マスコミ等も使って，武器の提出を促した）。

新刑法１８６条（武装集団犯罪）を適用して多くの組織犯罪を撲滅できている。 

   事前ヒアリング調査の前に質問表に基づいて入手したタジキスタンにおける近時の犯

罪動向は，次のとおりであり，ある程度の犯罪の傾向を知ることができる（その他，１

９９５年から１９９７年にかけての内務省年次報告に基づく統計のいくつかを入手して

いる）。 
 

項 目 

番 号 
罪     名 

2000年度 

10か月間 

2001年度 

10か月間 

増 減 率 

（％） 

 国内における全認知犯罪件数 12,414 11,893 -4.2

 うち重罪 7,916 7,215 -8.9

1. 殺人 241 184 -23.7

2. 強姦 60 70 +16.7

3. 掠奪 542 197 -63.7

4. 強盗 261 200 -23.4

5. 詐欺 598 773 +46.4

6. 窃盗 4,538 4,248 -6.4

7. 集団強盗行為（Banditism） 25 25 -

8. 非合法麻薬取引 1,626 1,741 +7.3

9. 誘拐 20 19 -5.0

10. 武器の不法管理，所持，製造 225 213 -5.3

11. ゆすり 48 44 -8.3

12. 経済犯罪 2,079 2,024 -2.6

 a)横領 815 735 -9.8

 b)特に多額及び多額の横領 302 280 -7.3

 

   また，同じく第２回司法制度セミナーにおいて，タジキスタン北部にあるホジャンド

市における犯罪発生件数の統計の紹介があった。それによれば，２００２年度の犯罪発

生件数は，２００１年度比１１．３パーセントの増加である。そのうち，重犯罪は７．

９パーセントの増加である。組織的な犯罪の比率は全体の約９パーセントであるが，こ

の件数は前年度７．１パーセントの減少である。減少傾向が見られるのは，謀殺（３０．

８パーセント減），強姦（１４．３パーセント減），略奪（１４．３パーセント減），個人

財産の窃盗（１１．７パーセント減），麻薬不正取引に絡む犯罪（４７．９パーセント減）

であり，逆に増加傾向が見られるのは，計画的傷害（５５．７パーセント増），強盗（２

８．６パーセント増），詐欺（ほぼ４倍増）である。ホジャンド市裁判所に持ち込まれた
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刑事事件の数は減少している。 

   今回の訪問においては，タジキスタンにおいても，後記のとおり，刑罰の緩和化の動

きがあるとの説明があり，その理由として近時の犯罪情勢の顕著な改善が挙げられてい

た。また，現地の日本関係者からは，タジキスタンの治安は２０００年以降急速

に改善してきており，２００１年には政府要人の暗殺が相次いだこともあったが，

２００２年以降は暗殺事件も起きていない，治安が悪いと思われていた中部ガルム地方

にも最近は NGO が入って活動しているし，東部も治安は安定していると見られる旨の

説明を受けた。日本では情報が少なく，危険な国とのイメージが先行している感がある

が，アフガニスタンやウズベキスタン国境など特定の地域を除けばそれほど危険ではな

いと認識しているとのコメントもあった。 

 

２ 汚職 

  汚職については，各国とも公務員の収入が低く，蔓延していることは否定できない。ち

なみに，２００３年の Transparency International の Corruption Perceptions Index においては，

中央アジア諸国は，ウズベキスタン１００位，カザフスタン１００位，キルギス１１８位，

タジキスタン１２４位となっている。 

  各国の政府機関もこの問題については一応の関心を示しているが，その中でもキルギス

が最も積極的である。 

 

 (1) キルギス 

   キルギスでは，２００３年４月に汚職対策法が成立したほか6，オトルバエフ副首相の

イニシアチブの下で，グッド・ガバナンスという大きな文脈の中で汚職防止を捉え，独

立委員会の設立等も含めた様々な可能性が検討されているようである。このため，２０

０３年４月にキルギス政府は，国家グッド・ガバナンス審議会（National Council of Good 

Governance）を組織し，さらに，今後ドナーもメンバーに含めたグッド・ガバナンス調

整委員会（Coordination Committee for Good Governance）を作り，そこからキルギス政府

に助言をしてもらおうという構想を抱いている。この調整委員会に JICA から専門家を

派遣してもらえないかという打診を受けている状況である。 

   大統領特別代表事務局のコンサルタントである Edward M. Edgaro 氏からも，同事務局

が投資促進のための規制緩和や経済政策の検討を行っており，その一環として汚職対策

にも取り組もうとしている旨の説明があった。 

   キルギス最高検察庁の検察官の Asan Kangeldiev 氏によれば，前記 Transparency 

International の Corruption Perceptions Index について，キルギスは中央アジアの中で言論

の自由を進め，だれでも何でも言える雰囲気になっているので，それだけ汚職の情報も

  
 6 キルギスでは，刑法の汚職の罪の規定が実効的に機能していないとの認識から，汚職対策法案が

起案されたものである。内容は，未入手である。 
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表面化しやすく，旧ソ連諸国の中でも順位が低くなってしまったというふうに受け止め

ており，民主化して損をしたようだなどと冗談を言い合っているところだという。実際，

キルギスは，ウズベキスタン等に比べるとリベラルであり，汚職の問題が公然と新聞に

載ることも珍しくないようである。 

 

 (2) ウズベキスタン 

   ウズベキスタンでは，現在汚職事件が問題となっているとの説明はあったが（最高検

察庁 Erkin Abzalov 検察庁研修所所長ら），立法等に関しては目立った動きは把握できな

かった。 

 

 (3) タジキスタン 

   タジキスタンでは，大統領が反汚職キャンペーンをしているとのことであった。すな

わち，国の威信にかかわるようなことをやるなということである。しかし，公務員の収

入があまりにも低く，だれでも副業をやっているようである。何らかの立法の動きはあ

るとの発言もあったが，具体的には確認できなかった。 

   なお，タジキスタンにおいては，第２回タジキスタン刑事司法セミナーに，次のよう

な報告があった。公務員の汚職はタジキスタンにも存在する。例えば，市場経済への移

行期であるため，国有の事業を民営化する際に，業者が担当公務員に賄賂を渡して，有

利な取り計らいを受けるといった事例がある。大学入学試験や公務員試験での贈収賄も

ある。汚職犯罪の摘発は困難であるが，タジキスタンでは，自発的に汚職を申告した者

については，罪に問われないという制度を採っている。捜査官に賄賂を提供しようとし

た者に対して，おとり捜査を実施して逮捕した事例もある7。 

 

３ 薬物犯罪 

  薬物犯罪に関しては，現地で客観的な統計資料は入手しなかったが，３か国訪問中に次

のような事情を聞いており，また，過去のタジキスタン刑事司法セミナーでタジキスタン

の実情に関する報告もあった。 

  調査中に傍聴した２件の刑事裁判（ウズベキスタン及びタジキスタン）は，いずれも薬

物事犯であり，薬物犯罪が少なくないことがうかがえる8。薬物事犯，特に薬物依存症者の

処遇に関しては，旧ソ時代の方法論は崩れてきているが，それに代わる新しい方法論を各

国で模索しているのが現状である。 

 

  
 7 後記第５の４の(3)で紹介するとおりである。 

 8 なお，中央アジアにおける薬物事犯の状況については，米国国務省の International Narcotics Control 

Strategy Report も参考になり，International Crisis Group の報告書については，後記第６の１のとおり

である。ヘロインを主とする麻薬乱用が若者の間で急激に増えているという。 
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 (1) キルギス 

   キルギスでは，最高検察庁汚職国家安全関連犯罪捜査監督部上級検察官 Zhandarbek 

Zhorobekovich Mamytbekov 氏から，次のような話があった。 

   キルギスも麻薬の経路となっており，アフガニスタン→タジキスタン→キルギス→欧

米という流れがある。麻薬犯罪の捜査で困難な点は，隠れた犯罪で発見が難しいことで

ある。女性市民がかかわることもある。要は運び屋である。自己使用は少ない。犯人が

自国民でない場合も問題である。タジク人，ウズベク人がかかわる。身元等すべて確認

するのに，いちいちよその国に働きかけるのに時間がかかってしまう。実際に使用で処

罰する例は少ない。刑法で規定されたより少ない量を使用するために，行政処分にとど

まることが多い。トラフィキングや麻薬の溜まり場での所持で摘発されることが多いの

である。 

   矯正施設内での薬物犯罪者の処遇については，司法省次官 Tashtemir Sydygalievich 

Aitbaev 氏から，次のような話があった。 

   裁判所の決定に基づいた強制措置として，矯正施設内の別棟で治療するほか，ポーラ

ンドの国際アドバイザーがパイロット的に施設内で実施している「アトランティス」と

いうプロジェクトに参加させる方法も取っている。これは医療措置ではなく，薬物依存

症を克服したい人を誘って自発的なグループとし，グループを隔離して，段階的に話し

合いをさせるもの。米国起源の１２ステップの考え方が基礎になっている。２年目に入

っており，結果によっては全国に広めたいと思っている。「アトランティス」への参加は

強制ではないが，ふさわしいと思われる者がいたら説明，説得は行っている。 

   薬物処遇に関する研修の機会提供という点で，我々は多くの国際機関の援助を受けて

いる。ソロス基金，OSCE などである。最近では，Penal Reform International と円卓会議

を行った。 

   社会内での薬物依存症者の治療については，前述の最高検察庁汚職国家安全関連犯罪

捜査監督部上級検察官 Zhandarbek Zhorobekovich Mamytbekov 氏から，次のような話があ

った。 

   薬物又はアルコール依存症の者に執行猶予を付け，社会内で様子を見るという方法を

取ることは可能だが，実際には，有料のクリニックに通うことを義務付けることになる。

治療費を負担できない経済状況の者が多いため，現状では，依存症の者には執行猶予を

付けず，実刑を課す運用になっている。 

   精神病院に送る措置もあり，保健省管轄の特別な病院に，矯正施設に送るような形で

入院させる。しかし，これは刑罰ではない。 

 

 (2) タジキスタン 

   タジキスタンについては，第２回タジキスタン司法制度セミナーで，次のような報告

があった。 

   タジキスタンで現在最も困っている犯罪は，薬物の不法取引・所持である。タジキス
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タンにおいては，凶悪犯罪は減少したにもかかわらず，薬物不正取引関係の犯罪は，２

００１年度まで増加し続けた。防止対策や捜査に力を入れた結果，２００２年度には犯

罪件数を前年比６１パーセント減少させることができたが，押収された薬物の量には目

立った変化はなかった。多くの国の麻薬商人が組織化する傾向も見られる。 

   現在，経済的な発展途上にあり，計画経済から市場経済への過渡期であるため，貧困

層が国民の３０ないし４０パーセントを占め，彼らが犯罪に及んでいる。先進国と異な

り，金欲しさから犯罪に手を染めるのが一般である。そして，最も儲かるのが薬物取引

であるため，国民が安易にそれに関与している。不法取引のうち，プロの組織が関与し

ているのは５パーセント程度であり，残りは，言わば家計の足しにするため

に関与しているのが実情である。例えば，ヘロインをアフガニスタン国境で１

キロ２００米ドルで買い，それを首都でロシアの密売人に売ると，１，２００米ドルに

なるし，それを自分でロシアに持ち込めば，１キロ６万米ドルで売れる9。他方，タジキ

スタン国内では，薬物の使用はほとんどない。 

   アフガニスタンとの国境を超えて麻薬を輸送する際には，銃で武装した麻薬犯罪組織

メンバーの護送が付く。アフガニスタンと中央アジアとの国境沿いには麻薬の貯蔵網が

見られる。アフガニスタンから中央アジアを経由して輸送される麻薬量には増加の傾向

が見られる。タジキスタンにおいて，極めて大量の麻薬の密輸を阻止した事例が数十件

あるが，こうした作戦の遂行においては，軍人や司法機関職員が命を落とすこともある

（ロシア連邦の国境警備隊がこうした取締りに当たっているとのことである）。２００１

年度においては，４トン２３９キログラムのヘロインがタジキスタンにおいて押収され

ており，２００２年を通じてアフガニスタンから犯罪グループによって CIS 諸国に送ら

れた麻薬の総量は，タジキスタンの体制側機関によって押収された分が６トン，うち４

トンがヘロイン，ウズベキスタンに押収された分が６００キログラムのヘロイン，カザ

フスタンに押収されたのが４００キログラムのヘロイン，ロシア連邦に押収されたのが

２００キログラムのヘロインである。 

   タジキスタンが麻薬輸送ルートとなる要因としては，次のものが考えられる。 

   ・ １９９１年に独立した結果，中央アジアの国境が外界に開かれた。 

   ・ CIS 諸国間の国境が事実上自由に通過できる。 

   ・ アフガニスタンとの国境が長く，取締りが難しい。 

   ・ 発達したインフラ（鉄道，高速自動車道，空路）。 

   ・ 司法機関と国境警備隊の限界，脆弱な技術装備と予算不足。 

   ・ 移行期に関連し，現在中央アジア諸国が置かれている社会経済的困難。 

   現在，タジキスタンでは，加入している国連麻薬条約等の実施のため，麻薬規制の法

令も整備され，国連の援助を受けて麻薬取締庁が設立され，人員体制も強化され，取締

  
 9 ヘロインはドゥシャンベで１キロ２，０００ドル，ロシアで９，０００～１万ドルという話もあ

り，いずれにしても実売価格に関する情報は不確かである。 
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りに当たっている。さらに，麻薬取締りに関して，３０以上の２国間及び多国間の国際

協定に加わっており，２００２年５月には，麻薬・向精神薬・前駆物質の不正取引防止

における協力に関する議定書がアフガニスタンとの間で署名された。CIS 諸国間で，犯

罪防止協力について緊密な関係が築かれている。２００２年には，ロシア・タジキスタ

ン方面への麻薬密輸を阻止するために，特殊作戦「Kanal」が２回実行された。これによ

り，１，０８４件の不正麻薬取引に絡む犯罪を摘発することができ，２トン以上の麻薬

が押収された。 

   次に，依存症者の社会内での処遇・治療について，検察官で第１回タジキスタン司法

セミナーの卒業生である Saifuddin Makhsiddinov 氏から，当調査団に対して次のような話

があった。 

   タジキスタンでは，旧ソ時代にあった「特別治療養育施設」10という施設が廃止され

た。また，旧ソ時代には各職場単位で社会統制に貢献していた「同志裁判所

（Товарищеский суд）11」もなくなった。しかし，かと言って AA（アルコホリクス・ア

ノニマス）のような自助組織も入ってきていないので，特にアルコール依存症で酩酊の

上で犯罪事件を起こす者に対し，これといって打つ手がなく，困っている。 

 

 (3) ウズベキスタン 

   タシケント市内の Akmol Ikramov 地区裁判所訪問時，法廷傍聴した事案はジアゼパム

の所持及び販売を内容とする薬物事犯であり，被告人は，「自由剥奪刑１年，強制治療付

き」の判決を受けた。後刻，この強制治療について質問したところ，刑事担当所長

Bakhtiyor Zhuraevich Ismoilv 氏らから，次のような話があった。 

   強制治療とは，自由剥奪刑を執行する矯正施設内に，酒・薬物の中毒者用の別棟があ

り，そこに収容して医療措置を行うことである。実刑でなく，執行猶予が付いた場合に，

執行猶予期間中に在宅で治療することを条件にすることは可能である。その場合は，本

人自宅の地域を管轄する保健所に連絡が行き，保健所は治療状況をモニターして12結果

を裁判所に伝える。 

 

４ マネーローンダリング 

  マネーローンダリングについては，第２回タジキスタン司法制度セミナーにおいて，タ

ジキスタンの実情について報告があったところである。これによれば，タジキスタン刑法

  
10 キルギス最高検察庁でも，旧ソ時代にあった「特別治療養育施設」が今はなくなったという話が

あった。 

11 名古屋大学大学院法学研究科「中央アジア諸国における紛争解決過程」（２００２年）２０頁，小

森田秋夫「現代ロシア法」（２００３年）東京大学出版会，１５頁参照。後者では「職場における軽

微な紛争を解決する組織」と書かれている。 

12 調査団は，地域のマハリャ委員会や内務省インスペクターもモニタリングに参加するかどうか質

問したが，回答は得られなかった。 
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２６２条がマネーローンダリングの罪を規定しており，取締りを始めて３～４年になるが，

１件だけしか摘発していない。その理由としては，次のことが考えられる。すなわち，タ

ジキスタンには，上位の銀行としてタジキスタン国立銀行，下位の銀行として商業銀行そ

の他の金融機関があるが，銀行業務法３２条により，銀行には守秘義務が定められており，

また，刑法にも守秘義務違反罪がある（刑法２７８条）。そのため，犯罪者は，平然と自分

の口座を使ってマネーローンダリングを行っている（同研修においては，その手口につい

ても種々紹介されている）。銀行業務法３２条によれば，捜査が開始されれば，銀行は捜査

機関に情報提供をしてよいことになっているが，捜査が開始されるためには情報が必要な

ので，意味がない。なお，タジキスタンには，いまだ Financial Intelligence Unit（FIU）は

設立されておらず，疑わしい取引の報告義務も確立されていない。マネーローンダリング

に関する立法措置が必要と考えられるところであり，国連国際組織犯罪条約に基づき，マ

ネーローンダリングを防止するために，「非合法に得られた資金の洗浄防止に関する法律

案」が作成された。また，歴史的に似ているロシア連邦の「資金合法化防止連邦法」を更

に詳細に分析するつもりである。同法には金融監督委員会（KFM）の創設などが定められ

ており，タジキスタンにも参考になる。 

  今回タジキスタンにおいて，現地日本関係者から聴取したところによると，タジキスタ

ンでは商業銀行に対する信頼が極めて低く，銀行に口座を持っている人は，政府の人でさ

えもほとんどおらず（少しずつはよくなっているが），基本的に現金経済である。そのため，

今年（２００３年）の６月くらいまでの３か月間，銀行に金を預けることを勧奨する特別

措置を国が執ったところである。その間であれば，金の出所を問わないし，税金も取らな

いというものであった。また，タジキスタンからはロシアへの出稼ぎ等があるが，海外か

ら送金を受けるのが困難であった。このような状況を前提にすると，マネーローンダリン

グが問題となっている他の国の状況からは相当に違いがあるのではないかと考えられる。 

 

５ 少年犯罪 

  ウズベキスタン最高検察庁では，検察庁研修所所長 Erkin Abzslov 氏らから，ウズベキス

タンでは，若年人口が多く，４０パーセントくらいが未成年で，非行が多い旨の説明を聞

いた。 

  International Crisis Group の Youth in Central Asia: Losing the New Generation は，中央アジ

アの青少年に関する憂うべき状況を記述している13。 

  第２回タジキスタン司法制度セミナーにおいては，「タジキスタンで内戦の傷から非行

に走る少年は，部分的にはいる。ストリート・チルドレンのような子供もいる。しかし，

波はあるものの，ここ７～８年の少年非行は沈静化している」旨の報告があった。しかし

ながら，タジキスタンにおいては，独立とその後の内紛により損なわれた社会の安定性は，

いまだ完全な回復には至っておらず，経済面はもとより，治安面でも問題を抱えた困難な

  
13 詳細は第６の１を参照。 
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社会情勢下で若年人口が急増していることから，少年をめぐる状況は厳しさを増しており，

特に，親世代との比較において，貧困と失業者の増加，教育及び医療水準の低下等が指摘

されていることからしても，近い将来，これらの要因が少年の健全な社会化を阻害し，少

年が犯罪者・犯罪被害者となるリスクを高めることが懸念されるというべきであろう。 

  詳細は，後記第６において，再び検討する。 

 

６ 人身取引及び移住者の密輸 

  いわゆる人のトラフィキング及びスマグリングに関しては，今回の調査では十分な情報

が得られなかったが，Organization for Security and Co-operation in Europe（OSCE）のタシケ

ント事務所の Human Dimension Officer である Per Normark 氏らから聴取したところは，次

のとおりである。ウズベキスタンにおける人のトラフィキングについては，地元の NGO

が小規模で部分的に取り組んでいるほかは，調査が行われておらず，実態が分からない。

しかし，人のトラフィキングの温床となるすべての根本原因がウズベキスタンにはそろっ

ている。女性はもちろん，男性が労働力として（Labour Trafficking），韓国，ロシアに送ら

れているとの断片的な情報があるが，根拠となり得る事実がつかめていない。対策は，社

会の中での認知を上げていくことが予防になる。国全体としてこの問題への認識がようや

くできてきたところで，キルギスに比べ遅れている。 

 

 

第３ 刑事法に関する現状とその改革 

 

１ 刑法及び刑事訴訟法 

  ウズベキスタン，キルギス及びタジキスタンは，いずれも旧ソ連の法制度を継受してい

る。 

  現在 UNAFEI において最も多くの情報を把握しているタジキスタンについてみると，刑

法は次のような特色を有している。すなわち，およそ刑事罰則はすべて刑法に規定されて

おり，特別法上の罰則というものはない。その結果，様々な特殊な構成要件が刑法に規定

されているが，例えば，前記のとおりマネーローンダリングの罰則はあるものの，これを

実効あらしめるための諸制度が未整備であるなど（FIU の設立は未了であり，銀行秘密の

法制のため捜査の端緒が得られない），世界の先端的な規定を取り込みながら，十分に活用

できる体制になっていない。犯罪は，社会的危険の性質と度合いにより，「軽微な犯罪」，

「中程度の犯罪」，「重大な犯罪」及び「特に重大な犯罪」の４種類に区分されている。 

  次に，現行の刑法及び刑事訴訟法を調査対象３か国について見ると，次のとおりである。 

 

 (1) ウズベキスタン 

   ウズベキスタンの刑法及び刑事訴訟法は１９９４年に制定されたものである。 
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 (2) キルギス 

   キルギスでは刑法が１９９７年に，刑事訴訟法が１９９９年に，それぞれ制定されて

いる。 

 

 (3) タジキスタン 

   タジキスタンにおいては，刑法は１９９８年の新しいものであるが，刑事訴訟法につ

いてはソ連時代の１９６１年の刑事訴訟法が改正を加えながら使われており，全面改正

作業の途上にある。タジキスタン大統領府における刑事訴訟法改正作業の中心人物であ

る同府上級顧問 B. Khudoyorov 氏らに面談し，その進捗状況を聴取したところ，次のと

おりである。 

   大統領からの命令で刑事訴訟法の改正グループが作られ，自分がその長である。グル

ープの中には，訴訟法学者のほか，裁判所，検察庁，内務省，弁護士などの代表も入っ

ている。法案は仕上げの段階ではあるが，グループが作成したものが手順を踏んで国会

で採択されるまでには，まだ少なくとも１年以上はかかる。ロシアにも新しい刑事訴訟

法ができたので，これらも踏まえて今の案を更に修正する必要があるということになっ

ている。当初の予定が遅れているということではない。 

   改正の対象となる事項はいろいろある。最も大きいのは人権保障の拡充である。国連

の人権規約等の趣旨に沿って，検察の現在の機能は基本的に残すものの，独立した司法

機関によるコントロールを強化する。さらに，裁判における簡易手続の導入（後記），弁

護人の刑事手続における参加，少年事件捜査についての特別の配慮等も検討されている。

そのために，ポーランド等ヨーロッパの制度も研究している。 

 

２ 刑罰のリベラリゼーション 

  いわゆる「刑罰のリベラリゼーション」が各国共通に取り組んでいる課題である。具体

的には，ウズベキスタンは法改正済み，キルギスは検討中，タジキスタンは法案審議中の

段階とのことである。人道主義ということが各国とも強調されるが，背景事情として過剰

収容があるのかは，国・回答者によりニュアンスの相違がある。内容的には拘禁代替策を

めぐる近時の国際的潮流とも符合する議論である。 

 

 (1) ウズベキスタン 

   ウズベキスタンでは，内務省予審総局長 Alisher Ozodovich Sharafutdinov 氏ら及び最高

裁判所副長官 Bakhtiyar Djamalov氏らから聴取したところによると，次のとおりである。 

   ２００１年８月２９日に，国会第６回大会において「刑執行のリベラリゼーションに

関する法」が採択された。これは，従来それほど重大でない犯罪についても自由剥奪刑

に処されていることが調査の結果明らかとなったことから，むしろ刑に処するについて

は，人を罰するというより，更生・再教育・社会復帰を主眼としたシステムとした方が

良いのではないか，また，ウズベキスタンにはマハリャという住民自治組織があるので
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あるから，こうしたものを犯罪者の処遇に活用していった方が良いのではないか，とい

う発想から生まれたものである。 

   本法の採択により，刑法，刑事訴訟法及び行政処分に関する法等が改正された（刑法

においては１００以上の変更が加えられた）。さらに，その後内務省などの法執行機関に

おいて検討し，指導・通達も流されている14。最高裁判所総会の決めた運用に関する規

則（決定）もある。 

   具体的には，犯罪の分類の仕方を変え，７４パーセントは社会に大きな危険を及ぼさ

ない又は軽微な犯罪ということになり，自由剥奪刑としては５年以下にとどめ，あるい

は罰金刑にするなどの改正をする。また，いくつかの犯罪については，被告人が被害者

に弁償などをすれば，自由剥奪刑を科さない。さらに，２６の犯罪については，被害者・

加害者の和解・示談により刑事責任が免除される仕組みも設けた。この免責は，手続的

にはどの段階でもよく，和解・示談があった場合に初動捜査官，予審官等に申請する。

そうすると，予審官が示談成立決定をし，これが検察官から裁判官に届けられ，裁判官

が承認し，示談に基づく刑事事件の停止15ということになるのである。 

   また，刑法から財産没収に関する規定を削除した（従前親族等も含めて財産を没収す

るなどの措置が執られていたものであり，これは，犯罪供用物等の没収とは全く異なる

ものである）。 

   問題はこれらの改正をいかに根付かせるかである。地方を回って司法機関と国民に対

する周知徹底を試みた。内務省予審総局だけでも１万回以上のミーティングを警察や住

民を対象として行った。 

   今日，その努力が実を結び始めている。例えば，新法施行後，４万人以上が収容施設

から釈放された。示談に基づく免責は１万５，０００人以上あった。未決勾留の比率に

ついても，昔は５０パーセントくらいあったのが，２５～３０パーセントくらいまで下

がった。このような改正は，被告人にとっても趣旨に沿って行動すれば責任を問われな

いようになるというメリットがあり，現実に損害回復の額面も大幅にアップした。所在

を隠していた被疑者が自ら出頭することも増えている。また，捜査にかかる期間も短く

なってきており，２０００年では１か月で１５パーセントくらいの事件が終結していた

のが，２００３年では１か月で６５パーセントくらいが終結するにまでなった。つまり，

新法により，捜査機関と対立するより認めた方が割に合うことになり，捜査の手間が省

けるようになったのである。今回の改正に関連して，内務省の職員の一般市民に対する

対応もよくなり，説明が丁寧になった。予審官は，かつてはより多く裁判所に事件を送

致すれば仕事がよくできると考えられていた。今は捜査の上できちんと法に則った判断

をしているか，市民から苦情があるか，などが評価の基準とされる。ここ２年で，捜査
  
14 ２００３年９月２６日にリベラリゼーションに関する大統領令が発出された。細則を作るよう指

示するものとのことである。 

15 取消しと理解するのが適当かもしれない。この停止（取消し）の事件の比率は上がってきており，

１５パーセント程度に至っているという。 
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に関する苦情は６０パーセント減った。新法採択のころは，犯罪への悪影響について心

配する意見もあったが，幸い犯罪率は上がっておらず，今のところ順調に推移している。 

   （この法の成立した背景として，受刑施設に過剰拘禁があるかを尋ねたところ），ウズ

ベキスタンでは，収容者の率は，ロシアやアメリカに比べて大変低く，また，自由刑は

どちらかというともともと更生を主眼においている16。むしろ，何か事件が起きると，

以前に刑に処された人が疑われるということがあり，結局その人がまた転落していくよ

うな悪循環になりやすいから，それを断ち切りたいということである。 

 

 (2) キルギス 

   キルギス最高検察庁汚職国家安全関連犯罪捜査監督部上級検察官のZhandarbek Zorobekovich 

Mamytbekov 氏によれば，刑罰のリベラリゼーションについては，キルギスでは，２００３年，

検事総長が大統領府に対して発議しているところである。検察庁は，法案の発議権がないから

このような形になる。 

   その理由は，国内の事情を見ると，余りにも軽微な罪状で受刑している人が多く，国

内経済の妨げにもなっていると同時に，その犯罪者の社会生活にもマイナスであること

が分かったからである。 

   なお，同氏は，キルギスの収容施設が過剰収容であることを率直に認め，問題になっ

ているのは，受刑施設であるコロニーではなく，むしろ未決勾留をする「取調隔離室」

の方であると説明する。身元引受人がいれば身柄をゆだねることが可能であり，また，

３年以下（未満）の罪の場合は勾留が法律によって制限されているが，身元引受人がな

くて，勾留せざるを得ない場合があるという。 

 

 (3) タジキスタン 

   タジキスタン最高検察庁民族・国際関係法執行監督部長 Matlyuba Abdullaeva 氏らから

の聴取結果によれは，タジキスタンにおける状況は次のとおりである。 

   タジキスタンでは，ヒューマニゼーションなどと言われる改正が，大統領の発議に基

づき，今国会で審議中である。民主国家として刑をより人道的に緩和しようというもの

で，法定刑を引き下げたり，恩赦の対象を広げたりというものである。 

   なぜ今このような動きが出てきたかについては，内戦直後は，まだ多くの犯罪組織が

あり，収容施設も過剰収容の状況にあった。しかし，国の情勢が安定してくるにつれ，

犯罪率も顕著に減り，恩赦も何回かあり，収容の状況は改善された17。このような安定

期に入ったことから，大統領が緩和してはどうかと提案したものである。 

  
16 Roy Walmsley, “World Prison Population List（Fourth Edition）”（２００３年）によると，１０万人

当りの収容者数は，ウズベキスタン２５７人，キルギス３９０人，タジキスタン１７５人である。

ちなみに米国は６８６人，ロシア連邦は６８３人，日本は４８人である。後記第５の７の D 参照。 

17 事前ヒアリング調査の際にも，現在は過剰収容の状態ではないとの話であった。後記第５の７の

D 参照。 
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３ 国際協力及び条約の批准状況等 

  中央アジア関連の地域協力機構は，若干複雑であるが，図示すれば，次のとおりである18。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上海協力機構は，経済協力から始まり，現在はテロ対策にも及んでいるが，刑事司法に

直接に関係するというものではない。ただ，捜査共助，犯罪人引渡し等は，CIS 諸国間で

主として行われているようであるから，このような国家間の枠組みも前提にしておく必要

がある。中央アジア５か国の中では，トルクメニスタンが全く独自路線で，ウズベキスタ

ンがカザフスタン，キルギス及びタジキスタンの３か国とは異なる方向を向いており，両

者の関係は必ずしも良好でないようである19。 

  
18 宇山智彦編著「中央アジアを知るための６０章」（２００３年）２８９頁による。 

19 タジキスタンが料金を払えないことから，ウズベキスタンから真冬でもガス等を止めるため，同

国に強い反感を持っている話はしばしば耳にした。 

 上海協力機構

中国

CIS 

CIC 集団安保条約 

ユーラシア経済共同体

中央アジア協力機構 

カザフスタン 

キルギス 

タジキスタン 

ウズベキスタン

トルクメニスタン 
ウクライナ アゼルバイジャン 

グルジア モルドヴァ 
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  人権，国際犯罪条約の加入状況は，次のとおりである20。 
 

条   約   名 
ウズベキ

スタン 

カザフス

タン 

キルギス

 

タジキス

タン 

トルクメ

ニスタン

経済的，社会的及び文化的権利

に関する国際規約 
○  ○ ○ ○ 

市民的及び政治的権利に関す

る国際規約 
○  ○ ○ ○ 

市民的及び政治的権利に関す

る国際規約の選択議定書 
○  ○ ○ ○ 

死刑廃止議定書     ○ 

難民の地位に関する条約  ○ ○ ○ ○ 

難民の地位に関する議定書  ○ ○ ○ ○ 

女子差別撤廃条約 ○ ○ ○ ○ ○ 

人種差別撤廃条約 ○ ○ ○ ○ ○ 

拷問禁止条約 ○ ○ ○ ○ ○ 

児童の権利に関する条約 ○ ○ ○ ○ ○ 

国際労働機関憲章 ○ ○ ○ ○ ○ 

ILO87号  ○ ○ ○ ○ 

ILO98号 ○ ○ ○ ○ ○ 

ジェノサイド条約 ○ ○ ○   

国際刑事裁判所規程    ○  

航空機不法奪取防止条約 ○ ○ ○ ○ ○ 

民間航空安全条約 ○ ○ ○ ○ ○ 

人質をとる行為に関する国際

条約 
○ ○   ○ 

国家代表等に関する犯罪防止

条約 
○ ○   ○ 

核物質の防護に関する条約 ○   ○  

  
20 大沼保昭他１名編集代表「国際条約集２００３年版」によった。○は当事国である。 
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  いわゆる TOC 条約の関係では次のとおりである21。 
 

 ウ ズベキス

タン 

カザフスタン キルギス タジキスタン

国際的な組織犯罪の防止

に関する国際連合条約 

2000年署名 2000年署名 2003年加入 2002年加入 

同条約を補足する人，特に

女性及び児童の取引を防

止し，抑止し及び処罰する

ための議定書 

2001年署名  2000年署名 2002年加入 

同条約を補足する陸路，海

路及び空路により移民を

密入国させることの防止

に関する議定書 

2001年署名  2000年署名 2002年加入 

同条約を補足する銃器並

びにその部品及び構成部

分並びに弾薬の不正な製

造及び取引の防止に関す

る議定書 

    

 

  中央アジア各国は，上記のとおり，国際条約には一般的に積極的に加入しているといえ

よう。もちろん，それが国内での担保状況の十分さとどれだけ結びついているかは，別に

検証すべきものである。 

 

４ 刑事法制及びその運用の実情に対する批判 

  各国の関係者は，自国の刑法及び刑事訴訟法について，世界標準に合った内容とすべく，

改正に向けた検討を重ねている旨説明しているが，現時点では多くの批判を受けているよ

うである。 

  国連関係のものとして，United Nations Office on Drugs and Crime, “The Application of the 

United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice”, 2003における

Andrzej Rzeplinski 氏（Professor, Institute for Social Prevention and Resocialization, Human 

Rights Research Centre, University of Warsaw）の論文“The Rules of law as a priority in criminal 

justice reform: building on experiences in technical cooperation between Europe and Central Asia”

がある。 

  ウズベキスタンでは，２００２年にタシケントで開かれた欧州復興開発銀行（EBRD）

の会議の場において，英国の当時の外相がカリモフ大統領に対してウズベキスタンの犯罪

者処遇における人権問題についての懸念を面前で表明するという出来事があり，ウズベキ

スタン政府もこの点については最近特に敏感になっているとのことである。 

  また，ウズベキスタン刑法及び刑事訴訟法について，２００３年３月に London 
  
21 UNODC サイトによる。 
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Metropolitan University の国際法の Douwe Korff 教授により，“Criminal Procedure in 

Uzbekistan”と題するレポートが Office for Security and Cooperation in Europe（OSCE）に提出

されている22。これによれば，ウズベキスタンの実情は，次のとおりであるとされる。警

察官は，些細な嫌疑でだれでも逮捕できる。拷問は，システマティックである。裁判は公

正でない。裁判前の段階は，無制限の権限を持つ検察官が支配し，人身保護その他司法的

監督が及んでいない。被疑者はひとたび逮捕されれば，勾留され起訴され裁判を受けるも

のだという前提でシステムが動いている。裁判では“自動的に”有罪が認定される。被疑者・

被告人の権利には，内部的で非公開の規則に基づく多くの制約が課せられる。刑事司法機

関には汚職が蔓延している。一部の弁護士は，被疑者・被告人より，官憲側の利益を図ろ

うとする。裁判官は，被告人の利益を守らず，権限濫用を黙認する。Korff 教授は，これら

の分析をもとに，多くの改革提案をしている。 

  その他にも，調査団は，捜査の過程や受刑施設において拷問が行われている等の話を耳

にすることが少なくなかったが，十分に確認することはできていない。 

  キルギスにおいても，同国は中央アジアでは比較的民主的な国といわれているが，刑事

司法が政治的に使われることがあるのではないかとの見方や，法よりも人的な縁故で物事

が処理されることが多く，キルギスでは民主主義と縁故主義とが共存しているとの指摘が

あった。 

 

 

第４ 刑事司法に関する組織と人的基盤 

 

１ 初動捜査機関 

  初動捜査については，後記のとおり，捜査の端緒から事件を予審官に引き渡すまでの過

程の捜査をいうものと基本的に理解できる。 

  第１回タジキスタン刑事司法セミナーの結果によれば，同国の初動捜査機関の活動の根

拠は，タジキスタン憲法（１９９４年採択，１９９９年改正）にあり，１９９５年に警察

法が制定されている。刑事訴訟法１１３条に何が初動捜査機関かが定めてある。すなわち，

民警，軍施設の長，国家保安機関，矯正労働施設の長，国境警備機関，税関の長，麻薬取

締委員会である。 

  警察は内務省に属する。刑事捜査，組織犯罪対策局，麻薬対策局，人事局，公安局，内

部安全局，内務部局管轄局，交通内務局，ドゥシャンベ市内務局，各地域の警察署といっ

たものがある。 

 

２ 予審機関 

  中央アジア諸国の予審については，後記のとおり初動捜査機関から引き継がれた事件等

  
22 OSCE ウズベキスタン事務所 Human Dimension Officer の Per Normark 氏から入手した。 
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について本格的な捜査・取調べをする手続であるが，その手続を担当する予審官は，各捜

査機関にそれぞれ存在する。検察官が調整をする役割を果たしている。 

  事前ヒアリング調査及び第１回タジキスタン司法制度セミナーの結果によれば，タジキ

スタンの予審機関には，「検察の予審官」，「内務省の予審官」，「公安機関の予審官」，「軍

事検察庁の予審官」，「麻薬対策庁の予審官」があり，それぞれ検察官の指揮監督下にある。 

  タジキスタンでは，刑事訴訟法１２２条の定める権限区分の範囲内で，予審官は捜査が

できる。例えば，検察庁の予審官は，重罪・極めて重罪の事件の捜査ができる。麻薬事件

はどの予審官も捜査できる。検察官や裁判官や税関，国税の犯罪を捜査できるのは検察に

限られている。刑事訴訟法２１２条により，検察は，他の庁の行う捜査の担当代えをする

ことができ，事件の引取りも可能である。複数の捜査機関による合同捜査も法律上認めら

れ，現に行われている。例えば，検察庁は，人数に限りがあるので，重大な事件を捜査す

る場合などは，他の機関から人を集めて，検察官がキャップとなって，捜査を行うことが

通常である。 

  ウズベキスタンにおいても，検察，内務機関，国家保安局に予審官が置かれている（刑

事訴訟法３４４条）。 

 

３ 検察官 

 (1) 検察官の権限 

   旧ソ連諸国の検察官（прокурор「プロクロール」）は，刑事訴追に係る権限のほかに23，

「適法性の擁護者」として，公私を問わず国のあらゆる個人・団体が法律を守り，これ

を正しく執行するように監督する権限，すなわち一般監督の権限を有していた24。中央

アジア諸国の検察官も基本的にこのような性質を引き継いでいる（なお，中央アジアの

検察官という言葉は，広狭両義で用いられることがあり，検察庁の検察官その他の職員

を広く指すこともあるが，厳密には検察官はポストの職名であり，それ以外の副検察官，

検察官補佐（捜査には当たらない者）及び予審官と区別される25）。 

   例えば，ウズベキスタン及びタジキスタンいずれも，憲法において，共和国の領域内

での法律の正確かつ一様な執行に対する監督の権限が検察に属する旨定められている26。 

   かかる権限行使を保障するため，各国とも，検察官はかなりの強力な権限を有してい

る。 
  
23 なお，検察官は，刑事事件に限らず，およそ判決に不服があれば，上級裁判所への上訴をするこ

とができる。民事事件，軍事事件及び経済事件でもこの上訴権の行使は可能である。また，これは，

検察官が出廷した事件であるかどうかとも無関係であるが，検察官は，重要な事件，国益を守る必

要がある事件では，民事裁判でも出廷する権利があるため，現実にもこのような上訴が可能になる

という。 

24 この一般監督制度は，伝統的には裁判の領域にも及び，検察官は，裁判所及び訴訟参加者が事件

の審理の際に法律を守るよう監督する権限があるとするものであった。 

25 第２回タジキスタン司法制度セミナーにおける聴取結果。 

26 ICD NEWS 第４号９０頁及び UNAFEI 資料。 
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   A タジキスタン 

    事前ヒアリング調査及び第１回タジキスタン司法制度セミナーの結果によれば，次

のとおりである。 

    検察官の権限が及ばないところはない。身分証を提示し，あらゆる場所に立ち入り，

あらゆる書類を閲覧する権限がある。国・民間を問わず，会計監査のような金の出入

りのチェックをすることができる。その部門から必要な人間を呼んで，説明させるこ

とができる。公務員を呼んで，違法の説明を求めることができる。企業内での労働法

抵触の有無の検査をすることもできる27。 

    法律違反を見つけたときは，次の①②等の措置を執る。 

    ① 異議申立て（プロテスト） 

      公務員が作る法令等について，法適合性がないとの観点から，法令等の取消し

又は法に適合するように変更することを求めるものである。相手方は，１０日

以内にプロテストに対するアクションをすることが求められる。緊急なときは，

検察官は３日以内に検討せよとすることができる。検討結果は，必ず書面で回

答する。検討未了中にも検察官は差し戻すことができる。検察官の異議に対し

て，従わないという判断の書面が戻ることがあるが，その場合は，１０日以内

に合法性の判断を裁判所に求める。裁判に付されると，その段階で問題となる

法令等の効力は停止される。 

    ② 決定 

      １）刑事手続開始決定，２）訓戒・懲戒，３）行政措置（処分），４）物質的な

処分がある。刑事手続開始決定は，犯罪に当たり，十分な資料があるときにな

される。これがそれぞれの所管の機関に送付される。懲戒は，違法だが犯罪で

はないときになされる。上司などに免職・降格などを求める決定である。行政

処分とは，「行政法律違反に関する法」に違反したときになされるものである。

例えば，国税庁，国税警察，消防庁等についてなされる。物質的処分とは，国

の機関に対して，物質的な損害を与えた場合になされる。 

 

    検察官の決定に従わないときは，法に基づき責任を問われる。検事総長は大統領及
  
27 企業（国営・私営を問わない）において，不当な解雇があった場合は，クレームをつけることが

できる。これに対して企業は１０日以内に返答しなければならない。それでも解決しないときは，

検察官において訴訟を提起する。その場合は，検察官が主たる原告，被解雇者が従たる原告となる。

したがって，被解雇者は解雇に不満があるときは，検察庁に駆け込むことになるのである。もちろ

ん，被解雇者は，直接に裁判所に訴えることもできるし，別の機関に救済を求めることもある。し

かし，検察官の力で訴訟を起こしてもらえば，訴訟に必要な費用をその被解雇者が負担しなくてよ

いというメリットがあり，貧困者救済の意味がある。もっとも，検察庁としても，すべての解雇事

件を引き受けるわけにはいかないから，重要な事件，大量解雇の事件等を優先的に取り上げること

になる。 
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び国会に報告義務がある。すべての検察官は検事総長及び法にのみ従う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   B キルギス 

    キルギスにおいては，検察官（最高検察庁汚職国家安全関連犯罪捜査監督部上級検

察官 Zhandarbek Zhorobekovich Mamytbekov 氏及び検察官 Asan Kangeldiev 氏）から，

具体的な一般監督の事務がどのように行われるのかについて，次のような説明を受け

ている。すなわち，調査方法としては，検察官自身が調べて発見するのと，一般人等

から通知されて知るのと両方ある。矯正施設については，受刑者から郵便が来ること

があるし，これは面会のときに来た人を通じて出すこともできる。訴えは書面でも口

頭でもできる。郵便については検察の事務局で調べて必要な部署に回す。検察官にお

いて行う視察は，月などを単位にして計画を立てて実施する。計画的に監督対象の機

関等を訪問し，法に反することが行われていないかをチェックする（法で定められた

以外の国有財産の利用を発見し，是正を求めるということがあるようで，日本で言え

ば会計検査院の業務に対応する部分がある）。受刑施設専門の検察官については，最高

検察庁だけでなく，州レベルやオシュ，イシクリにも配置している。 

 

   C 小括 

    以上のような権限を見ると，旧ソ連諸国の検察官は，一種のオンブズマンとしての

機能を果たしているという指摘28もある程度当たっていると思われる。また，以上の

ような広範な権限を反映して，ウズベキスタン，キルギス及びタジキスタンいずれに

おいても，検察官は監督対象の法制や運用について非常に熟知している様子であった。 

  
28 関哲夫「ロシア型オンブズマン（刑事監視）制度の成立と展開」「日本法学」第６４巻第１号（１

９９８年） 

 

 

 

 

■ズバリ■ 

キルギスの検察官（帰国研修員）Asan Kangeldiev 氏（一番左） 

と調査団員                         
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    国によって検察官の仕事の比重がどのようであるかは異なると思われるが，そこま

での調査はできなかった（タジキスタンについては，事前ヒアリング調査において，

検察官にとって，刑事事件に係る事務の割合は必ずしも大きくなく，実感としては２

５～３０パーセントではないかという説明があった）。いずれにしても，刑事事件の捜

査・訴追を業務の中心とする日本の検察官とはかなり異なる職種である。実際の取調

べ等はあまり行わないようであり，また，起訴状も自ら作成するのではなく，予審官

が作成したものを承認することに基本的にとどまり，主として捜査の監督，強制処分

の承認にかかわるなど，刑事事件に対する関与の仕方もやや間接的である。日本の検

察の主要な業務である捜査に相当する部分を実際に行っているのは，むしろ予審官で

あるともいえる。 

    もっとも，検察官が捜査，訴追，公判の維持の職責を有していて，これが検察官の

最も重要な職務であることは間違いなく，この点は，日本と同じである。ただ，これ

らの職務についても日本との相違点は指摘できる。例えば，タジキスタン司法制度セ

ミナーにおいては，タジキスタンでは，証拠不十分なのに有罪判決がなされた場合も

違法な判決であり，検察官は異議申立て（上訴）をするとされる。これについては，

検察官は有罪を主張する立場にあるとしても，そもそも起訴は予審官がするのであっ

て，検察官は承認するのみであるし，この場合はより上級の検察官が，下級の検察官

が担当した事件についておかしいと考えたときになされるものである，と説明される。

日本の検察官も公益の代表者として，例えば無罪を求める上訴もするが，中央アジア

の検察官の方が，捜査の結果から距離をおいて適法性を確保することこそが検察官の

第一の任務だとする性格がより強いように思われる。 

    中央アジアにおける検察官の上記のような位置付けが将来どのように変わっていく

かを予測することは困難であるが，ロシア等の動きにも注意していく必要があろう29。

三権分立，市場経済の方向への改革という流れの中では，検察の権限は縮小していく

だろうということが一つの論理的予測として成り立つが，検察が一般監督権限の行使

によって個人の権利や自由の保護に果たしている役割や各国の事情の相違をも考える

と，予測は難しいと言わざるを得ないだろう。 

 

 (2) 検察庁の組織 

   A ウズベキスタン 

    ウズベキスタンの検察庁の組織については，丸山毅「ウズベキスタン共和国の司法

制度について」（ICD NEWS 第４号６２頁）等で既に調査結果がまとめられているの

  
29 ロシアにおいては，一般監督制度の存廃をめぐる論争を経た１９９２年の検察庁法以来，検察官

の一般監督制度は存続させるものの，裁判所及び訴訟参加者による法律の正確な執行に対する検察

官の監督権は否定されている（小森田秋夫編著「現代ロシア法」（２００３年）１２９頁）。ロシア

の検察制度をめぐる動きについては，特に小田博「『法治国』ロシアにおける検察制度」（芝原邦爾

他編「松尾浩也先生古稀祝賀論文集」下巻（１９９８年）３６７頁）参照。 
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で，詳しくはこれらの文献を参照されたいが，同論文における図表を転記させていた

だくと，次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    なお，中央アジアの検察官が，刑事事件の捜査・訴追等以外に様々な権限を有して

いることについては，前記のとおりである。 

 

   B タジキスタン 

    タジキスタンの検察庁については，事前ヒアリング調査及び第１回タジキスタン司

法制度セミナーにおいて，次のような説明を受けている。 

    検察庁も行政機関であるが，他の省や委員会には属しておらず，麻薬対策庁などと

ともに，大統領に直属する機関である。検事総長以下，中央集権的な組織となってお

り，検事総長の下に４人の次長検事，さらにその下に１１の局がある（この各局が，

あらゆる分野をカバーし，一般監督権限を行使する仕組みになっている）。また，検事

総長府は，法執行（行政）機関の活動を調整する権限がある。各法執行機関によって

構成されるコーディネーション・カウンセルは，検事総長府の下で活動しており，検

事総長は，同カウンセルの議長なのである。 

    検察庁は，中央集権化された一体としての組織である。国の中で法が正しく一様に

実施されているかを監督する権限がある。 

    最高検察庁の組織は，検事総長の下に軍事，交通，特別がある。州・市のレベルの

検察官は，５年の任期で，総長により任命される。 

    検察官の主な職務は，９つの部門からなる。 

    ① 一般的監督。つまり法の執行の監督。対象は，各省庁，各地方自治体（国の出

先も），軍事部門，監督機関，企業・団体，公共，宗教，団体，政党，公務員，

最高検察庁 

租税犯罪対策局 

 州の対策局 

 地区の対策局 

 

カラカルパクスタン  タシケント市  州検察庁 交通検察庁 軍事検察庁 

共和国検察庁  検察庁   

 

地区検察庁  タシケント市  地区検察庁 地区交通  軍事管区 

   区検察庁    検察庁  検察庁 

 

        軍事小管区 

        検察庁 
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また，その作る法令。 

    ② 犯罪対策機関（初動捜査機関及び予審機関）の法執行の監督。 

    ③ 拘束されている場所での強制処分の執行状況の監督。 

    ④ 犯罪捜査。 

    ⑤ 他の国家機関と協力して，犯罪防止，違法行為防止の立案。 

    ⑥ 法律の改善，コメンタリー，立法活動（議案の提出ではなく，立案して，議員

のところに持っていく）。 

    ⑦ 法執行機関の活動の調整（調整委員会が作られ，検事総長が議長になる。国，

州，市などの各レベルにも同じものがある。四半期に1回会議が開かれる。ここ

でなされた決定は，法的拘束力があり，すべての公務員が従わなければならな

い）。 

    ⑧ 刑事・民事の法廷審理に参加すること。裁判所の判断が違法なときに異議申立

てをすること。 

    ⑨ 市民や法人の権利が侵されたときの不服や申立てを検討すること。 

 

４ 裁判所 

 (1) ウズベキスタン 

    ウズベキスタンの裁判所制度についても，前掲丸山論文等に詳しく紹介されており，

以下同論文に従ってその骨子のみを記載する30。 

    ウズベキスタンの裁判所は，要するに，憲法裁判所，最高裁判所を頂点とする通常

裁判所及び最高経済裁判所を頂点とする経済裁判所という三つの系統から構成されて

いる。 

    通常裁判所に関する同論文掲載の図表を転記させていただくと，次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    訴訟当事者は，第一審判決に不服がある場合，控訴の申立てと破棄の申立ての二つ

の手段を保障されている（控訴申立期間が渡過して判決が確定した後も，事件の当事

  
30 名古屋大学大学院法学研究科「中央アジア諸国における紛争解決過程―ウズベキスタン共和国に

関する報告書―」（２００２年）にも同国の裁判官に関する詳しい情報がある。 

最高裁判所 

 

州民事裁判所／  州刑事裁判所／  州級の軍事裁判所 

タシケント市民事裁判所 タシケント市刑事裁判所 

 

地区民事裁判所／  地区刑事裁判所／  地区級の軍事裁判所 

市民事裁判所   市刑事裁判所 
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者や検察官が上級審に対して１年間は不服申立てができるという制度が破棄審であ

る）。控訴審判決であれ破棄審判決であれ，第二審判決は言渡しと同時に確定するが，

こうした確定判決が違法である場合のために，監督審が用意されており，監督審開始

の申立てができるのは，最高裁判所長官・副長官，検事総長・次長検事，州裁判所長

官，州検察庁長官に限られている31。監督審の審理を行うことができるのは，州裁判

所の幹部会，最高裁判所の合議部（コレギウム）・幹部会（プレジディウム）・総会（プ

レニウム）である。なお，最高裁判所裁判官は，２００２年４月時点で４１名とのこ

とである。 

    州裁判所も最高裁判所も上訴審に純化されているわけではなく，第一審としての管

轄事件も持っている。 

    これらの関係についても，詳細は前掲丸山論文を参照されたい。 

    最高裁判所と州級の裁判所の内部組織についても同論文掲載の図表を転記させてい

ただくと，次図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ウズベキスタン最高裁判所の総会の部屋を見学する機会があったが，その様子は，

次の写真のとおりである。円卓に最高裁判所の全裁判官が座り，その外側の席は，検

察その他のオブザーバーの席ということである。 

  
31 タジキスタンでは，無罪の判決に対する監督審の申立ては，１年間に限られる。 

 最高裁判所 

総会 

幹部会

刑事合議部 

幹部会

合議部

軍事合議部 民事合議部 

州の裁判所 
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    最高裁判所総会は，最高位にあり，４か月に１回開催され，具体的事件を審理し，

さらに，法令の解釈について統一的見解を定め，下級裁判所に対して通知する「指導

的指示」を発出する。むしろ，この指導的指示が最高裁判所総会の主たる責務である

ともいわれる32。 

 

 (2) タジキスタン 

    タジキスタンにおいては，憲法裁判所，最高裁判所，上級経済裁判所，軍事裁判所

の系列があり，最高裁判所の系列に州裁判所，市・地区裁判所があり，これが通常の

刑事事件を扱う裁判所である。ドゥシャンベ市は，首都特別行政区であり，州と同じ

扱いを受ける。そのため，ドゥシャンベ市裁判所は他の市の裁判所と異なり州レベル

の事件の管轄を有していることになる。タジキスタンにおいても，裁判所は，総会・

幹部会と多層的になっており，これについては，救済の機会が多く，民主的な仕組み

であると説明される。幹部会でも事実問題を審理することがあるが，被告人は審理に

呼ばれず，証人尋問，被告人質問などはせず，被告人の立場は弁護人によって説明さ

れる33。 

 

  
32 ソ連の指導的指示（руководящие указания）ないし指導的説明（руководящие разъяснения）につ

いて，藤田勇「概説ソビエト法」（１９８６年）１０１頁参照。 

33 タジキスタンについては，事前ヒアリング調査及び第 1 回タジキスタン司法制度セミナーにおい

ては，総会に上げることを決定することができるのは，最高裁判所長官と検事総長であり，幹部会

と総会は，決を採る機関であり，被告人が出廷することはないとのことであった。したがって，審

級があるというよりは，組織としての当該裁判所において，合議部の判断のほかに，全裁判官決議

と執行部裁判官決議とがあり，これらが個々の事件を担当する合議部の判断よりも強い効力を有す

ると理解した方が良いように思われる。 
 

 

 

 

 

■ズバリ■ 
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 (3) 少年事件 

    少年裁判所や少年専門の裁判官は存在していないようである。タジキスタンについ

ては，少年事件は，所長判事又は経験年数の長い判事が担当することになっていると

いうことであるが，タジキスタンのソグド州ホジャンド市裁判所の Mamadova Manzura 

Latifovna 判事は，少年専門の裁判所又は判事の導入は望ましいことであると述べてい

た。 

 

 (4) その他 

    以上の公的な裁判所のほかに，部族的な裁判所も存在するが，あくまで非公式のも

のである。例えば，キルギスはもともと遊牧民の国家であり，ウズベキスタンやタジ

キスタンのような住民自治組織マハリャはないが，部族の中の絆が強く，部族長の裁

判所（アクサカル・コート）が紛争解決に機能を果たしているとのことである。しか

し，これは公的なシステムではなく，また，民事的な紛争の解決が主であって，刑事

分野の機能は余りないようである。 

 

５ 処遇関係機関 

 (1) 矯正施設 

    タジキスタン，キルギス，ウズベキスタンの３国とも，自由剥奪刑を言い渡された

者（成人・少年）が収容される矯正施設をコロニー（колония）と呼んでいる。コロニ

ーには，収容者の属性・警備体制に応じて区別がある。例えば，本調査団が訪問した

のは，タジキスタンの成人男性用強化体制コロニー，キルギスの少年用教育コロニー

と女性用一般体制コロニー，ウズベキスタンの少年用教育コロニーの４か所であった。 

    ３か国とも，旧ソの制度を引き継いだため，矯正局は内務省の管轄であったが，最

近，タジキスタンとキルギスで，内務省から司法省に移管した。その目的は人道化・

民主化であり，前述の「刑罰のリベラリゼーション」の大きな流れに対応している。 

 

   A タジキスタン34 

    全国で，成人男性用コロニーは８施設あり，警備体制によって４種類（一般，強化，

厳重，特別厳重）に区分されている。その他に「チュリマー」と呼ばれる，さらに厳

重な警備体制を執っている長期収容のための施設と，反対に，限りなく一般社会に近

い生活をさせる「居住型コロニー」がある。「居住型コロニー」では，そこに居住する

ことだけは制限されるが，出入りは自由，面会も外部での就労も自由である。 

    少年については，制度上で「一般教育コロニー」と「強化教育コロニー」に分かれ

ているが，実際に存在する少年用教育コロニーは１施設だけで，男子施設である。女

子少年は自由剥奪刑を科されると成人女性用コロニーに収容される。成人女性用コロ

  
34 タジキスタン最高検察庁による説明。 
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ニーも一般体制の１施設しかない。この女性用コロニーの収容者数は現在４７０名で

あるが，そのうち８名が女子少年である。 

 

   B キルギス 

    全国のコロニー数は把握できなかった。少年用教育コロニーはタジキスタン同様，

「一般教育コロニー」「強化教育コロニー」の合同施設で１施設しかない。女性用コロ

ニーが一般体制の１施設で，女子少年を混ぜて収容しているのも同じである。 

 

   C ウズベキスタン35 

    全国のコロニー数は，居住型コロニーも入れて５３か所であり，被収容者数は約５

万人36である。そのうち成人女性用コロニーは１か所で，この施設内の別棟に女子少

年も収容している。男子少年用教育コロニーは２か所で，どちらも「一般教育コロニ

ー」「強化教育コロニー」の合同施設である。 

 

 (2) 内務省インスペクター 

    ３か国に共通する制度である。日本で言えば，地域活動にあたる現場の警察官に近

い。担当地域の一般的な秩序維持を仕事の目的としている「管区（予防担当）インス

ペクター」と，特に少年だけを扱う「少年事件（予防）インスペクター」の別がある。 

    タジキスタン最高検察庁及びキルギス最高検察庁の説明によると，「管区インスペ

クター」は成人で仮釈放になった犯罪者に対する指導監督を行う。仮釈放制度につい

ては後述する。ウズベキスタンの管区インスペクターの役割も基本的には同じだが，

サマルカンド州地方検察庁の説明によると，マハリャ委員会との連携において同委員

会が雇用している「人民警護員」（後述）と協働しているのが特徴であるという。 

    「少年事件インスペクター」は非行少年の社会内での監督と，少年の行状について

の記録取りをしている。サマルカンド州地方検察庁の説明によると，高等教育（教育

学あるいは法律）が要件で，内務省が行う３～６月の研修を受けている。タジキスタ

ン及びキルギスでは「少年事件委員会と連携して」37，ウズベキスタンでは「マハリ

ャ委員会と連絡を取りながら」38活動しているようである。 

 

 (3) 矯正労働インスペクター・インスペクション 

    まぎらわしい名称だが，「矯正労働」は刑罰の一つで，「自由剥奪のない強制労働」

  
35 ウズベキスタン最高検察庁の Head of Department on control over observance of law during holding in 

custody and execution of the punishment, Nazrulla Fayzulloev 氏による説明。 

36 Roy Walmsley, “World Prison Population List (fourth edition)”, Home Office Findings 188, 2003 による

とウズベキスタンの刑務所人口は６万５千人である。 

37 キルギス最高裁判所・タジキスタン大統領府で説明あり。 

38 ウズベキスタン内務省で。 
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とも言われる39。社会内に身柄を置いて労働させた収入の一部を国庫に入れさせるも

のであって，自由剥奪刑を受けた者がコロニーで行う労働とは性質が違う。「矯正労

働」の意図は，①本人を従来からの就労先から切り離さない，あるいは，②就労先を

当局が指定する場合でも，従来の生活環境を保全してやろうというものである40。 

    タジキスタンでは，矯正労働インスペクション（監督局）が矯正施設から釈放され

た少年のアフターケアを行う機関の一つであると刑罰執行法典に定められており41，

各機関の調整役も期待されている。 

    タジキスタンでは矯正労働インスペクションも，矯正局と同時に内務省から司法省

に移管されている。一方，ウズベキスタンでは矯正労働インスペクションは（矯正局

同様）今も内務省に属し，「居住型コロニー」の監督も行っているそうである42。 

 

 (4) 少年事件委員会 

    タジキスタン，キルギスでは非行少年に対する社会内での指導監督に大きな役割を

果たしている。一方，ウズベキスタンではその存在の有無自体が不明であり43，少な

くとも実態としては活動していないと思われる。 

 

   A タジキスタン44 

    政府，州，市，地区など各行政レベルごとに構成される。政府レベルの場合，議長

は副首相，セクレタリー（専従事務職員）は大統領府の職員である。地方行政の場合，

地方政府（ホキミャット）の中に置かれ，議長は副知事や副市長となる。メンバーは

ホキミャットの教育部長，学校の校長，青年団体や女性団体，地域の名士など１５～

３０人位。無給である45。警察，裁判官，検察官はメンバーになれないが，会議には

監督として必ず検察官が参加する。 

    少年事件委員会は，管轄区域内の，少年に関する情報を集め，状況をモニタリング

する機関である。必要な場合は早期に親や学校だけでなく地域を巻き込む介入を行い，

人道主義の観点に立って，少年が非行を犯して裁判所に送られたり，重い処分を受け

ることを未然に予防しようとしている。 

    具体的な機能としては，以下のとおりである。 

  
39 ウズベキスタン最高裁判所。 

40 タジキスタン大統領府。ウズベキスタンでは①は裁判所，②は内務省が執行する（ウズベキスタ

ン最高裁判所による）。 

41 大統領府法務部による，日本側からの質問票への回答。 

42 ウズベキスタン最高裁判所。 

43 聞取調査でも，日本からの質問票への回答でも，登場しなかった。 

44 主に大統領府による説明。 

45 このようにボランティアで行う社会活動を「ソーシャル」と呼び，旧ソ時代から多くの活動がな

されているとのこと。 
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    ① 教育的強制措置の適用 

      裁判所が送ってきた少年事件を受け，施設送致（後述）を含む教育的強制措置

の適用を検討する。検討の際は，本人の環境や法違反行為の性質を考慮する。 

    ② モニタリング 

      執行猶予で実刑を回避された少年について，両親，内務省の少年事件インスペ

クター，学校の先生などと連絡を取り合って行状を把握する。執行猶予期間の半

分くらいの時点で行状が良ければ処分を打ち切り46，不良ならその旨を裁判所に

伝える。 

    ③ その他 

      親を指導し，時には親から罰金を取ったり，国が子供を引き取った形にして親

権問題で親を訴えたりすることもある。また，地方行政の議員が必ずメンバーに

入っている（例えば議長）ので，必要に応じて議会の決定を取ってもらう形で地

域社会の協力を得ることができる。 

 

   B キルギス47 

    政府と各レベルの地方行政機関にあり，２００２年現在で総数６５。管轄区に住民

登録されている少年の事件を扱う48。地域で問題になっている少年がいると，内務省

インスペクターや地域の学校から委員会に連絡がある。裁判所から連絡が入ることも

あるが少数。キルギスにはマハリャはなく，アクサカルコートはあるが，この点では

あまり機能していない。 

    地区委員会レベルの決定に不服があれば州レベルに，さらに不服なら政府レベルに，

申し出ることが可能。主な機能は，以下のとおり。 

    ① コントロール 

      矯正施設の監督，特別学校の環境保全，施設から釈放された少年が親元や勤め

先できちんと生活しているかどうか行状をチェックすること。 

    ② 裁判所の代替 

      １４歳までの年少少年が犯した事件は，裁判所ではなく少年事件委員会が扱う。

処分の幅は，罰金，損害賠償，訓戒，特別学校への送致など。新しい法律により，

検察官と弁護士の同席が義務付けられたが，実務では省略されている。 

    ③ 少年の権利保護 

      少年事件の法廷に同席して，裁判官に事情を説明する。また，委員会で少年の

親に少年を放置しないようにとの決定をすることも可能。 

  
46 執行猶予の例には該当しないかもしれないが，刑法９０条の３では，少年事件委員会が特別教育

養育施設への収容を早期に打ち切る権限を持つことが規定されている。 

47 主に Young Lawyers Association の Lawyer である Violetta Yan 氏の説明による。 

48 住民登録をしていない少年は，発見した内務省インスペクターの手で「少年のためのアダプテー
ションとリハビリテーションセンター」に収容される。 



 

  94

    ④ 少年に関する苦情や意義申立ての処理 

      新しい機能。 

    ⑤ 少年の社会生活支援 

      就労先を探す援助など。 

    ⑥ 学校での防犯教育実施 

 

    少年事件委員会の構成員は，議長以下，セクレタリー，教育関係者（政府レベルで

は文部省・地方では教育機関の人），労働省，内務省（少年事件インスペクター），な

どである。実務上，委員会で要となるのはセクレタリー（公務員）であるが，専従で

雇われているはずなのに他の仕事を押し付けられたり，もともと給料が安いので定着

しない人が多かったりという問題がある49。 

 

 (5) 特別教育養育施設 

    タジキスタンで，軽微な犯罪を犯した少年が送られる「特別教育養育施設」は，教

育省が管轄する「スペツ・シコーラ（特別学校）」と「スペツ･ウチーリッチェ（特別

職業技術学校50）」の総称である51。前者は１４歳までの少年，後者は１５歳以上の少

年を対象とする施設である。 

    スペツ・シコーラ（詳細は後述する）は全国で１か所しかない。スペツ･ウチーリッ

チェの数は不明である。 

    キルギスも52基本的にタジキスタンと同じで，「特別教育養育施設」は「スペツ・シ

コーラ（特別学校）」と「スペツ・ウチーリッチェ」（特別職業技術学校）」の総称で，

１４歳までの年少少年は前者，１５歳から１８歳は後者に区分される。両者とも施設

数は不明である。 

    JICA キルギス駐在員事務所を通じて現地で配布された，日本側からの質問票への回

答集53によると，キルギスには困窮家庭の少年を再教育する制度があり，それは少年

を教育・文化・労働・社会保障省管轄の，special school と special professional collage No2

に送ることだとされているので，この二つが「特別教育養育施設」であると推定され

るが，ロシア語・英語・日本語間の対応関係が不明確で断定はできない。 

    ウズベキスタンにも制度としては「特別教育養育施設」が存在する54が，それが「ス

ペツ・シコーラ」及び「スペツ･ウチーリッチェ」を指しているかどうかは確認が取れ

なかった。 

  
49 同様の問題がタジキスタンで存在するかどうかを後日タジキスタン大統領府で質問したが，タジ

キスタンではセクレタリーは単なる事務従事者なので問題はないとの返答だった。 
50 一般の職業技術学校はペーテーウーと呼ばれている。 
51 「教育養育施設」と言うと，これらの他に前述の教育コロニー（矯正施設）を含む。 

52 前記注４７の Violetta Yan 氏の説明による。 

53 英文。Legal department Head，E.T.Belskovskaya 執筆分，pp１８。 

54 日本側からの質問票への回答（質問４１）による。 
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６ 法曹の養成及び研修 

 (1) 中央アジアの法曹制度 

   中央アジアにおいては，法曹三者として裁判官，検察官及び弁護士を共通の資格とし

てとらえる考え方はない。裁判所，検察庁いずれも独自の採用システムを持っており，

弁護士資格の付与の仕方も全く別のシステムが存在する。 

   もっとも，法律関係職の間でポストを移るということもなくはないようで，タジキス

タン大統領府で説明を受けた同府上級顧問 B. Khudoyorov 氏は，予審官の経験もあり，

法務次官の経験もあり，市裁判所で仕事をしたこともあり，最終経歴は最高経済裁判所

の裁判長だった。また，タジキスタンのホジャンド市でタジキスタン司法制度セミナー

の帰国研修員と会食をした際に同席していた人物は，検察庁にいて将来を嘱望されてい

たが，裁判官に転官してしまったと紹介されていた。 

 

 (2) ウズベキスタン 

   A 任官・資格付与手続 

    前記丸山論文によれば，ウズベキスタンの裁判官（最高裁判所の系列），検察官及び

弁護士の任命ないし資格付与の手続は，次のとおりである55。 

    最高裁判所裁判官は，大統領の提案に基づいて国会が任命するが，下級裁判所の裁

判官は，各州に設けられた資格審査会で候補者を選んで最高裁判所に通知し，最高裁

判所が大統領府の最高資格審査会56に推薦し，最高資格審査会が審査して大統領に推

薦し，大統領が任命する。 

    検事総長及び次長検事は，国会の事後承認を条件に大統領が任免するが，その他の

検察官については，検事総長に任免権がある。検察官に任官できる条件は，①ウズベ

キスタン国籍を有すること，②高等法学教育を受けていること，③職業人としての資

質を備えていること，④職務に耐え得る健康体であること，⑤２５歳以上であること，

⑥前科がないこと，とのことである。 

    弁護士の資格を得るには，ウズベキスタン国籍を有していること，法学教育を受け

ていること，資格試験に合格することが必要である。この資格試験を実施するのは，

司法省の資格認定委員会であり，合格率は約９割に達するほど高いということである。 

 

   B 任官・資格付与後の研修・研鑚等 

    法曹関係者の研修について，司法省国際法局局長 Murad Malikovich Khakilov 氏らか

ら聴取したところ，次のとおりであった。司法省には，法律関係者に対する研修機関

  
55 前掲「中央アジア諸国における紛争解決過程―ウズベキスタン共和国に関する報告書―」に，裁判官の

独立，身分保障等について詳しい分析がある。 

56 最高資格審査会のメンバーは，国会副議長を委員長とし，大統領府代表，国会代表，法律学者，

弁護士など１７名である。  
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があり，裁判官だけでなく，司法省の職員，その他の法律関係者（法務コンサルタン

ト，弁護士，公証人，登記機関の職員，銀行の法務関係者）も研修を受けられる。裁

判官についてはだれが研修を受けるかは最高裁判所長官が人選する。この研修機関を

司法省から独立したらどうかという意見もあることはある。なお，昔はすべての裁判

官が司法省に対して報告し，司法省が裁判官を直接罰するということもあったが，今

日ではそのようなことはない。 

    ウズベキスタン最高裁判所副長官 Bakhtiyar Djamalov 氏らから聴取したところによ

ると，裁判官は，そのキャリアの中では，民事専門，刑事専門に分かれている57。昔

は両方できたが，今は専門化するようになった。人が多い裁判所では，さらにその中

での専門化も行われている。例えば，最高裁判所でも民事部の中で担当を分けている。

これは本人の希望に基づいており，州の裁判所の中にある資格審査会に対して，希望

者が申請し，民刑別に試験を受けて任命される。最高裁判所は，司法省と共同で，裁

判官に対する研修を行っている。 

    ウズベキスタンの検察官に関しては58，最高検察庁において，検察庁研修センター

所長 Erkin Abzalv 氏らから，最近の研修について聴取したところ，例えば，今年初め

に研修センターで法執行機関職員を集めて，ヤミ経済をテーマとしたセミナーを実施

した。汚職に関する学術会議も開いている。今後学術会議で予定しているのは，予審，

裁判における個人の自由・権利の保障等であり，先進国の状況の調査も課題にしてい

るとのことである。 

    弁護士に対しては，司法省が資格付与及び懲戒の権限を有しているところであり，

同省国際法局局長 Murad Malikovich Khakilov 氏らから聴取したところ，次のような説

明を受けた。司法省は，検察官と弁護士とが同等の権限を持つことを保証するように

している。弁護士については，比較的最近まで，何らかの理由で検察庁や司法省にい

られなくなった人が弁護士になることが多かった。弁護士を２級の職業と見る傾向も

あった。実際，ソ連時代は無罪判決がほとんどなかった。独立後は，そのような部分

を直していくべく努力し，企業家の保護に関して，ここ２年で４００の企業の違反が

無罪になるまでになった。弁護士の発展のためのコンセプト作りを行っているところ

である。独立後の早い時期に「弁護士に関する法」ができた。弁護士会があり，そこ

で問題を解決する。弁護士になるためのライセンスを出しているのは，司法省本体で

はなく，市の法務局である。資格試験を通らなければならない。試験委員会は，弁護

  
57 前掲「中央アジア諸国における紛争解決過程―ウズベキスタン共和国に関する報告書―」８頁によれ

ば，２０００年の新裁判所法が，裁判の専門化，そしてこれに基づく裁判所の専門分化が必要であると

の認識により，これまでのように通常裁判所と特別裁判所＝経済裁判所という組織的につながりのない

二つの系統の裁判所を存続させるとともに，通常裁判所系統の下級裁判所を，これまでの軍裁判所のほ

かに，さらに民事裁判所と刑事裁判所とに組織的に分けたとのことである。 

58 ICD NEWS 第４号１０４頁によれば，地方レベルで採用された検察官は，職務を開始する前に１

年間の研修を義務付けられる。 
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士の中から人が出される。弁護士の問題は，彼らと合議の上で解決している。従来，

弁護士会はきっちりしていなかった。資格認定委員会が弁護士に対する懲戒権も有す

る。同委員会は，１０人いるとすると，５人が弁護士，５人が州や地方の法務局の職

員（司法省の下）という構成である。市民からの苦情があると，調べて処分をする。

これに対しては，不服申立てが裁判所に対してできる。この委員会は地方レベルのも

のと国レベルのものとがあり，前者から後者への不服申立てもできる。 

 

   C 法曹養成機関としての大学 

    ウズベキスタンにおいては，タシケント法科大学が実質的に司法省に属する機関と

して，法曹教育をするとともに，法律案の起草にも深くかかわっている59。同大学の

ルスタムバーエフ（Mirzayusuv Khakimovich Rustambaev）学長から，説明を受けた。 

    同大学は，ウズベキスタンで唯一の法科大学であり，他の大学の法学部と異なり，

法曹養成に特化したものである。教員には実務経験のない人の方が多いが，多くは弁

護士の資格は持っている。また，教員に対する実務に関する研修も最高裁判所，検察

庁，市裁判所等で行っている。また，大学としても，実務家を時給ベースで呼んで講

義をしてもらっている。アメリカ式のリーガル・クリニックも実施している。 

 

 (2) タジキスタン 

   事前ヒアリング調査の結果によれば，次のとおりである。 

   裁判官・検察官・弁護士に共通した資格試験はない。 

   裁判官になるためには，裁判官用の試験（筆記・口述）があり，これに合格しなけれ

ばならない。また，５年の再採用ごとに試験を受けなければならない。 

   法学部の卒業試験は国家試験となっており，その成績により，各官庁の採用が行われ

る。比較的成績のいい者が検察庁に採用され，その他の者が内務省等に入る（検察庁は

知識重視，内務省は体力重視の傾向がある）。各官庁の人事担当者において，振り分け・

採用が行われるのである。 

   弁護士は，法学部を出て，法務省において面接を受け，ライセンスを取得すれば，そ

の資格を取得する。この制度は２０００年から始まったもので，それまでは，法学部を

出れば，だれでも弁護士になれた。 

   裁判官の年間採用人員は，１０人～１５人である。検察官についても，現在８００～

８５０人の検察官がいるとして，毎年１０～１５人を採用している。空いたポストを埋

めるだけしか採用できないのである。弁護士は，最近はかなり増えてきている。 

   裁判官や検察官になりたいがなれなかった人が，１年間弁護士をして，翌年裁判官や

検察官になることをねらうケースは存在するということである。  

  
59 ウズベキスタンの法曹養成制度については，名古屋大学大学院法学研究科「中央アジア諸国の裁

判制度報告書」（２００１年）に詳しい。タシケント国立法科大学については，同書１５５頁以下。 
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   検察官の研修については，最高検察庁において，検察庁の職員全体に対する研修があ

る。期間は，１０日から２週間程度の短期間のもので，６か月から１０か月に１回程度

実施しており，それ以外にも市・地区レベルでは個別の犯罪ごとの研修などを実施して

いる。旧ソ連時代は，レニングラード，モスクワ，キエフなどに研修に行ったが，今は

それがなくなったので，国の中でやらなければならない。 

   今回，大統領府において Galiya R. Rabieva 人事政策上級顧問及び B.Khudoyorov 上級顧

問らから聴取したところは，次のとおりである。 

   教育のベースは，タジキスタン国立大学の法学部であり，他にも単科大学等がある。 

   裁判官になるためには，高等法律教育が必要であり，地区レベルでは２５歳以上で３

年以上の法曹経験が必要，州レベルでは３０歳以上で裁判官として５年以上の経験が必

要，最高裁・最高経済裁判所にも同様の要件がある。憲法裁判所では法曹経験が１０年

以上必要である。 

   裁判官，検察官，警察官いずれも仕事の中で能力向上の機会が与えられる。 

   最高検察庁も独自の研修機関を持っている。そこで予審官等の研修を行っている。内

務省にも内務省アカデミーがあり，司法省にも研修所がある。「司法評議会」にも裁判官

のための研修センターがある。これはできたばかりである。裁判官は最高裁判所でも研

修を受ける。また，最高裁が司法評議会と共同で下級裁判所裁判官の研修も行っている。 

(以下次号へ） 
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タジキスタン司法制度セミナーの帰国研修員と調査団員 

 

             



 

ICD NEWS 第15号（2004. 5） 99

～時々小論 ～ 
 

魚釣りと国際協力 

 

 

国際協力部長 田 内 正 宏  

 

 題名を見て，釣好きの方は，シーズンを迎えた真鯛やイサキの話かと思われたかもしれま

せんが，実はそうではなく，法務総合研究所国際協力部が行っている法整備支援のコンセプ

トの話なのです。昔の諺に 

 「飢えている人に魚を与えると，その人は１日しか生きられない。しかし，魚の釣り方を

教えるとその人は一生生きられる。」 

というものがあります。その諺の趣旨が法整備支援にはぴったり当てはまります。国際協力

部では，日本の学者・実務家の方々とともに，アジアの開発途上国を対象に，民法・民事訴

訟法等の立法を支援する活動やこれを運用する法曹の養成を支援する活動を行っています。

その支援の活動では，相手国に対して単に法律を与えるのではなく，その立法の仕方や運用

の仕方を教え，自ら法律を創造し運用する，そして，法曹も自らが養成できるようになるた

めの手伝いをしようとしているのです。 

 

1. カンボジアでの人づくり 

 まず，カンボジアが今法曹を養成するために直面している困難な問題について述べたいと

思います。カンボジアは，フランスの保護国として，法の面でもフランス法の支配の下にあ

りました。１９５３年に独立を達成後も内戦が勃発し，ポルポト派による知識人の虐殺によ

り，法曹人口も激減し，１９７９年当時，カンボジアに残っていた裁判官は４・５人だった

と言われています。１９９３年に新生カンボジア王国が成立してから，多くの国や国際機関

がカンボジアに対する援助をしてきました。法整備の面でも，フランスが刑事法関係の起草

を支援しているほか，日本が民法・民事訴訟法草案の起草を支援し，ＡＤＢ（アジア開発銀

行）も土地法の制定に寄与しました。その他にも，アメリカ，オーストラリア，世界銀行な

ど，多くの国や国際機関が支援をしています。 

 昨年１１月に開校した王立司法官職養成校は，裁判官と検察官を養成するためにフランス

の支援で設立されたもので，現在５０数人の修習生が前期修習を行っています。私が今年の

３月にカンボジアを訪れた際に養成校を見学する機会がありました。養成校は，強い日差し

の中でも，フランス的な洒落た印象を与える白壁の建物でした。ちょうど私が訪れたときに

は，常駐しているフランス人の裁判官ミシェル・ボニュー氏が修習生を相手に，フランス語

でＵＮＴＡＣ（国連カンボジア暫定統治機構）の時代にできた刑事手続の基本を教えていま

した。ボニュー氏は，修習生との問答を多用し，フランス人らしく身振り，手振りを交え，

熱っぽく語りかけていました。クリーム色のシャツを着たカンボジアの修習生たちも仏語・
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クメール語の通訳を通して，あるいは通さず直接に，熱心に議論に参加していました。 

 その光景は，遠く明治の時代，フランス語でフランス法学及び自然法学を日本人に教えた

ボワソナード博士もこうだったのではないかと思わせるものでしたが，その後，日本は，順

次西欧法を取り入れ，これを自国の法として運用し，創造してきました。法学も実務の運用

も我が国独自のものを発展させ，法解釈や判例の積み重ねがなされてきました。その背後に

は，先人の多くの苦労と努力が潜んでいたことでしょう。カンボジアも正に自国の法の建設，

自国語による法の運用そして教育という課題に直面しています。これらのアジア諸国では，

西欧法が植民地支配の道具として押し付けられ，その運用も母国語でなされていたため，法

というものは，常に外国語で語られるべきものであるという想念があったといいます。カン

ボジアの現状は，今なお，支援国，支援機関への依存度が極めて高いと言わざるを得ません。

民法・民事訴訟法草案は，日本の学者・実務家の叡智を集めて作成の支援をしましたが，カ

ンボジアは，これを自ら運用していく力を付けていかなければなりません。王立司法官職養

成校も自らの手で法曹教育をしていくことが必要です。しかし，現状では，フランスのボニ

ュー氏が常駐して刑事法を教えているほか，ＡＤＢの土地法講義，国連人権高等弁務官事務

所による人権やＧＴＺ（ドイツの国際協力機関）によるジェンダーに関する講義，シンガポ

ールによる英語講座等，外国や国際機関に講義を受け持ってもらっている部分がとても多い

のです。カンボジア側では，カンボジア人の常勤講師がおらず，現職裁判官が非常勤で講師

を務めている程度なのです。カリキュラムも１・２週間先の予定をようやく立てながら自転

車操業をしており，教材も各講師のレジュメ程度しかない有様です。 

 このような現状を見るにつけ，法整備支援では，「魚の釣り方」を教えることが重要である

と考え，国際協力部教官を養成校に派遣して民事裁判に関する支援を開始しつつあります。

それは，カンボジア人が自らの手で法律を活用し裁判ができるように民事訴訟の実務を教え

ようというものですし，さらには，自国民の講師でもって自国民の修習生を教えられるよう

に，その教え方を教え，教材やカリキュラムも一緒に作ろうというものです。日本の法制度

の発展の歴史でもそうでしたが，法規範の整備や法を運用する機構の設置よりも，法律を運

用する人間の養成，いわゆる「人づくり」が一番難しいといわれています。カンボジアの法

制度が持続的に発展していくためには，法律を作り，運用し，教えることのできるカンボジ

ア人を育てることが重要です。 

 

閑話休題。 

 

２．ベトナムの判決書を分かりやすいものに 

 「魚の釣り方」を教えるにしても，できれば日本が誇れる日本独自のものを教えたいと考

えています。 

 その一つとして，国際協力部では，ベトナムの民事判決書を分かりやすくするためのプロ

ジェクトを実施しています。ベトナムの判決書は，長文かつ物語調で網羅的な記載がされて

います。原告や原告代理人の言い分も被告とのかかわりから紛争にまつわる経緯，周辺事情
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まで詳しく書いてあり，被告や被告代理人の言い分も同様に詳しく書かれています。そして

裁判所は，まず当事者双方の言い分を法律的に分析して，当事者間で何が紛争となり何が請

求されているかを明らかにするのです（！）。その上で，裁判所は，詳細な事実認定を行い法

律判断をして本来の結論に至っています。このような方式を採る背景には，当事者に主張責

任がなかったという事情があり，弁護士による訴訟代理が少ないため裁判所が中心になって

当事者の言い分を忖度する立場になったのではないかと思われます。しかし，長い割には（あ

るいは長いために），当事者の請求内容がなかなか分からない，請求権の発生に必要な要件が

何かもよく分からない，事実認定と証拠の関係が不明確である等々，様々な問題点が指摘さ

れます。 

 日本の裁判所では，判決書を分かりやすく簡潔なものにするための改良が重ねられていま

す。また，争点に絞った審理が判決書にも反映されていて，そこに焦点を当てた判決書が作

成されています。法律効果が発生するために必要な要件事実の理論も精緻に構成，展開され

ていて，判決書でも法律効果発生のために必要な要件が分かるようになっています。日本ほ

ど精緻な要件事実論が必要ではなくとも，同じ成文法国であるベトナムでは，その分析的な

考え方が論理的な判決を書くために有益だと思われます。 

 そこで，国際協力部では，裁判官や弁護士の先生方とともに研究会を開催し，ベトナムの

最高裁判所に対して，①判決の主題である原告の請求を初めに示す，②争いのない事実は基

礎となる事実として先に書く，③当事者の言い分をその食い違いが浮かび上がるような形で

分かりやすく摘示する，④請求が認められるために必要な要件を列挙する，⑤番号，アルフ

ァベット等による段落分けや見出しの使用を行う，⑥事実認定の結果を示すときには証拠を

個別に掲げるなどの方法を採ったらいいのではないかという意見を伝えつつあります。初歩

的なことのようですが，分かりやすくかつ要点を明らかにした判決書を作成することは，当

事者のみならず国民に理解される裁判となるための必要条件だと思われますし，これが公開

されて司法の運用が統一されていくことはベトナム司法にとって大きな進歩となることでし

ょう。 

 

３．相手国にふさわしい国際協力を 

 このような法整備の在り方を考察する過程において，西欧法を継受した日本法の特異性に

思いをめぐらすことは楽しいことですし，日本の司法の長所や短所を自ら認識することも新

鮮な発見に感じられます。加えて，アジアの諸国が置かれた歴史的な立場や政治的・社会的・

経済的な状況への理解を深めつつ，その国にふさわしい国際協力を自信を持って進めていき

たいと思っています。 
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     E~MAIL 

 TO：icdmoJ@moj.go.jp 
 From：Asia 

ところ変われば・・・カンボジアのお葬式（その１） 

 私のオフィスはカンボジア･プノンペン市の南部，｢王立司法官職養成校｣の中にある。

ある日，オフィスの隣家から，突然にぎやかな鉦や太鼓が鳴り響いてきた。ちんどん屋サ

ウンドに似ていて，日本人だったら思わず踊り出すような音楽だ。 

 養成校のスタッフに聞いたところ，お葬式が執り行われているとのこと。何ともにぎや

かなお葬式である。 

 こちらのお葬式の色は黒ではなくて白であり，法事になると家をピンク色の幕やモール

で飾ることもあるようで，私は最初，法事ではなく結婚式だと思った。それくらい派手で

ある。それに喪服や法事の際の衣装も黒ではなく，白一色，または白い上着に黒いスカー

トやズボンをはく。私はこれを知らずに，白シャツ・白スカートで通勤したことがある。

日本ではこれが流行っていたから，私は意気揚々と出勤したが，養成校のスタッフや研修

生は，私の身内に不幸があったと思ったかもしれない。今，思い返すとちょっと恥ずかし

く，それ以後，白一色の装いは避けている。 

 さて，隣家からはチンドン屋サウンドに引き続き，マイクを通じたお経が聞こえてきた。

確かにお葬式である。隣は大邸宅なのでお葬式も豪勢なようである。それにしてもカンボ

ジア人はこのにぎやかなチンドン屋サウンドを聴きながら，死者を悼んで涙を流し，悲し

い気持ちになるのだろうか。 
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～ 国際研究 ～ 

 

「日韓知的財産権訴訟の現状と展望」講演会 

（平成１５年１１月２７日，２８日開催） 

 

前国際協力部教官(現法務省大臣官房民事訟務課法務専門官) 黒 川 裕 正   

 

 法務総合研究所では，韓国大法院法院公務員教育院との共同で，財団法人国際民商事法セ

ンターの協力を得て，平成１１年度から日韓パートナーシップ研修を毎年実施しており，研

修を通して，韓国大法院との民事法務行政分野での交流を図っています。 

 また，平成１３年４月から２年間の予定で，アジア太平洋知的財産権法制研究会を大阪中

之島合同庁舎で開催し，アジア諸国の知的財産権の行使（エンフォースメント）についての

研究活動を行っています。 

 折しも我が国では，知的財産権訴訟の在り方について，知的財産戦略本部の権利保護基盤

の強化に関する専門調査会及び司法制度改革推進本部の知的財産訴訟検討会において検討が

進められ，平成１６年には，知的財産高等裁判所（仮称）の設置に向けた法改正が行われる

予定となっているようです。 

 一方，韓国では，１９９８年３月１日に，全国を管轄する特許法院が新設されています。 

 そこで，韓国特許法院から，趙龍鎬（チョ・ヨンホ）首席部長判事を招へいし，法務総合

研究所，財団法人国際民商事法センターの共催，最高裁判所，法務省民事局，日本弁護士連

合会，日本弁理士会の後援で，平成１５年１１月２７日，２８日に，「日韓知的財産権訴訟の

現状と展望」講演会を開催しました（２７日は東京の法曹会館，２８日は大阪中之島合同庁

舎の当部「国際会議室」で開催）。 

 日本側講師としては，東京会場では，東京地裁知的財産権部の飯村敏明部総括判事，大阪

会場では，大阪地裁知的財産権部の小松一雄部総括判事にお願いしました。 

 参加者は，弁護士や企業法務の方々，裁判所や関係省庁の方々などを中心に，東京会場で

は約５０名，大阪会場では約７０名の参加があり，活発な質疑が行われました。 

 この講演会の講演録，プログラム，講師のレジュメ，そして，会場で配布した参考資料を

収録しました。日韓の知的財産権訴訟法制を知る上で有益なものと考えますので，御参照い

ただければ幸いです。 

 なお，平成１５年度に法務総合研究所が財団法人国際民商事法センターとともに行った日

韓関係の事業概要につきましては，拙稿「第５回日韓パートナーシップ研修，韓国知的財産

権法制調査及び日韓知的財産権訴訟講演会実施報告」が，財団法人国際民商事法センター発

行の ICCLC NEWS 第１９号（２００４年１月）に掲載されていますので，御興味のある方

は，同センター事務局（℡０３－３５０５－０５２５）へお問い合わせください。 
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平成１５年１１月２７日(木) 法曹会館「高砂の間」にて 

平成１５年１１月２８日(金) 大阪中之島合同庁舎「国際会議室」にて 
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講演会 
日韓知的財産権訴訟の現状と展望 

 

 

《東京会場》 

 日時：平成１５年１１月２７日（木） 

    １３：００～１７：３０ 

 場所：法 曹 会 館 「 高 砂 の 間 」 

《大阪会場》 

 日時：平成１５年１１月２８日（金） 

    １３：００～１７：３０ 

 場所：大阪中之島合同庁舎２階 国際会議室 

 

《東京会場》 

 ※ ただし，第１部（韓国側講演）は，東京・

大阪共通。 

○司会（黒川） それでは，ただ今より，法務省

法務総合研究所，財団法人国際民商事法センタ

ー共催，最高裁判所，法務省民事局，日本弁護

士連合会，日本弁理士会後援によります公開講

演会，「日韓知的財産権訴訟の現状と展望」を開

催させていただきたいと思います。 

  この講演会は，明日も同じ内容のものを大阪

で開催する予定としております。 

  本日の講演会は，第１部，第３部につきまし

ては，韓国語又は日本語への逐語通訳により進

めさせていただきますが，第１部と第３部以外

につきましては，韓国語で聞かれる方のみ，受

付でお配りしたイヤホンでお聞きいただきたい

と思いますので，よろしくお願いします。 

 

 

開会のあいさつ 

 

○司会（黒川） 始めに，法務省法務総合研究所

の鶴田所長からごあいさつがございます。 

○鶴田法務総合研究所長 ただ今御紹介を受けま

した法務総合研究所の鶴田でございます。主催

者といたしまして一言ごあいさつ申し上げます。

本日は，大変お忙しい中，「日韓知的財産権訴

訟の現状と展望」をテーマといたしますこの講

演会に御列席を賜りまして，誠にありがとうご

ざいます。 

  この講演会は，先ほども紹介がありましたが，

最高裁判所，法務省民事局，それから日本弁護

士連合会及び日本弁理士会の後援をいただきま

して，財団法人国際民商事法センターとの共催

により，東京と大阪で開催することとなってお

ります。 

  御存じのとおり，近年，我が国では，知的財

産立国としてこの国を力強くよみがえらせよう

という動きが活発化しております。このような

動きの中で，知的財産が保護される体制を整え

るために，司法制度改革審議会が知的財産権関

係事件への総合的な対応強化の必要性を指摘し

ました。その後設置されました司法制度改革推

進本部におきましても，この関係の訴訟の充実

と迅速化を主要なテーマとする検討会が開かれ

ております。また，平成１４年に成立しました

知的財産基本法に基づいて設置されました知的

財産戦略本部におきましても，知的財産権訴訟

の在り方について更に検討を行うということに

なっておりまして，そのための専門調査会も設

けられたところでございます。一方，韓国にお

きましても，１９９８年３月１日に，全国を管

轄する特許法院が新設されております。そこで，

日韓知的財産訴訟の比較検討の場といたしまし

てこの講演会を開催するということにした次第

でございます。 

  本日の講師は，韓国特許法院の趙龍鎬首席部

長判事，東京地方裁判所の飯村敏明部総括判事

をそれぞれお招きしております。また，法務省

民事局参事官室から，平成１５年７月に成立し

ました改正民事訴訟法のうち知的財産訴訟に関

する事項につきまして，立法担当者の立場から

報告をしていただく予定でございます。第一線

で御活躍の先生方におかれましては，大変お忙

しいところ，今回の講演等を快く引き受けてい

ただきまして，この場をお借りいたしまして厚

く御礼申し上げます。 

  本日は，最高裁判所，法務省民事局の職員の

皆さん，それから日本弁護士連合会，日本弁理

士会，財団法人国際民商事法センターの会員の

皆さんにも御列席いただいておりますが，本日

の講演会が御列席の皆様にとりましても，また

日韓両国の法制度の発展にとりましても大いに

意義のあるものになることを期待いたしまして，

私のあいさつとさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

○司会（黒川） 続きまして，財団法人国際民商

事法センター理事，元ローエイシア会長であり

ます，裁判官御出身の，松尾綜合法律事務所の

小杉丈夫弁護士からごあいさつがございます。 

○小杉財団法人国際民商事法センター理事 小杉

でございます。主催者の一つであります財団法

人国際民商事法センターを代表して一言ごあい

さつをいたします。 

  本セミナーの趣旨，あるいは日本の中でこの

知財の重視・強化ということがどういうふうに

進んでいるかということのお話は，今，鶴田所

長の方からなされましたので，私の方では，こ

の会が行われるに至った経過というようなもの

を若干お話して，私の責めをふさぎたいという

ふうに思っております。 

  鶴田所長からお話があったように，韓国では

１９９８年の３月に特許法院が発足いたしまし

た。たまたま私は１９９７年から９９年にかけ
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て，アジアの法律家の団体でありますローエイ

シアというところの会長の職をしておりまして，

９９年に韓国で定期大会を開催するということ

になっておりました。そういう関係があって，

私は韓国にかなり足しげく通いまして，裁判所

―向こうでいうと法院ですね―とか，弁護士会，

あるいは法務省の関係の方といろいろ話をして

おりました。そういう中で，国際民商事法セン

ターの事業として日本と韓国の交流ということ

をもう少しやらなければいけないということが

ございまして，日本の法務省と韓国の大法院の

間の橋渡しをしまして，そこで日韓パートナー

シップ研修という，不動産登記を中心とした登

記担当官の共同研修というものが立ち上がった

わけでございます。 

  法務省の法務総合研究所，それから私どもの

国際民商事法センターのアジアへの支援には幾

つかのレベルがあって，例えばベトナムとかカ

ンボジアというような国は，社会主義の体制か

ら市場経済へ移るという大きな課題を抱えてい

るものですから，制度や法律をつくるという，

非常に初歩的というかベーシックなところの支

援をする。中国のように，そういう段階を一つ

超えてどんどん進んでいる，日本の企業も進出

しているというようなところについては，我々

の方の要望，あるいは我々が困っているという

ことも向こうの立法に反映させていただくとい

うような趣旨からいろいろな企画をやっており

ます。 

  韓国との関係というのは，そういうところと

比べると，言わば成熟した関係というふうに言

ってよいかと思います。対等の立場で，お互い

の経験を交換するという立場でやっていこう，

先方が進んでいるところについては，我々も学

ぼうということです。先ほど触れた，登記官の

パートナーシップ研修も，そういう目的で始め

たわけでございます。 

  そういう中で，特許法院が発足いたしました。

たまたまその初代の特許法院長になられたのが，

私が７７年のソウルでのローエイシア大会のと

きからじっこんにしていただいている崔判事で

あったわけです。早速法院に招かれて，いろい

ろと新しい特許法院の話を聞かせていただき，

また見学もさせていただきました。それで，こ

れはまたすごいものができたなと思っておりま

したところ，昨年の国際民商事法センターの理

事会で，登記官の研修の後に何をやろうかとい

うことが議題になったわけでございます。早

速，私は，是非この特許法院というものをテー

マにして企画を組んでもらいたい，今の世界の

流れから見ると特許・知的財産権というのは日

本にとって非常に大事なものだと思う，目がア

メリカばかりに向いているけれども，隣国の韓

国の改革の発展は必ずや日本にも役に立つに違

いないということでお願いをしたわけでござい

ます。 

  そういう意味で，私は，今日のこの講演会が

実現したことを大変うれしく思っております。

趙判事にも韓国から来ていただき，また日本の

裁判所から飯村判事に出ていただいて，必ずや

質の高い，また刺激の多い議論が展開されるで

あろうと期待しているわけでございます。 

  今お話をしたような趣旨で，是非，この講演

会を第一歩として韓国との知的財産権について

の関係を強めたいと考えております。そういう

ことで，今日の講演会では，是非会場にいらし

た方々も質問その他の形で参加をしていただき，

有意義な形にしていただければ有り難いと思っ

ています。本日はどうもありがとうございまし

た。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  ここで若干の準備がありますので，午後１時

２０分まで休憩に入らせていただきたいと思い

ます。 

  なお，本日お手元にお配りしております質問

票は，講演を聞かれて講師の先生方に質問した

いと思われた事項をお書きいただくためのもの

です。休憩時間に係の者が回収に回りますの

で，御提出ください。時間に余裕がありました

ら会場から直接マイクで質問をお受けいたしま

すが，なるべくこの質問票にお書きくださいま

すよう御協力よろしくお願いいたします。 

  それでは，少し休憩にさせていただきます。 

 

（休  憩） 

 

○司会（黒川） それでは，講演会に移ります。 

  本日は，韓国と日本の知的財産権訴訟の現状

と課題につきまして，それぞれ実質約４５分の

講演をしていただいた後，お二人の先生方の討

論や，会場からの質問を受けた質疑応答を約５

０分程度行う予定にしております。質疑応答の

際には，本日お集まりの皆様からの御質問にで

きる限りお答えしたいと考えておりますので，

活発な御質問をお願いいたします。 

 

 

 第１部 講演（東京・大阪共通） 

 

「韓国の知的財産権訴訟の 
現状と課題」 

 

講師：大韓民国特許法院首席部長判事 
   趙  龍 鎬 

 

○司会（黒川） それでは，第１部の講演に移ら

せていただきたいと思います。 

  第１部の講師をしていただく趙龍鎬判事は，
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韓国の裁判官で，現在は特許法院の首席部長判

事として裁判実務に携わられております。今

回，この講演会のために韓国からお越しいただ

きました。 

  それでは，趙判事には御講演をよろしくお願

いいたします。 

○趙判事 皆さん，こんにちは。私は，ただ今紹

介を受けました韓国の特許法院の首席部長判事，

趙龍鎬でございます。私は韓国の特許法院で審

決取消訴訟についての業務を担当しております。

皆様の前で韓国における知的財産権訴訟の現状

と課題について講演することを誠にうれしく存

じます。 

  まず韓国の特許訴訟についてお話し申し上げ

ます。 

  特許訴訟にはいろいろな分類がございますけ

れども，狭義の特許訴訟とは，実定法上，特許

法院の専属管轄となっている特許審判院の審決

又は却下決定に対する取消訴訟のみを指します。

そして，狭義の特許訴訟というのは，特許法

院，そして大法院という審級構造を持っており

ます。 

  一方，特許侵害訴訟は，特許侵害の有無，そ

してその救済に関連した一般の民事訴訟で，実

定法上，損害賠償請求訴訟，そして侵害差止請

求訴訟，信用回復措置請求訴訟及びこれに関連

する仮処分などがありまして，地方法院―こ

の法院というのは裁判所です。地方裁判所，高

等裁判所，大法院―大法院というのは最高裁判

所です。このような審級構造を持っています。 

  特許と関連した訴訟の構造を見ますと，まず

第一に特許侵害の有無及びその救済に関連した

訴訟は，法院において一般的な民事訴訟又は刑

事訴訟手続によって処理され，次に特許権の発

生，変更，消滅及び無効に関する紛争は，行政

府であります特許庁傘下の特許審判院が管掌す

る特許審判手続に沿って処理され，法院は直接

特許の有効，無効を宣告することができず，た

だ，特許審判院の結論の当否に関してのみ判断

できるという点に，その特徴があります。すな

わち，特許権の発生・変更・消滅といったもの

は，行政府であります特許庁においてなされ，

一方，登録された特許権の解釈，侵害の有無の

判断及びその救済関連の手続は法院において管

轄するという二元的な構造を採っております。 

  次に現在の特許訴訟制度の歴史的経緯につい

てお話し申し上げます。 

  従来の特許審判制度は，１９４６年の旧特許

法制度当初からほぼ５０年にわたりまして，特

許庁の審判所と抗告審判所という２段階の行政

審判を経た後，大法院を最終審とする特別行政

争訟体系を維持してまいりました。しかしなが

ら，１９９３年にスタートしました文民政府，

これは金泳三（キム・ヨンサム）政権のことを

申しますが，この金泳三政権の発足とともに始

まりました司法制度改革は，これまでの特許審

判制度を全面的な改革の対象といたしました。

すなわち，特許審判制度はその制度的趣旨にも

かかわらず，特許庁の抗告審判に内在する問題

点と限界を露呈したのです。特許紛争も先進各

国のように裁判官による裁判が必要であるとい

う認識が広がったことで，特許審判制度の全面

的な再検討が必要となったわけです。 

  この特許審判制度の改革に関しましては，主

に科学技術産業界を代弁する特許庁と，法曹界

を代表する大法院との間で活発な意見が交わさ

れました。大法院は，特許庁の抗告審判所の審

決に対してソウル高等法院に提訴し，その判決

については大法院に抗告できるようにし，技術

判事でない特許審理官を置くという内容の法律

案を作成して国会へ提出いたしました。 

  これに対し特許庁では，一般の裁判官と同等

の権限をもって審理と裁判に参加する技術判事

を新設して，高等法院クラスの特許法院を設け

るといった内容の法律案を国会に提出いたしま

した。 

  国会における法律案の審議では，審級構造だ

けを変えるのか，あるいは特許法院を別に設立

すべきかという問題，さらには技術判事制度を

導入すべきかどうかといった問題が議論されま

した。 

  国会の法制司法委員会では，「技術判事制度

の導入は不可である。」と決定いたしました。

これに基づきまして大法院と特許庁は，数回に

わたる意見調整を行いました。その結果，特許

訴訟の審級構造を改善して，法院が事実審を担

当することにしました。しかしながら，同時に

高等法院クラスの特許法院を新設し，その訴訟

を担当させ，特許法院に技術審議官を置き，特

許庁の審判所と抗告審判所を統合して特許審判

院を設け，そして専門法院である特許法院の判

事を補充してその専門性を高め，審決などの取

消訴訟における弁理士の訴訟代理権を保証する

ということで合意いたしました。こういった合

意に基づきまして直ちに国会では，関連法令の

改正手続に入りました。 

  では，次に，狭義の特許訴訟であります特許

訴訟における審決取消訴訟を中心に，その現状

と課題について探ってみたいと思います。 

  特許侵害訴訟に関しましては，現在，知的財

産の専門担当部が設けられておりますソウル高

等法院（ソウル高等裁判所）と，ソウル地方法

院（ソウル地方裁判所）を中心に，その現状と

課題について簡単に触れたいと思います。 

  では，次に韓国における特許法院の運用状況

についてお話しいたします。 

  まず特許法院開院の歴史的意味についてです。

特許法院は１９９８年３月１日，全国を管轄す
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る高等法院級の専門法院として新設されました。

司法の近代化１００周年を契機に行われた司法

改革の一環として設立された特許法院は，特許

訴訟におけるこれまでの審級構造を改変しまし

て，新たに設立された特許審判院の審決，又は

決定に対する不服の訴えを特許法院の専属管轄

とすることで，これまでの特許庁抗告審判所が

行っていた審判を，法院の裁判へと格上げさせ

たということが言えます。これにより，科学技

術問題に関する裁判を事実審として独立した専

門法院が管轄することになったという点から，

特許法院の開院は非常に重要な歴史的意味を持

つと考えられます。 

  次に，特許法院の人的構成についてです。現

在，特許法院は，法院長を含め裁判官１０名，

技術審理官９名，それから一般職員４０名余り

で構成されております。裁判部は，この特許法

院が開院されて以来，三つの裁判部で構成され

ております。各裁判部は，高等法院の部長判事

であります裁判長１名，それから高等法院の判

事２名から構成され，それ以外に技術審理官，

参与事務官によって裁判業務を行い，補助員が

その裁判業務を補佐しています。 

  次に法官（裁判官）の専門化についてお話し

いたします。 

  科学技術問題に関する専門法院としての特許

法院の場合，裁判官の科学マインドの向上，そ

れから産業財産権分野に関する様々な研修や経

験の蓄積といったものが重要であります。その

ため，特許法院に所属する判事の任官に当たり

ましては，海外留学時又は大学院において知的

財産権分野を専攻したかどうかといった点を考

慮しております。在任期間につきましても原則

として陪席判事は３年，裁判長は２年とするこ

とで，現実的な経験の蓄積により，専門裁判官

としての素養が養えるよう配慮されています。 

  特許法院の裁判官たちは，この特許法院が新

設されて以来，ソウル大学の工学部，それから

科学技術院の教授を招いて，機械・電子・化学

分野に関する基礎理論及び半導体，生命工学と

いったハイテク技術分野についての講義を受け

ております。それから，毎年，大徳科学研究団

地の様々な研究所を訪問いたしまして，最新技

術に関する情報の収集に努めております。 

  また特許訴訟が持っている国際性を勘案しま

して，特許専門の裁判官を知的財産権関連の各

種の国際会議に出席させています。このように

国際的な情報交流にも多くの関心を払っていま

す。特許法院の裁判官や侵害訴訟を担当してい

ます地方裁判所，そして高等裁判所の裁判官ら

は知的財産権法研究会を設立し，その活動を通

じて各種の専門知識の涵養，そして意見交換を

行っております。また，特許法院の中でも，特

許訴訟実務研究会を作っていまして，継続的な

研究活動を行っています。その結果，特許訴訟

実務に関するガイドである「特許裁判実務便覧」

それから論文集の「特許訴訟研究」の１，２巻

を発刊しております。 

  次に技術審理官についてお話しいたします。 

  技術審理官の選抜ですが，特許法院の技術審

理官は，全員が特許庁において１０年以上審査

業務に従事した経歴を持ち，担当分野の審査課

長や審判官として在職する書記官クラスの特許

庁の公務員の中から特許庁の推薦を得て採用さ

れております。現在，特許法院や大法院で勤務

しております技術審理官や特許調査官は，その

ほとんどがアメリカ，日本，ヨーロッパなど

で，長期間特許分野について研修を積んだ経歴

の持ち主です。これと同時に，特許庁の公務員

以外の，例えば学会，研究所の研究者の中から

技術審理官を採用しようという案も提案されて

います。 

  具体的な事件における技術審理官の指名に関

してですが，技術審理官９名は，各裁判部，三

つの裁判部がありますけれども，各裁判部に，

電気・電子，機械，化学専攻が１名ずつ，計３

名が配属されております。それから，技術審理

官以外に別途の特許調査官は特に置いておりま

せん。 

  次に技術審理官の業務についてです。 

  技術審理官は，特許関連事件の技術的事項に

ついて，判事の諮問に応じ，裁判の審理に参加

して，当事者に質問することができます。裁判

の合議に際しては意見を述べることができます

けれども，判決の決定に参加する権限はありま

せん。担当技術審理官は，当事者間の攻防内容

を書面によって検討した後，第１回の準備手続

期日前に技術説明書を作成し，裁判部に提出

し，技術の内容や争点について説明いたしま

す。準備手続期日及び弁論期日に参加し，受命

裁判官又は裁判長を通じて，若しくは直接，当

事者や代理人に対して質問することができます。 

  また，審理が終了し判決を言い渡す時期に

は，技術内容について裁判部との間で十分な協

議を行い，当該事件に対する意見書を作成し，

裁判部に提出いたします。裁判部は，こういっ

た意見書，そして審理結果を基に判決について

合議を行いますけれども，この意見書の内容は

当該裁判部を羈束するものではなく，合議の過

程で参考資料として利用されます。また，合議

に際し，技術的な疑問が生じた場合には，技術

審理官を参加させ諮問を求めることもできます。

また，技術審理官の報告書や意見書などは公開

されません。 

  では，技術審理官の勤務形態についてお話し

いたします。 

  特許法院の開院当初は，技術審理官を特許庁

から派遣してもらうという形を採っておりまし
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た。しかし，２０００年１月１日からは，技術

審理官の勤務形態が変わりました。これまでの

特許庁からの派遣ではなく，法院公務員に任命

するということになりました。特許庁職員が法

院公務員という形で転職してきて，そしてまた

特許庁の職員に戻るという出向の形態に変わっ

たということです。 

  次に，特許法院の業務状況です。 

  まず，受理件数，処理件数，原告勝訴件数，

そして上告率について申し上げます。 

  ２０００年度から２００２年度までの３年間

の統計は，表１（本誌１５４頁参照）に出て

いるとおりでございます。 

  まず，受理件数，これは新件に関してです

が，２０００年には８６６件，２００１年には

７２８件，２００２年には８４４件ということ

で，３年間の年平均受理件数は約８１２件であ

ります。一方，年度別の特許，実用新案，意

匠，商標の受理件数を見ますと，年を追うごと

に特許，実用新案事件の割合は増加する傾向に

ありますが，逆に商標事件の割合は減少する傾

向にあります。また，新件の受理件数を，当事

者系と決定系事件に分けて分析してみますと，

当事者系事件の割合は増加する一方で，決定系

事件の割合は減少していることが分かります。

また，３年間の年平均処理件数と判決件数を見

ますと，８３５件に対して６９９件ということ

で，処理件数は受理件数を若干上回っておりま

す。 

  また，原告勝訴件数（審決取消件数）を見ま

すと，３年間の原告勝訴率は約３４.５パーセ

ントです。 

  上告件数を見ますと２０００年には４００件，

５２.９パーセント，２００１年には４９.８パ

ーセント，２００２年には４５.５パーセント

となっています。 

  特許審判院の審決・決定件数と提訴件数を見

ますと，特許審判院の審決・決定件数は絶対的

に増加しているにもかかわらず，特許法院への

提訴比率は相体的に減少しております。このよ

うに統計で見ますと，新件の受理件数は毎年増

減を繰り返しており，処理件数と判決件数はこ

れに連動していることが分かると思います。 

  この毎年増減を繰り返しております産業財産

権に関する紛争は，その時々の経済状況による

ところが大きいために，通貨危機以後は経済の

停滞によりまして新件の受理が一時的に減少す

るという状況がございましたが，その通貨危機

を克服したことにより再び特許紛争は増加いた

しました。しかし，最近の全般的な景気低迷の

影響を受け，訴訟費用が負担となるために，２

００３年度には提訴を躊躇するケースが増え，

事件件数は再び減少していると考えられます。 

  しかしながら，原告勝訴件数と上告件数及び

特許審判院の審決決定に対する提訴の割合は

年々減少していると言えます。このような傾向

は近年，特許審判院が大法院と特許法院の判例

を熟知した上で，それに合った審決を行おうと

懸命に努力をした結果であると言えます。ま

た，特許審判院の審決が特許法院において取り

消された場合，審判官に人事上の不利益を与え

たり，あるいはそれがきっかけになりまして年

俸契約における減額事由になるなど，特許審判

院が制度の運営において努力をしているという

ことも，大きな要因の一つと言えると思いま

す。特許法院におきまして，２，３年勤務をし

た技術審理官が特許庁に復帰し，特許法院で得

た実務知識を広め，十分活用することで，特許

審判院の審決に対する信頼を高めたこともその

理由の一つとして挙げることができます。 

  したがいまして，特許審判院の受理件数が増

えているにもかかわらず，特許法院の受理事件

が減っているのは，特許法院が地位を固めてい

るということの証拠でありまして，国民の知的

財産権の保護におきましては非常に望ましい傾

向であるということができます。 

  一方で，毎年，特許事件の割合が増加し，商

標事件の割合が減少しているということで，韓

国でも審決取消訴訟に先進国化の傾向が見られ

るということができると思います。 

  また，特許訴訟における全体の処理件数のう

ち，技術審理官が参加して処理を行った事件を

見ますと，２０００年に２７２件，２００１年

に３１１件，２００２年に３３５件と，毎年そ

の比率が増加していることが分かります。技術

審理官は特許・実用新案事件に関する審理に参

加しているわけですので，こういった比率の変

化は，特許そして実用新案事件が増加し続けて

いるということを示すものであると言えます。 

  次は，事件の処理に要する時間，審理期間に

ついてです。 

  最近３年間におきまして特許法院で事件処理

にかかった時間は，表２（本誌１５７頁参照）

にあるとおりです。事件の処理に要する時間に

違いが見られますのは，事件の種類別に事案の

複雑性，難易度に違いがあるということ，そし

て，それに伴いまして，事前の準備書面の攻防，

それから準備手続期日の進行の有無など，手続

的に様々な違いがあるからです。 

  特許法院が開院される前の特許庁の抗告審判

所における３年間の平均処理時間，審理時間と

いうのは１４か月程度でした。しかしながら，

特許法院の最近３年間の審理期間は，約８.３

か月となっています。これは，特許庁の抗告審

判所での事件処理に要する期間に比べますと，

平均して５～６か月ほど短縮されたことになり

ます。 

  また，全国の高等法院において事件の性質が
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類似する行政訴訟事件の控訴審にかかる時間は

約８.９６か月ですが，これよりも短いという

ことが言えます。これは，産業財産権に対する

迅速な権利保護が特許法院設立の要因の一つで

あるという認識の下に，特許法院が開院された

当初から集中審理制度を導入いたしまして，こ

れに成功した結果であると言えます。また，最

近におきましては，新しい民事訴訟法の施行に

伴いまして，平均審理時間というのは更に短縮

される傾向にあります。 

  次は，渉外事件の現状についてです。 

  ２０００年から２００２年までの毎年の受理

件数全体の中で，外国人，外国法人を含みます

けれども，外国人が当事者となるいわゆる渉外

事件の推移を見ますと，２０００年には３０９

件で３４.１パーセント，２００１年には２７

５件で３４.５パーセント，２００２年には２

２７件で２８.３パーセントでありました。種

類別に見ますと，商標権に関する訴訟が一番多

いということが分かります。特許権に関して言

いますと渉外事件の割合は増加しており，商標

権の場合は渉外事件の割合が減少していると言

えます。これは，特許法院開院以降２００２年

までの間に国際的な商標紛争の相当部分が判決

によって解決したということ，そして特許法院

の判決により関連する争点についての法院の見

解が確立されたからだということが言えます。

このように「国境なき経済」というメガコンペ

ティションの時代を迎え，渉外事件は今後もま

すます増加するものと予想されます。 

  次に，訴訟代理人の現状について申し上げま

す。 

  この特許法院を設けるに当たりまして最も大

きな争点でありました弁理士の訴訟代理人資格

の問題，これが非常に大きな議論を呼びました

けれども，これが認められました結果，審決な

どの取消訴訟において多数の弁理士が訴訟代理

を受け持つことになりました。 

  弁護士と弁理士の割合を見ますと，もちろん

この場合は，弁護士でありながら弁理士として

登録した代理人は，自分で「弁理士」と言って

おりますので，ここでは弁理士と判断しました

が，その割合を見ますと，おおむね弁護士２５

パーセント，弁理士７５パーセント程度で，特

許訴訟では弁理士が訴訟代理人になる場合が圧

倒的に多く，弁護士の割合は毎年わずかではあ

りますけれども減少していることが分かります。 

  このように弁理士が訴訟代理人を務める割合

が高くなっている理由といたしましては，まず

第１に，特許法院の事件の中で，主に弁理士が

代理を行う特許や実用新案事件の割合が増えて

いること，第２に，特許庁への出願・審判段階

で代理を行った弁理士が，特許法院における訴

訟でも引き続き代理を務める事例が増えている

こと，それから第３に，弁護士と弁理士の両方

の資格を備えた代理人が弁理士として訴訟を遂

行するケースが増えていることが理由として挙

げられます。 

  次は，特許法院の審理方式であります。集中

審理方式について申し上げます。 

  特許法院では，充実し，かつ迅速な審理のた

めに，準備手続というものを活用する集中審理

方式の裁判運営をしています。特許・実用新案

事件は原則として準備手続に回付します。そし

て，準備手続期日前に裁判部全員が参加する技

術説明会を開催して，準備手続期日において

は，主審判事が受命法官として技術審理官とと

もに争点と証拠関係を整理した後に弁論期日を

指定することになります。原告の訴状提出に伴

う被告側答弁書の提出，そしてこれに対するそ

れぞれ１回の準備書面での攻防を経た後で，事

件を準備手続に回付し，準備手続期日もできる

限り１～２回の期日で終了させて弁論期日を指

定することになります。そして，意匠・商標事

件の場合，訴状と答弁書が提出されると，裁判

長は直ちに弁論期日を指定します。弁論期日に

は証拠調査などの集中審理を重点的に行うこと

によって，事件の迅速かつ適正な解決のために

努力しています。特許・実用新案事件の場合，

弁論期日よりも準備手続に重点が置かれている

点がありますが，これは，当事者に十分な説明

をさせ，これに対して相手側も十分に反論する

機会を与えるという充実した審理を行うことに

よって当事者の審理に対する信頼感も極めて高

くなっています。 

  それでは，次に，これまで過去５年間の特許

法院の運用に対する評価について申し上げます。 

  まず肯定的な評価から申し上げます。 

  特許法院は，特許庁の抗告裁判所における事

件処理期間に比べて，科学技術をめぐる紛争の

審理時間を平均５～６か月程度短縮し，迅速な

権利保護を確保しました。それによって国民の

信頼を得ただけでなく，上告率を減らし，大法

院の裁判負担を軽減させるという現実的な効果

ももたらしています。また，従来までは行政審

理手続にのっとって行われていた事実審理が裁

判所の司法手続によって行われるようになりま

した結果，国民の裁判を受ける権利というもの

が保障され，国民に対する司法サービスという

面でも強化され，審理も以前より慎重かつ適正

に行われることになりましたので，その結論に

対する国民の信頼感も得られただけではなく，

国家の信頼感も高めたということで，重要な意

味合いを持っています。また，特許法院の判決

は従来の特許庁の抗告審判所の審決よりも判決

内容が充実していて，先例としての価値を有し

ております。したがって，類似事件を処理する

特許庁の関係者からも大変好意的な反応を得て
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います。 

  特許法院が，科学技術専門家である技術審理

官というほかの国にはない韓国独特の制度を設

け，技術審理官がその準備手続，また弁論に参

加し，事実上判事とともに裁判を行うことを可

能にしました。その結果，科学技術者の意見が

尊重される新しい制度を見出したということで，

これは韓国特許法院の持つ重要な特色と言えま

す。 

  それでは次に，運用における問題点について

申し上げます。 

  審決取消訴訟は特許法院が管轄し，特許侵害

訴訟は一般の民事裁判所が管轄するということ

で，同一の事案に対して異なった判決が出る可

能性があります。 

  また，２０００年３月に特許法院がソウルか

ら大田（テジョン）という地方都市に移ってお

ります。しかしながら，ほとんどの訴訟事件の

当事者又は代理人はソウルに集中しております

ので，当事者は訴訟遂行上の不便を被っている

だけではなく，さらに訴訟費用の負担というも

のも余儀なくされています。 

  また，長期勤務が困難なために，優秀な裁判

官となる上で必要な経験を積むことが困難にな

り，特許法院の長期的な発展計画に支障を来す

おそれがあります。 

  また，弁理士の訴訟代理が増加し，弁理士は

基本的な訴訟手続に関する知識が不足している

ことから，その弁理士が主張や立証責任の所在

をきちんと把握できないといった問題がありま

す。 

  これらの問題を解決するため，裁判所は釈明

権というものを行使しておりますが，釈明権の

行使というものも限界があるという現実的な問

題も出ています。 

  それでは次に，韓国特許法院の将来の課題に

ついて申し上げます。 

  まず管轄拡大，つまり，管轄集中の問題で

す。 

  特許法院は，特許審判院の審決などの取消訴

訟のみを管轄しております。しかし，これま

で，学会や大韓弁理士会又はテジョン地域住民

などを中心に，特許法院の管轄を，特許権侵害

に対する民事訴訟，つまり，特許侵害訴訟と，

そして特許権関連の行政訴訟にまで拡大させる

べきだという主張が根強く提起されています。

したがって，現在，国会でその管轄集中のため

の法院組織法改正案について審議中です。特許

紛争の効率的な解決と専門的な裁判能力という

ものは，審決などの取消訴訟だけではなく，特

許侵害訴訟においても必要となります。特許侵

害訴訟を特許法院のみの管轄とした場合，特許

関連の紛争を迅速かつ効率的に解決し，無意味

な訴訟手続の繰り返しを避けるだけでなく，産

業財産権に対する統一的な解釈が確保できると

いう長所があります。 

  しかし，先ほど申し上げましたように，特許

法院がテジョンという地方都市にあるために，

そこから離れた場所に住む当事者や代理人が不

便を被ることになっています。また，特許侵害

訴訟では弁理士の訴訟代理人資格が認められて

いないために，特許法院が管轄する訴訟事件の

中で弁理士の訴訟代理権が認められるものとそ

うでないものが生じることになります。したが

って，訴訟代理権に関しては混乱が起きる可能

性があります。管轄を集中しても，控訴審に限

定されるため，現実的な件数が少なく，管轄集

中という効果が半減せざるを得ないといった現

実的な問題が生じます。 

  ですから，管轄集中の問題につきましては，

このような長所と短所というものを十分に踏ま

えた上で，司法制度全体の枠組みの中で検討

し，慎重にアプローチしなくてはならないと思

っています。 

  次は，技術判事制度の導入問題について申し

上げます。 

  特許法院設立当時から，科学技術界を中心

に，技術判事を選抜すべきだという一部の主張

がありました。しかしながら，ドイツを除くほ

ぼすべての先進国では，裁判官が特許訴訟を担

当しています。特許訴訟において最も重要な争

点は，技術内容を把握した上での法律的な評価

です。したがって，法律家でない技術専門家が

裁判を行うというのは望ましいとは言えません。

また，技術判事を置いたとしても，彼らも結局

は自分の専門分野以外は専門性がないことにな

ります。したがって，最先端技術の場合は，技

術判事といえども外部の専門家の助けを必要と

することになりますので，専門性に欠けるとい

う点では同じことになります。さらにその上

に，技術審理官の場合は，２～３年ごとに新し

い技術分野を習得した者を選抜して，技術の発

展に対応することができますが，身分保証を必

要とする技術判事の場合は，新しい技術の発展

に対応するのは難しいと思います。実際の審理

の上では，判事は技術審理官の補佐を受けなが

ら十分に技術内容を理解した上で準備手続を進

めているため，判事が技術内容をよく理解して

いないといったことが原因で問題が生じたこと

はなく，また，訴訟代理人からも，判事が技術

内容をよく理解していないといった苦情なども

出ておりません。こうしたことから，技術判事

の選抜というのは，現行法上も根拠がありませ

んし，またその必要性も存在しません。 

  次は，権利範囲確認審判制度の廃止について

申し上げます。 

  権利範囲確認審判とは，実務上，（カ）号発

明と称するある特定の技術の実施形態や登録権
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利がほかの先行特許権などの権利範囲に属する

か否かを，行政機関である特許審判院が判断す

る審判のことを指しています。 

  権利範囲確認審判は比較法的にその例がまれ

ではありますが，韓国における特許訴訟の実務

においては，表３（本誌１６１頁参照）のとお

りに，新件の受理件数における権利範囲確認事

件の割合が，２０００年には１４.８パーセン

ト，２００１年には１８.８パーセント，２０

０２年には２３.２パーセントと毎年増加して

おり，かなり重要になっております。 

  権利範囲確認審判は，知的財産権専門担当裁

判部の侵害訴訟とも関連があるために，侵害訴

訟担当法院は，権利範囲確認審判が提起された

という資料が提出されますと，その結果を参酌

するため裁判期日を推定したりもします。 

  このように権利範囲確認審判制度は実務上の

重要な地位を占めているにもかかわらず，審決

の効力や応訴当事者の被害などを考慮しますと，

権利範囲確認審判を廃止，あるいは存続するに

しても特許法院に審決取消訴訟を提起できない

ように制限すべきだという主張があります。 

  次は，技術諮問団の活用問題について申し上

げます。 

  ほとんどの特許事件における技術的争点とい

うのは，裁判部が技術審理官の説明を聞けば十

分に理解できるものであり，また，一部の事件

については，技術審理官の説明がなくても裁判

部自らが問題なく理解できるものであります。

しかしながら，特定の分野においては，高度の

専門知識がなくてはその判断が難しい場合があ

ります。 

  この場合，技術審理官は，その分野の専門家

と裁判部の中間的な立場に位置することになり

ます。したがって，裁判部としては，技術審理

官から基本的かつ普遍的な技術的説明以上を期

待することは困難になります。こういった事件

を処理するに当たっては裁判部も技術審理官も

多くの時間を費やさなくてはならなくなります

ので，効率的な裁判が確保できないおそれがあ

ります。特に，９人の技術審理官がすべての技

術分野を担当している現在の状況の下ではこう

した問題がしばしば発生しますが，これに対す

る対応策として検討に値するのが技術諮問団へ

の委嘱です。 

  次は，電子法廷と電子図書館の設置について

申し上げます。 

  特許法院の新庁舎建設に伴って，科学技術に

関する未来型の専門法院としての象徴性と信頼

性を高めるという観点から，電子法廷，電子フ

ァイリング及びリモート映像裁判などの先端技

術を採用した電子法院の導入が長期的課題とし

て検討されています。 

  さらには，特許法院の新庁舎に特許法関係の

図書館を設置して，知的財産権の中の産業財産

権の分野に関するいわゆる情報のメッカの役割

を遂行させ，それと同時に，これらの情報を弁

護士，弁理士なども利用できる中央図書館とし

ての役割を負わせることにしています。 

  特に，特許図書館は，既存の図書館とは差別

化した，いわゆる電子図書館というモデルを目

指しております。 

  次は，韓国における侵害訴訟の専門担当裁判

部の現状と課題について申し上げます。 

  まず，侵害訴訟専門担当裁判部の現状の中か

ら，人的状況について申し上げます。 

  ２００２年末現在で知的財産権関連の侵害事

件を担当する専門部としては，ソウル地方法院

の一つの部に３人の判事，そして知的財産権関

連の申請事件を担当する申請部の一つの部に３

人の判事，そしてソウル高等法院の知的財産権

専門部の二つの部に６人の判事が配属されてい

ます。しかしながら，これらの裁判部は，知的

財産権関連事件だけではなく，一般的な民事事

件も共に担当しており，その専門担当割合を見

ますと，表４（本誌１６３頁参照）で示されて

いるとおり，３０～４０パーセントにすぎませ

ん。地方法院及び高等法院の知的財産権専門担

当部の判事に関する人事は，特許法院の場合と

は異なりまして，海外留学時又は大学院での専

攻分野や，知的財産権関連の業績といったもの

が考慮されず，人事異動時に転入されてくる序

列別に配属されています。勤務期間も１～２年

で，ほかの一般の裁判部の判事と変わりありま

せん。また，特許法院における技術審理官や大

法院における特許調査官のような制度も設けら

れておりません。したがって，侵害訴訟事件，

特に仮処分事件のような，科学技術の専門家の

助けがあって始めて適正な主文が作成できる，

そういったときに専門家の助けが得られないと

いうことになります。 

  次は，事件の現状について申し上げます。 

  表４を御覧ください。これはソウル高等法院

の知的財産権専門担当部，ソウル地方法院の知

的財産権専門担当部及び申請部における２００

０年から２００２年までの新件受理事件の中か

ら，知的財産権関係事件の数字と，そして事件

全体における割合を示したものです。地方法院

知的財産権専門担当部が担当する知的財産権関

連事件は，２０００年の１３０件から，２００

１年には１５６件，そして２００２年には１７

８件と，絶対件数が増えており，事件全体に対

する専門担当事件の受理比率というのも，２

５.８パーセントから４５.５パーセントに上昇

しています。２００２年に大きく増加が見られ

る理由としては，民事訴訟法の改正によって，

知的財産権事件に対し，ソウル地方法院に競合

的管轄権を認めたことが一つの要因として挙げ
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られます。また，ソウル高等法院の事件も，本

案事件が，２０００年の９９件から，２００１

年，２００２年，それぞれ１２８件に増加して

います。そして，抗告事件も，２０００年の６

５件から２００１年には７６件，２００２年に

は８３件に増え，専門担当事件の割合も上昇し

ています。ただ，ソウル地方法院申請部の知的

財産権関連事件の新件受理件数は，２００１年

の１５３件から，２００２年には９７件と，大

きく減っております。その原因は不明でありま

すが，ただ，ソウル地方法院申請部において

は，暫定的地位を定める仮処分事件すべてを担

当しているために，その数が余りにも多く，例

えば２００２年は１，１５６件となっておりま

す。したがって，知的財産権関連事件について

訴訟提起しても迅速な裁判が受けられないこと

になります。したがって，当事者が提訴を嫌う

傾向があるという，そういった見方もありま

す。 

  現在，知的財産権関連の民事事件の受理状況

や，また既済事件の状況，そして平均審理時間

に関する統計というものはまだありません。ソ

ウル高等法院の知的財産権専門担当裁判部であ

る民事４部の場合，２００１年度の処理件数

は，本案事件６４件，抗告事件２８件で，２０

０２年度の処理件数を見ますと，本案事件６０

件，抗告事件が４７件でした。先ほど申し上げ

た既済事件の平均審理時間は，本案事件の場

合，２００１年度で１０.２か月，２００２年度

で９.１か月，抗告事件の場合，２００１年度

が５.９か月，２００２年度が７.８か月でした。

本案事件の審理時間が特許法院の平均審理時間

より長いのは，ソウル高等法院の場合，技術審

理官の補助を得ることができず，技術的問題に

ついて把握するという面で多少の困難が伴った

ためと考えられます。 

  次は，侵害訴訟専門担当裁判部の課題につい

て申し上げます。 

  まず，人的構成，そして管轄などにおける問

題点について申し上げます。 

  ソウル高等法院及びソウル地方法院において

知的財産権関連事件の専門性を強化するために

は，まず判事の配置や任期などについて特許法

院に匹敵する配慮が必要であり，ひいては技術

的な問題を補佐するための技術補佐官の配置と

いった補完的措置が講じられなければなりませ

ん。 

  ただ，大都市の地方法院に知的財産権の専門

担当部を置き，知的財産権関係の民事事件を担

当させており，民事訴訟法も改正し，知的財産

権の専門裁判部が設置された高等法院所在地の

地方法院に特別裁判籍を認めるなど，知的財産

権関連訴訟の専門化のために努力しています。 

  次に，侵害などの立証の容易化について申し

上げます。 

  侵害訴訟において，侵害行為及び損害額の立

証を容易にするための制度が不十分です。した

がって，実務上，（カ）号が特定されないため，

特許公報に添付された権利者の明細書を（カ）

号として添付するなど，侵害行為の形態が明確

ではないために，権利者の権利保護に不十分な

場合が往々にして生じています。日本の特許法

で新たに設けられた侵害行為の立証を容易にす

るための文書提出命令制度の拡充ですとか，積

極否認の場合，侵害行為の具体的な態様の明示

義務規定及び侵害額立証を容易にするための計

算鑑定人制度の導入を主張する意見も出ていま

す。 

  次は，侵害訴訟における無効の判断について

申し上げます。 

  特許庁と法院の権限分配の原則上，侵害訴訟

では，直接特許発明の無効を確認することはで

きませんが，新規性のない発明についてはその

権利範囲を否認したり，侵害発明の技術が公知

の技術であることを理由に実質的に無効を認め

ています。 

  しかしながら，特許発明が進歩性を欠き，そ

の特許権が無効であるという抗弁に対しては，

法院の特許無効審決が確定するまでは他の訴訟

で当然権利範囲を否定できるとはいえないため，

主張自体に根拠がないとの理由で却下されなけ

ればならないというのが，これまでの大法院の

判例でした。しかし，この問題については，主

要先進国のすう勢に合わせた日本の最高裁判所

の２０００年４月１１日の判決と同じように，

進歩性に欠ける場合でも，権利濫用の抗弁を通

じて侵害訴訟の受訴法院において特許の無効事

由を判断できるようにしなくてはならないとい

う意見があります。 

  ただ，大法院は，公知技術から進歩性のない

特許発明の場合ではなく，公知技術から進歩性

のない侵害発明の場合には，それは特許発明の

技術の範囲に属するものであっても自由実施技

術に該当するということを理由にして特許権の

侵害を否認し，迂回的にその無効を認めていま

す。 

  最後に，弁理士に侵害訴訟の代理権を付与す

る問題について申し上げます。 

  韓国では，弁理士の場合，審決取消訴訟に属

さない侵害差止請求訴訟，そして損害賠償請求

訴訟などの民事訴訟の訴訟代理人にはなれない

というのが通説であり，これまでの裁判所の慣

行でもあります。これに対し弁理士会の方で

は，侵害訴訟事件においても弁理士に訴訟代理

権を与えてほしいと強く要請しています。 

  しかし，これまで弁理士は特許侵害訴訟の訴

訟代理人になったことがなく，弁理士は技術内

容についてはある程度知識を持っているかもし
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れませんが，法律の専門家としての基本的な資

質が十分でなく，民事訴訟手続に関する知識そ

して経験がないことが多いために，現在，審決

取消訴訟の裁判を進める上で問題が生じている

のが実情です。 

  今後，産業財産権の専門弁護士をもっと増や

す必要がありますが，弁理士が訴訟代理人にな

るという問題は，弁護士と対等な訴訟法の知識

を身に付けたときに初めて国が政策として決定

すべきかどうかという問題であると思います。 

  以上で私の発表を終わらせていただきたいと

思います。御清聴ありがとうございました。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  それでは，ここで休憩に入りたいと思いま

す。 

  休憩の間に係の者が質問票を回収に参ります

ので，もし既にお書きになられている方がいら

っしゃいましたら，御提出ください。 

  なお，質問票の回収は次の第２部と第３部と

の間の休憩時間の終了をもって終わらせていた

だきたいと思っておりますので，あらかじめ御

了承願います。 

  午後２時５５分に再開させていただきたいと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

 

 第２部 講演 
 

「日本の知的財産権訴訟 
の現状と課題」 

 

講師：東京地方裁判所部総括判事 
   飯 村 敏 明 

 

○司会（黒川） それでは，第２部の講演に移ら

せていただきたいと思います。 

  第２部の講師をしていただく飯村敏明部総括

判事は，裁判官としての実務経験が豊富で，現

在は東京地方裁判所の知的財産権部である民事

第２９部の部総括判事として裁判実務に携わら

れる傍ら，司法制度改革推進本部の知的財産訴

訟検討会のメンバーとしても御活躍です。 

  それでは，飯村判事，よろしくお願いいたし

ます。 

○飯村判事 御紹介にあずかりました飯村でござ

います。東京地方裁判所の知的財産権部の部総

括をしております。私は，平成１０年から東京

地裁で知的財産権侵害訴訟を担当しております。

このたび，法務省法務総合研究所，財団法人国

際民商事法センターの共催で，「日韓における

知的財産権訴訟の現状と展望」という題で我が

国の知的財産権訴訟に関する実情を説明する機

会を与えられましたことにつきまして深く感謝

する次第でございます。 

  これから４５分程度の間，我が国の知財訴訟

に関する実情を簡単に御報告したいと思います。 

 

第１ はじめに 

  まず，裁判所で扱う事件ですが，裁判所の事

件は世につれということで，世の中の動きを忠

実に反映しているということが言えると思いま

す。過去の戦後の歴史を振り返りましても，裁

判所は，社会の中で未解決の問題を反映する事

件が多発してきて，その解決に向けて闘ってま

いりました。例えば，戦後の労働事件，交通戦

争と言われた時代の交通事件，公害事件，最近

ではバブル時代の金融関係事件，不動産事件な

ど，洪水のごとく多数発生した一連の事件があ

ったわけです。そして現在の日本の状況は，バ

ブルがはじけた後の企業の破綻の問題，金融シ

ステムの再構築の問題，不良債権の処理の問題

というのが一方で存在するとともに，規制緩和

を反映した企業の新しい動き，つまり，技術を

中心とした企業間の開発競争の問題，国際間競

争の問題，これらをめぐる新しいルールの確立

の問題というものに注目が集まっております。 

  そのような社会の動きを反映して，現在，裁

判所において，大量の事件が持ち込まれている

分野というのは，一方では倒産関係事件であ

り，他方では知的財産権訴訟事件でございま

す。知的財産権訴訟は，後に詳しく御報告いた

しますけれども，増加が極めて著しい分野でご

ざいます。知的財産をめぐる法的紛争につい

て，裁判所に対しては，当事者からの要請とい

う観点ですと，迅速な解決，社会的な要請とい

う観点ですと，実務の指針となる法的な解決，

を定立するという要請がますます強くなってき

ている状況だと思われます。 

  以下，レジュメ（本誌１６６頁～１６９頁参

照）に沿って御報告を申し上げます。 

  レジュメの骨子でございますが，まず第２

で，現在置かれている問題の所在を書いてござ

います。それに対する解答というか解決策に関

して，レジュメの第３，第４に触れておりま

す。第３は，主として法律改正を伴った制度改

正の動き，第４は，裁判所が行ってきた運用上

の工夫も含めた裁判所の対応の問題，それから

第５以下では，ある意味ではケーススタディと

いうことになりますが，東京地裁の工夫，運用

の実態を書きました。もとより大阪地裁の工夫

も重なりますし，当然ながら東京高裁の運用の

工夫も共通という認識を持っております。最後

に結論を第１０で示しました。以下，レジュメ

に沿って御説明申し上げたいと思います。 

 

第２ 知的財産権訴訟における問題の所在と解決

方策 

  レジュメの第２を御覧ください。知的財産権
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訴訟の機能を高めるための課題，問題点を列挙

しております。これらの課題は，専門訴訟一般

について共通するわけですけれども，知的財産

訴訟におきましては，いつもこの４点が問題に

なります。第１番目は審理期間の短縮化という

問題でございます。２番目は国際性の問題，３

番目は損害額の多寡の問題，第４番目は専門性

の問題でございます。 

  まず，第１番目の審理期間の問題でございま

す。最近までは，知的財産権事件は，著しく時

間がかかっていたということをよく言われ，こ

の点の批判も受けていました。例えば，重要

な，早く解決しなければならない事件を，３年

とか５年かけていたという例もございました。

しかし，現在では一審の平均審理期間は１０.

３か月ですし，一審の裁判体が，和解も含め

て，心証を出すまでの期間はもっと短くなり，

審理期間の短縮化が図られているということで

ございます。 

  ２番目は国際性の問題です。大きく分けて，

２点あります。 

  国際性の第１点は，次のようなことです。現

在の状況を一言で申し上げますと，ビジネスは

国境を超えるという状況，技術は国境を超える

という状況，これに伴って法的紛争も国境を超

えるという状況が現出しております。そうしま

すと，国際的に共通のやり方，ルールが必要と

なってきます。そのような状況の中で，いざ裁

判になった瞬間に，日本だけに通用する国内ル

ールで審理がされると，様々な面で不都合が生

じます。例えば，当事者が，裁判所の指示に従

わない訴訟活動をしている場合に，裁判所がそ

のまま黙認していますと，外国の当事者から

は，日本の裁判所は，極めて特異な審理をして

いるという印象を抱きかねないわけであります。

日本だけの特別な審理方法，裁判ルールを極力

排除して，国際的な通用するルールの下での審

理を実現していくべきであるということになり

ます。国際性の第２点目について申し上げま

す。裁判所の判断基準，判断結果でございま

す。日本だけの特異な判断基準，解決ルールと

いうことがあるとすると，それもまた問題にな

り得るわけでございます。ただ，第２点は，そ

れぞれの国に，国内特有の問題がありますの

で，それぞれの分野で，どのような原因で，法

制度の違い，判断基準の違いが残っているのか

を個別的具体的に分析していかなければならな

いわけです。いずれにせよ，知的財産権事件

は，同じ紛争が外国でも生じますので，常に，

このような問題があるわけであります。 

  ところで，現在，司法制度改革推進本部内

で，知的財産訴訟検討会において，証拠収集手

続の拡充・強化，秘密保護のための新たな規定

の創設，非公開審理の制度の創設などが検討さ

れております。これらは，国際ルール，国際的

に通用する審理を実現する方策の一つというよ

うな位置づけをすることができると思います。 

  今まで，知的財産権侵害訴訟に関して，日本

の企業でありながら，特許権等侵害事件の解決

のために，外国の訴訟手続が選ばれることがあ

るのだというようなことが言われておりました。

個々の当事者が，具体的な紛争について，どこ

の国に訴訟を提起するかについては，それぞれ

動機は異なると思われます。現在の日本の状況

を見ますと，日本の裁判所に提起された事件の

うち，外国の企業又は外国企業の支配に属して

いる日本法人が，原告又は被告のどちらかの当

事者になっている事件の比率は，３割程度でご

ざいます。そのような統計結果からすれば，日

本の裁判が，当事者から避けられているという

ようなことはないと思われます。ただ，これは

複雑な関係がありまして，司法サービス，司法

インフラの問題と関係する側面もありますし，

他方，日本市場が世界の中でどのような位置づ

けであるかという側面もあるので，裁判所だけ

の問題でもないと言えましょう。 

  ３番目は損害額の問題です。特許権者が，特

許権侵害訴訟を起こして，原告が勝った場合で

あっても，原告が救済を受ける損害賠償額が低

過ぎるのではないかという問題が提起されまし

た。損害額に関しては，具体的な裁判例におけ

る認容額が，実務の流れを説明することになる

かどうかは分かりませんが，平成１１年に，遅

延損害金を含めて損害認容額３７億円の判決が

出されたことがあり，当時の最高額でした。こ

れに対して，つい先ごろ，２件合計でございま

すが，８４億円の認容判決が出されました。特

許法が改正されたり，損害額を認定する裁判所

の論理や運用が大分変わってきたという点があ

ると思いますし，また，特許権を活用したビジ

ネスの実態も変わってきたという点があると思

います。いずれにせよ，特許裁判において，従

来とは比較にならないほど，高額の認容判決が

出されているのが現状です。 

  損害賠償額の問題については，特に比較され

るのは日米の損害賠償額でございます。同じよ

うな紛争について，我が国で起こされた場合

と，アメリカで起こされた場合の認容額につい

て違いがあるというような点が指摘されてきま

した。この点に関しては，米国の不法行為訴訟

の中では，懲罰賠償あるいは３倍賠償という制

度があるのに対して，我が国では，民刑の峻別

された制度，加害者に対する制裁は刑事制裁に

ゆだねられているというような制度上の違いが

あるので，一概に比較はできません。また，市

場規模の問題もあります。そういう様々な原因

もありますが，確かに，日本の裁判において，

立証の困難性から，結果として，認容額が低く
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なっているという側面もあったかと思われます。

その点に関しては，平成１０年及び平成１１年

の特許法の改正で，原告側にとって，立証レベ

ルが緩和されたという点を挙げることができる

と思います。 

  第４番目は専門性の問題であります。専門性

の問題は，難しい問題ではあります。日本中の

すべての裁判所の裁判官が専門性を高めていく

ということは不可能である以上，より限られた

人的資本を，集中的に投入することが問題解決

のかぎであると思われます。現在は，知的財産

権事件を東京，大阪に集中化して，それらの裁

判所に，専門性のある裁判官を集めるという対

応が採られています。 

  以上，知的財産権訴訟について，問題の所在

を挙げました。 

 

第３ 充実・強化のための制度改正等 

  そこで，レジュメの第３に進みます。これら

の問題について，どのような解決策，どのよう

な方向性での対策が図られているのかについて

御報告したいと思います。 

  まず制度改正の流れでございます。 

  制度改正の大きな流れとして特筆できるもの

は，平成１３年６月に出されました司法制度改

革審議会の意見書でございます。司法制度改革

に関しましては，独り知財訴訟ばかりでなく，

司法制度全体の問題でございます。大きくスロ

ーガン的に言えば，国民がより利用しやすい司

法制度を実現し，司法の機能を充実・強化させ

るためにということで，全部で６３回の司法制

度改革審議会が行われ，その結果が平成１３年

６月に公表されました。その中で特に知財訴訟

に関連して特別に項目が設けられまして，知的

財産権訴訟の問題点，その解決策について触れ

られました。それをレジュメでお書きいたしま

した。 

  一つは審理期間の問題でございます。審理期

間に関しては，審議会の時点で把握している最

近の統計では，平均期間が２３.１か月でござ

いました。それをおおむね半減するということ

を目標にしております。 

  次に，知的財産権事件の総合的な対応強化と

いうことでございます。 

  その解決メニューとして，一つは証拠収集手

続の拡充，それから審理に関しての注文でござ

いますが，計画を練って計画審理を行うという

ことでございます。 

  もう一つは，より専門性が強化された裁判官

及び調査官の集中的投入によって専門的な裁判

を実現するということでございます。それとと

もに，専門委員自体は知財訴訟に特化されたも

のではありませんけれども，専門委員の導入も

含めた，より強化された専門性の高い審理の実

現ということでございます。 

  それから，レジュメの第３の１（１）イ c で

ございますが，究極的には同じ内容になるので

すが，実質的な特許裁判所の創設ということが

提言され，その解決策の一つとして，一審レベ

ルで言えば，東京地裁，大阪地裁への専属管轄

化ということが提言されました。これをもって

実質的な特許裁判所を実現することになるのだ

という文脈で提言がなされました。 

  それから，東京高裁，大阪高裁の専門的処理

体制についても，強化策ということが検討策と

して挙げられました。 

  これらは，いずれも解決目標でございまし

て，これの具体的な検討ということで各省各局

に投げられて，その一つとして，司法制度改革

推進本部の知的財産訴訟検討会がその中の３項

目ないし４項目を現在検討しているところでご

ざいます。 

  他方，民事訴訟に関連するものについては，

法務省の法制審議会に投げられて，そこで検討

されました。既に法制審議会では審理を終え

て，法律改正が実現しました。平成１６年の４

月に施行される予定であります。正確な実施期

日については，まだ確定していないかと思いま

すが，４月が最有力です。 

  ところで，知的財産権訴訟につきましては，

平成１３年６月に司法制度改革審議会の最終意

見書が出された後，平成１４年７月には，知的

財産戦略大綱が出されまして，やはり知財に特

化された提言がなされました。それから平成１

５年の７月にも推進計画が出されて，知財に特

化された提言がなされました。推進計画の提言

の実現に関しては，やはり司法制度改革推進本

部に投げられたため，司法制度改革推進本部で，

現在，検討を行っているところです。それで

は，既に法律として出来上がりました民事訴訟

法の改正に関して簡単に御説明申し上げます。

レジュメの１枚目の最後のところでございます

が，大きく４項目から成り立っております。 

  第１点として，特許に関する事件の専属管轄

化という問題でございます。特許に関する事件

は，今までは，東日本の事件に関しては，競合

管轄として東京地方裁判所に，西日本の事件に

関しては，競合管轄として大阪地方裁判所とい

う制度が採用されておりましたが，今回の民事

訴訟改正で，それぞれ東京地裁，大阪地裁への

専属管轄化が図られました。さらに，一審レベ

ルでは，技術的な内容を含む特許事件以外の事

件に関して，つまり，不正競争防止法事件，著

作権事件，意匠権事件，商標権事件に関して，

東京地方裁判所，大阪地方裁判所にも訴えが提

起できるという意味で，競合管轄になりまし

た。 

  第２点でございますが，控訴審レベルでは，
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特許権事件等に関して，東京高裁の専属管轄化

でございます。 

  第１点，第２点をまとめますと，特許事件等

に関しては，第一審レベルでは，東京地方裁判

所と大阪地方裁判所のみが扱い，第二審レベル

では，東京高等裁判所のみが扱う，つまり，お

よそ，以外の裁判所では扱わないという，極め

て集中度の高い制度が実現したということでご

ざいます。 

  第３番目の改正点でございますが，知財訴訟

に関しては，５人の裁判官による，いわゆる大

合議制の制度が導入されました。大合議制度

は，東京高裁ばかりでなく，東京地裁，大阪地

裁でも行われるということになります。先ほど

も申し上げましたとおり，知的財産権の分野で

は，紛争が顕在化した後，早い時期に，裁判所

の法的判断，実務の指針を示してほしいという

要請，その法的判断ができる限り安定性を高め

てほしいという要請があります。すべての分野

について，裁判所の法的判断が必要なのかどう

かは，必ずしも分かりません。しかし，安定的

な法的判断が必要な場合に，その受皿的な制度

として，５人裁判官による大合議制度が設けら

れました。東京地裁で言えば，各部の裁判官が

代表して，５人による裁判体を構成して，審理

判断をするというイメージでございます。その

ような裁判体で出された判断は，恐らく，それ

なりに尊重され，実務の指針となるという事実

上の効果が生じるだろうということもありまし

て，そういう解決メニューが用意されたという

ことでございます。法律的には，究極的には，

最高裁で，判例の統一が図られることになり，

あくまでも，事実上の効果にすぎませんが，知

的財産権紛争において早期の段階での法的安定

性を図れる事実上の制度が実現したという点は，

意義深いものがあると思われます。 

  第４点として，専門委員制度の導入です。専

門委員制度は，知的財産権訴訟に特化した制度

ではないわけです。ところで，近年，技術分野

の先端化・細分化が進み，技術革新のスピード

も著しくなり，技術の陳腐化も，速度を増して

いるという状況がございます。我が国では，知

的財産権訴訟に関しては，調査官制度が充実，

強化されていて，一般的な技術問題が争点とな

る知的財産権訴訟においては，技術の専門家で

ある調査官の協力を得ることによって，スピー

ディーな専門裁判を実現しております。しか

し，ただ今指摘しましたような技術の進歩に伴

い，調査官制度を活用することによっても，な

お，分かり得ない特殊な分野の事件も発生する

ことが予想されるわけであります。専門委員制

度は，知財訴訟特有の制度ではありませんが，

今申し上げた，極めて専門性が要求される特殊

な事件についての受皿を整えておくために，専

門委員制度を積極的に活用していくこと重要で

あるといえます。現在，そのための態勢づくり

を行っておりまして，知財分野での専門委員１

００人体制を目指しております。実際には，１

００人以上になると思われますが，新しい制度

により，知財事件についての裁判所の態勢強化

を図っているところでございます。 

  以上が，裁判所の審理の充実・強化のための

制度改正について，既に実現した制度でござい

ます。 

  次に，現在，正に，司法制度改革推進本部で

検討中の項目がございます。 

  その第１は，レジュメに書きましたとおり，

特許権侵害訴訟における無効の判断と特許庁に

おける無効審判との関係でございます。現在の

プラクティスは，富士通半導体訴訟最高裁判決

で示された枠組みの中で審理が行われておりま

す。つまり，侵害裁判所は，無効が明らかであ

った場合には権利濫用として特許権者の特許に

基づく権利行使を許さないという，審理の枠組

みでございます。このような審理，判断のプラ

クティスについて，判断基準をより明確にすべ

きであるという要請があり，検討会では，この

点について審議しております。すなわち，現在

のプラクティスでは，侵害裁判所は，特許権に

基づく権利行使を拒否するためには，特許が無

効と判断したことでは足りず，特許の無効が明

らかであることを要求するわけですが，特許の

無効が明らかであることまで要求せずに，単に

無効でありさえすれば足りるという制度に改正

すべきであるかどうかを検討しております。 

  検討中の事項の第２番目は，専門家が裁判官

をサポートする体制の整備についてです。現行

の調査官制度を前提として，調査官の忌避・回

避の制度，調査官の期日の立会権，発問権等に

ついて権限の明確化をするという方向での検討

が行われております。 

  検討中の事項の３番目は，実務にとって影響

が大きい問題ですが，特許権侵害訴訟等におい

て，営業秘密の保護を含む証拠収集手続の機能

強化という問題でございます。先ほど，国際性

のところで申し上げましたけれども，知財訴訟

に関しては，各国で同じ特許権に基づく侵害訴

訟が係属する例が多いわけであります。アメリ

カ，EU，ヨーロッパの各国で，特許権侵害訴訟

が提起された場合に，外国で証拠収集が図られ

ているのに対して，日本で証拠収集手続が図ら

れない場合，証拠がそろっているか否かによっ

て，結論が異なることもあり得るわけです。ま

た，迅速裁判の実現という観点からも，より徹

底した証拠収集手続の強化が必要になるわけで

す。しかし，一方で，配慮すべき事項として，

開示しなければならない当事者の営業秘密の保

護の問題がございます。証拠開示の要請と営業



 

  118 

秘密保護の要請の両者の接点を探るという意味

で，例えば，非公開審理であるとか，プロテク

ティブ・オーダーの制度（例えば，所持者が営

業秘密を含む証拠を開示した場合に，裁判所

が，その証拠に接した申立人側の者に対して秘

密保持命令を出し，営業秘密を第三者に開示し

ないように命じて，その命令に違反した場合に

は，刑事制裁を課するという制度）を創設する

ことを検討しております。仮に，このような制

度が実現しますと，知的財産権訴訟の今までの

プラクティスが大きく変わるということになる

と思います。 

 

第４ 充実・強化のための裁判所の対応 

  次にレジュメの第４に移りたいと思います。

冒頭に申し上げました問題点の解決として，裁

判所がどういう対応を図ってきたかということ

でございます。 

  平成９年のころとの比較で人的態勢の強化と

いうことを申し上げますと，平成９年には，知

的財産権を専門に扱う裁判官は，東京高裁に１

０人，東京地裁と大阪地裁に１１人，合計２１

人配置されておりました。これに対して，平成

１５年には，東京高裁は１６人，東京地裁と大

阪地裁を合わせますと２０人，合計３６人にな

りました。それから将来の事柄ですが，平成１

６年になりますと，さらなる人的態勢の強化，

増員も含めた人的態勢の強化を考えております。 

  次に，平均審理期間を見ますと，全国平均

で，１０年前の平成５年には３１.９か月であ

ったのに対して，昨年の平成１４年には，１

６.８か月ということで，大幅に審理期間の短

縮が図られております。また，東京地裁知的

財産権部においては，平成１４年の未済事件

の平均審理期間は，１０.３か月というような

状況になっております。 

 

第５ 東京地裁の知的財産権訴訟の状況について 

  次に，東京地裁の知的財産権訴訟の現状につ

いて，詳しく申し上げたいと思います。レジュ

メの５を御覧ください。 

  東京地裁の知的財産権の割合ですが，特許権

事件が３２パーセント，実用新案権事件が６パ

ーセント，合計３８パーセントでございます。

著作権事件が２２パーセント，不正競争防止法

事件が１９パーセント，商標権事件が１７パー

セントでございます。不正競争防止法事件の中

には，特許権の権利者が，特許権侵害であると

宣伝広告したことが虚偽事実の告知であり，不

正競争行為だというような技術的な内容が争点

となる事件も含まれております。したがって，

技術的な事項が争点の事件は，特許権事件と実

用新案権事件と不正競争防止法事件の中の一部

の事件ということになり，それらは，合計４０

パーセントぐらいになります。それに，著作権

事件が２２パーセントありますので，代表的な

知的財産権事件である技術的な事項が争点の事

件と著作権事件で，６０パーセント以上を占め

るということになります。 

  事件の傾向について申し上げたいと思います。

事件に関しては，代表的な特許権事件を見て

も，知的財産権事件を見ても，増加傾向という

ことが挙げられると思います。それとともに複

雑化傾向ということも挙げられます。 

  知財事件を分析する際には，量的な拡大につ

いての分析と，内容についての分析ということ

が不可欠になります。 

  まず，事件数の増加に関しての実情ですが，

７～８年ぐらいのタームで考えますと，どの時

期を比較しても倍になっているという状況でご

ざいます。知的財産をめぐる紛争を裁判で解決

しようという動きは，より一般的な傾向として

定着しています。 

  事件数が増加する理由を２点だけ挙げます。

事件数増加の最大の要因は，企業の行動様式の

変化ということだと思います。社会全体におけ

る知的財産権重視の流れというものは，定着し

ていると思いますが，これに規制緩和の流れが

加わって，それらが事件数を増加させていると

思われます。過去において，我が国の企業の行

動様式を見ますと，ビジネスに関連する紛争を

解決する解決方法として，やはり裁判は，でき

れば避けたいという気持ちが強かったと思われ

ます。もう１点は規制緩和と関連するわけです

けれども，特許権侵害訴訟というのは，企業に

とってみると，解決の一つの方法でありますけ

れども，解決の唯一の方法でなかったというこ

とが言えるわけです。企業が下請企業，取引の

パートナーを選ぶとき，技術の優越性だけで選

択するのではなく，ほかの要素で選択していた

ということがあると思います。例えば，巨大企

業甲と取引をする会社が A 社，B 社の２社存在

したと仮定しまして，A 社が，優秀な技術を持

っていて，特許権訴訟を提起して勝てたからと

いって巨大企業甲の下請になれるという関係が

なかった時代においては，特許権侵害訴訟を提

起するインセンティブが働かなかったといえま

す。ところが，規制が緩和され，国内でも自由

競争がより進展し，またグローバル化の時代に

なって国際間の競争がしれつになってまいりま

した。技術力を抜きに，事業を展開することが

許されなくなりました。巨大企業甲といえど

も，優れた技術を持っている A 社と組まない限

り，負けてしまうことになります。そのため

に，技術の優越性が，よりポイントを稼ぐとい

う時代になりました。企業は特許権でガード

し，その特許権による保護を実質あらしめるた

めには，裁判解決が手っ取り早いというような
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状況になりました。それが第１点でございま

す。 

  第２点としては，知的財産権に関する認識が

変化してきたということがあると思います。あ

る企業が特許権を持っていた場合，昔より，ラ

イセンスを与えるケースが増加しました。そう

しますと，ライセンスを受けないで実施してい

る者に対する社会の目，企業の目が厳しくなっ

てきましたので，ライセンサーは，ライセンシ

ーに対する義務として，無断で特許を実施して

いる第三者に対して，訴訟を提起するというこ

とが多くなってきていると思います。 

  このように，いろいろな傾向を総合します

と，我が国では，訴訟がラストリゾートであっ

たのに対して，現在では，ファーストリゾート

とまでは言えないですが，優先順位が高まった

という点を指摘することができます。 

  それから，知的財産権事件の複雑化というこ

とでございます。特許権侵害訴訟について，現

在，実務を形成している最高裁の重要な判決は

二つございます。一つは，均等を認めた，ボー

ルスプラインシャフト最高裁判決でございます。

他は，侵害訴訟の中で無効判断することができ

るということを認めた富士通半導体訴訟最高裁

判決でございます。この二つの最高裁判決の枠

組みで審理をすることになりますと，極めて複

雑な法律判断，技術的な検討が必要になり，事

件の解決のために複雑な要素が加わってくるわ

けです。 

  知的財産権事件の複雑化について，もう１点

は，特許権侵害訴訟に限らない今日的な争点の

困難性に関してでございます。例えば，営業秘

密に関する争点，周知表示に関する争点，ノウ

ハウに関する争点，キャラクターに関する争

点，パブリシティー権に関する争点，職務発明

に関する争点などを挙げるまでもなく，新しい

法的利益について多くの争点が生じます。この

ような新しい問題については，前例となる法的

指針がないこと，法的判断が実務に与える影響

が大きいということから，より複雑困難な審

理・判断が求められるということを指摘するこ

とができます。 

 

第６ 迅速審理の内容（裁判所） 

  次に，東京地方裁判所で現在行っている迅速

化の工夫について一端を御紹介したいと思いま

す。 

  知的財産権事件に関する特徴の一つとして，

知的財産権訴訟のほとんどすべての当事者は企

業であるという点がございます。企業が提起す

る訴訟のほとんどは，ビジネスの延長線上に位

置づけられます。ビジネス訴訟であっても，当

事者の一方が倒産した場合には，過去に行われ

た事柄を，どう処理するのが妥当かということ

だけが問われます。これに対して，知的財産権

訴訟では，現に，製造し販売を継続している行

為の差止めが求められますので，ほかの訴訟と

比べて，ユーザー・ニーズにおいて全く異なり

ます。当然ながら，ライフサイクルが終わる前

に解決しなければならない場合が多いのですが，

サイクルの短い技術，商品では，待ったなしの

迅速審理が要求されることになります。そのよ

うな事件で，裁判所が，間違いをすることな

く，公正さを害することなく，かつ，迅速な救

済という要請にこたえるためにはどうすればい

いかということが，解決課題として問われるわ

けであります。 

  現在，裁判所を挙げて，迅速審理という課題

解決に向けて工夫しているわけです。迅速審理

についての解決方法は様々であり，一つだけと

いうわけではありません。通常事件における迅

速審理の解決イメージとしましては，計画を策

定し，無駄な審理を排除し，いつ判決を言い渡

すかについての納期を提示して，当事者，代理

人に協力をしてもらい，一回一回の期日を短縮

化する，証拠調べを集中して，効率のよい審理

をするというようなことが，内容になると思い

ます。知的財産権事件については，そういうよ

うな迅速審理イメージがベースにあることはも

ちろんでございますけれども，それだけでは，

裁判所が，ユーザー・ニーズに沿った結論を出

せる，心証を開示して，紛争解決を促すことに

はつながりません。 

  具体的な例を挙げますと，例えば，今直ち

に，特許権に基づいて，被告の製造販売を止め

られれば，その市場を独占できる，それが実現

できたときのゲインが１００億円になると予測

でき，また，被告の製造，販売を止めることが

一日遅れると，一日についていくらというよう

に定額のロスが発生することが算定できるケー

スを想定いたします。原告企業としては，早く

解決するために，仮に１０億円を投資―とい

う言葉が正しい言葉の使い方かどうかは別にし

まして，１０億円出しても損にはならないわけ

であります。 

  一般論として，裁判所は，すべての事件にお

いて，十分な訴訟準備をしてから訴訟を提起し

てほしいと考えているわけです。裁判所は，被

告に対しても，十分な訴訟準備をしてほしいと

思っているわけです。ただし，それは裁判所の

立場で，そのようなことを言ってみても，当事

者が，投資に見合っただけのリターンが期待で

きない限り，そのような裁判所の希望に応じる

者はいないわけです。裁判所が，訴訟提起に

は，最低１億円をかけて準備してくださいと言

っても，それに応じる企業はありません。要す

るに，企業が，現在進行形の法的紛争につい

て，ビジネスの観点での方針として，裁判所で
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の解決が選択されてはじめて，裁判所が，その

事件を解決するということになるわけです。そ

うなりますと，裁判所は，経済原則，マーケッ

トメカニズムを尊重して，当事者が，早く解決

するために十分に準備をすれば，それに見合っ

た迅速解決を図るという方法を採ることが重要

になるわけです。現在，裁判所は，完ぺきな訴

訟準備をした上で訴訟提起をした事件について

は，一日も早く解決を図るというような対応を

採っております。レジュメにも書きましたけれ

ども，「訴訟準備に投資」という言葉は正確では

ありませんけれども，コストをかけて十分に訴

訟対策をすればそれにこたえるという方針を徹

底して行っています。 

  もう一つの考え方ですけれども，先ほどの，

期日を短縮化させ，納期を決めて，準備を十分

にし，それから次回期日，それから３か月後の

期日にどういうことをどうするかということを

よく話し合って，裁判所としてもそのとおりに

進めるということが大切なのですが，それだけ

では十分でない要素として，もう１点，重要な

要素があるわけです。 

  それは，裁判所が受け取る情報が不正確であ

ったり，十分に検討されない情報であったり，

場合によっては虚偽の情報が混ざると，結局，

それらが，判断の基礎にするに値するかどうか

を審理するために予想外の時間がかかったり，

審理が迷走してしまうということがあるわけで

す。当事者が，これらの点で協力をしていただ

かなければ，マーケットメカニズムをばねにし

た審理方法は，効果を発揮しないわけです。結

局，訴訟代理人，それから企業当事者に対する

協力ということが欠かせないことになりますが，

裁判所としては，虚偽の情報を裁判所に提出さ

せないことの徹底を図っています。裁判所が，

法廷侮辱などの制裁権限を，実質的に握って，

いつでも発動することができれば，もう少し徹

底できるかと思いますけれども，現在の慣行を

前提にしますと，実現が難しい側面もありま

す。そこで，裁判所としては，あらゆる機会を

利用して，虚偽の情報の混ざった，あるいは不

確実な情報を裁判所に持ち込まないということ

をＰＲしております。 

  そのような努力の結果，知的財産権事件で

は，従来と比較しますと，事件が複雑化してい

るにもかかわらず，従来は３６か月程度かかっ

ていたのに対して，現在では，その３分の１

の，１０.３か月ないし１２か月で，判断を出

せるということでございます。 

  個別具体的な方法論は，また質問がありまし

た折りに，触れたいと思います。 

最後に 

  最後にまとめでございます。 

  質の高い，信頼に値する裁判の実現というこ

とに関しては，独り裁判所だけでやろうとして

も難しい問題があり，訴訟代理人，企業，ある

いはサポートする外部環境の整備ということも

必要になるわけであります。 

  そのためには，裁判所が，どういう問題があ

るのかということを，訴訟に関係されるすべて

の方々に公表することが必要です。問題の所在

を明らかにし，問題解決案を提起していかなけ

れば，真の解決につながらないわけでありま

す。そのためにも情報公開が必要になるわけで

ございます。一切の訴訟手続を透明化し，その

訴訟手続を見えるようにし，解決の結果に対し

て，だれでもが，アクセスできるようにしたい

と思っております。その第一歩として，知財事

件に関しては，すべての判決がインターネット

で翌日公表されております。 

  ２番目には，裁判所の目標である，良質で，

しかも，迅速な審理を目指すということについ

ての，二つの解決策の提起をしたわけですが，

できる限り関係者の協力を得られるよう，様々

な媒体を使って，説明活動を行っています。そ

れとともに，裁判官自身が専門性を高め，企業

が困っている点について，少しでも早期に問題

点を把握し，それに対してより適切な解決を図

るために，裁判官自身がスキルアップを図ると

いうことも必要となり，現に，専門性を高める

ための努力を続けております。 

  最後になりましたけれども，裁判所及び訴訟

代理人の紛争解決に向けての協力関係が形成さ

れ，その結果が社会に認知されなければいけな

いと思っております。 

  我々法律家は，納得できる安定した解決を図

るという目標に向けて，豊かな経験に裏付けら

れた知見と専門的な能力を磨いて，努力してい

きたいと思っております。そういう工夫を重ね

ることによって，急増する知的財産権訴訟につ

いて迅速かつ充実した審理を実現し，社会のニ

ーズ及び期待にこたえるように努力していると

ころでございます。 

  御静聴，ありがとうございました。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  それでは，ここで１０分程度の休憩に入らせ

ていただきたいと思います。 

  この間に前の方で机の移動を行います。ま

た，先ほどと同様，この間に係の者が質問票の

回収に参りますので，もしお書きになられてい

る方がいらっしゃいましたら，御提出くださ

い。 

  第３部は午後４時５分から始めさせていただ

きたいと思います。 

  それでは休憩に入ります。 
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第３部 質疑と討論 
 

「日韓の知的財産権訴訟をめ 
ぐる最近の動向と展望 

―― 日韓比較の観点から」 
 

○司会（黒川） それでは，第３部の質疑と討論

を始めさせていただきます。 

  進め方といたしましては，まず初めに，裁判

官御出身で元ローエイシア会長でもあられます

松尾綜合法律事務所の小杉丈夫弁護士からコメ

ントをお願いしたいと思います。その後，まず

飯村判事から趙判事への御質問に対しまして趙

判事からお答えを頂いた後，会場から頂いてお

ります御質問に対する講師の先生方のお答えを

お願いしたいと思います。その間，更にお二人

の先生方同士でお互いに質疑をしていただくと

いう形での討論をしたいと考えております。さ

らに，時間に余裕がありましたら，会場の皆様

から直接マイクで質問をしていただこうと考え

ております。質疑と討論の時間は４時４５分ま

での予定でございます。 

  それでは，まず小杉丈夫弁護士からコメント

をお願いいたします。 

○小杉財団法人国際民商事法センター理事 皮切

りということで，私のコメントを簡単に申した

いと思います。 

（先行した韓国の改革）  

   まず，私どもが国際民商事法センターでこ

ういうセミナーをやるときに，外国の講師を

お招きしたときには必ず日本側の講師，コメ

ンテーターを立てて，これで問題点を浮き彫

りにするというやり方をしておりまして，今

日もそういう形で行ったわけですけれども，

趙判事，飯村判事，それぞれから大変詳細

に，また内容の深いお話を頂いて，非常にい

い形で進行しているというふうに思っており

ます。 

   飯村判事からお話があったように，日本で

この知財の関係の司法改革に本格的に取り組

んだのは平成１３年のころからと言っていい

かと思います。２００１年ですね。韓国の特

許法院の発足は９８年の３月ですけれども，

実は韓国での知財の関係の司法改革は９３年

のときの改革の議論で決まったことなのです。

それを９８年に実施するということになった

ということです。そういう意味では，日本の

改革の議論は韓国から１０年遅れて始まった

と言ってもいい実態なのだということをまず

頭に置いておいていただきたいと思うわけで

す。 

（特別裁判所） 

   内容に入って，最初に趙判事から特許法院

という特別裁判所の設置の話がございました。

日本から見ると，特別裁判所というのは大変

特殊な形のように思われますけれども，韓国

では戦後，日本が捨て去ったドイツ型の裁判

制度，司法制度というのをその後も追い続け

たというところがございます。ドイツでは，

ボン憲法のもとで憲法裁判所，行政裁判所，

労働裁判所その他の特別裁判所があって，そ

こに特許裁判所（Bundes Patents Gerichts）が

あるわけですね。そういう意味では，韓国が

特許法院という特別裁判所をつくっていくに

ついては，そういう法制度の素地があったと

いうふうに言えるのではないかと思います。 

   一方の日本の方は，戦後，アメリカ型の一

元型の裁判制度を追い求めたわけでございま

す。そういう中で，今，飯村判事からも説明

のあったように，民事訴訟法を改正して知財

のところを強化しようとしているわけですが，

管轄を東京，大阪に集中する，あるいは東京

高裁を実質的な特許事件についての専属の控

訴審にするという構想が出てくるのは，そう

いうバックグラウンドがあるのだということ

だと思います。 

（日本の実務と判例法） 

   もう一つ，お二人の話を聞いていて非常に

面白いなと思ったのは，今のことと関連し

て，日本では，アメリカに由来する判例法と

いうものの考え方が韓国よりも実質的なとこ

ろで働くようになってきているということで

ございます。飯村判事の方から，均等論に関

するボールスプラインシャフト最高裁判決，

それから特許の無効を裁判の中でも判断する

ということについて富士通半導体最高裁判決

の御紹介があって，この最高裁判示の枠組み

で実務が動いているというお話がございまし

た。こういうところは，アメリカ的な物の考

え方が日本の中で定着しつつあることの一つ

のあかしだろうと思います。飯村判事から，

特許というか知財についてはライフサイクル

ということを考えて審理をしているのだと，

こういうお話もありました。そういう面で，

ますます日本では判例・判決の意義というの

は高くなるだろうというふうに思われるわけ

です。裁判所の大合議制という体制もとっ

て，早く裁判所の考え，指針を出すというよ

うなことも，そういう流れの中で考える問題

だろうと思われるわけです。そして，恐らく

これからは，差止命令，アメリカのインジャ

ンクションのようなものが日本の中でどれだ

け，どの範囲で認められるかというようなこ

とが実務で大きな問題になるだろうという予

感がいたします。 

   また，飯村判事が，証拠収集についてのプ

ロテクティブ・オーダーについても言及され
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ました。これは，国内だけでなく，国際事件

についても大きな影響が出ると思われます。

日本の中でだけではなくて，アメリカで起こ

った訴訟についての，日本でのプロテクティ

ブ・オーダーとか証拠収集にも絡む問題で，

裁判所がそういう問題についてどういう態度

をとっていくかということが非常に大きな問

題になっていくだろうと思うわけでございま

す。 

（特許訴訟の改革の方向） 

   次に，趙判事の御説明になった特許法院の

意欲的な改革についてですけれども，伺って

いて，日本といろいろ違うところはあって

も，同じような方向を見ながらやっているな

ということを，飯村判事の話と併せて感じた

わけでございます。 

   一つは，裁判官の研修・専門化ということ

を御説明になりました。飯村判事の方も，日

本の裁判官のスキルアップということを御説

明になったわけでございます。また，趙判事

から，韓国の技術審理官が非常な成果を上げ

ていることのお話がありました。日本側で

は，これに対して調査官と専門委員を裁判官

につけるということで対応しようと考えてい

るわけですけれども，ドイツのように技術裁

判官を置くのではなく，それぞれ法律の専門

家である裁判官に，補助といいますか，科学

技術の専門家を入れてやっていくという方向

がよく出ている話と思いました。 

   それから，韓国の集中審理方式，準備進行

のモデルという話が趙判事からございまして，

飯村判事の方からも，日本での審理の工夫，

迅速審理とか事前準備ということの重要性，

またそれについての代理人，当事者の協力と

いうことも言われたわけでございまして，そ

の辺の状況は違うということはあっても，目

指しているところというのはかなり近いもの

があるのではないかなという印象を受けなが

ら話を伺いました。 

   次に，二元制ということを趙判事が御説明

になりました。つまり，審決取消訴訟は特許

法院の管轄だけれども，侵害訴訟は韓国では

通常裁判所の管轄だということです。日本で

もこの二つの区別はあるわけですが，違うと

ころは，日本では一つの裁判所が扱うという

ことになっているわけです。 

（審決取消訴訟と侵害訴訟の二元性から生ずる問

題） 

   私は趙判事のお話を伺っていて，もったい

ないなと思うわけです。これだけの改革を特

許法院の方でやられていて，なぜそれが侵害

訴訟をやっている通常裁判所の方に広がらな

いのだろうかという第三者的な感想を持った

わけでございます。特許法院の管轄拡大とい

うことが韓国でも議論されているということ

を，それはそうだろうなと思う一方で，特許

法院がソウルにあったのがテジョンに移った

というようなことが，どういう考えで実行さ

れたのか，またそれが将来どういう効果を持

ってくるのだろうかというようなことを考え

ながら話を伺ったわけでございます。 

   それから，こういうふうに特許法院と通常

裁判所という二つの裁判所があることによっ

て，同じ問題について管轄が両方生じてしま

うという問題を話されて，権利範囲確認審判

というものが特許法院の方でなされ，一方で

は侵害についての判断が通常裁判所でなされ

るということの問題があるのだということを

話されました。特別裁判所ができると必ずこ

ういう問題が起こるわけです。ドイツのこと

を少し学びますと，必ず裁判所の間の衝突と

いう問題が出てくるわけです。こういうとこ

ろに特別裁判所をつくったときのメリットの

裏腹の負の問題というものがやはりあるのだ

なということを感じたわけでございます。 

（司法改革全体への影響） 

   日本では，この韓国の特許法院がやられた

ような審決の取消しという場面にあまり知財

の改革の目がいっていないというか，むしろ

飯村判事が話された侵害訴訟の審理の改革に

非常なウエートがあって，先ほど話をした韓

国から１０年遅れて始まった日本の知財につ

いての改革が，日本の司法改革の中ではかな

り異例なスピードで進んでいるんじゃないか

というふうに思われるわけでございます。 

   こういう話を伺いながら私が感ずるのは，

正にこれが一つの司法改革の一番最先端のモ

デルであって，通常の司法改革というところ

で実際に考えなければいけないような問題が

たくさんここに入っているということです。

集中審理の問題，迅速審理の問題，当事者の

事前準備の話というようなものは，正に一般

の改革のモデルにもなる話ではないか。こう

いう改革が日韓両国の中でそれぞれ進んでい

るということが，必ずや全体の司法の改革・

改善ということに大きな影響を持つだろうと

いうことを感じたわけでございます。 

   こういうことで，特に私は，飯村判事が，

最後のところで紛争解決のためのコストとい

う問題に触れられて，努力をした当事者を勝

たせるというか，そういう者に有利な形で審

理を進めなければいけないということを言わ

れたことと，また，虚偽の情報を裁判所へ持

ってこさせない形で審理をするのだというよ

うなお話は，大変感銘を持って伺いました。

こういうことを裁判官が考えて審理をされた

ならば，ビジネス型事件の日本の裁判もかな

り変わるのではないか，よくなるのではない
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かということを考えながら伺ったわけでござ

います。 

   まだいろいろ感じたこともありますけれど

も，時間もございますので，私のコメントは

この程度にさせていただきます。本当にあり

がとうございました。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  それでは次に，飯村判事から趙判事に対して

出されております御質問に対する趙判事からの

御回答をお願いしたいと思いますが，私の方か

ら，この質問を読み上げさせていただきたいと

思います。 

  まず一つ目ですけれども，「我が国では，審

決取消訴訟を担当する裁判所は，審決を違法と

して取り消した場合，自判をするのではなく，

特許庁に差し戻す。特許庁は，判決理由に沿っ

て，審決を行うことになるが，例えば，新たに

別の無効理由を発見した場合には，無効審決を

することになり，これに対して，再度の審決取

消訴訟が提起されることがある。このように，

裁判所と特許庁との間を往復する現象が生じ，

一回的な解決を阻害しているとの批判がされて

いる。韓国においても，このような例が存在す

るのでしょうか。また，このような現象がある

とすれば，これに対する何らかの対策が講じら

れているのでしょうかという点につき，御教示

ください。」ということです。 

  二つ目ですが，「無効審判請求の対象物（ある

いは審決取消訴訟の訴訟物）は，個々の無効理

由ごとで細分されるのでしょうか。例えば，進

歩性の欠如を無効理由とする場合，主引用例 A
を基礎とする無効理由に基づく無効審判請求

（審決取消訴訟も同じ）と主引用例 B を基礎と

する無効理由に基づく無効審判請求（審決取消

訴訟も同じ）は，対象物（訴訟物）を異にする

という扱いがされているのでしょうか。御教示

ください。」ということです。 

  最後に，三つ目ですが，「侵害訴訟において，

例えば，当該特許が有効であるとして，原告の

差止め請求や損害賠償を認容した後に」―つま

り，侵害訴訟では特許が有効であることを前提

としているのにかかわらず―「無効審決が出さ

れたり，審決取消訴訟でこれが維持されるとい

う実例は，どの程度存在するのかについて，

御教示ください。」ということです。 

  以上３点について，御回答をよろしくお願い

いたします。 

○趙判事 ただ今飯村判事の方から頂きました三

つの質問についてお答えしたいと思います。 

  まず第１点です。韓国でも日本と同じよう

に，審決取消訴訟を担当する裁判所は，審決を

違法として取り消した場合には，自判をするの

ではなく，特許庁に差し戻しております。です

ので，飯村判事がお話になられましたように，

新たに別の無効理由を発見した場合には，無効

審決とすることになって，これに対して再度の

審決取消訴訟が提起されることもあります。恐

らくそういった一般の行政訴訟と同じような状

況にあるのではないかと思われます。ですの

で，特許庁と裁判所の間の権限の分担という原

則がありますので，それによってやむを得な

い，避けられない状況であると思います。日本

では，最高裁が審決取消訴訟の審理の範囲に関

しまして制限説，その中で同一事実・同一証拠

説というのを採っていると聞いております。一

方，韓国では，韓国の最高裁，大法院では無制

限説を採っておりますので，日本より問題が発

生する頻度でありますとか件数というのは少な

いのではないかと考えます。 

  それから，審決取消訴訟で新たな無効事由を

主張してきた場合には，時には，時期が遅い攻

撃防御方法として裁判所がこれを却下すること

ができると考えます。 

  しかしながら，この１番の質問でなされてい

らっしゃいます，新たな対策は何かあるのかと

いうようなことをお考えでこういう御質問をさ

れたと思うのですけれども，新たな対策は講じ

られておりません。 

  それでは，二つ目の質問に対するお答えで

す。２番目の審決取消訴訟の訴訟物というの

は，違法性一般で判断いたしますので，個々の

無効理由ごとに細分化されてはいません。ここ

で質問されましたこういう事例というのは，韓

国では，訴訟物の違いではなく，攻撃防御方法

を異にしているものであるというふうに見てお

ります。別個の攻撃防御方法であるというふう

に見ております。これは，審理の範囲というこ

とと関連しまして，韓国の大法院の判決が無制

限説を採っているということとも関連があると

考えます。 

  次に３番目の質問に対してです。この３番目

でお話なさっていらっしゃいますこういう例，

こういった事案というのは，つまり，判決が抵

触する可能性があるのではないかということな

のですが，これは理論的には考えられる問題で

あります。実際にも将来起こり得るものだとい

うふうに考えます。しかしながら，これまでの

ところ，同一の事例で判決が異なる事態，お互

いに抵触し合うそういう判決が出たという報告

は聞いておりません。例えば，韓国では，訴状

の提出あるいは答弁書の提出を受けた場合，訴

訟の当事者に案内状を送りながら，関連の事件

がもしあれば届け出よというふうなことを言っ

ております。そういうわけで，当事者あるいは

代理人が特許法院あるいは民事裁判所に同じ事

件でそれぞれ裁判を提起した場合には，関連の

こういった裁判も行っているという報告をいた

しますので，こういった抵触の問題というのは
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起きていないということです。それから，特許

の無効審判を提起した場合に，その侵害訴訟を

担当している裁判所の方でも，とにかく結論が

出るまで，判決が出るまで待って裁判を進める

というような形を採っておりますので，二つの

ところで判決が抵触するということは避けられ

ております。 

  以上で私のお答えとしたいと思いますが，ち

ゃんとお答えになったでしょうか。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  それでは，引き続きまして，会場からいただ

いた質問について質疑応答を行いたいと思いま

す。 

  私の方で多少整理をさせていただいて進めた

いと思います。 

  まず趙判事の御講演に対する質問を多少整理

して，順次お答えいただき，その後，飯村判事

にも質問票を頂いておりますので，それを御紹

介して，飯村判事からお答えを頂きたいと思い

ます。また，趙判事から飯村判事への御質問も

頂いておりますが，それは最後の方で，飯村判

事への会場からの御質問と併せて進めたいと思

います。 

  では，趙判事の御講演に対する御質問ですけ

れども，まず管轄についてお二人の方から御質

問を頂いております。 

  まず，これは日本語のレジュメ（本誌１６０

頁参照）の方に書かれているということですが，

「趙判事は知財侵害訴訟を特許法院の管轄に移

すことに消極的な御見解のようですが，このレ

ジュメの中ほどの管轄集中の，控訴審に限定さ

れるため，現実的な件数は少ない，多くはない

と予想されることは，むしろ積極的に見る理由

とも考えられます。また，判例の統一という観

点や，技術審理官の利用の可能性，準備手続の

充実による迅速化などは，積極的に考える根拠

と見ることができるように思います。この点に

関する韓国の議論と先生のお考えをもう少し詳

しく御教示ください。」ということです。 

  管轄につきましては，別の方からですが，

「知的財産事件につき，ソウル地方法院に競合

管轄が認められるそうですが，これを専属管轄

としようとする動きはないのですか。特に特許

などの産業財産権についてはどうでしょうか。」

ということです。 

  以上，内容的には異なりますが，管轄に関す

る御質問ですので，併せてお答えいただければ

と思います。 

○趙判事 まず管轄集中に関して先に申し上げた

いと思います。 

  私個人の考えとしましては，特許法院に侵害

訴訟の控訴審を集中させるということについて

は賛成の意見であります。ところが，現在韓国

で議論されております管轄集中の問題というの

は，管轄集中の本質的な焦点は弁理士の侵害訴

訟における代理権の拡大という観点から議論さ

れておりますので，大韓弁護士協会ですとか大

法院の方では，この問題に対して消極的な形で

臨んでおります。 

  先ほど小杉理事の方からも疑問を投げかけら

れたのですけれども，これらのすべての問題

は，特許法院がソウルからテジョンに移転した

ために起きている問題だとも言えます。その特

許法院がソウルからテジョンに移転した理由な

のですけれども，前の金大中政権のときに，実

は民主党と自民連の連立政権だったのですが，

そのパートナーである自民連のメンツを立てる

というたったそれだけの理由，政治的な理由で

ソウルからテジョンに移転したという経緯がご

ざいます。 

  それでは，ソウル地方法院の競合管轄につい

て申し上げたいと思います。もともと民事訴訟

法上は被告の所在地の法院に原則で管轄権がい

るというものがありました。ところが，２００

２年の民事訴訟法改正の際に，知財権専門裁判

部を有する高等法院が所在している地方法院は

競合管轄権を有するというふうに改正されまし

た。したがいまして，この改正によりましてソ

ウル地方法院の競合管轄権を認めるということ

になったために，知的財産権訴訟の９０パーセ

ント以上がソウル地方法院の管轄が可能になっ

たわけです。ですから，専属管轄を認めるより

は，距離の遠い当事者の便宜を図るためにも，

ソウル地方法院の競合管轄を認めることがより

妥当ではなかったかというふうに思っておりま

す。 

  以上，お答えになったでしょうか。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  では，次に質問させていただきますが，これ

は専門家の関与ということに関する御質問だと

思いますが，幾つか御質問を頂いておりますの

で，まとめて御紹介したいと思います。 

  まず技術審理官についてですが，「技術審理

官は公務員の中から特許庁の推薦に基づいて任

命されているようですが，技術評価について特

許庁側の判断に引きずられることはありません

か。」という御質問です。 

  あと，「技術審理官は弁理士など民間からの

任用は考えられていないのでしょうか。」という

のが，技術審理官に関する質問です。 

  次に，技術諮問団，これは日本語訳（本誌１

６２頁参照）で，「技術諮問団の編成の仕方，

現在の人数，構成，委嘱の仕方などについて御

教示ください。」というものです。 

  それから，「技術諮問団は侵害訴訟裁判所で

も使えますか。」という御質問です。 

  そして最後ですが，「ほかに侵害裁判所の裁

判官に対する技術アドバイザーはいますか。」と
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いうことです。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○趙判事 まず，技術審理官の任命・選抜につい

て，特許庁側の判断だけに頼っているのかとい

う質問だったと思うのですけれども，それにつ

いてお答えしたいと思います。 

  技術審理官が特許法院から特許庁に復帰する

ころになりますと，その技術審理官が自分の後

任者として２倍から３倍の数の候補者を推薦し

ます。その人たちを対象にして技術審理官と特

許法院が協議をして決めるということになりま

すので，特許庁の判断に依存するということは

ないと思います。 

  次に，弁理士など民間からの任用についてお

答えしたいと思います。 

  最近，日本におきましても，弁理士の中から

調査官を任命したという話を伺っております。

韓国におきましても同じように，特許庁の見解

に一方的に依存する可能性というものを排除す

るために，将来，契約職として，弁理士だけで

はなくて，学界又は技術専門家といったところ

からも任用したいというふうに思っております。 

  次は技術諮問団についてお話しします。 

  この技術諮問団については，導入する方向で

現在計画段階にありますので，まだ具体的なも

のにはなっておりません。まだ導入した制度で

はありませんので，御質問のあった構成ですと

か編成ですとか人数についてはお答えできる段

階ではありません。 

  そして，将来，技術諮問団が具体化した暁に

は，侵害訴訟においても活用する可能性という

のはあると思います。ただ，現在，ソウル地方

法院，ソウル高等法院の方では調停委員制度と

いうものがありますので，侵害訴訟におきまし

ては，その調停委員らのヘルプを受けることが

できます。その調停委員というのは，各界の特

定分野の専門家に委嘱しておりますので，知財

権に関連しても，必要な場合にその調停委員の

助けを借りることができると思います。 

  侵害裁判所の裁判官に対する技術アドバイザ

ーに関する質問に対してですが，現在，ソウル

高等法院，ソウル地方法院においては，アドバ

イザーですとか技術調査官，技術審理官という

制度はありません。今年，ソウル地方法院の方

から特許庁に対して，３人の技術調査官を派遣

してほしいという要請をしたのですが，特許庁

も人材不足ということで，その要請には応じら

れなかったということです。 

  以上です。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  続きまして，これはレジュメ（本誌１６４頁

参照）の，侵害訴訟における無効の判断につい

ての御質問かと思います。 

  「大法院は，まず一つには，新規性のない発

明については実質的に無効であると認めており，

もう一つには，公知技術から進歩性のない侵害

発明の場合には，自由実施技術に該当するとい

う理由で迂回的な考え方で無効を認めていると

いうことを紹介していただいていますが，それ

では，特許発明が実施可能要件―enablement と
英語でも御紹介いただいていますが―を充足し

ないという場合には，侵害者を救済する方法は

ないと考えてよろしいでしょうか。」という御質

問です。よろしくお願いします。 

○趙判事 今の御質問は，特許発明が実施可能要

件を充足しない場合，enablement の場合は無効

判断が可能か否かという質問だというふうに考

えてお答えいたしますが，実施可能要件を充足

していないということであれば，それによって

無効判断ができると考えます。レジュメで私が

言及しましたのは，進歩性のない侵害発明の場

合には無効判断と考えることができると，そう

いうふうな文脈での文章でありました。 

  これでお答えになったでしょうか。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  次は，レジュメ（本誌１６４頁参照）に関

しまして，「侵害訴訟の平均審理期間が２００

２年で９か月と，日本と比較して短いが，（カ）

号の特定や損害額の立証についてはいかなる

工夫がなされているか。」という御質問です。よ

ろしくお願いいたします。 

○趙判事 （カ）号の特定のことなのですけれど

も，私は侵害訴訟を担当しておりませんので，

侵害訴訟の裁判部でどういった形で工夫をして

いるのかに関しましてはよく分かりません。私

ども特許法院の方では，権利範囲確認訴訟での

（カ）号の特定と言われる侵害訴訟と同じよう

な形で（カ）号の特定という問題に直面いたし

ます。ですので，そういう場合には，当事者，

つまり，権利範囲の確認訴訟を行っている当事

者に確認をすることがあります。つまり，（カ）

号の特定がよく分からない場合，その実際のも

のを持ってこさせたりして検証するとか，図面

の場合には，図面がはっきりしていない場合に

は図面を更に正確に記するようにさせたり，そ

ういうようなことをやっています。 

  また，損害額の立証に関しましても，私が損

害訴訟を担当しておりませんのではっきりお答

えできませんけれども，恐らく日本の場合と同

じような形ではないかというふうに考えます。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  次に，趙判事に対する最後の御質問です。こ

れは資料（本誌１５７頁参照）についての御質

問だと思います。 

  趙判事から御紹介いただいている渉外事件は，

当事者が外国人の場合ということで分類されて

いますが，「渉外事件について，外国特許―これ

は外国で登録された特許ということではないか
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と思いますが―や商標の侵害訴訟も多く扱って

おられるのでしょうか。その場合，当該外国特

許の無効の抗弁が提出された場合，韓国の裁判

所はどのように扱っておられるのでしょうか。

先生のおっしゃっておられる，国際的な商標紛

争の相当部分が判決により解決されたとは，ど

のようなことをおっしゃっているのでしょう

か。」ということです。よろしくお願いいたしま

す。 

○趙判事 まず，渉外事件におきまして，私ども

特許法院では侵害訴訟は扱っておりません。で

すので，これについてはお答えする範囲ではな

いと思います。しかしながら，登録されたもの

の無効に関しましては私どもが扱っております

ので，それについてお答えいたします。 

  もし外国で特許が登録されていても，韓国の

特許法上無効事由に当たるということであれば，

それは無効になるという判断になります。 

  具体的な事件に関しましては，私は覚えてい

るものはないのですが，かつて一般の民事訴訟

の仮処分でウォルマート事件というのがござい

ました。これは商標事件ではありますけれど

も，韓国のある人物が「ウォルマート」という

商標を盗用して韓国で先に登録をしたというこ

とがありました。後にウォルマート社が韓国に

進出しようとしたときに，先に「ウォルマー

ト」というのが登録されていた関係で，ウォル

マートの商標を登録するという登録が拒絶され

てしまった。そのため，ウォルマート社では，

この商標の使用を禁止する差止請求を行ったと

いうことがございました。この差止請求の事由

といたしまして，これは登録しただけでその後

３年間使われていなかったということを挙げて

おりました。結果的に，３年間，登録しただけ

で使っていなかったということで，ウォルマー

トが勝訴したということがございました。 

  これが適切なお答えになったかどうか分かり

ませんが，以上でございます。 

○司会（黒川） ありがとうございました。 

  引き続きまして，飯村判事に対する御質問を

お一方から頂いておりますので，御紹介したい

と思います。 

  配布資料（本誌１６７頁参照）についてです

けれども，平成１５年改正民事訴訟法―平成１

６年施行予定ということですが―における

（４）の専門委員の導入につきまして，一つ目

の質問としては，どのような人員，特許庁の審

査官かあるいは民間かが，どのような立場で訴

訟参加するのか，諮問機関か否かというのが一

つ目です。 

  二つ目としましては，今度は配布資料（本誌

１６６頁第３の２参照）の司法制度改革推進本

部の知的財産訴訟検討会の（２）の専門家によ

るサポート制度との関係について教えていただ

きたいということです。よろしくお願いいたし

ます。 

○飯村判事 調査官は，常勤の公務員で裁判所の

職員でございます。その給源は，特許庁から，

多くの場合は３年間出向して，裁判所の職員と

して裁判官をサポートするということです。そ

の他，給源として弁理士さんからということも

現在行われております。 

  それから専門委員でございますけれども，全

くの非常勤ということで，今，事件ごとで，も

し専門委員をということであれば委嘱するとい

う事柄があるというふうなイメージでございま

す。 

  他方，専門委員に関しては，調査官が常時サ

ポートする体制のもとでの専門委員ということ

であると，調査官で賄い切れない特殊な事柄に

関してお願いするという役割になってくるので

はないかと思います。現在，準備しているの

は，あらかじめ１００人を超える専門委員の方

のリストを作っておいて，例えばバイオの専門

家とか，プログラムの専門家とか，そういう事

項に関して，専門委員にお願いするということ

がございます。専門委員を活用する際の手続は

きめ細かく決められていて，当事者の立会いな

く会えないとか，そういうような所定の手続の

下で行われているというのが，専門委員の制度

でございます。 

  それから知的財産訴訟検討会での検討でござ

いますが，基本的には調査官を置くということ

だけで，権限規定が一切ないわけですけれど

も，より実質的な関与について，発問権をどう

するかとか，そういうことについて，現在検討

をしているということでございます。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  あと，趙判事から飯村判事へ質問票を頂いて

おりますので，通訳をお願いしたいと思いま

す。 

○趙判事 まず第１点目は，民事訴訟法の改正の

中で５人合議制というものがありますが，重要

な事案に対して慎重で適切な解決を意図すると

いう点では理解できますが，５人合議制の決定

は上級審を拘束するものではないわけでありま

して，民事訴訟法の改正の趣旨の一つである審

理の迅速化には反するものではないかというふ

うに思うのですが，いかがでしょうか。 

  もう一つは，富士通半導体の判決におきまし

て，最高裁の判決理由を見ますと，無効理由が

存在することが明らかである場合に権利濫用に

当たり，認められないというふうにされており

ますが，その明らかな程度は，一般の行政訴訟

における無効判断事由である明白性の程度と同

等のものであるのでしょうか。実際，進歩性の

判断において，進歩性があるかどうかといった

問題はあいまいな場合が多いと思いますが，東
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京地裁の処理基準というのはあるのでしょうか。 

○飯村判事 ５人合議体の問題でございますけれ

ども，５人裁判官の合議体をつくることの趣旨

は確かにそうなのですが，同時に迅速裁判につ

いての阻害要因は確かにあり得ると思います。

実際の使い方としては，現在問題になっている

重要な事項，東京地裁の裁判官がどのような考

えを持っているかについて明らかにすべき法律

判断がある場合には５人合議制でやることが考

えられると思います。法律判断に関してですの

で，特に３人でなく５人だからといって迅速性

に影響を与えるということはないと思います。

対象事件のセレクトですが，５人合議制がある

からといって，多くの事件について５人でやる

ということは想定しておらず，真にふさわしい

事件についてのみ，５人合議制を使うというこ

とになると思います。 

  次に，富士通半導体の無効理由の存在するこ

とが明らかな場合と，行政事件を無効とする場

合の違法理由が明らかな場合と違うかどうかと

いうことですけれども，具体的な事件の在り方

を見ていると，やはり随分違っているのが現状

だと思います。特許の無効が明らかなときとい

うのは，ハードルがかなり低いという印象を持

っております。 

  無効理由が存在することが明らかなときの判

断基準に関しては，私自身は一審の裁判官とし

ての立場で答えますと，一審の判決が，安定性

を持つかどうかを基準として判断しております。

具体的には，無効理由があるけれども訂正すれ

ばすぐに無効が解消できるような場合であれば，

たとえ一審の判決で，無効が明らかであるとし

て棄却しても，訂正された後，無効理由が解消

されて，その一審判決は，控訴審で破棄されて

しまいます。そのような場合は，無効が明らか

とは言えないということになります。結局，か

なり，プラクティカルな基準を設定しておりま

す。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  それでは，時間の方が過ぎておりますので，

申し訳ありません，この辺で質疑と討論を終了

させていただきたいと思います。趙判事，飯村

判事のお二人にはどうもありがとうございまし

た。 
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○司会（黒川） 続きまして，法務省民事局の小

野瀬参事官から，平成１５年７月に改正されま

した民事訴訟法の中で特に知的財産権訴訟に関

係のある事項について概要を御紹介いただき，

最後に若干時間を取っていただきまして，会場

からマイクによる質疑応答を行いたいと思いま

す。 

  それでは，よろしくお願いします。 

○小野瀬参事官 今御紹介いただきました法務省

民事局参事官の小野瀬でございます。 

  それでは，平成１５年７月に成立いたしまし

た民事訴訟法の改正法について，改正の背景と

なった考え方，あるいは改正の経緯等を御紹介

したいと思います。 

  今回の改正の経緯でございますけれども，直

接のきっかけとなりましたのは平成１３年６月

の司法制度改革審議会の意見書でございます。

そこで，知的財産権関係訴訟に対する対応を強

化するという観点から，特許権等に関する訴え

の東京地方裁判所及び大阪地方裁判所への専属

管轄化が提言されたわけでございます。その

後，法務大臣の諮問機関であります法制審議会

におきまして審議がされましたが，法制審議会

では，平成１４年６月に中間試案を公表いたし

まして，幅広く意見を求めるパブリック・コメ

ントの手続がとられました。その結果を踏まえ

て更に検討を続けられ，平成１５年２月に法制

審議会の答申がされまして，３月に法律案を国

会に提出いたしました。そして，７月に改正法

が成立したわけでございます。施行期日はこれ

から政令で定めるということになっております

けれども，平成１６年４月１日から施行すると

いう選択肢が現在のところ有力でございます。 

  今回の改正でございますけれども，知的財産

権関係訴訟に関しましては，二つのポイントが

ございます。一つは特許権等に関する訴えの専

属管轄化でございまして，もう一つが専門委員

制度でございます。順次簡単に御説明したいと

思います。 

  まず特許権等に関する訴えにつきましては，

第一審は東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の

専属管轄とするということにされております。

背景には，これらの裁判所におきましては，裁

判所調査官の配置，それからこういった種類の

事件に非常に精通している裁判官の配置といっ

たような専門的処理体制が整備されているとい

うことから，専属管轄化によってこのような訴
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訟についての審理の充実・迅速化を図るという

ことが目的でございます。 

  このような考え方に対しましては，地方に住

んでいる当事者の利益を害するのではないかと

いうことが最大の議論となりました。パブリッ

ク・コメントにおきましても，経済界，裁判所

等から賛成意見が寄せられた一方で，弁護士

会，大学等から反対意見も寄せられました。ま

た，国会の審議の中でもこの点が取り上げられ

ました。 

  この点につきましては，東京，大阪といった

ような専門的処理体制の整った裁判所で充実し

た迅速な審理を受けられるということは，これ

は地方に住んでいる当事者の人にとっても大き

いメリットがあることであるということが一つ

言えようかと思います。 

  それからもう一つでございますけれども，例

えば審理すべき事項に専門技術的な事項がない

ような事件，典型的には，単にライセンス料を

払わないといったような事件もあるわけですが，

そういった事件で，東京とか大阪で審理をする

とかえって著しい損害や遅滞を生じてしまうと

いったような場合には，通常の管轄裁判所等に

移送することができるという移送の制度も設け

られております。 

  それから，現行法にある制度ですけれども，

電話会議システム，それからテレビ会議システ

ムというものがございます。このようなシステ

ムを活用すれば，当事者が裁判所に出てこなく

ても審理をすることができます。したがって，

必要な場合にはこういう制度を活用すれば，地

方に住む当事者の利益を不当に害することには

ならないと考えられるわけでございます。 

  このようなことから，結論といたしまして，

東京地方裁判所，大阪地方裁判所への専属管轄

化が図られたわけでございます。 

  もう一つ大きい議論になりましたのは，控訴

審の管轄をどうするかという問題でございます。 

  この点につきましては，経済界を中心にいた

しまして，控訴審段階でも事件を集中して，よ

り充実・迅速化した審理を実現すべきであると

いったような意見が出されたわけでございます。 

  このようなことから法制審議会で議論がされ

たわけでございますけれども，その過程では，

大阪地方裁判所の判決に対しては，大阪高等裁

判所にも，あるいは東京高等裁判所にも控訴で

きるといったような競合管轄を認める案につい

ても検討されました。ただ，やはり一審と同じ

ように，より充実・迅速化した審理を実現すべ

きであると，こういったような考え方のもと

に，控訴審につきましても東京高等裁判所への

専属管轄化を図るという結論になったわけでご

ざいます。 

  ただ，一審と同じように，例えば専門技術的

な事項がないような事件につきましては，大阪

高等裁判所に移送することはできますし，ま

た，電話会議システムやテレビ会議システムの

活用というものも考えられるわけでございます。 

  なお，経済界からは，この東京高等裁判所へ

の専属管轄化について，判断の早期の統一が実

現できるというようなことからこれを求める意

見が強くございました。 

  これに対しましては，そもそも高等裁判所で

意見が分かれるような重要な問題については，

高等裁判所レベルでいろいろな意見が出て，そ

れを最高裁判所が統一すると，こういうような

プロセスを採る方が望ましいという意見もあり

ました。 

  今回の改正は，先ほど言いましたとおり，あ

くまでも審理の充実・迅速化というものを目的

としたものですけれども，東京地方裁判所，大

阪地方裁判所及び東京高等裁判所においては，

５人合議制を導入しております。これは，重要

な事件等について多人数の裁判官による慎重な

審理を可能とするためのものですけれども，こ

の運用の仕方によっては，事実上の判断の早期

の統一というものも期待できるというふうに思

われるところでございます。 

  なお，この５人合議制は，既に現在の民事訴

訟法の中でも，大規模訴訟で導入されている制

度でございます。 

  このように，今回の改正は，知的財産の保護

の重要性を考慮したもの，また知的財産権関係

訴訟の利用者のニーズに沿うものであるという

ことができると思います。 

  次に著作権や意匠権等に関する訴えでござい

ますけれども，このような事件につきまして

は，特許や実用新案のように技術性が高いとい

うわけではありません。また，地方の事情を持

った事件というものも多いわけです。そこで，

こういう事件については，東京地方裁判所，大

阪地方裁判所への専属管轄化ということではな

くて，東日本の事件については，通常の管轄裁

判所のほかに東京地方裁判所にも，西日本の事

件については，通常の管轄裁判所のほかに大阪

地方裁判所にもそれぞれ訴えを起こすことがで

きるというような競合管轄の制度が導入された

わけでございます。 

  続きまして専門委員制度について簡単に御説

明いたします。 

  この専門委員制度でございますけれども，典

型的には医療ですとか建築に関係する訴訟，そ

ういった専門的な知見が必要な訴訟に活用され

る制度でございます。当然，専門的な訴訟とい

うことですので，知的財産権関係訴訟でもこの

制度の活用が見込まれているものでございます。 

  この背景といたしましては，これらの専門的

な訴訟の審理に時間がかかってしまう傾向が見
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られるということがございます。こういった専

門的な訴訟の審理の充実・迅速化が求められて

おりまして，これも司法制度改革審議会の意見

書に提言がされていたものでございます。 

  この専門委員制度でございますけれども，具

体的には，あらかじめ専門家を専門委員として

裁判所が任命しておきます。そして，具体的な

事件に応じて具体的な専門委員を指定しまして，

審理の中でその専門委員から説明を聴くという

制度でございます。 

  現在でも，専門家の意見を聴くという制度と

しては，証拠調べとしての鑑定というものがあ

ります。しかしながら，例えば争点を整理する

段階で機動的に専門家の説明を聴くといったよ

うな制度はこれまではなく，そのため，例えば

争点整理に非常に時間がかかってしまうような

ケースもあったわけでございます。そこで今回

の改正では，争点整理の段階，証拠調べの段

階，それから和解の場面，こういった各段階で

裁判所が専門委員から専門的な説明を聴くこと

ができるという専門委員制度が設けられたわけ

です。 

  ただ，この説明は証拠となるものではありま

せん。あくまでも例えば争点を整理するために

必要な限度にとどまるわけでございます。した

がって，鑑定によるべき争点についての判断を

この制度によって得ることはできません。 

  また，手続の透明性を確保する必要がござい

ます。そこで，この説明は，双方が立ち会うこ

とができる期日においてするか，あるいは書面

で説明をして，その写しを双方に交付するとい

ったようなこととされています。このように，

手続の透明性あるいは中立性の確保というもの

がこの専門委員では非常に大きい議論になった

わけですが，その背景としては，この専門委員

が活用される典型的な場面である医療過誤訴訟

において，専門委員の中立性あるいは手続の透

明性を確保するということが非常に重要である

という指摘がございました。このようなことか

ら，今回の改正法では，中立性，手続の透明性

を確保するための様々な手当てがされています。 

  知的財産権訴訟関係では，既に裁判所に常勤

の職員である裁判所調査官がいるわけでござい

ますので，専門委員としては，特別な分野，最

先端の科学分野，こういったようなところで活

用がされるのではないかというふうに思われま

す。 

  以上，簡単ではございますけれども，今回の

改正の説明を終わりたいと思います。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  ただ今の小野瀬参事官のお話につきまして，

特に何か御質問などのある方は挙手をお願いし

たいと思います。一つだけ取り上げたいと思い

ます。係の者がマイクを持って伺いますので，

よろしくお願いいたします。何かございます

か。 

○質問者 

  １点伺いたいのですが，特許権等侵害訴訟の

控訴審の東京高裁への集中の関係で，例えば大

阪地裁の事件の中で特許権にかかわる部分です

ね，事件の中に複数の争点があって，特許権侵

害の論点と著作権侵害の論点があったと，そう

いう場合は，専属管轄の方に引っ張られて必ず

東京高裁が控訴審の管轄を持つのか，それと

も，特許侵害部分と著作権侵害部分が分かれ

て，控訴審は東京と大阪に分かれてしまうとい

うことになるのか，その辺りはどのように考え

たらよろしいでしょうか。 

○小野瀬参事官 特許権等に関する訴えという概

念は，現行法でも，競合管轄が認められる訴え

の類型として用いられているわけでございます。

この訴えの概念につきましては，今回の改正で

は現在の法律の解釈を全く変えておりませんの

で，現行法における解釈を引き継ぐということ

になっております。したがいまして，あくまで

も個人的な見解でございますけれども，一つの

訴えという単位で管轄というものは考えなけれ

ばいけないというふうに思いますので，仮に一

つの訴えの中に特許権に関する部分があるとい

う場合があるとすれば，それは専属管轄になる

のではないかというふうに思っております。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

  会場の都合もありますので，以上で質疑の時

間を終了させていただきたいと思います。 

  小野瀬参事官にはどうもありがとうございま

した。 

 

 

総   括 
 

財団法人国際民商事法センター特別顧問 
三 ヶ 月   章 

 

○司会（黒川） 長時間，御清聴と熱心な御質問

をありがとうございました。 

  それでは，最後に，財団法人国際民商事法セ

ンター特別顧問，東京大学名誉教授，そして元

法務大臣で，日本ローエイシア友好協会会長で

あられます三ヶ月先生に，本日のまとめとして

総括を，大変申し訳ありませんが，会場の都合

で，できるだけ手短にお願い申し上げたいと思

います。 

○三ヶ月財団法人国際民商事法センター特別顧問

 三ヶ月章でございます。たまたま法務省特別

顧問兼国際民商事法センター特別顧問というこ

とで，大体こういうシンポジウムのときに総括

を仰せつかるのですが，今日の総括ぐらい苦手

で困った総括の経験はございません。と申しま
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すのは，私は，皆さん御承知のように，民事訴

訟法の立法だけはずっと長期にわたり続けてま

いりまして，民事訴訟法の全面改正まで持って

きたわけですが，それはどういう意味を持って

いたかと申しますと，日本の民事訴訟一般のレ

ベルを何とかして先進国並みに上げなければな

らない点があるというところが出発点でした。

しかしながら，本日の議題になっております知

的財産権訴訟というのは，先ほどもちょっと小

杉さんが言われましたように，世界の最先端の

問題で，どの国でも共通の課題として出てくる

という性格のものでして，私のように，日本の

訴訟制度一般の問題がどうしたらよくなって，

世界的な水準まで行くかという見地から見てお

ります者としましては，本日のテーマのよう

に，世界の最先端で，しかも各国共通のものを

どう扱ったらいいかということはちょっと場違

いという感じですので，そういう意味での総括

的な言及は，同じく国際民商事法センターの役

員を務めております小杉さんが先ほど述べられ

たようなところを，訴訟法上のテクニカル・タ

ームですが，「援用」させていただくことにいた

しまして，少し一般的常識的な話をもって私の

総括を終えさせていただきたいと思います。 

  一つは，本日の問題は知的財産権の問題です

が，これは先ほど申しましたように全世界共通

で先端的な問題として取り上げられている問題

です。これをめぐりまして，実はほんの二週間

ほど前に，本日のシンポジウムと同じような形

式で中国の方が来られまして，中国と日本との

間で本日と同じような形での知的財産権のシン

ポジウムが行われたのです。それにわずか二週

間かそこらの間隔をおきまして，本日は，韓国

と日本との知的財産権のシンポジウムが行われ

た。これはある意味では一つの象徴的な面があ

るように思います。と申しますのは，この三国

はいずれも漢字文化圏ということで，文化の伝

統という点で共通性がございまして，いろいろ

な形の違った諸外国の法制度の中でも最も親近

性の強いところですが，その三国がこの一番最

先端のインターナショナルな性格を持つテーマ

につきまして，集中的にこの二週間の間にこう

したシンポジウムが集中して行われたというこ

との意味をお考えいただければ，主催者として

誠に幸せです。 

  これはやはり非常に画期的なことであろうと

思います。と申しますのは，私どものように民

事訴訟法一般としてだだっ広い問題をやってお

るのに比べまして，言わば全世界共通の最先端

の問題についての国際シンポジウムを，これだ

けの精度をもって行っている国というのは恐ら

く世界にないのではないか。そういう意味で，

私ども国際民商事法センター及び法務省といた

しましては，胸を張りたいような気がするとい

うことを関係者の一人として申し上げさせてい

ただきます。 

  もう一つの点は，これも極めて常識的な点で

すけれども，仮に漢字文化圏の国同士であると

いたしましても，やはりそれぞれの伝統もあ

り，それぞれの国の法制度の違いもございま

す。それから言葉の問題というものもありま

す。そういうふうないろいろなものを乗り越え

まして，本日のようなシンポジウムをやってい

くということにつきましては，皆様は，ただ来

て，こういうものかと思われるかもしれません

けれども，やってみますと，これは大変な事前

準備と努力が要ることなのです。ついこの間，

私どもはローエイシアの東京大会をいたしまし

たが，その準備には何と４年の歳月をかけまし

た。本日のこういうふうなシンポジウムにおき

ましても，何と申しましょうか，水面下の準備

というものがなければ，とてもこの知的財産権

をめぐる２回のシンポジウムのように，非常に

立派な，時間も，それから内容もぴたりと予定

どおり進むようなものを設営するということは

難しいのだということを申し上げたいのです。 

  特に強調いたしたいことは，前の中国との知

的財産権のシンポジウムのときもそうでしたけ

れども，本日，「日韓知的財産権訴訟の現状と

展望」というかなり厚いものが皆様のところに

配布されております。こういうふうなものを準

備するということ自身，非常に大変なことなの

です。特に今回の場合は，これに日本語版と韓

国語版がついている。これは皆様，極めて当た

り前のように受け取られるかもしれませんけれ

ども，従来の国際シンポジウム的なものでは，

これほどの準備をもって皆様に資料を差し上げ

てやったという例を私は知らないのです。今ま

での例によりますと，通訳を介しまして，いろ

いろディスカッションをするところを自分で一

生懸命ノートをとり，そしてポイントを明らか

にした上でないと，なかなかシンポジウムの進

行なり内容なりが分からないものです。これは

国際会議というものに参加したことのある者な

らみんな痛切に感じているところなのです。そ

れに対して，これだけのものがあらかじめ配ら

れますと，これを見ながら話に集中して聞いて

いきますと，ノートをとるという手間もなし

に，スピーカーがおっしゃっておられることが

すっと頭に入っていくような仕掛けになるわけ

でして，こういう工夫は，私も多くの国際会議

に出たことがございますけれども，この我々の

組織というものがごく最近に完成した一つのス

タイルであるということを申し上げたいのです。

恐らく，今日のお話を聞かれました皆様方も，

これを参照しながら，しかるべきところにアン

ダーラインを引っ張って，そして自分の思考を

まとめていただいたことと存じます。 
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  その中で，特にもう一つ強調しておきたいこ

とは，この中の最後のところに表がございます。

これは本日司会をされました黒川教官が作られ

たものですが，こういうふうな誠に見事な表の

まとめ方をしてポイントを明らかにする，これ

もなかなかできないことなのですが，これがあ

るとないとで，本日のシンポジウムの理解度と

いうものは大いに違ってくるはずです。 

  関係者の一人として自分たちのやっているこ

とのちょうちん持ちをするような総括になって

しまいましたけれども，これからますます日本

を中心とする国際的な会合というものが増える

と思います。そういうふうな場合に，それを最

も成果あらしめるためには，やはり私ども，国

際民商事法センターの発足以来既に７年ぐらい

ですけれども，いろいろなトライアル・アン

ド・エラーを重ねまして一つのこういうふうな

システムをつくり上げたのだということを終わ

りに申し上げまして，主催者の一人としての総

括とさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

 

閉  会 
 

○司会（黒川） 本日通訳をしていただきました

株式会社サイマル・インターナショナルの李希

京さん，長友英子さんに感謝申し上げます。 

  それでは，以上をもちまして講演会を終わら

せていただきます。どうもありがとうございま

した。 

 

《大阪会場》 
 

○司会（黒川） ただ今より，法務省法務総合研

究所，財団法人国際民商事法センター共催，最

高裁判所，法務省民事局，日本弁護士連合会，

日本弁理士会後援による公開講演会「日韓知的

財産権訴訟の現状と展望」を開催させていただ

きます。この講演会は昨日ほぼ同じ内容のもの

を東京でも開催いたしました。私ども法務総合

研究所国際協力部では，財団法人国際民商事法

センターとともに，日本商標協会の元会長で現

在は常任理事をされておられます弁護士の小野

昌延先生を顧問とし，帝塚山大学大学院法政策

研究科長，日本工業所有権法学会理事長で，大

阪大学名誉教授の江口順一先生を座長として，

平成１４年４月からアジア太平洋知的財産権法

制研究会を開催しております。後ほど小野先生

にごあいさつを，江口先生には総括をお願いし

ております。私はこの研究会の事務局の一人で

あります，法務総合研究所国際協力部の黒川と

申します。本日は全体の司会をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

 

 

開会のあいさつ 
 

○司会（黒川） まず始めに，法務省法務総合研

究所国際協力部長の田内正宏からごあいさつが

ございます。 

○田内法務総合研究所国際協力部長 主催者の一

員といたしまして，一言ごあいさつを申し上げ

ます。本日はお忙しい中「日韓知的財産権訴訟

の現状と展望」をテーマとした講演会に，多数

の御列席を賜りまして誠にありがとうございま

す。 

  この講演会は最高裁判所，法務省民事局，日

本弁護士連合会及び日本弁理士会の御後援をい

ただいております。そして財団法人国際民商事

法センターの共催により開催するものでござい

ます。昨日は東京で同様の講演会を開催いたし

まして，多くの方々に参加いただきました。そ

して活発な質疑応答がなされ，時間も大幅に超

過いたしまして，会場の法曹会館の関係者をは

らはらさせたというような場面もございました。

これも知的財産に対する関心の高さを象徴する

ものではないかと思っております。私ども国際

協力部でも法整備支援のみならず，経済社会の

関心，あるいはビジネス社会のニーズに合っ

た，このような活動，今後も継続していきたい

と思っているところでございます。 

  さて，我が国では近年，知的財産をテコにい

たしまして，知的財産立国として，この国を力

強くよみがえらせようという動きが，一層活発

になってきています。このような動きの中で，
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知的財産が保護される体制を整えようというこ

とで，まず司法制度改革審議会が知的財産権関

係事件への総合的な対応強化の必要性を指摘い

たしました。その後，設置されました司法制度

改革推進本部では，知的財産関連訴訟の充実及

び迅速化を主要なテーマとする知的財産訴訟検

討会を開催しております。また，昨年（平成１

４年）成立しました「知的財産基本法」に基づ

いて設置されました知的財産戦略本部も，知的

財産権訴訟の在り方について，更に検討を行う

ということにしており，そのための専門調査会

も設置されたところです。 

  一方，韓国におきましては１９９８年３月１

日に，全国を管轄する特許法院が新設されてい

ます。このように日韓双方におきまして，知的

財産訴訟に関する新しい動きが行われつつあり

ますので，この両者の比較検討の場として，本

講演会を開催した次第でございます。 

  本日の講師には韓国特許法院の趙龍鎬首席部

長判事，大阪地方裁判所の小松一雄部総括判事

をそれぞれお招きしております。第一線で御活

躍の先生方におかれましては，御多忙の中今回

の講演等を快くお引き受けいただきました，こ

の場をお借りして厚く御礼を申し上げます。 

  本日は弁護士や弁理士の皆様，財団法人国際

民商事法センターの会員の皆様，そしてアジア

太平洋知的財産権法制研究会の皆様にも御列席

いただいておりますが，本日の講演会が皆様に

とりましても，また日韓両国の法制度の発展に

とりましても，大いに意義のあるものとなるこ

とを祈念いたしまして，私のあいさつとさせて

いただきます。 

○司会（黒川） 続きまして，研究会の顧問であ

り，日本商標協会の元会長で常任理事，そして

財団法人国際民商事法センターの評議員をされ

ておられます弁護士の小野昌延先生からごあい

さつがございます。 

○小野弁護士 私はあいさつに代えまして，少し

知的財産の専門家の交流についてお話したいと

思います。知的財産の専門家あるいは法律家

が，お互いに非常にファミリアリティを持って

います。それを一番感じましたのは，昭和４１

年（１９６６年），工業所有権審議会での仕事が

済んで，調査団がヨーロッパとアメリカの特許

庁を回りましたときであります。団長が井上尚

一先生という，古い特許庁の長官でしたが，

「前に石油で団長で回ったときと，今回特許の

団体で回ったときと，接する方の感じが全く違

う。」と申されました。「同志意識というのか，

質問に対する接し方が非常にオープンで，感じ

が全然違う。」とお話された記憶がございます。 

  これは，これからお話をされます韓国の趙龍

鎬先生と日本の小松先生のどちらも，我々は特

許をやっているのだ，どちらも裁判官なのだと

いうことで，お互いのファミリアリティが自然

にお互いにあるのではないかと思います。 

  私は修習で昭和２８年（１９５３年）に大阪

に来たとき，たしか９階建てが一番高い建物

で，「今度１１階建ての旧第一生命ビルが駅前

にできた，高いビルができた。」という状態でし

た。私は韓国について李承晩政権時代は知りま

せんが，朴正煕政権時代から５年に一遍か何年

に一遍か，しばしば古い時代から行っていまし

て，そのころセマウル号という汽車に乗って何

度かソウルから釜山を経て大阪に帰ってきたの

ですが，朴正煕政権時代に車中から見て，農村

の様相が瓦葺きになって一変しました。パク政

権は独裁政権であったかもしれませんが，経済

的には非常に功績があった政権だということを，

私は肌で実感しております。 

  今日では大阪も一変し，韓国も昔とは全く一

変しています。どちらにも共通するのは，日本

はエネルギーの自給率が４パーセント，韓国は

エネルギーの自給率が３パーセントという自給

率の低い国です。残りをどこから持ってくる

か，それは付加価値と申しますか，知的財産と

申しますか，それを品物に付けて，外国に売っ

て，そのお金でエネルギーを補給する。あるい

は知的財産それ自体を売るということで補給を

やらざるを得ない国であることです。 

  日本と韓国を２つ並べると非常に違うように

思いますが，世界から見ればほぼ同じという

か，もはや韓国は先進国で，途上国ということ

では国際会議の場では許されない国になってお

ります。両国の法体系が似ていることは皆様御

存じでしょうから説明いたしませんが，例えば

「ライセンスの登録」というライセンスの会議

で，日本が発言をしても同じ大陸法系のヨーロ

ッパの国も何を言っているのだというようなと

ころを，韓国の特許庁の代表などはすぐ問題点

を理解して同意してくれる。あるいは韓国の発

言に対して日本はすぐ理解ができて同意する。

今日はいろいろと相違点が出ると思いますが，

そういう共通点を持っております。 

  私は日本と韓国だけでなく，今いろいろと言

われている北朝鮮，中国，これもまた微妙な関

係の台湾，モンゴル，こういう所の知財の専門

家が，まず交流することが必要ではないかと思

います。それは仏教圏とか儒教圏ということを

通じての共通性が更に加わって，一つの親和性

というかファミリアリティがあるのではないか

と思います。さらには，これらに ASEAN の

国，その他はどこが加わるか，コマというのは

国際協力が力を入れているベトナム，ラオス，

ミャンマー，インド，スリランカのどこが入る

かは分かりませんし，場合によればちょっと異

質のオーストラリア，ニュージーランドも入る

のかどうかは知りませんが，そういう所の知的
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財産専門家の交流も，また全体の交流の先駆け

をなすのではないかと思っております。 

  これらは，そこまで広がりますと，多様性が

特殊性でみんなばらばらです。そこまでいきま

すと法体系もばらばら，考え方もばらばらです

が，やはり一つの地域的特性をもってアメリカ

圏あるいは EU 圏に対して，１つの新しい主張

をまとまって述べることができるので，日本単

独では何もできない，韓国単独では何もできな

いと思います。 

  終わりに年寄りの趣味としてある地図をお見

せしますが，これは引っくり返っているのでは

なくて，富山県がこういう地図を作っているの

です。ほかにもアップサイドダウン・ワールド

マップといって，オーストラリア辺りでは世界

の引っくり返った地図があるのです。これを御

覧になって皆様それぞれいろいろなことを考え

られると思いますが，私は時間がありませんの

で注釈は申しませんが，アジア圏のアップサイ

ドダウンのマップを見ていただければ，少し私

の言ったことも理解していただけると思います。 

  ちなみに私の家内にこれを見せたらどう言っ

たかといいますと，全然法律に関係がないもの

ですから，「東の，右の方の白い所は陸地だっ

たのと違うかな，日本海は何かの関係で沈んだ

ので，これ樺太とかはひっ付いていたのがよく

分かるな。」ということを言いました。私はそ

んな見方ではなしに，先ほど言いました知的財

産専門家の交流という意味で作ったつもりです

が，そんなことを申しておりました。 
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  今日は私のあいさつのような駄弁ではなく，

現実の有益な知識を第一線で苦労をしておられ

る両国のベテランの地方区の部長の方に，現実

に役に立つ知識を仕込まれる日だと思いますが，

あいさつにはちょっと変わった年寄りの冷や水

と言うのですか，趣味をお見せしようと思い，

こういう地図をお見せする次第であります。あ

いさつに代えましてとんだものをお見せして申

し訳ありません。これで私のあいさつは終わり

といたします。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。 

 

【第１部講演 ―― 東京会場での講演と同内容に

つき省略】 

 

 

 第２部 講演 
 

「日本の知的財産権訴訟 
の現状と課題」 

 

講師：大阪地方裁判所部総括判事 
   小 松 一 雄 

 

○司会（黒川） それでは第２部の講演に移らせ

ていただきます。第２部の講師をしていただく

小松一雄部総括判事は，裁判官としての経験が

豊富で，現在は大阪地方裁判所の知的財産権部

である第２１民事部の部総括判事として裁判実

務に携わっておられます。 

  それでは小松判事には御講演をお願いいたし

ます。 

○小松判事 

１ はじめに 

  ただ今御紹介いただきました小松でございま

す。本日は，「日韓知的財産権訴訟の現状と展

望」をテーマとするこの講演会でお話をさせて

いただく機会を与えられましたことを，大変光

栄に存じます。先ほどは，趙部長判事が，韓国

における知的財産権訴訟の現状と課題について

御講演なさいましたのを，興味深く拝聴いたし

ました。私は，大阪地裁の知的財産権部で知的

財産権訴訟にかかわってまいりました経験に基

づきまして，「日本の知的財産権訴訟の現状と

課題」について，お話をさせていただきます。 

  非常に簡単なレジュメを用意してお配りして

おりますので，これを御覧いただきたいと思い

ます。 

２ 知的財産権訴訟に関する裁判所の体制 

  まず，日本の知的財産権訴訟に関する裁判所

の体制について御説明します。レジュメの第２

（本誌１７０頁参照）にありますように，知的

財産権訴訟は，大きく分けますと，侵害訴訟と

審決取消訴訟に区分できます。侵害訴訟は，民

挨拶に代えて挨拶に代えて

 １ 日本と韓国の知財専門家の交流
 知的財産専門家の強調意識

 両国の発展・法系的共通性

 ２ 日本・韓国・北朝鮮・中国・台湾・モンゴルの

 知財専門家の交流

 文化的共通性

 ３ アセアン諸国その他周辺アジア圏の

 知財専門家の交流を通じての新しい主張

 多様性と地域的共通性 文化的寄与の可能性
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事訴訟法に従って訴訟手続が進められる民事訴

訟でありまして，民事訴訟法の規定により，管

轄を有する全国の地方裁判所に訴えを提起する

ことができます。ただし，１９９８年（平成１

０年）から施行されました現行の民訴法の規定

によりまして，特許権，実用新案権，回路配置

利用権及びプログラム著作権に関する事件は，

東日本の裁判所が管轄権を有する事件は東京地

裁が，西日本の裁判所が管轄権を有する事件は

大阪地裁が，それぞれ競合して管轄を有してお

ります。また，東京高等裁判所は，専属管轄で

あります審決取消訴訟のほかに，東京地裁を始

めとします東京高裁管内の各地裁からの侵害訴

訟の控訴審を扱っております。我が国では，侵

害訴訟は，東京・大阪両地裁への集中傾向が著

しい状況にありまして，東京，大阪の専門的な

処理体制を強化してまいりました。我が国の知

的財産権訴訟の体制は，地裁レベルで見ます

と，一極集中ではなく，東京と大阪という二極

集中体制でございます。比喩的にいいますと，

二つの焦点を有する楕円形，もちろん東京と大

阪では規模の違いが相当ございますが，そのよ

うな状況にたとえることができると思われます。 

  専門部の現在の人的処理体制を申し上げます

と，東京高裁が４か部，裁判官１６人，調査官

１１人，東京地裁が３か部，裁判官１５人，調

査官７人，大阪地裁が１か部，裁判官５人，調

査官３人という体制になっております。 

  裁判所調査官制度について，御説明したいと

思います。我が国では，知的財産権訴訟の技術

的専門性に対処するために，技術の専門家であ

ります裁判所調査官の制度を設けまして，知的

財産権の専門部に配置しております。日本の裁

判所調査官は，先ほどお話がありました韓国の

特許法院における技術審理官に相当するものと

言えるかと思います。日本の場合は，審決取消

訴訟と侵害訴訟の両方で調査官制度を活用して

おります。調査官の大部分は，特許庁で審査・

審判の実務を経験してきました特許庁出身者で

す。もっとも，最近，東京高裁及び東京地裁

で，弁理士出身の調査官も採用されておりま

す。韓国の技術審理官と比べますと，給源も類

似していると言えるかと思います。特許事件等

におきまして裁判官を補助する調査官が，単に

科学技術の専門家というだけではなくて，特許

出願や審判手続の実務に通じているということ

は，裁判所が特許発明の技術的範囲や無効理由

の存否といった法的な判断をする上で有用であ

ると思います。大阪地裁の場合，電気，機械，

化学の各分野を専門とする調査官３名が配置さ

れて，特許事件等の調査に当たっております。

調査官の任期は一般に３年でございます。 

  大阪地裁における調査官の活用状況について

補足させていただきますと，特許・実用新案事

件につきましては，原則として事件ごとに調査

官の担当を割り当てておりまして，口頭弁論期

日には，侵害論の審理中は原則的に法廷にも立

ち会ってもらっています。そして，事件の技術

的事項について，適宜説明をしてもらったり，

あるいは，問題点について調査，報告をしても

らうなど，日常的，継続的にサポートを受ける

体制を採っております。裁判官が，技術的，専

門的な知識を補充し，知的財産権訴訟を円滑に

進め，的確な判断を下すために，調査官制度は

大きな役割を果たしてきていると言えます。 

  なお，調査官は裁判官を補助する立場にあ

り，その報告内容は当事者に開示する性質のも

のではありません。もっとも，調査官の活動

は，当事者の立場から見ると，分かりにくいと

いう面があるようでして，現在，調査官の権限

の明確化等について，立法的な検討がなされて

おります。 

  韓国では，侵害訴訟では，特許法院における

技術審理官のような制度はないということです

ので，この点は日本と違いがあるように思いま

す。 

３ 最近の知的財産権訴訟の動向 

  最近の知的財産権訴訟の動向でありますが，

まず，事件概況を御説明します。昨年（平成１

４年）１年間の知財訴訟の地裁第一審の新受件

数については，全国で６０７件知財事件が提起

されまして，そのうち東京地裁が３４２件，大

阪地裁が１３１件でした。７８パーセントが，

東京，大阪，両地裁に集中しております。全体

の新受件数は，年によって波がございますが，

平成３年（１９９１年）は，３１１件でしたの

で，長期的に見ますと，顕著な増加傾向にある

と言えます。 

  事件種類別の比率は，昨年（平成１４年）の

全国の第一審新受事件で見ますと，特許権２７

パーセント，実用新案権６パーセント，意匠権

４パーセント，商標権１６パーセント，著作権

１９パーセント，不正競争防止法２３パーセン

ト，その他４パーセントで，特許事件が一番多

くなっております。 

  東京高裁の審決取消訴訟の新受件数の動向に

ついては，最近の件数の増加傾向というのは，

著しいものがございます。昨年の平成１４年

（２００２年）は，６３６件になっておりまし

て，平成７年（１９９５年）が２８０件であっ

たのと比べましても２倍以上になっております。 

  次に，最近の知財訴訟の審理及び裁判の動向

について，若干の特徴的なところを申し上げた

いと思います。侵害訴訟のうち，特許事件が，

やはり事件数の比率の上でも，また，高度の技

術的専門性が要求されるという内容面の難しさ

からいいましても，比重が大きいと言えます。 

  特許訴訟の多くの事件では，被告の製品を製
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造販売する行為が，原告の特許権を侵害するか

どうか，言い換えますと，特許発明の技術的範

囲に属するかどうかが争われます。この技術的

範囲に関する論点の中で，特に均等論が，１９

９８年（平成１０年）２月のボールスプライン

事件最高裁判決（最判平成１０年２月２４日・

民集５２巻１号１１３頁）で認められまして，

その成立のための要件が判例上明らかにされた

ということは，その後の実務に大きな影響を与

えております。均等論の議論は，御承知のよう

に我が国でも長く争われてきたものであります

が，一定の要件の下に均等論を肯定するという

ことは，国際的な動向にも合致し，特許権の適

切な保護のために意義があることだと思います。

均等論が主張される事件も多いわけですが，裁

判所は，最高裁の示した均等成立の５つの要件

に当てはめて均等の成否を判断しておりまして，

幾つかの事件では，実際に均等論が肯定されて

おります。 

  次に，２０００年（平成１２年）４月のキル

ビー特許事件の最高裁判決（最判平成１２年４

月１１日・民集５４巻４号１３６８頁）で，最

高裁は，特許に無効理由があることが明らかな

場合は，そのような特許権に基づいて差止めや

損害賠償を求めることは，特段の事情がなけれ

ば権利の濫用であるという判示をいたしました。

この判決は，侵害訴訟におきまして，被告側に

強力な武器を与えることになりました。キルビ

ー特許事件の最高裁判決が出ましてから，非常

に多くの特許事件で，特許無効の主張が出るよ

うになっております。裁判所は，特許無効につ

いて，無効審判手続における判断との食い違い

が生じることを避けるように配慮しながら，積

極的に無効判断を行ってまいりました。侵害訴

訟におきまして，裁判所が，明白性の要件によ

る絞りといいますか，限定があるとは言いなが

ら，特許の有効無効の判断ができるようになっ

たということは，侵害訴訟での裁判所の紛争解

決機能を高めたということが言えるかと思いま

す。 

  しかし，他方で，多くの事件で特許無効の主

張がされまして，しかも，多数の無効理由が主

張される事案が多いということから，裁判所の

審理上の負担が増えているという面も否定でき

ません。また，無効判断をするためには，明白

性の要件を満たす必要がありまして，侵害訴訟

での裁判所の無効判断と，無効審判手続での審

決の判断とのそごが生じないようにすべきであ

りますから，事案によっては依然として特許法

の規定により訴訟手続を中止せざるを得ない場

合があります。従来，無効審判請求に対抗し

て，権利者側は，明細書の訂正を請求すること

が多く，この訂正がされることで，事件が特許

庁と東京高裁の間を往復する，キャッチボール

現象と言われておりますが，そういうことがあ

りまして，無効審判の最終的な決着まで長期間

を要することも少なくありませんでした。もっ

とも，この点は，今年（平成１５年）行われま

した特許法の改正により，訂正審判請求をでき

る期間が制限されたことなどで改善されること

にはなりました。大阪地裁の場合で言います

と，無効審判の関係で，訴訟手続を中止し，訂

正審判請求がされるというようなことで，長期

間手続が中止になる事件があることが，審理期

間が長期化する最大の理由になっております。 

  また，特許訴訟のユーザーの立場にあります

経済界からは，侵害訴訟と無効審判手続という

二重の手続があることは，紛争の一回的解決の

要請から問題があるという意見や，明白性の基

準があいまいであるといった批判がありまして，

侵害訴訟における無効判断と無効審判手続の関

係の在り方が，これはなかなか難しい問題だと

思いますが，検討されているところです。 

  以上が侵害論の動向ですが，損害論の方に目

を向けますと，最近の特徴として，損害賠償の

高額化という傾向がございます。従来，知的財

産権の侵害で，裁判所において認められる損害

賠償額は低いという意見がありました。一部で

は，アメリカのように３倍賠償のような制度を

導入すべきであるといった議論がされることも

ありました。しかし，我が国の不法行為による

損害賠償の制度は，被害者に生じた現実の損害

を金銭的に評価して，加害者にこれを賠償させ

ることにより，被害者が被った不利益を補てん

して，不法行為がなかったときの状態に回復さ

せることを目的とするものでして，懲罰的な意

味を持つものではありません。知的財産権侵害

による損害賠償も，この基本的な枠組みの中で

はありますが，損害額の算定方式の見直しや計

算鑑定制度の導入などの法改正が行われてまい

りました。最近は損害賠償請求額が巨大な訴訟

も多くなっておりまして，御承知のように，東

京地裁では，損害賠償として８０億円以上の金

銭の支払を命ずる判決を言い渡した事件もござ

います。大阪地裁では，これまで，そのような

大きい認容額の事件はありませんが，請求とし

ては１００億円を超える事件も，幾つか出てき

ております。損害論の審理につきましては，損

害算定の資料，帳簿類等でありますが，そうい

うものの多くは被告側が有しておりまして，し

かも，これらの資料には，市場での競争相手で

ある原告の側に知られたくない営業上の秘密に

かかわる記載もありますので，被告の側として

は文書の提出に抵抗する傾向にあります。また，

当事者が企業会計の専門知識が十分でないとい

うこともありまして，損害論の審理は，侵害論

の審理とは違った困難性があります。損害論の

審理が円滑に進むためには，当事者の協力と，
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計算鑑定制度，その他企業会計の専門知識を積

極的に活用していくということを考える必要が

あると思います。 

  さらに，最近の知的財産権訴訟の特色の一つ

として，紛争の多様化ということがございま

す。中でも，特許権の侵害・非侵害という企業

間の争いだけではなくて，発明者である従業員

とその使用者である企業との間で，権利の帰属

や，特許を受ける権利を譲渡した場合の対価の

請求をめぐる争いも増えております。その背景

として，雇用の流動化，あるいは，発明にかか

わる従業員，研究者の権利意識の高まりといっ

たようなことがあると思われます。従業員が職

務として発明をしたときも，特許を受ける権

利は，発明者である従業員に帰属いたしますが，

通常，多くの企業では，職務発明規程を設ける

などして，特許を受ける権利の譲渡を会社が受

けまして，自分の権利として出願し，特許を受

けております。日本の特許法３５条は，契約や

勤務規則などで，従業者が使用者に職務発明に

ついて特許を受ける権利を譲渡したときは，従

業者は相当の対価の支払を受ける権利を有する

と規定しております。この相当の対価の算定と

いうのは，非常に困難なものでありますが，今

年（平成１５年）４月に出ましたピックアップ

装置事件（オリンパス光学事件）の最高裁判決

（最判平成１５年４月２２日・民集５７巻４号

４７７頁）は，会社側が勤務規則等であらかじ

め対価の額について決めておいても，それが特

許法３５条の定める相当の対価の額に満たない

ときは，不足分を請求することができるとして

おります。この裁判所の判断は，産業界に大き

な衝撃を与えたようです。現在，特許法３５条

の規定の見直しも議論されているところです。 

４ 最近の知的財産権訴訟をめぐる動き 

  さて，最近の我が国の知的財産権訴訟をめぐ

る動きというのは，誠に激しいものがありま

す。振り返ってみますと，我が国では，１９９

０年代の後半，殊に１９９７年（平成９年）ご

ろから，知的財産権の保護強化，いわゆるプロ

パテントの流れが明確になったように思われま

す。知的財産権の保護は，産業の国際競争力を

強化する基盤として，国家的戦略として位置付

けられております。今や我が国は，知的財産立

国を標ぼうしております。昨年（平成１４年）

には知的財産基本法も制定されました。企業も

知的財産権を企業戦略の重要な柱として位置付

け，重視しております。 

  そのような中で，知的財産権訴訟の果たすべ

き役割につきましても，期待と注文が向けられ

てまいりました。政府の知的財産戦略大綱で

は，実質的な特許裁判所機能の創出ということ

が掲げられております。一方，２１世紀の我が

国の司法制度のあるべき姿を幅広く検討してき

た司法制度改革審議会が２００１年（平成１３

年）に出した意見書の中でも，知的財産権関係

事件への総合的な対応強化の必要性が述べられ

ておりまして，審理期間をおおむね半減するこ

とを目標に，裁判所の専門的処理体制を一層強

化すべきであるとされております。政府の知的

財産戦略本部が今年（平成１５年）の７月に決

定した推進計画の中では，知的財産高等裁判所

の創設の検討ということも盛り込まれて，現在

議論がされております。そのほか，司法制度改

革審議会の意見書を受けまして政府に設けられ

た司法制度改革推進本部の中の知的財産訴訟検

討会では，知的財産権訴訟の在り方をめぐり，

①侵害訴訟における無効判断と無効審判の関係，

②専門家が裁判官をサポートするための訴訟手

続への新たな参加制度，③侵害行為の立証の容

易化のための方策などが検討されております。

このように知的財産権訴訟の在り方につきまし

て，種々の議論がされており，また，後でお話

しますように，今年（平成１５年）の民訴法の

改正も，知的財産権訴訟に関して，大きな影響

のある改正を含んでおります。 

  知的財産権訴訟は，更に変化していく状況の

中にありますが，知財訴訟のユーザーの立場に

ある産業界の意見を集約しますと，①訴訟の迅

速化ということ，②技術的専門性の強化という

こと，それから，③裁判所の判断の早期統一，

こういう辺りに集約されるようであります。こ

れらにつきましては，裁判所の審理充実の取組

を御紹介した後で，若干コメントしたいと思い

ます。 

５ 近時の知的財産権訴訟の審理充実・迅速化の

動き 

  このように知的財産権が重視されるようにな

りまして，知的財産権にかかわる紛争も多くな

ってまいりますとともに，裁判所の知財訴訟が

果たす役割も大きくなりまして，訴訟の在り方

も見直しが迫られるようになってまいりました。

裁判所も，審理の充実・迅速化のために，様々

な取組をしてまいりました。 

  まず，東京地裁は，２０００年（平成１２年）

１０月に，審理充実・迅速化のための方策をま

とめまして，「知的財産権訴訟の運営に関する

提言」を発表しております。 

  一方，大阪地裁では，１９９９年（平成１１

年）の終わりごろから，計画審理の試みを始め

ております。これは，幾つかの訴訟類型につき

まして，訴訟提起から侵害論の審理の終了に至

るまでの審理スケジュールのモデルを作りまし

て，その審理モデルを訴え提起時に事件の当事

者に配布しまして，その審理モデルを基にし

て，裁判所と当事者が協議して審理計画を立て

て審理を進めていくというものです。この審理

モデルは，昨年（平成１４年）改定をしまし
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て，現在は侵害論だけではなく，損害論まで含

めた審理モデルを用いております。大阪地裁で

用いている計画審理モデルは２種類あります。

そのうちの一つは，特許・実用新案事件のもの

です。もう一つは，意匠・商標・不正競争防止

法事件（不正競争防止法は一部の類型でありま

すが）を対象とする審理モデルです。特許・実

用新案事件のモデルでは，損害論の審理を含め

まして，訴えの提起からおおむね１年程度で判

決等による第一審の終局まで至るということを

目標としております。 

  このように，東京，大阪の両地裁は，審理の

充実・迅速化のために，工夫と努力をしてまい

りました。侵害訴訟の審理は，ここ数年で相当

変わってきていると思います。もちろんそのた

めには，当事者の事前準備の徹底など，当事者

側の理解と協力が不可欠であります。東京地裁

も，また，大阪地裁も，いろいろな機会をとら

えて審理の実情について紹介し，当事者や代理

人の理解を得るように努めてまいりました。 

  なお，司法研究報告書「特許権侵害訴訟の審

理の迅速化に関する研究」が，今年（平成１５

年）発行されましたが，これは東京地裁と大阪

地裁の裁判官が参加して行った共同研究の結果

でありまして，最近の我が国の特許訴訟におけ

る迅速な訴訟運営について，言わば集大成した

ものでございます。 

  一方，東京高裁の審決取消訴訟の方を見ます

と，事件の増加傾向が著しい中で，最近審理方

式について，新たな試みをしているということ

が紹介されております。その内容について要約

しますと，主張と証拠の整理及び心証の形成を

原則として１回の弁論準備手続で行うというも

のです。これは審決取消訴訟のものであります

が，侵害訴訟のこれからの審理の在り方を考え

る上でも，刺激的なところがあるように思われ

ます。 

  先ほどの趙判事のお話で，韓国の特許法院に

おいても，集中審理方式による充実した迅速な

審理が行われているということを伺いましたが，

審理のやり方は，東京高裁の最近のやり方と類

似性があるように感じました。 

  知財訴訟の審理の充実のためには，専門部の

専門的な処理体制を強化するということが最も

効果的であると思われますが，裁判所は，東

京，大阪の知財専門部の裁判官を増員するな

ど，体制を強化してまいりました。東京高裁と

東京地裁では，部の数の増加，調査官の増員も

実現しております。このような体制の整備と，

審理のやり方の工夫と努力，そして，訴訟に関

わる当事者，代理人等の協力によりまして，知

財訴訟の平均審理期間というのは非常に短縮し

てきております。昨年（平成１４年）の地裁の

全国の知財訴訟の第一審既済事件の平均審理期

間は，１６.８か月となっておりまして，平成

５年（１９９３年）が３１.９か月でしたから，

短縮化の傾向が顕著であります。審決取消訴訟

の方は，昨年（平成１４年）の東京高裁の既済

事件の平均審理期間は，１２.７か月となって

おりまして，これも１９９６年（平成８年）は

２１.４か月でありましたから，事件の増加傾

向にもかかわらず，審理期間の短縮化が図られ

ていると言えます。 

６ 平成１５年（２００３年）の民事訴訟法の改

正 

  次に，民事訴訟法の改正でございますが，１

９９８年（平成１０年）から施行されておりま

す現行の民事訴訟法は，今年（平成１５年）大

きな改正が行われました。この中には，知的財

産権訴訟に直接かかわる事項があります。 

  まず，管轄ですが，特許事件やプログラム著

作権の事件などは，これまでの競合管轄から，

日本を東西に分けて，それぞれ東京地裁及び大

阪地裁の専属管轄ということに変わりました。

また，意匠，商標，プログラム著作権以外の著

作権，それに不正競争事件などにつきまして

は，本来の管轄裁判所のほかに，東京地裁と大

阪地裁が競合して管轄権を有するということに

なりました。さらに，特許事件等につきまして

は，大阪地裁の判決に対する控訴は，東京高裁

の専属管轄ということになりました。このよう

に専門的な処理体制をこれまで以上に強化して，

特に特許訴訟は，第一審を東京地裁又は大阪地

裁，第二審を東京高裁の専属管轄として，原則

として知財専門部で処理するという体制を採る

ことになったわけです。 

  次に，特許事件等につきましては，事件によ

って５人の裁判官の合議体で審理裁判すること

ができるということになりました。この５人合

議制が活用されるとすれば，それは東京高裁に

おいてであると思われます。この大合議法廷

は，裁判所の判断の早期統一の要請にこたえ

て，事実上の早期裁判例統一機能を実現するた

めのものであるというふうに説明されておりま

す。 

  さらに，改正民訴法では，専門委員制度が導

入されました。これは，専門的な知見を要する

事件におきまして，専門家を専門委員として訴

訟手続に関与させて，専門的知見に基づく説明

を聴くというものでありまして，知財事件だけ

ではなくて，例えば医療事件ですとか建築関係

の事件ですとか，そういった専門的知見を要す

る事件で活用されることを予定しております。

知財訴訟では，東京や大阪の専門部は，先ほど

もお話しましたように，技術の専門家である調

査官が配置され，裁判官がサポートを受ける体

制を整えております。しかし，特許事件は，先

端技術にかかわる紛争もありますし，多様な技
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術分野の事件があります。また，技術の進歩の

速い現代におきまして，専門分野や人数の限ら

れた調査官によるサポート体制だけでは，これ

からの知的財産権訴訟の専門的処理体制として

は不十分なものになる恐れもあります。そこで，

裁判所では，従来からの調査官制度とともに，

この新しい専門委員制度を，審決取消訴訟でも

侵害訴訟でも，積極的に活用する方向で，現在

準備をしているところです。 

  以上のように見てきますと，我が国の知的財

産権訴訟におきましては，専門的処理体制を強

化してまいりましたし，訴訟運営の改善に努め

てきましたので，ユーザーの要請にこたえて，

訴訟の迅速化ということは，相当程度に実現し

ております。また，今回の民訴法の改正後の裁

判所の体制を前提にしますと，技術的専門性の

強化や裁判所の判断の早期統一といった点でも，

かなりの程度要請にこたえる体制になるのでは

ないかと考えます。今後は，専門委員制度のよ

うな新たな制度を適切に運用していく必要があ

ると考えております。 

７ 知的財産権訴訟の課題と展望 

  知的財産権訴訟の課題と展望について，若干

述べさせていただきます。これからの知的財産

権訴訟がどのようなものになるかということは，

最近の状況から，ある程度近い将来の状況は予

測が可能であると思われます。知的財産紛争の

多様化，内容の複雑化，高度化といった傾向は

顕著でありますので，今後もこういった傾向は

続くと思われます。インターネットを通じた権

利侵害ですとか，ビジネスモデル特許事件のよ

うに，科学技術の発展，情報化社会の進展，経

済活動のグローバル化等によりまして，新たな

形態の紛争，また，国境を越えた紛争が増えて

くることも予測されます。裁判所としては，こ

のような新たな紛争にも柔軟に対応して，的確

に判断し，紛争を解決する，また，先例とし

て，同種の紛争解決の指針を与えるような役割

が，今まで以上に期待されることと思われま

す。知的財産権の紛争は，国境を越えて起こり

ますし，外国の知的財産権の法制や裁判制度，

裁判所の判断なども影響を与えるものでありま

す。その国の知財訴訟の迅速性，紛争解決のレ

ベル，信頼性が，他国の訴訟制度と比較される

時代になっております。国際交流を図り，日本

の知財訴訟を海外にも紹介していくということ

が重要であると思われます。その意味でも，本

日のこの日韓の講演会というのは，意義深いも

のであると考えております。 

  次に，裁判所の知財訴訟に対する期待という

のは大きくて，充実した迅速な審理，的確な判

断を下すことへの要請は，強いものがありま

す。これに対して，今後もきちんとこたえてい

く必要があります。専門的な処理体制が強化さ

れてきましたけれども，今後も新たな制度であ

ります専門委員制度の適切な運用，その他，事

件の動向にも対応して，専門的な処理体制の一

層の強化ということが必要であると思います。

専門的処理体制の強化は，裁判所における技術

的事項のサポート体制の問題とも関係しており

ます。なお，この専門的処理体制の強化という

ことは，裁判所だけの問題ではなく，弁護士の

体制についても言えることだと思います。 

  また，大阪地裁では，審理モデルによる計画

審理を実践してきておりますが，審理の充実・

迅速化を一層進めるためには，この計画審理を

徹底していく必要があると考えております。 

  侵害訴訟における無効判断等，審決取消訴訟

との関係ということも非常に大きな問題ですが，

その点は先ほど申し上げましたので，ここでは

その他の点について述べさせていただきます。 

  立証の容易化と営業秘密の保護の問題がござ

います。これも知財訴訟における極めて難しい

問題であります。立証の容易化のための特許法

の改正も行われてきましたし，大阪地裁でも，

インカメラ手続を利用した経験も少なからずご

ざいます。一方で，当事者の営業秘密の保護に

配慮する必要があります。現在もこの問題は検

討されているところでありまして，法改正も見

込まれますが，いずれにしても，裁判所として

は，この立証の困難性と営業秘密の保護に適切

に目配りをして訴訟運営をする必要があり，こ

の点はこれからの知財訴訟でも重要なことであ

ろうと考えております。 

  次に，手続の透明性の問題であります。これ

は知財訴訟に限らず，いろいろなところで問題

になっております。知財訴訟でも，先ほど申し

上げましたように，例えば調査官の活動は当事

者から見ると，言わばブラックボックスである

というような批判もあります。手続の透明性の

要請にどのように対処していくかということも

今後問われるところであろうと思います。先ほ

ど来申し上げました専門委員制度も，この改正

民訴法の規定は，手続の透明性ということを意

識したものになっておりまして，この点に配慮

した運用を図る必要があろうかと思います。 

  それから，和解的解決機能の充実ということ

です。知的財産権訴訟は，和解による解決では

なくて，裁判所の判決による判断を求めるとい

う要請が強いという場合もあります。そのよう

な要請にもちろんこたえていく必要はあります

が，多くがビジネス訴訟であります知的財産権

の紛争では，和解的な解決になじみやすい面が

あると言えます。訴訟がある段階まで進行しま

すと，裁判所からの心証開示を受けて，訴訟の

見通しや和解的解決のメリット，可能性につい

て，見通しもつきやすくなってきます。和解的

な解決では，代理人の果たす役割も大きいかと
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思います。また，訴訟上の和解だけではなく，

調停による紛争解決ということも，裁判所での

紛争解決手段の一つとして重要であります。東

京地裁や大阪地裁では，知的財産権の専門調停

の体制を整えておりまして，成果を上げている

ところです。 

  最後に，知的財産権訴訟を担う人材の確保と

いうことです。どんないい制度を作りまして

も，最も重要なことは，当然のことながら制度

を担う人の問題であります。裁判官について申

し上げますと，知財訴訟をやろうという裁判官

は，やはり民事裁判の経験を積んだ上で，知財

専門部で知財訴訟の専門性を身に付けていくと

いうことが，裁判に不可欠の広い視野やバラン

スのとれた判断能力を持った裁判官を育てると

いう意味で，望ましいと考えております。裁判

所も，次代の知財訴訟を担う人材を養成すると

いうことに意を用いる必要があります。 

  日本では来年から法科大学院がスタートいた

しますが，将来，大学で理系を専攻して，法科

大学院で知的財産法も学んだというような人が，

裁判官や弁護士になるということが増えてくる

としましたら，それは知的財産権訴訟を担う人

材の層が厚くなるということで，好ましいこと

だと思います。知財訴訟の一層の充実のために

は，裁判官だけではなくて，知財訴訟にかかわ

る弁護士，弁理士，それから，企業内の専門職

の育成も重要であります。できれば，知的財産

法を専攻される学者の方も，もっと増えて，大

学や法科大学院での研究，教育がより充実した

ものになるということを願っております。 

８ おわりに 

  本日は短い時間で十分なお話もできませんで

したが，私ども日本の知財訴訟にかかわってい

る裁判官は，今後も知財訴訟の一層の充実・迅

速化を目指して努力をしていきたいと思います。

そして，国際的に見ても，高いレベルで，利用

者の満足度も高い紛争解決機能を，日本の裁判

所の知財専門部が果たしていきたい，中でもこ

こ大阪の裁判所が，それなりの役割を担ってい

きたいと願っております。そのためにも，本

日，海外の裁判所の実情を直接伺う機会を与え

られましたことを，非常に貴重なことだと思い

ます。後ほど皆様からも御意見を伺えれば幸い

です。大体時間もきたようですので，この程度

で，私のつたない話を終わらせていただきま

す。御清聴ありがとうございました。 

 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。

それでは，ここで約１０分程度の休憩に入らせ

ていただきます。また，質問票をお書きになら

れている方がいらっしゃいましたら，御提出を

お願いします。第３部は午後３時５５分から始

めさせていただきます。 

 第３部 質疑と討論 
 

「日韓の知的財産権訴訟をめぐる最近
の動向と展望 ―― 日韓比較の観点か
ら」 
 

○司会（黒川） それでは，第３部の質疑と討論

を始めさせていただきます。進め方として，ま

ず小松判事から趙判事へ御質問を頂いておりま

すので，その御質問に対して，趙判事からお答

えを頂いた後，会場から頂いた御質問に対し

て，講師の先生方からのお答えをお願いしたい

と思います。 

  その上で，お二人の先生方同士で，お互いに

質疑をしていただくという形での討論をしたい

と考えております。さらに時間に余裕がありま

したら，会場の皆様から直接御質問をしていた

だこうと思っております。質疑と討論の時間は

午後４時５５分までとしております。 

  それでは，まず小松判事からの御質問です

が，これは私の方から改めて御紹介いたしま

す。「日本では特許法等の改正により損害算定

方式に関する新たな規定が設けられ，計算鑑定

制度も導入された。しかし，損害鑑定の資料

（帳簿類等）の多くは被告側が有しており，こ

れらの資料には市場での競争相手である原告に

知られたくない営業上の秘密に係る記載もある

ので，被告としては文書の提出に抵抗すること

や，当事者が企業会計の専門知識に欠けている

ことなどから，損害の審理には，侵害論の審理

とは違った困難性がある。また，公認会計士を

損害額算定のための鑑定人に選任する計算鑑定

制度でも，これまでのところそれほど活用はさ

れていない。ところで韓国における損害の審理

の実情はどのようなものであろうか。」というこ

とです。まず，この点について趙判事から御回

答をお願いします。 

○趙判事 私は審決取消しの手続を主にやってお

り侵害訴訟に関しては担当しておりません。例

えばソウル高等裁判所，あるいはソウル地方法

院で行われている中身については，十分な知識

はありません。しかしながら，侵害訴訟におき

まして，韓国の損害賠償訴訟においても，一般

の民事訴訟と同じような形で進んでいると考え

てよろしいのではないかと思います。ただ，先

ほどの損害額の計算方法に関しては，やはり計

算の仕方が非常に難しい問題があります。日本

のように，例えば計算鑑定人制度は韓国にはあ

りません。一般の鑑定人を，例えば選定し，そ

の人に計算をさせるという形を採ることができ

ると，韓国ではなっていると聞いております。 

  私の発表では触れましたが，現在韓国では特

許法院において鑑定人制度を導入する必要があ

るということで，現在その検討が行われている
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という程度のお答えにさせていただきます。 

○司会（黒川） ありがとうございました。もう

一つの御質問です。「日本では来年から法科大

学院がスタートする。将来は大学で理系を専攻

し，法科大学院で知的財産法を学んだものが裁

判官や弁護士になることが増えてくるとすれば，

知的財産権訴訟を担う人材の層が厚くなって好

ましいことである。知的財産権訴訟の一層の充

実のためには，裁判官のみならず，知的財産権

訴訟にかかわる弁護士，弁理士，企業内専門職

の育成も重要である。」ということです。先ほど，

小松判事の御講演の中で，知的財産権を専門と

される学者の方々も増えて，大学やロースクー

ルでの研究に従事することも期待されるという

お話もありました。そこで，「韓国における人

材育成についての展望はどのようなものであろ

うか。」というのが御質問です。 

○趙判事 それでは一つ一つ簡単にお答えさせて

いただきます。韓国でも日本と同じように，全

般的な司法制度の改革が今進んでおります。そ

の制度改革の一つとして，ロースクールの導入

があります。今後，このロースクールの導入問

題がどのような形で結論付けられるかはまだ分

かりませんが，日本のようにロースクール制度

が導入されれば，先ほど小松判事からも話があ

りましたが，日本と同じような状況を迎えるの

ではないかと思います。しかしながらロースク

ールが導入される現段階においては，現在司法

試験に毎年１，０００人ずつの合格者を出して

おりますので，その関係で理系の出身者が司法

試験をかなり受けております。そういった理系

出身の彼らが司法試験に受かりまして，そして

司法研修が終わった後，任官されるということ

になりますと，知的財産に関する知識を持った

裁判官が生まれるのではないかと考えておりま

す。現在においても，毎年理系出身の裁判官が

任官されております。彼らが今後，１０数年に

わたり，判事としての経歴を積み，そしてこの

特許法院に来れば，自然に知的財産権の専門知

識を持った裁判官になることができると思いま

す。 

○司会（黒川） ありがとうございました。続い

て，会場から質問票でいただいた趙判事に対す

る御質問を御紹介いたします。趙判事，よろし

くお願いします。これは私ども法務総合研究所

国際協力部の工藤教官からの質問です。 

  知的財産権訴訟の判断をどうやって統一性を

図るかについての質問です。配布資料（本誌１

５１頁参照）に特許法院は開院以来三つの裁判

部で構成されていると書かれております。一つ

目の質問は，「各裁判部はこれまでの特許法院

の先例と異なる判断をすることができるのかど

うか。」です。二つ目は，仮に今の質問に対する

回答が「可能」であるとした場合です。「各裁判

部は従前の特許法院の先例と異なる判断をする

ことが可能であるとした場合，先例の変更のた

めの特別な手続はあるのでしょうか。」という質

問です。三つ目は，「特許法院には各裁判部の

判断を統一するための仕組みはあるのでしょう

か。例えば，全裁判官による大法廷や判決素案

をほかの部の裁判官に対して回覧をする制度と

いったことです。」という質問です。小松判事

のレジュメ（本誌１７２頁第６の２）で御紹介

いただいております，今回の民事訴訟法の改正

で導入されることになりました「５人合議制」

とも関連するのではないかと思います。 

○趙判事 各裁判部は従前の特許法院の先例と異

なる判断をすることができるかということです

が，特許法院は大法院の下の下級審であります

ので，各裁判部が，これまでの特許法院の先例

と異なる判断をすることはできます。しかしな

がら，特別な事情がない限り，法的な安定性と

いうことがありますので，異なる判断をするこ

とは余りありません。しかしながら，ほかの裁

判部の判決が理論上問題があるとか，裁判官の

所信と異なるというようなことがありましたら，

先例と異なる判断をすることがあります。裁判

部によって異なる判断を下すということになり

ますと，最終的には，それを更に上級審であり

ます大法院，最高裁の方に行き，ここでどちら

かの判断を下すということになります。 

  二つ目は，もし各裁判部で異なった判断をす

ることができるのであれば，先例の変更に要す

る特別な手続があるのかという質問でした。特

許法院というのは大法院ではありません。韓国

の大法院というのは，例えば自身が先例と異な

る判断を下すときには，いわゆる全員合議制を

採っております。しかしながら，特許法院は大

法院の下の下級審でありますので，ほかの裁判

部と異なる判断を下した場合にも，特段の手続

はありません。 

  三つ目の質問は，特許法院には各裁判部の判

断を統一するための仕組みはあるかということ

でした。特別な仕組みはありません。しかしな

がら，事案に関連する幾つかの訴訟が受理され

た場合には，それを一つの裁判部に集めて審議

する特徴があります。いわゆる，各裁判部の判

決が宣告されると，それは特許法院のホームペ

ージに紹介されます。そのホームページを見

て，ほかの裁判部でどのような判断を下したか

を別の裁判官は知ることができます。例えば法

律上の問題，法理上の問題などがある場合に

は，判事が事前に集まって意見を交わしたりと

いうことがあります。各裁判部の間の事前調整

は，そういった意見を交わすことによってなさ

れているということはあります。日本の民事訴

訟法の改正により，今回「５人合議体」が取り

入れられましたが，そういった形の制度はあり
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ません。いずれにしても，異なった場合には，

大法院の判断を仰ぐということになりますので，

日本の５人合議体に比べると，できるだけ迅速

に結論を出して大法院の判断を仰ぐ，というの

が現実的なやり方ではないかと思います。お答

えが適切であったかどうかは分かりませんが，

以上です。 

○司会（黒川） どうもありがとうございまし

た。続きまして，趙判事から小松判事に対して

の質問です。 

  富士通半導体事件に関する最高裁判決に関連

しての質問です。一つには，侵害訴訟での無効

判断が無効審判にどのような影響を与えている

のか，拘束されるのかどうかです。もう一つ

は，無効審判，又は審決取消訴訟とは異なり，

侵害訴訟では，明白性を要件としている理由は

何なのか。一般の行政処分の無効確認訴訟にお

ける明白性とは，どのような違いがあるのか，

という御質問です。 

○小松判事 富士通半導体訴訟というのは，私の

レジュメでは「キルビー特許事件」と呼んでお

ります。侵害訴訟の判断が無効審判の審決に影

響を与えるかどうかということですが，少なく

とも拘束力はありません。侵害訴訟の判断が先

に出て「無効だ」という判断をしたら，仮に同

じ無効理由に基づいて無効審判手続をしている

とすると，審判官は裁判所の判決も資料で提出

されるから見ることになると思います。それは

参考にするかもしれませんが，それに拘束され

るというわけではありませんので，違った判断

が出る可能性はあると思います。先ほど私が申

し上げたように，侵害訴訟の中で我々が「無効

だ」という判断をするかどうかというときには，

無効審判手続で，食い違いが起こらないように

考慮する必要があると思います。無効審判手続

でも，あるいは審決取消訴訟の手続の中でも，

侵害訴訟の裁判所と同じ結論になるであろうと

いうときに，無効の判断をするということにな

るわけです。 

  無効判断について明白性をなぜ要求するかと

いうことですが，従来は，キルビー特許（富士

通半導体）訴訟の判決が出るまで一般的には，

侵害訴訟の中では裁判所は特許を有効なものと

して扱わなければならない，特許が無効である

という判断はできないとなっていたわけです。

その理由は，特許庁の行政行為としての特許付

与があるわけですから，行政行為の公定力の問

題，それと特許庁と裁判所の権限分配の問題が

基礎にあったのだろうと思います。これについ

てはいろいろ議論があったところですが，最高

裁は，侵害訴訟の中で特許を直接無効というこ

とではなくて，無効理由のあることが明らかな

場合は権利濫用になる，というワンクッション

を置く形で認めたわけです。理論的な問題とし

ては，やはり公定力の問題をクリアするという

ことがあるのだろうと思います。実質的な意味

としては，やはり無効審判手続と裁判所の侵害

訴訟の手続という，依然として二元的な手続が

あるわけで，特許というのは，無効審判手続に

よって無効にされるというのが本来の形である

というのは残っておりますので，それとの食い

違いを避けるという，安全弁的な意味で明白性

という要件が要るのだろうと私は理解していま

す。 

○司会（黒川） どうもありがとうございまし

た。本日会場から質問票で頂いた質問は以上で

す。次にお二人の講師に，本日の講演内容を踏

まえ質疑応答の形で討論していただきます。も

しお二人の講師に何か御質問がありましたら，

お願いしたいと思います。 

○小松判事 私は侵害訴訟をやっております。こ

れは各国共通の問題でしょうけれども，特許事

件のような技術的，専門的なことが問題になる

事件で，技術的専門性をどうやって補充するか

が非常に大きな問題だと思うのです。先ほど申

し上げたように，日本では裁判所調査官制度が

ありますし，今回の民訴法で「専門委員制度」

も導入されたわけです。韓国の特許法院では

「技術審理官」という制度があるということで

すが，侵害訴訟の方では，今「ない」というこ

とですので，侵害訴訟について御質問するのは

申し訳ないことかもしれませんが，侵害訴訟で

技術的専門性をどうやって補っているのか。例

えば鑑定のようなものを使っているのかどうか

をお伺いします。 

○趙判事 先ほども申し上げましたように，侵害

訴訟を担当しているソウル地方法院，ソウル高

等法院には技術審理官はおりません。侵害訴訟

を担当している裁判部の方では，技術性を担保

するために，双方からの鑑定申請によって鑑定

を行うとか，ごくごくまれではありますが，特

許庁の担当職員を呼んで個人的に技術的な説明

を受ける場合もあると聞いております。私は裁

判所の方に，特許庁の方に技術審理官ないし調

査官といったものを派遣するように要請をしま

した。ところが特許庁の人材運用上の問題か

ら，派遣は実現には至りませんでした。近い将

来，特許庁からの技術審理官，技術調査官の派

遣が実現するものと思っております。現在，弁

理士とか，そういった専門分野の専門家を契約

で，特別採用として採用するのはどうかといっ

た案も現在検討中であります。お答えになった

でしょうか。 

○司会（黒川） どうもありがとうございまし

た。趙判事の方からは，何かありませんでし

ょうか。 

○趙判事 最近技術調査官として弁理士を２名採

用したというお話を伺っております。その場
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合，弁理士出身の調査官と特許庁出身の調査官

との間で，処遇とか待遇にどのような違いがあ

るのでしょうか。 

○小松判事 東京高裁と東京地裁で，最近弁理士

出身の調査官が１名ずつ採用されたと聞いてお

りますが，その後の状況はよく知りません。調

査官として任命されている以上は，出身によっ

て処遇等に差を設けるということはないのでは

ないでしょうか。特許庁出身の調査官は大体３

年いることになりますが，弁理士の方もずっと

調査官を続けて裁判所へ行ったままということ

ではないだろうと思います。それ以上，詳しい

ことは分かりません。これまで特許庁出身の方

を求めておりますが，それに限るということは

ないわけでありまして，適当な方がおれば別に

特許庁の方でなくてもいいのですが，科学技術

の専門知識があるというだけでは，裁判所の調

査官としては十分ではないといいますか，適当

ではないと思うのです。 

  先ほど講演の中でも申し上げたように，特に

特許事件等についてかかわる以上は，特許の出

願手続とか審判についての経験，知識があると

いうことは，かなり重要だと思います。そうい

う意味では特許庁の方，弁理士の方が給源とし

て考えられるかなというところです。お答えに

ならなくて申し訳ありません。 

○司会（黒川） ありがとうございました。ほか

には特にありませんでしょうか。それでは，続

きまして会場の皆様方から，御質問をいただき

たいと思います。発言される場合は，最初に所

属とお名前をおっしゃってください。発言内容

は，韓国語に通訳されて韓国側講師の趙判事に

イヤホンで伝わりますので，なるべくゆっくり

と御発言ください。 

  それでは，本日の御講演内容や，先ほどから

の質疑に関連して，何か御質問のある方は挙手

をお願いいたします。 

○田中裁判官 大阪地裁の田中です。趙判事に質

問をさせていただきます。レジュメ（本誌１６

３頁参照）に「大法院における特許審査官」と

いう制度が記載されております。「特許法院に

おける技術審理官」と比較して書かれているこ

とからしますと，「大法院における特許審査官」

も技術の専門家という意味だと思われますが，

最終審としての大法院にこのような技術の専門

家が関与するに至った特許審査官制度の導入の

経緯と特許審査官の果たす役割を，「特許法院

における技術審理官」との比較の上で，御紹介

いただければと思います。 

○趙判事 大法院，最高裁にも特許調査官という

者がおります。ほとんどの特許調査官は技術審

理官と同じように特許庁からの派遣です。大法

院にもこのような専門的な知識を持つ特許調査

官がいるというのは，大法院は最終審としての

専門技術的な事案に対しても，最終判断を下さ

なくてはいけないために専門家の助けがいると

いうことで，特許庁から派遣してもらっていま

す。特許調査官は特許法院での技術審理官とは

業務内容が違っております。大法院の特許調査

官は，日本の技術調査官と大体同じような役割

をすると考えてくださっていいと思います。 

  特許法院の技術審理官は，判事とともに準備

手続期日にも法廷の中にも立会いをすることに

なります。準備手続期日とか弁論期日にも，技

術審理官は直接当事者に対して質問をすること

ができますし，説明もすることができます。し

かしながら，大法院の特許調査官は，記録を基

に，それまでの争点とか問題点を整理して，上

告理由をまとめ，裁判官に提供することになっ

ています。したがいまして，この両者は直接準

備手続期日又は弁論期日に立ち会うことがで

きるか否かによりまして，片一方は技術審理

官，片一方は特許調査官という名前で使用して

おります。お答えになったでしょうか。 

○司会（黒川） どうもありがとうございまし

た。ほかにはいかがでしょうか。それでは私か

らお二人の講師の方に質問をさせていただきま

す。 

  レジュメ（本誌１６２頁参照）に，趙判事か

ら電子法廷や電子図書館の設置について御紹介

を頂いております。私がお聞きしたいのは裁判

実務分野におけます IT 化についてです。韓国

ではこういった電子法廷であるとか，電子図書

館というのが検討されているということですが，

現時点においてどの程度，特に特許法院におい

てどの程度，裁判実務における IT 化が進んで

いるのかを幾つか御紹介いただければと思いま

す。 

  私の理解では，今知的財産権訴訟の分野で

は，少なくとも日本では，裁判における判断の

統一性，専門性，迅速性といった三つの点をど

う実現させていくのかが課題になっていると思

います。IT 化が判断の統一性，専門性，迅速性

に関連して，どの程度寄与しているのか，と

いった観点から御説明を頂ければと思います。 

  また，趙判事からお答えを頂いた後，できれ

ば小松判事から，差し支えのない範囲で，現時

点の知財部における IT 化の現状であるとか，

今後の展望等について，御紹介いただけること

があれば，お願いしたいと思います。そこでも

判断の統一性，専門性，迅速性と何か関連性が

あるようであれば，その辺に触れていただけれ

ばと思います。 

○趙判事 私からお答えいたします。電子法廷と

電子図書館の設置は今後の長期的課題でありま

す。しかしながら IT 化との関連につきまして

は，準備手続室にビームプロジェクターを設置

し特許関連の技術事象を把握する上で参考にし
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ております。また，裁判所の電算化が完全にな

されておりますので，判例の検索，事例の検索

が自由に行われています。特許法院の場合には

ホームページが別途開設されておりますので，

各裁判部で宣告された判決に関しては翌日ホー

ムページに載せられております。私ども特許法

院の方で電子法廷と電子図書館を長期課題とい

う形で言われているのは，特許法院の所在地が

ソウルではなくテジョンという地方都市にある

からです。ほとんどの当事者，代理人は大体ソ

ウルに所在しております。高速バスで２時間の

距離にありますテジョンに行くには，なかなか

容易ではないということがありますので，当事

者の便宜を図る上で，いわゆる遠隔映像裁判と

いうものの前提として電子法廷，それから電子

図書館というものを考えているわけです。 

  先ほど司会者の方から御質問がありました，

判断の統一性，専門性，迅速性という点から見

ますと，この電子法廷，電子図書館が実現しま

した暁には，当事者にとりましては，かなりの

便宜が図れるものと考えております。お答えに

なったでしょうか。 

○司会（黒川） どうもありがとうございました。

小松判事，お願いいたします。 

○小松判事 韓国の電子法廷とか電子図書館は日

本でも参考になるところが多いように思います。

我が国の知財訴訟の法廷でどういうことをやっ

ているかと言いますと，技術説明会をよくやり

ます。これはプロジェクターでスクリーンに映

像を写すなどして技術の説明をしています。ま

た，遠隔地の当事者の事件が多いものですか

ら，弁論準備の期日は電話会議システムを使う

ことをやっています。証人尋問としては，遠隔

地の証人の場合，証人がいる所の近くの裁判所

に出頭してもらって，テレビ会議システムも使

いますが，知財訴訟では実際に使っている例は

余りないかと思いますが，そういうことをやっ

ております。これらは，IT というほどのもので

はないかもしれませんが，IT といえば，今ホー

ムページの話が出ましたが，日本でも最高裁の

ホームページの中で「知的財産権判決速報」と

いうのがあり，東京や大阪の知財訴訟の判決は

翌日ぐらいに掲載して紹介するシステムになっ

ておりますし，過去の知財の判決も，同じく最

高裁のホームページで「知的財産権裁判例集」

として見ることができます。 

  最近，私ども大阪地裁の知財部も大阪地裁の

ホームページの中に，「大阪地裁知財専門部の

ホームページ」というのを立ち上げて，その中

で知財訴訟の実情について紹介をしたりして，

情報発信を行っています。また，最高裁のホー

ムページに掲載される知的財産権判決速報につ

                                
 http://patent.scourt.go.kr 

いては判示事項がありませんので，大阪地裁知

財部のホームページでは，判示事項も付ける形

でユーザーの方の便宜を図るというようなこと

もやっております。そのほか，裁判官室と書記

官室，調査官室を LAN で結んで，進行管理プ

ログラムで事件の進行管理をし，情報を共有化

しています。大阪地裁には調査官が配置されて

おりまして，いろいろ情報を収集する必要があ

りますので，インターネットでデータベースを

利用したりするほか，特許庁のサーチ端末も利

用できるようになっています。IT 化という面で

は，日本の裁判所はいろいろ課題があるという

気はしています。これからは韓国のことも参考

にしてやっていきたいと思います。答えになっ

てないかもしれませんが以上です。 

○司会（黒川） あともう１点，私から趙判事に

お聞きいたします。レジュメ（本誌１５６頁の

ロ参照）に「産業財産権に対する迅速な保護が

特許法院設立の要因の一つであるという認識の

下で，開院当初から集中審理制を採択し，これ

に成功した結果，短くなった。最近においては，

さらに新しい民事訴訟法の施行に伴い，平均所

用時間は一層短縮される傾向にある。」と御紹介

されております。私の知るところでは，この新

しい民事訴訟法は平成１５年９月１日号の『ジ

ュリスト』（No.１２５１）で紹介されておりま

すが，集中審理というのは大きく分けると二つ

の改正点があるということです。一つには，

弁論準備手続についての規定，弁論準備期日に

ついての規定を改めたということであり，もう

一つは，攻撃・防御方法について，これまでの

随時提出主義では，随時提出するために訴訟が

遅延するので，これを適時提出主義に改め，

また提出期間について最低期間を設けたと紹介

されております。新しい民事訴訟法は，確か平

成１４年（２００２年）７月に施行されたと思

いますが，施行後の集中審理の実際の進め方，

特に訴訟審理期間の短縮に結び付くような集中

審理の具体的な進め方について，御紹介いただ

ければと思います。 

○趙判事 韓国の新しい民事訴訟法の改正の中身

についてまでも研究されている，という御努力

に感銘を受けました。新しい民事訴訟法は，今

御紹介がありましたとおり２００２年７月か

ら施行されました。「裁判が遅い，遅い裁判と

いうのは裁判ではない。」という言葉がありま

す。日本も同じだったかと思いますが，かつて

韓国では審理期間が非常に長いということで，

非常に不満，批判が多かったということがあり

ます。韓国のことわざに「訴訟３年で柱が折れ

る」，つまり，柱がもろくなって壊れてしまっ

たということわざがあります。そういう国民の

不満を考えて，１９９３年から私どもは集中審

理制度を導入しております。 



 

  144 

  しかしながら，当時は民事訴訟法上の法的根

拠があったわけではありません。ですから，そ

の裁判部ごとに，いわゆる集中審理制をやるよ

うにと勧めました。それを受け入れて集中審理

制度を導入した所もあれば，そうでなかった所

もあります。全国の裁判部で審理期間を短縮さ

せるために，また，法的根拠を与えるために民

事訴訟法の改正が行われたということです。一

方，特許法院というのは比較的新しく，最近に

なってつくられた裁判所ですので，最初から集

中審理制度を導入することができました。その

結果，以前の特許庁の抗告審判所での審理期間

をはるかに短縮させるという結果を得ることが

できたということです。そういうこともあり大

法院の方では，実際に民事訴訟法の効果が上が

る前から集中審理制度を積極的に導入するよう

に推奨していたわけです。 

  民事訴訟法が施行される前は，攻撃・防御方

法が随時提示されるということでしたので，事

件の処理が遅れることがありました。しかし，

民事訴訟法の改正により，適時提出主義になり

ましたので，審理期間を短縮させることができ

たということです。お答えになったでしょう

か。 

○司会（黒川） どうもありがとうございまし

た。会場の皆様から，御質問はありませんでし

ょうか。特にないようですので，この辺で質疑

と討論を終了させていただきます。趙判事，小

松判事，どうもありがとうございました。 

  次に，帝塚山大学大学院法政策研究科長，日

本工業所有権法学会理事長，大阪大学名誉教授

であり，アジア太平洋知的財産権法制研究会の

座長を務めていただいております江口順一先生

に，本日のまとめとして総括をお願いいたしま

す。 

○江口帝塚山大学法政策研究科長 今日は大変有

意義な会合に参加させていただきまして，心か

ら感謝しております。言わば，日韓両国の実務

の非常に優れたお二人の先生をお迎えいたしま

して趙龍鎬判事，小松一雄判事のお二人から，

非常に詳細かつ最新の情報を拝聴することがで

きまして，参加者の一人として心からお礼を申

し上げたいと思います。 

  つい最近のことですが，ドイツのマックス・

プ ラ ン ク 研 究 所 か ら 非 常 に 膨 大 な

『INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN ASIA』

という報告書と申しますか，本が出版されたと

ころです。それを見ますと，例えば Christopher 
Heath 博士という編集者が書いておられる所で

は，英語で言いますと，ディ・ジャパナイズ

（de-Japanise）という言葉が出てくるわけです

が，韓国は歴史的に第２次大戦後も，何とかデ

ィ・ジャパナイゼーション，非日本化というの

でしょうか，日本を何とか凌駕する，そういう

方向で一生懸命やってきているが，しかし，

その成果はあまり大きくないというようなこと

が書かれております。しかし，私ども専門誌で

ある『IP／ASIA』というのでしょうか，今は『マ

ネイジング・インテレクチャル・プロパティ』

（Managing IP）というような専門誌を見ており

ますと，韓国からの寄稿者の様々な論文は，私

どもに教えていただくようなことが実に多いと

感じております。 

  今日は正に，私どもが一番聞きたいことを趙

龍鎬先生から直接，極めて詳細にお聞きするこ

とができ，大変有意義な会合であったと感じて

おります。もちろん，特許法院的な構想と申し

ますか，アジアでも，例えばタイのように，１

９９６年の法律で IP & IT Court（中央知的財産

権・国際貿易裁判所）というような裁判所を既

に，１９９６年の法律で設置している，という

アジアの仲間もいるわけですが，しかし，今日

は一衣帯水と申しますか，それとともに，正に

OECD の２９か国の中の加盟国でもある，先進

国である韓国が，言わば特許法院という形で新

しい制度を動かせておられるということをまざ

まざと教えていただき，大変感銘深くお聞きい

たしました。 

  むしろ，私どもは簡単にスペシャライズド・

コートと申しますか，韓国は特許法院という形

で，非常にこの問題が特化されているのだと考

えてきたわけですが，しかし，よくお聞きしま

すと，特許法院は決して万能薬ではないと申し

ますか，特効薬ではない。むしろ韓国の人たち

の知恵と申しますか，あるいは，非常な思慮深

さというものを今日のお話の中から学んだよう

な気がいたします。 

  私どもは知財法というものをもっとこれから，

知財法の広さ，あるいは知財法の奥行きといっ

たようなものを考えながら，知財法の法律問題

というのは，優れて道徳的なものでなければな

らないということを感じております。１８８３

年のパリ条約や１８８６年のベルヌ条約から始

まった，この分野の人類の歴史から見ていきま

すと，知財法の問題というのは，１９６７年の

WIPO 設立条約，いわゆるストックホルム条約

によって非常に大きく進展したということがで

きますが，さらに１９９４年４月に締結された

WTO／TRIPS 協定がどんなに大きな，２１世紀

的な課題を人類に宿題として課しているか，こ

れは先進国，途上国を問わず，大変大きな知財

法の分野の地球的な課題を私どもに，１９９４

年の WTO／TRIPS 協定がもたらしたものだと

思います。 

  よく私どもはスタンダダイゼーションと言い

ますか，平準化という言葉で表されますよう

に，TRIPS 協定の平準化というものを，先進国

であろうと，途上国であろうと，現在の１４５
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か国の地域がどんどん進めてきているわけであ

ります。これは人類の歴史が始まって以来の地

球的な大きな出来事だと思います。しかし，そ

ういう法制の整備，平準化というものが進みま

しても，今日のお話からも伺われますように，

正に一言で言えば，エンフォースメントという

ものをしっかり押さえておかないといけないと

いうことであります。例えば産業界からの要請

とか，いろいろとそういうようなお言葉もあり

ました。小松先生からのお話の中にありました

ように，日本も知財戦略本部から発せられるメ

ッセージの大部分，そして知的財産基本法の伝

えているものというのは，司法改革も含め，正

にエンフォースメントというものを，これから

もっとしっかり取り組んでいかなければならな

いメッセージだと思います。 

  今日のお二人の先生のお話は，どちらもこの

制度がユーザーフレンドリーなものとしてどう

確立していったらいいかという日韓両国の知識

人の，非常に真剣な努力というものが会場の中

で伝えられたというふうに感じております。し

かし，今日の議論のもう少し先にあるというも

のを考えてみますと，今日の議論はここで終わ

るのではなく，むしろ今日の議論の先のところ

に，幾つかの私どもの宿題が残っているという

ことも，お二人の先生のお話を伺ったり，ある

いは質疑の中のお答えの中から感じております。 

  一つは，知財法といいますか，知財の領域は

極めてインターナショナルな問題ですから，私

どもはルールの共有ということを，これからも

っと真剣に考えていかなければならない。ユー

ザーフレンドリーを目指し，今日の非常に意義

のあるシンポジウムが終わりに近づいておりま

すが，同時に私どもは知財法というものを本当

に共有していくために，どういうことが残され

ているかを考えなければならないと思います。

知財法というのは，やはり市場経済システムの

基本として，市場経済システムが健全に運営さ

れるための基本として，言わば競争政策法とも

言えるような面を，著作者人格権などは別とし

て，知財法は競争政策法としての面を持ってい

ると思います。そういう面で考えれば，もっと

もっと市場経済システムの健全化に向けてどう

いうルールを共有していけるか，本当に市場経

済がフェアプレーで行われるルールになるかど

うかというようなこと，あるいは，市場経済シ

ステムの主人公としての企業と消費者双方にと

って，経済民主主義というものをどう実現して

いくかという問題，あるいは，商品やサービス

の受け手である消費者サイドの，より厚い保護

の方向を考えていかなければならない。そうい

うようなことも，言わば経済基本法というよう

な方向で知財法を考えるときに，次を考えてい

かなければならないのではないか，というよう

なことを考えざるを得ないと思います。 

  そういうような意味でのルールの共有を，こ

れからも日韓両国で知恵を出し合ってやってい

く研究が必要になってきていると感じておりま

す。単に知財法の現在の問題だけではなく，知

財法は何のためにあるかということを考えなけ

ればならないわけです。私は更に言えば，言わ

ば知財法というのは，一種の倫理と申します

か，法思想と申しますか，そういうものにつな

がっていくものです。そういう意味で知財法と

いうのは，優れて道徳的な，モラリッシュ

（moralisch）な法律でなければならないと思い

ますから，人類の知恵と申しますか人類の幸福

と申しますか，そういうものを実現するよう

な，そのための手段としての知財法であるとい

うことを，これは国際的なコンセンサスだと思

いますから，そういうようなことをしっかり考

えた上で制度化というようなものを念頭に置い

て進めていかなければならないと思います。 

  そのためには，もう一つ非常に大事なことは

民衆の教育だと思います。今日お集まりいただ

きましたすべての皆様が，言わば最先端で御活

躍になっている立場で両先生のお話を，非常に

意義深く，感銘深くお聞きすることができまし

た。そして小松先生が一番最後のところで，全

体的な感想として書いておられることに全く同

感を覚えました。小松先生は「韓国と日本では

知的財産権に関する法制，訴訟制度の類似性が

強いように見受けられる。知的財産権訴訟の改

革の必要性が議論され，相当思い切った制度改

革が最近行われてきて現に改革途上である点も

類似している。日本の知的財産権訴訟の在り方

を議論する際に韓国の状況は参考になるし，今

後双方向で交流を深めていけば，お互いに得る

ところが大きいと思われる」と締めくくってお

られます。例えば今日，具体的に出てきました

特許裁判所構想，知財高裁構想，あるいは技術

判事構想というようなものが，今日のシンポジ

ウムの次の段階として，両国の間で，更に知恵

を絞って進められるような発展を期待したいと

思います。そのためには，本当に民衆のレベル

で知財法はどういうものでなければならないか

を，もっとしっかり認識していく教育を，これ

から期待しなければならない大事な課題である

と考えております。 

  この会が始まる前に小野昌延先生がお話にな

りましたお言葉に，私も大変共感を覚えまし

た。非常に理想主義のようなお話でもありまし

たが，今や私どものルールの共有，モラルの共

有というのは，これからは東アジア・コミュニ

ティと申しますか，そういうものを目指し，国

際協力というものをますます進めていくという

時代になってきていると思います。そういう意

味で，今日韓国の先生から教えていただいたこ
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と，日本の先生から教えていただいたこと，と

もに国際協力の流れの中で，これからは，言わ

ば東アジアの中でルールの共有，モラルの共有

を進めていけるように，夢のようなことです

が，願いながら，締めくくりとさせていただき

たいと思います。もう一度，両国の先生，そし

て御一緒に貴重な時間を過ごしました皆様とと

もに，今日のシンポジウムの成功を喜びながら

締めくくりとさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

 

閉  会 
 

○司会（黒川） どうもありがとうございまし

た。本日は，会場の皆様には長時間の御清聴を

どうもありがとうございました。また，本日通

訳をしていただきました株式会社サイマル・イ

ンターナショナルの李希京さん，長友英子さん

に感謝申し上げます。 

  それでは，以上をもちまして講演会を終わら

せていただきます。 
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｢日韓知的財産権訴訟の現状と展望」講演会資料 

 

 

１ プログラム                               ページ 

 （１）東京会場 ······································································ １４８ 

 （２）大阪会場 ······································································ １４９ 

 

２ 講演レジュメ 

 （１）韓国における知的財産権訴訟の現状と課題  ································· １５０ 

   （講師：大韓民国特許法院首席部長判事 趙龍鎬） 

 （２）日本における知的財産権訴訟の現状及び展望  ······························ １６６ 

   （講師：東京地方裁判所部総括判事 飯村敏明） 

 （３）日本の知的財産権訴訟の現状と課題  ········································ １７０ 

   （講師：大阪地方裁判所部総括判事 小松一雄） 

 

３ 参考資料 

 （１）韓国特許法院について  ······················································· １７４ 

 （２）知的財産権訴訟制度の日韓比較（メモ）  ··································· １７５ 
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 講演会（東京会場） 
日韓知的財産権訴訟の現状と展望 

 
東京会場《平成15年11月27日(木) 13:00～17:20 法曹会館(高砂の間)》 
  ※ 大阪会場《平成15年11月28日(金) 13:00～17:20 大阪中之島合同庁舎 国際会議室》 
 
【開会のあいさつ】（13:00～13:20） 
  法 務 総 合 研 究 所 長          鶴 田 六 郎 
  財団法人国際民商事法センター理事・弁護士 小 杉 丈 夫 
 
● 第１部  （13:20～14:50） 
   講演 

「韓国の知的財産権訴訟の現状と課題」 
  大韓民国特許法院 
   首席部長判事  趙   龍 鎬（チョ ヨン ホ） 
   （略歴）建国大学校法科大学卒業 
       1983年 大田地方法院判事 
       1997年 議政府支院部長判事 
       1998年 水原地方法院部長判事 
       1999年 行政法院部長判事 
       2002年 特許法院部長判事 

 
 
 
● 第２部  （15:00～15:45） 
   講演 

「日本の知的財産権訴訟の現状と課題」 
  東京地方裁判所 
    部総括判事  飯 村 敏 明（いいむら としあき） 
   （略歴）東京大学法学部卒業 
       1974年 東京地方裁判所判事補 
       1978年 最高裁判所行政局付 
       1984年 東京地方裁判所判事 
       1992年 法務省訟務局行政訟務第一課長 
       1996年 東京地方裁判所判事（部総括） 

 
 
 
● 第３部  （15:55～16:45） 
   質疑と討論 

「日韓の知的財産権訴訟をめぐる最近の動向と展望 
 ―― 日韓比較の観点から」 
  趙龍鎬・飯村敏明 
 （進行）法務総合研究所国際協力部教官 黒川 裕正 

 
【改正民事訴訟法の概要～立法担当者からの紹介及び質疑～】（16:45～17:05） 
  法務省民事局参事官  小野瀬 厚 
 
【総括】（17:05～17:20） 
  財団法人国際民商事法センター特別顧問  三ヶ月 章 
 
〔主催〕 法務省法務総合研究所，財団法人国際民商事法センター 
 
〔後援〕 最高裁判所，法務省民事局，日本弁護士連合会，日本弁理士会 
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 講演会（大阪会場） 
日韓知的財産権訴訟の現状と展望 

 
大阪会場《平成15年11月28日(金) 13:00～17:20 大阪中之島合同庁舎 国際会議室》 
  ※ 東京会場《平成15年11月27日(木) 13:00～17:20 法曹会館(高砂の間)》 
 
【開会のあいさつ】（13:00～13:20） 
  法務総合研究所国際協力部長         田 内 正 宏 
  財団法人国際民商事法センター評議員・弁護士 小 野 昌 延 
 
● 第１部  （13:20～14:50） 
   講演 

「韓国の知的財産権訴訟の現状と課題」 
  大韓民国特許法院 
   首席部長判事  趙   龍 鎬（チョ ヨン ホ） 
   （略歴）建国大学校法科大学卒業 
       1983年 大田地方法院判事 
       1997年 議政府支院部長判事 
       1998年 水原地方法院部長判事 
       1999年 行政法院部長判事 
       2002年 特許法院部長判事 

 
 
 
● 第２部  （15:00～15:45） 
   講演 

「日本の知的財産権訴訟の現状と課題」 
  大阪地方裁判所 
    部総括判事  小 松 一 雄（こまつ かずお） 
   （略歴）東京大学法学部卒業 
       1975年 神戸地方裁判所判事補 
       1985年 秋田地方裁判所・家庭裁判所判事 
       1986年 大阪地方裁判所判事 
       1989年 那覇地方裁判所・家庭裁判所判事（部総括） 
       1998年 大阪地方裁判所判事（部総括） 
 

 
 
● 第３部  （15:55～16:55） 
   質疑と討論 

「日韓の知的財産権訴訟をめぐる最近の動向と展望 
 ―― 日韓比較の観点から」 
  趙龍鎬・小松一雄 
 （進行）法務総合研究所国際協力部教官 黒川 裕正 

 
 
【総括】（16:55～17:20） 
  帝塚山大学大学院法政策研究科長 
  帝塚山大学法政策学部教授（大阪大学名誉教授） 江 口 順 一 
 
 
〔主催〕 法務省法務総合研究所，財団法人国際民商事法センター 
 
〔後援〕 最高裁判所，法務省民事局，日本弁護士連合会，日本弁理士会 
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韓国における知的財産権訴訟の現状と課題 

（特許法院 首席部長判事  趙 龍 鎬） 

 

Ⅰ．韓国における知的財産権訴訟（特許訴訟） 

 

１．知的財産権訴訟の意義と類型 

  広義の特許訴訟とは，産業財産権（特許権，実用新案権，意匠権，商標権，不正競争防

止権），著作権（著作財産権，著作隣接権），新知識財産権（産業著作権，先端産業財産権，

半導体集積回路設計権，情報産業財産権）などの知的財産権に関する訴訟全て（民事訴訟，

行政訴訟，刑事訴訟を含む全ての概念）を言う。 

  狭義の特許訴訟とは，実定法上，特許法院の専属管轄となっている特許審判院の審決，

または却下決定に対する取消訴訟のみを言うが，これは，特許権の発生に関する訴訟（決

定系＝拒絶決定，取消決定など）と一旦発生した特許権の効力を争う訴訟（当事者系＝登

録無効，権利範囲確認など）に分類され，特許法院＞大法院の審級構造を有する。 

  特許侵害訴訟は，特許侵害の有無及びその救済に関連した一般の民事訴訟で，実定法上，

損害賠償請求訴訟，侵害禁止請求訴訟，信用回復措置請求訴訟及びこれに関連する仮処分

などがあり，地方法院＞高等法院＞大法院の審級構造を有する。 

 

２．知的財産権訴訟の構造 

  特許と関連した争訟の構造を見ると，①特許侵害の有無及びその救済に関連した訴訟は，

法院において一般的な民事訴訟または刑事訴訟手続に従って処理され，②特許権の発生･

変更･消滅及び無効か否かに関する紛争は，特許庁傘下の特許審判院1が管掌する特許審判

手続に沿って処理され，法院は直接，特許の有効･無効を宣告することができず，単に特許

審判院の結論の当否に関してのみ判断できるという点にその特徴がある。即ち，特許権の

発生･変更･消滅（無効）は行政府である特許庁において，他方，登録された特許権の解釈，

侵害の有無の判断及びその救済に関連した手続は法院において管轄するという二元的な構

造を取っている。 

 

３．現行の特許訴訟制度の歴史的経緯 

  従来の特許審判制度は，１９６４年の旧特許法制定当時からほぼ５０年に渡って，特許

庁審判所と抗告審判所という２段階の行政審判を経た後，大法院を最終審とする特別行政

争訟体系を維持してきた。しかし，１９９３年の文民政府（金泳三政権）の発足と共に始

まった司法制度改革は，従前の特許審判制度を全面的な改革の対象とした。即ち，特許審

判制度は，その制度的趣旨にも拘らず，特許庁の抗告審判に内在する問題点と限界を露呈

 
 1 現在，特許審判院には，特許審判院長以下，権利別，専門分野別特性により１３の審判部が設け

られている。各部は常設の合議体で，審判長１名と審判官２名から構成され，特許･実用新案･意匠

及び商標に関する審判と再審などを担当している。 
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したのである2。特許紛争もやはり先進諸国のように法官による裁判が必要であるという認

識が浸透したことで，特許審判制度の全面的な再検討が必要となった。 

  特許審判制度の改革に関しては，主に科学技術産業界を代弁する特許庁と法曹界の代理

である（を代表する）大法院の間で活発な意見が交された。大法院は，特許庁の抗告審判

所の審決に対してソウル高等法院に提訴し，その判決については大法院に抗告できるよう

にし，技術判事でない特許審理官を置くという内容の法律案を作成して国会へ提出した。

これに対し特許庁では，一般の法官と同等の権限を持って審理と裁判に参加する技術判事

を置き，高等法院級の特許法院を設けるという内容の法律案を国会に提出した。 

  国会における法律案の審議では，審級構造のみを変えるべきか，或いは特許法院を別に

設立すべきかという問題，さらには技術判事制度を導入すべきかという問題が議論された

が，国会の法制司法委員会が技術判事制度導入不可と決定したことに基づき，大法院と特

許庁は数回にわたる意見調整の末，特許訴訟の審級構造を改善し，法院が事実審を担当す

るものの，高等法院級の特許法院を新設してその訴訟を担当させ，特許法院に技術審理官

を置き，特許庁の審判所と抗告裁判所を統合して特許審判院を設け，専門法院である特許

法院の判事を補充してその専門性を高め，審決などの取消訴訟における弁理士の訴訟代理

権を保障することで合意した。このような合意に基づいて，直ちに国会は関連法令の改正

手続に着手した。 

 

４．論議の方向 

  以下においては，狭義の特許訴訟である特許法院における審決取消訴訟を中心に，その現

状と課題について探る。特許侵害訴訟に関しては，現在，知的財産専担部が設けられている

ソウル高等法院とソウル地方法院を中心に，その現状と課題について簡単に触れることにす

る。 

 

Ⅱ．韓国における特許法院の運用現況 

 

１．特許法院開院の歴史的意味 

  特許法院は，１９９８年３月１日，全国を管轄する高等法院級の専門法院として新設さ

れた。3司法近代化１００周年を契機に行われた司法改革の一環として設立された特許法院

は，特許訴訟における従前の審級構造を改編し，新たに設立された特許審判院の審決また

 
 2 大法院における一般行政事件の破棄率が８％であるのに比べ，特許などの審決の破棄率が３１％

に達していた。 

 3 特許法院は，１９９８年３月１日，ソウル瑞草洞所在の法院総合庁舎に３つの裁判部を設け開院

したが，「国民の政府」（金大中政権）下の２０００年３月１日，開院２年目にして大田屯山洞所在

の大田法院総合庁舎に移転した。それから３年６ヶ月後の２００３年９月１日，独立した庁舎（地

下１階，地上１０階）を新築し移転した｡特許法院の開院以来，１９９８年３月１日から２００３年

８月３１日までの５年６ヶ月を特許法院の「定着期間」とすれば，独立した庁舎に移転した２００３

年９月１日以降は，そこから一歩進んだ「飛躍期間」と言えるであろう。  
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は決定に対する不服の訴えを特許法院の専属管轄とすることで，従前の特許庁抗告審判所

が行っていた審判を法院の裁判へと格上げさせたと言える。これにより科学技術問題に関

する裁判を事実審として独立した専門法院が管轄することになったという点から，特許法

院の開院は重要な歴史的意味を持つ。 

  ２１世紀の知識情報化社会においては，技術革新に伴う知識財産の出現が早まり，科学

技術に関する情報は瞬く間に国境を越えて全世界に広がることとなった。この結果，権利

の帰属と成果配分に関する利害が絡み合い，それに伴う特許紛争の公正な解決が国家の競

争力を左右する重要な課題となっている。特許法院は，独立した専門法院として効率的か

つ公正な裁判を行うことで国民の知的財産権を積極的に保護した。その結果，科学技術の

発展を図るという特許法の目的を具体的に実現することで，国家の競争力と国際的な信頼

性を高めるといった重要な役割を果たしたのである。 

 

２．人的構成 

  現在，特許法院は，法院長を含め法官１０名と，技術審理官９名（電気･電子，機械，化

学など，各３名）及び一般職員４０余名で構成されている。裁判部は開院以来，３つの裁

判部で構成されているが，各裁判部は高等法院の部長判事である裁判長１名と高等法院の

判事２名から構成され，それ以外に技術審理官，参与事務官及び補助人員が裁判業務を補

佐している。 

 イ．法官の専門化 

   科学技術問題に関する専門法院としての特許法院には，法官の科学マインドの向上と，

産業財産権分野に関する様々な研修や経験の蓄積が重要である。特許法院に所属する判

事の任官にあたっては，海外留学時または大学院において知的財産権分野を専攻したか

どうかといった点を考慮している。在任期間についても，原則として陪席判事は３年，

裁判長は２年とすることで，現実的な経験の蓄積によって専門法官としての素養が養え

るように配慮されている。特許法院の法官は，開院以来毎年，ソウル大学の工大（工学

部）または科学技術院（KAIST）の教授を招き，機械･電子･化学分野に関する基礎理論

及び半導体･生命工学といった先端科学技術分野についての講義を受け，大徳科学研究団

地の各種研究所を訪問して科学技術の現状を把握し，さらには懇談会を開催するなど，

最新技術に関する情報の収集に努めている。また，特許訴訟が有する国際性を考慮し，

知的財産権関連の各種国際会議に出席することで国際的な情報交流にも多くの関心を払

っている。特許法院の法官や侵害訴訟を担当する地方法院と高等法院の法官は，「知的財

産権法研究会」を設立し，その活動を通して各種専門知識の涵養や意見交換を行ってい

る。特許法院内においても「特許訴訟実務研究会」が作られた。この研究会は地道な研

究活動の成果として，特許訴訟実務に関するガイドである「特許裁判実務便覧」と論文

集「特許訴訟研究」１，２巻を発刊した。 

 ロ．技術審理官 

  (1) 法的根拠 
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    法院組織法第５４条の２は，その第１項で“特許法院に技術管理官を置く”として

技術管理官についての根拠規定を設け，その２項及び３項において技術審理官の職務

範囲を規定している。 

  (2) 技術審理官の選抜 

    特許法院の技術審理官は全員，特許庁において１０年以上審査業務に従事した経歴

を持ち，かつ各担当分野の審査課長や審判官として在職する書記官級の特許庁公務員

の中から，特許庁の推薦に基づいて採用される。特許法院や大法院で現在働いている

技術審理官や特許調査官は，その殆どが，アメリカ，日本，ヨーロッパなどで長期間，

特許分野についての研修を積んだ経歴の持ち主である。 

    これと同時に，特許庁公務員以外の学会会員や研究所の研究員から技術審理官を採

用するという方法も提案されている。しかし，その場合，技術的な専門知識はあるが，

産業財産権に関する審査や審判経歴に乏しく，産業界の動向などに関するバランス感

覚に優れているとは言いがたい。また，人事運営上の様々な問題（報酬･昇進･弁理士

資格の付与など）が障害となり，実現は難しい状況である。 

  (3) 具体的な事件における技術審理官の指名 

    技術審理官９名は，各裁判部に電気･電子，機械，化学専攻が１名ずつ，計３名が配

属されている。技術審理以外の特許調査官は特に置いていない。 

    特許･実用新案に関する訴訟事件が受理され，該当する裁判部にまわされると，裁判

長は技術審理官の参加が必要であるかどうかを判断し，参加する必要があると判断さ

れる場合は，決定によって技術審理官を指名する。この際，９名の技術審理官のうち

誰を指名するかは各人の専攻を考慮したうえで決定するが，９名の技術審理官は専攻

別に１名ずつ，計３名が個々の裁判部の専属となっているため，原則的には，各裁判

部に専属の技術審理官の中から該当する技術分野を専攻する審理官を指名する。ただ

し，当該技術審理官が特許庁の審査や審判手続に関与した場合は除斥事由に該当する

ため，他の裁判部に専属する技術官で，該当する分野を専門とする者を指名する。 

  (4) 技術審理官の業務 

    技術審理官は，特許関連事件の技術的事項について判事の諮問に応じ，裁判の審理

に参加して当事者に質問することができる。また，裁判の合議に際しては意見を述べ

ることができるが，判決の決定に参加する権限はない。 

    担当技術審理官は，当事者間の攻防内容を書面により検討した後，第１回準備手続

期日前に「技術説明書」を作成して裁判部に提出し，技術の内容及び争点について説

明する。準備手続期日及び弁論期日に参加し，受命法官，または裁判長を通じて，も

しくは直接に，当事者や代理人に対して質問することができる。 

    審理が終了し判決を言い渡す時期には，技術内容について裁判部との間で十分な協

議を行い，当該事件に対する「意見書」を作成して裁判部に提出する。技術内容が複

雑かつ難解で，しかも進歩性の判断に慎重を要する事件については，該当する専門分

野を専攻した２～３人の技術審理官にその事件を共同で検討させ，一致した見解，ま
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たは個別意見を提出させる。 

    裁判部は前述の意見書と審理結果を基に判決について合議を行うが，意見書の内容

は当該裁判部を羈束するものではなく，合議の過程においては参考資料として利用さ

れる。合議に際し，技術的な疑問が生じた場合には，技術審理官を参加させ諮問を求

めることもできる。 

    一方，技術審理官が作成した報告書（技術説明書）や意見書を公開すべきか否かに

ついては議論が分かれているが，技術審理官が法廷や準備手続において質問した内容

は当事者に全て知らされていること，また合議に参加して意見を述べる場合には合議

を公開しないという原則があることに鑑みて，技術審理官の報告書や意見書などは公

開されない。 

  (5) 技術審理官の勤務形態 

    特許法院の開院当時，技術審理官を特許庁から派遣してもらう形を取っていたが，

２０００年１月１日からは，特許庁からの派遣でなく法院公務員に任命することにな

り，特許庁職員が法院公務員となり，また特許庁職員に戻るという形態に変わった。 

    技術審理官を志願する特許庁職員には，概ね優秀な人材が揃っている。特許法院は，

特許庁から定員の２～３倍に当たる職員の推薦を受け，その中から審理官を選抜して

いる。専門性を高めるために，任期は最低２～３年とされている。技術審理官として

の待遇は以前と同様とし，特許庁へ復帰した後も不利益を被ることのないよう，関係

部署と緊密に協議を行っている。 

 

３．業務現況 

 イ．受理件数，処理件数，原告勝訴件数（勝訴率），上訴率 

  (1) ２０００年度から２００２年度までの３年間の統計は，〔表１〕の通りである。 

 

 〔表１〕特許法院の受理･処理･勝訴･未済･上訴件数 
 

区分 

 

 

年度別 

受理件数 処理件数 原  告

勝訴件数

（勝訴率）

未済 

件数 

上 訴 

件 数 

（上訴率）
前期 

未決 
新件 計 判決 その他 計 

2000年 539 866 1,405 756 149 905 
269 

(35.6％)
500 

400 

(52.9％)

2001年 500 728 1,228 662 136 798 
219 

(33.1％)
430 

330 

(49.8％)

2002年 430 844 1,274 679 124 803 
237 

(34.9％)
471 

309 

(45.5％)

 ※処理欄の「その他」は，訴えの取下げ･訴えの取下げとみなされたもの･訴状却下命令

事件である。 
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   (ｲ) 受理件数（新件）を見ると，２０００年には８６６件（前年比１３．１％減），

２００１年には７２８件（前年比１５．９％減），２００２年には８４４件（前年比

１５．９％増）で，３年間の年平均受理件数は約８１２件である。一方，年度別特

許／実用新案／意匠／商標の受理件数の内訳を見ると，２０００年には１７８件

（２０．５％）／１０９件（１２．６％）／１０７件（１２．４％）／４７２件

（５４．５％），２００１年には１７６件（２４．２％）／１３８件（１８．９％）

／１０６件（１４．６％）／３０８件（４２．３％），２００２年には２１２件

（２５．１％）／１５１件（１７．９％）／９８件（１１．６％）／３８３件

（４５．４％）で，年を追うごとに特許／実用新案事件の割合は増加する傾向にあ

り，逆に商標事件の割合は減少する傾向にある。新件の受理件数を当事者系／決定

系事件に分けて分析してみた場合，２０００年に６０４件（６９．７％）／２６２件

（３０．３％），２００１年に５５０件（７５．５％）／１７８件（２４．５％），

２００２年に６５１件（７７．１％）／１９３件（２２．９％）で，当事者系事件

の割合は増加し，決定系事件の割合は減少している。 

   (ﾛ) 処理件数／判決件数を見ると，２０００年には９０５件／７５６件（前年比１．

１％減／６．８％増），２００１年には７９８件／６６２件（前年比１１．８％

減／１２．４％減），２００２年には８０３件／６７９件（前年比０．６％増／

２．６％増）となっている。３年間の年平均処理件数／判決件数は８３５件／６９

９件で，処理件数が受理件数を若干上回っている。 

   (ﾊ) 原告勝訴件数（勝訴率＝審決取消件数）を見ると，２０００年には２６９件／

７５６件（３５．６％），２００１年には２１９件／６６２件（３３．１％），

２００２年には２３７件／６７９件（３４．９％）で，３年間の原告勝訴率は約３

４．５％である。 

   (ﾆ) 上告件数（上告率）を見ると，２０００年には４００件／７５６件（５２．９％），

２００１年には３３０件／６６２件（４９．８％），２００２年には３０９件／

６７９件（４５．５％）となっている。 

   (ﾎ) 一方，特許審判院の審決･決定件数／提訴件数を見ると，２０００年には６，３９４

件／８６６件（１３．５％），２００１年は６，５１３件／７２８件（１１．２％），

２００２年は７，４１４件／８４４件（１１．４％）で，特許審判院の審決･決定件

数は絶対的に増加しているにもかかわらず，特許法院への提訴比率は相対的に減少

している。 

  (2) このように統計で見た場合，受理件数（新件）は毎年増減を繰り返し，処理件数／

判決件数はこれに連動しているものと思われる。産業財産権に対する紛争は当時の経

済状況に拠るところが大きいため，IMF 管理後は経済の停滞により新件受付が一時的

に減少するという現象が見られたが，外貨危機を克服したことに伴い再び特許紛争は

増加した。２００３年度は，最近の全般的な景気停滞の影響を受け，訴訟費用が負担

となるために提訴を躊躇するケースが増え，事件件数が再び減少しているようである。 
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    しかし，原告勝訴件数（勝訴率）と上告件数（上告率）及び特許審判院の審決･決定

に対する提訴割合は，年々ほぼ減少している。このような傾向は，近年，特許審判院

が，大法院と特許法院の判例を熟知した上でそれに合った審決を行おうと懸命に努力

した結果である。また，特許審判院の審決が特許法院において取消された場合，審判

官に人事上の不利益を与えたり，あるいはそのことを年俸契約における減額事由にす

るなど，特許審判院が制度の運営にあたって努力も払ったことも大きな要因と言えよ

う。また，特許法院において２～３年間勤務した技術審理官が特許庁に復帰し，特許

法院で得た実務知識を広め，活用することで特許審判院の審決に対する信頼を高めた

ことも，その理由の一つとしてあげることができる。従って，特許審判院の受理事件

は増えているにもかかわらず特許法院の受理事件が減っているのは，特許法院が地位

を固めていることの証明であって，国民の知的財産権の保護において非常に望ましい

傾向である。 

    一方，毎年特許事件の割合が増加し商業事件の割合が減少することで，やはり韓国

でも審決取消訴訟に先進国化が見られる。 

  (3) 一方，特許訴訟における全体の処理件数のうち，技術審理官が参加して処理を行っ

た事件を見ると，２０００年に２７２件／９０５件（３０％），２００１年に３１１件

／７９８件（３８．９％），２００２年に３３５件／８０３件（４１．７％）で，年々

その比率が増加していることがわかる。技術審理官は特許･実用新案事件に関する審理

に参加するので，つまるところ，上記のような比率の変化は，特許･実用新案事件が増

加し続けていることを示している。 

 ロ．事件処理に要する時間（審理期間） 

   最近３年間において，特許法院で事件処理に要した時間は，〔表２〕の通りである。事

件処理に要する時間に違いが見られるのは，事件の種類別（特許，実用新案，意匠，商

標）に事案の複雑性，難易度及びそれに伴う事前の準備書面の攻防や準備手続期日の進

行の有無など，手続き的な面が異なるためである。 

   特許法院開院以前の特許庁抗告審判所における３年間の平均所要時間は１４ヶ月程度

（１９９５年平均１４ヶ月，１９９６年平均１５．２ヶ月，１９９７年平均１２．７ヶ

月）であったのに対し，特許法院の最近３年間の所要時間は，６ヶ月以内が５９．８％，

６ヶ月以上１年以内が４６．０％，１年以上２年以内が１４．７％，２年以上が１．４％

で，平均所要時間4は約８．３ヶ月となっている。特許庁抗告審判所での事件処理に要す

る時間に比べると，平均して５～６ヶ月程度短縮されたことになり，全国の高等法院に

おける事件の性質が類似する行政訴訟事件の控訴審で要する時間，約８．９６ヶ月より

も短い。 

   これは，産業財産権に対する迅速な保護が特許法院設立の要因の一つであるという認

識の下，開院当初から集中審理制を採択し，これに成功した結果である。最近において

 
 4 平均所要時間は，６ヶ月以内は５．５ヶ月，１年以内は９ヶ月，２年以内は１８ヶ月，２年以上

は３０ヶ月をそれぞれ代表値として算出した（司法年鑑）。 
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は，新しい民事訴訟法の施行に伴い，平均所要時間は一層短縮される傾向にある。 

 ハ．渉外事件の現況 

   ２０００年から２００２年までの年毎の受理件数全体の中で，外国人（外国法人含む）

が当事者となる，いわゆる渉外事件の推移を見ると，２０００年には３０９件で３４．１％，

２００１年には２７５件で３４．５％，２００２年には２２７件で２８．３％であった。

種類別に見ると，商標権に関する訴訟が，２０００年は２４１件（４８．１％），２００１

年は１９７件５１．０％），２００２年は１４０件（３９．２％）で最も多くなっている。

次に，特許権に関する訴訟が，２０００年には６２件（３９．７％），２００１年には６９

件（３４．２％），２００２年には８０件（４２．６％）となっているのに対し，実用新

案と意匠はそれぞれ３～４％に過ぎない。特許権に関していえば，渉外事件の割合が概

ね増加しており，商標権の場合は渉外事件の割合が減少している。これは，特許法院開

院以降２００２年までの間に，国際的な商標紛争の相当部分が判決により解決され，特

許法院の判決により関連する争点についての法院の見解が確立されたからである。「国

境なき経済」という無限競争の時代を迎え，渉外事件は今後も益々増加するものと予想

される。 

 

 〔表２〕特許法院で事件処理に要する時間 
 

  処理期間 
 
年度別 

事件別 
６ヶ月 

以 内 

６ヶ月～ 

１年以内 

１年～ 

２年以内 
２年以上 計 

2000年 

特  許 
 27 

(17.3％) 

 73 

(46.8％) 

 54 

(34.6％) 

  2 

(1.3％) 
156

実用新案 
 40 

(34.5％) 

 60 

(51.7％) 

 16 

(10.1％) 
 116

意  匠 
 83 

(62.9％) 

 42 

(31.8％) 

  7 

( 5.3％) 
 132

商  標 
298 

(59.5％) 

183 

(36.5％) 

 19 

( 3.8％) 

  1 

(0.2％) 
501

計 
448 

(49.5％) 

358 

(39.6％) 

 96 

(10.6％) 

  3 

(0.3％) 
905

2001年 

特  許 
 38 

(18.8％) 

101 

(50.0％) 

 56 

(27.7％) 

  7 

(3.5％) 
202

実用新案 
 21 

(19.2％) 

 73 

(67.0％) 

 11 

(10.1％) 

  4 

(3.7％) 
109

意  匠 
 63 

(62.3％) 

 35 

(34.7％) 

  3 

( 3.0％) 

 0 

(0.0％) 
101

商  標 
243 

(63.0％) 

107 

(27.7％) 

 35 

( 9.1％) 

 1 

(0.2％) 
386

計 
365 

(45.7％) 

316 

(39.6％) 

105 

(13.2％) 

 12 

(1.5％) 
798
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  処理期間 
 
年度別 

事件別 
６ヶ月 

以 内 

６ヶ月～ 

１年以内 

１年～ 

２年以内 
２年以上 計 

2002年 

特  許 
  28 

(14.9％) 

 93 

(49.5％) 

 57 

(30.3％) 

 10 

(5.3％) 
188

実用新案 
  20 

(13.6％) 

 90 

(61.2％) 

 34 

(23.2％) 

  3 

(2.0％) 
147

意  匠 
  75 

(67.6％) 

 36 

(32.4％) 
  111

商  標 
 294 

(82.4％) 

 52 

(14.6％) 

 11 

( 3.0％) 
 357

計 
 417 

(51.9％) 

271 

(33.8％) 

102 

(12.7％) 

 13 

(1.6％) 
803

総  計 
1,230 

(59.8％) 

945 

(46.0％) 

303 

(14.7％) 

 28 

(1.4％) 
2,056

 ※（ ％）は，特許など当該事件総数に対する所要時間内での処理割合である。 

 

 ニ．訴訟代理人の現況 

   特許法院を設けるに当たっては，弁理士の訴訟代理人資格の問題が最も大きな議論を

呼んだが，これが認められた結果，審決などの取消訴訟において多数の弁理士が訴訟代

理を受け持つことになった。弁護士／弁理士の割合を見ると（弁護士でありながら弁理

士として登録した代理人は，自ら法院に届け出た資格を基準とした），２０００年に

は４３９件（２８．３％）／１，１１４件（７１．７％），２００１年には３５６件

（２４．４％）／１，１０１件（７５．６％），２００２年には３６４件（２３．１％）

／１，１３６件（７６．９％）で，弁理士の占める割合が年々増加している。これを見

ると，弁護士と弁理士の訴訟代理人の割合は，概ね弁護士２５％，弁理士７５％程度で，

特許訴訟では弁理士が訴訟代理人になる場合が圧倒的に多く，弁護士の割合が毎年，僅

かではあるが減少していることが分かる。このように弁理士が訴訟代理人を勤める割合

が高まる理由としては，第一に，特許法院の事件の中で，主に弁理士が代理を行う特許

や実用新案事件の割合が増えていること，第二に，特許庁への出願･審判段階で代理を行

った弁理士が，特許法院における訴訟でも引き続き代理を務める事例が増えていること，

そして第三に，弁護士と弁理士の両方の資格を備えた代理人が，弁理士として訴訟を遂

行するケースが増えていることがあげられる。 

 

４．特許法院の審理方式（集中審理方式） 

  特許法院は，充実かつ迅速な審理のために準備手続を活用する「集中審理方式」の裁判

運営をしている。特許･実用新案事件は原則として準備手続に回付するのだが，準備手続期

日前に裁判部全員が参加する技術説明会を開催し，準備手続期日においては，主審判事が

受命法官として技術審理官と共に争点と証拠関係を整理した後，弁論期日を指定する。原

告の訴状提出に伴う被告側答弁書の提出，これに対する各々１回の準備書面の攻防を経た
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後，事件を準備手続に回付する。準備手続期日も，可能な限り１～２回の期日で終了させ，

弁論期日を指定する。意匠･商標事件の場合，訴状と答弁書が提出されると裁判長は直ちに

弁論期日を指定する。準備手続に回付する事件の類型及びその時期に関して統一的な基準

を設け，受命法官別に週１回ずつ準備手続を行うが，２～３週間を置いて準備手続期日を

指定するなど，準備手続進行のモデルを確立した。弁論期日には証拠調査などの集中審理

を重点的に行うことで，事件の迅速かつ適正な解決のために努力している。特許･実用新案

事件の場合，弁論期日よりも準備手続に重点が置かれるという点があるが，当事者に十分

な説明を認め，これに対する十分な反論の機会を与えるという充実した審理を行うことで，

当事者の審理に対する信頼感は極めて高くなっている。 

 

５．過去５年間における特許法院の評価 

 イ．肯定的な評価 

   特許法院は，特許庁の抗告裁判所における事件処理期間に比べ，科学技術をめぐる紛

争の審理時間を平均５～６ヶ月程度短縮し，迅速な権利保護を確保していることで国民

の信頼を得ているばかりでなく，上告率の減少により大法院の裁判負担を軽減させると

いう現実的な効果ももたらした。また，従来は行政審判手続に従って行われていた事実

審理が，法院の司法手続に従って行われるようになった結果，国民の裁判を受ける権利

が保障され，国民に対する司法サービスが強化され，審理が以前よりも慎重かつ適正に

行われるようになり，結論に対する当事者（国民）の信頼感だけでなく，国家の信頼感

をも高めた点で重要な意味を持っている。一方，特許法院の判決は，従前の抗告審判所

の審決よりも判決内容が充実していて先例としての価値を有しており，類似事件を処理

する特許庁の関係者からも好意的な反応を得ている。 

   特許法院が，科学技術専門家である‘技術審理官’という，他の国とは異なる韓国独

特の制度を設け，技術審理官が準備手続及び弁論に参加し，事実上判事と一緒に裁判を

行うことを可能とし，結果として科学技術者の意見が尊重される新しい制度を生み出し

たことは，特許法院の持つ重要な特色と言えよう。 

 ロ．問題点 

   審決取消訴訟は特許法院が管轄し，特許侵害訴訟は一般の民事法院が管轄するため，

同一の事案について異なった判決が出る可能性がある。２０００年３月に特許法院がソ

ウルから大田（テジョン）に移ってからというもの，大部分の訴訟事件の当事者及び代

理人がソウルに集中しているという状況から，当事者は訴訟遂行上の不便を蒙っている

だけでなく，さらなる訴訟費用の負担を余儀なくされている。また，長期勤務が困難な

ため，優秀な専門法官となる上で必要な経験を積むことが難しくなり，特許法院の長期

的な発展計画に蹉跌をきたす恐れがある。 

   特許法院の判決文は，内容が専門技術に関するものであるため，一般の判決文よりも

理解しづらいという批判がある。これは，特許明細書が難解な専門用語で書かれており，

判決文においてもそれをそのまま引用する他ないからである。 
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   一方，弁理士の訴訟代理が増加し，基本的な訴訟手続に関する知識不足から，弁理士

が主張や立証責任の所在をきちんと把握できないなどの問題がある。これを解決するた

めに，法院は釈明権を行使しているが，釈明権の行使の限界といった現実的な問題点も

ある。 

 

Ⅲ．特許法院の将来の課題 

 

１．管轄拡大（管轄集中）の問題 

  特許法院は，特許審判院の審決などの取消訴訟に対してのみ管轄権を有している。しか

し，この間，学会，大韓弁理士会，大田（テジョン）地域住民などを中心に，特許法院の

管轄権を特許権侵害に対する民事訴訟（特許侵害訴訟）や特許権関連の行政訴訟にまで拡

大させるべきだという主張が提起され，現在，国会では，管轄集中のための法院組織法の

改正案について審議中である。 

  特許紛争の効率的な解決と専門的な裁判能力は，審決などの取消訴訟だけでなく特許侵

害訴訟においても必要であり，特許侵害訴訟を特許法院のみの管轄とした場合，特許関連

の紛争を迅速かつ効率的に解決し，無意味な訴訟手続の繰り返しを避けるだけでなく，産

業財産権に対する統一的な解釈が確保できるという長所がある。しかし，特許法院が大田

にあるため，離れた場所に住む当事者や代理人が不便を被ることになる。また，特許侵害

訴訟では弁理士の訴訟代理人資格が認められていないため，特許法院が管轄する訴訟事件

に，弁理士の訴訟代理権が認められるものとそうでないものが生じ，訴訟代理権に関して

混乱が起きる可能性がある。管轄を集中しても控訴審に限定されるため，現実的な件数が

少なく実際に扱う件数は少なく，管轄集中の効果が半減せざるを得ないといった現実的な

問題点がある。管轄集中の問題については，このような長所と短所を踏まえ，司法制度全

体の枠組みの中で検討した後，慎重にアプローチしなくてはならない。 

 

２．技術判事制度の導入問題 

  特許法院設置当時から，科学技術界を中心に，一部で技術判事を選抜すべきとの主張が

あった。しかし，ドイツを除く殆どの先進国では，法官が特許訴訟を担当している。特許

訴訟において最も重要なことは，技術内容を把握した上での法律的な評価であるため，法

律家でない技術専攻者が裁判を行うのは望ましいとは言えない。また，技術判事を置くに

しても，彼らも自分の専門分野以外では門外漢である。さらに，最先端技術の場合は，技

術判事といえども，やはり外部の専門家の助けは必要となるのであって，専門性に欠ける

という点では同じである。その上，技術審理官の場合，新しい技術分野を取得した者を２

～３年毎に選抜するため，技術の発展に対応することができるが，身分保障を必要とする

技術判事の場合，新しい技術の発展に対応するのは難しい。実際の審理では，判事は，技

術審理官の補佐を仰ぎながら，十分に技術内容を理解した上で準備手続を進めているため，

技術内容に対する判事の誤った理解が原因で問題が生ずることはなく，判事が技術内容を
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よく理解していないといった訴訟代理人からの批判もない。従って，技術判事の選抜は現

行法上も根拠が無いだけでなく，その必要性も存在しない。 

 

３．権利範囲確認審判制度の廃止 

  権利範囲確認審判とは，実務上（カ）号発明と称する，ある特定の技術の実施形態や登

録権利が他の先行特許権などの権利範囲に属するかどうかを，行政機関である特許審判院

が判断する審判のことを言う（特許法第１３５条第１項）。権利範囲確認審判は，単に実用

新案自体の考案の範囲という事実構成の実態を確定するのでなく，その効力の及ぶ範囲を

対象物との関係から具体的に確定するものである。権利範囲確認審判には，請求の主体に

よって，積極的権利範囲確認審判と消極的権利範囲確認審判の二つがある。 

  権利範囲確認審判は比較法的にその例が稀ではあるが，韓国における特許争訟の実務に

おいては，〔表３〕の通り，新件の受理件数全体に権利範囲確認事件の占める割合が，

２０００年１４．８％，２００１年１８．８％，２００２年２３．２％と毎年増加してお

り，重要な割合を占めている。権利範囲確認審判は，知的財産権専担裁判部の侵害訴訟と

も関連があるため，侵害訴訟担当法院は，権利範囲確認審判が提起されたという資料が提

出されると，その結果を参酌するため裁判期日を推定したりもする。 

 

 〔表３〕権利範囲確認審判の審決に対する提訴件数 
 

区 分 
 

年度別 
特  許 実用新案 意  匠 商  標 合  計 

2000年 38／178 43／109 24／107 29／472 
134／905 

(14.8％) 

2001年 33／174 56／138 41／106 20／308 
150／798 

(18.8％) 

2002年 61／212 55／151 41／98 29／383 
186／803 

(23.2％) 

 

  一般法院の民事裁判管轄権に属する侵害訴訟と特許法院の専属管轄権に属する権利範囲

確認訴訟は，別個の独立した訴訟である。従って，両方の訴訟が同時に係属中であっても

重複訴訟には該当せず，法律上は，いずれか一方の結論は他の訴訟において拘束力を有し

ない。しかし，実質上，権利範囲確認訴訟は侵害訴訟と同じく，侵害の有無をその主な争

点とするため，当事者が一般法院に仮処分または侵害による損害賠償請求訴訟などを提起

すると同時に，権利範囲確認審判も提起する事例が少なくない。 

 このように，権利範囲確認審判制度が実務上重要な地位を占めているにも拘らず，審決の

効力や応訴当事者の被害などを考慮すると，権利範囲確認審判を廃止するか，あるいは存

続するにしても，特許法院に審決取消訴訟を提起できないように制限すべきだとの強い主

張がある。 
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４．技術諮問団の活用問題 

  殆どの特許事件における技術的争点は，裁判部が技術審理官の説明を聴けば十分に理解

できるもので，一部事件については，技術審理官の説明がなくても裁判部自らが難なく理

解できるものである。しかし，高度な専門知識がなくては判断が難しい場合がある。この

場合，技術審理官は，その分野の専門家と裁判部の中間に位置することになるので，裁判

部としては技術審理官から基本的かつ普遍的な技術的説明以上のものを期待するのは困難

である。このような事件を扱うにあたっては，裁判部も技術審理官も多くの時間を費やす

必要があるため，効率的な裁判が確保できない恐れがある。特に，９名の技術審理官が技

術分野全てを担当している現状では，こうした問題がしばしば発生する。そこで，対応策

として検討に値するのが，技術諮問団への委嘱である。 

  もちろん，通常は鑑定人がこうした問題点を補完する存在である。しかし，法院がその

都度適切な鑑定人を選任して鑑定委嘱をするためには多くの努力が必要であるばかりか，

時間もかかるため，審理の過程で必要な部分について随時諮問を求めるのには不適切であ

る。従って，技術諮問団を編成した上でこれを優先的に活用し，鑑定人にはその補充的役

割を委ねることが望ましいと言える。 

 

５．電子法廷と電子図書館の設置 

  特許法院の新庁舎竣工に伴い，科学技術に関する未来型の専門法院としての象徴性と信

頼性を高める必要から，電子法廷，電子ファイリング，遠隔映像裁判などの先端技術を採

用した電子法院の導入が長期的な課題として検討されている。 

  ひいては，特許法院の新庁舎に特許法関係の図書館を設置し，知的財産権の中の産業財

産権の分野に関する情報のメッカとして機能させ，それと同時にこれらの情報を弁護士や

弁理士なども利用できる中央図書館としての役割を負わせる。特に，特許図書館は，既存

の図書館とは差別化された，いわゆる‘電子図書館’を目指す。 

 

Ⅳ．韓国における侵害訴訟専担裁判部の現状と課題 

 

１．侵害訴訟専担裁判部の現状 

 イ．人的状況 

   ２００２年末現在，知的財産権関連の侵害事件を担当する専門部としては，ソウル地

方法院の一つの部に３人の判事，知的財産権関連の申請事件を担当する申請部の一つの

部に３人の判事，ソウル高等法院の知的財産権専門部の二つの部に６人の判事が配置さ

れている。しかし，知的財産権関連事件だけでなく，一般の民事事件も一緒に担当して

おり，その専門担当割合（その専門担当の占める割合）は〔表４〕の通り，３０～４０％

に過ぎない。 

   地方法院及び高等法院の知的財産権専担部の判事は，特許法院の場合と異なり，海外

留学時または大学院での専攻分野，知的財産権関連の業績などを考慮せず，人事異動時



 

ICD NEWS 第15号（2004. 5） 163

に序列順に配置している。任期も１～２年で，他の一般の裁判部と変わらない。 

   そして，特許法院における技術審理官や大法院における特許審査官のような制度も設

けられていない。従って，科学技術の専門家の助けがあって初めて適正な主文が作成で

きる侵害訴訟事件（特に仮処分事件）では，専門家の助けが得られない立場にある。 

 ロ．事件の状況5 

   〔表４〕は，ソウル高等法院知的財産権専担部，ソウル地方法院知的財産権専担部（民

事１２部）及び申請部における２０００年度から２００２年度までの新件受理事件のう

ち，知的財産権関係事件の数字及び事件全体に対する割合を表したものである。 

 

 〔表４〕知的財産権関係民事事件の新件受付現況表 
 

年  度  事件全体 
専 担 事 件 専担事件  

受理比率(％)本 案 抗 告 計 

2000年 
ソウル高等法院 616 99 65 164 26.6

ソウル地方民事12部 502 130 130 25.8

2001年 

ソウル高等法院 687 128 76 204 29.7

ソウル地方民事12部 564 156 156 27.6

ソウル地方申請部 1,106 153 153 13.8

2002年 

ソウル高等法院 627 128 83 211 33.7

ソウル地方民事12部 391 178 178 45.5

ソウル地方申請部 1,156 97 97 8.4

 

   地方法院知的財産権専担部が担当する事件は，２０００年の１３０件から２００１年

には１５６件，そして２００２年には１８７件と，絶対件数も増え，事件全体に対する

専担事件の受理比率も２５．８％から４５．５％に上昇した。２００２年に大幅に増加

した理由としては，民事訴訟法の改正により，知的財産権事件に対しソウル地方法院に

競合的管轄権を認めたことが挙げられる。ソウル高等法院の事件も，本案事件が２０

００年の９９件から２００１年，２００２年には各々１２８件に増加し，抗告事件も２

０００年の６５件から２００１年には７６件，そして２００２年には８３件に増え，専

担事件の割合も上昇した。ただ，ソウル地方法院申請部の知的財産権関連事件の新件受

理件数は，２００１年の１５３件から２００２年には９７件と大幅に減少したが，その

原因は不明である。ソウル地方法院申請部においては，暫定的地位を定める仮処分事件

全てを担当しているが，その数があまりにも多いため（２００２年度 １，１５６件），

知的財産権関連事件について訴訟を提起しても迅速な裁判が受けられず，従って当事者

 
 5 この部分は，ソウル高等法院の李東洽部長判事が発表した「知的財産権訴訟の現状と展望 ― 韓国

と日本の比較を中心に ―」（法曹，２００３年６月号）から抜粋した資料である。 



 

  164

が提訴を嫌う傾向があるとの見方もある。 

   知的財産権関連の民事事件の受理状況や既済事件状況及び平均審理時間に関する統計

は存在しない。ソウル高等法院の知的財産権専担裁判部である民事４部の場合，２００

１年度の処理件数は，本案事件６４件，抗告事件２８件で，２００２年度の処理件数は，

本案事件が６０件，抗告事件が４７件であったという。上記既済事件の平均審理時間は，

本案事件の場合，２００１年度が１０．２ヶ月，２００２年度が９．１ヶ月，抗告事件

の場合，２００１年度が５．９ヶ月，２００２年度が７．８ヶ月であったという。本案

事件の審理時間が特許法院の平均審理時間よりも多少長いのは，ソウル高等法院の場合，

技術審理官の助けを借りることができず，技術的問題について把握する上で多少の困難

が伴うためと思われる。 

 

２．侵害訴訟専担裁判部の課題 

 イ．人的構造，管轄などの問題 

   ソウル高等法院及びソウル地方法院において知的財産権関連事件の専門性を強化する

ためには，判事の配置や任期などに関して，特許法院に匹敵する配慮がなくてはならず，

ひいては，技術的な問題を補佐するための技術補佐官を配置するといった補完措置が講

じられなければならない。 

   大都市の地方法院に知的財産権の専担部を置いて知的財産権関係の民事事件を担当さ

せたり，民事訴訟法を改正したり，あるいは知的財産権の専門裁判部が設置された高等

法院所在地の地方法院に特別裁判籍を認めるなど，知的財産権関連訴訟の専門化のため

に努力が行われている。 

 ロ．侵害などの立証の容易化 

   侵害訴訟において，侵害行為及び損害額の立証を容易にするための制度が不十分で，

実務上（カ）号が特定されず，特許公報に添付された権利者の明細書を（カ）号として

添付するなど，侵害行為の形態が明確でなく，権利者の権利保護に不十分な場合が往々

にして生じる。日本の特許法で新たに設けられた侵害行為の立証を容易にするための文

書提出命令制度の拡充，積極否認の場合，侵害行為の具体的な態様の明示義務規定，及

び侵害額立証を容易にするための計算鑑定人制度の導入を主張する意見もある。 

 ハ．侵害訴訟における無効の判断 

   特許庁と法院の権限分配の原則上，侵害訴訟では直接に特許発明の無効を確認するこ

とはできないが，新規性のない発明については，その権利範囲を否認したり，侵害発明

の技術が公知の技術であることを理由に実質的に無効を認めている。 

   しかし，特許発明が進歩性を欠き，その特許権が無効であるという抗弁に対しては，

法院の特許無効審決が確定するまでは，他の訴訟で当然権利範囲を否定できると言えず，

主張自体に根拠がないとの理由で却下されなければならないというのが従来の大法院の

判例であった。しかし，この点については，主要先進国の趨勢に合わせた日本の最高裁

判所（２０００．４．１１）の立場と同様に，進歩性に欠ける場合でも権利濫用の抗弁
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を通じて，侵害訴訟の受訴法院において特許の無効事由を判断できるようにしなくては

ならないという意見がある。ただ，大法院は，公知技術から進歩性の無い特許発明の場

合でなく，公知技術から進歩性の無い侵害発明の場合には，それが特許発明の技術の範

囲に属するものであっても，自由実施技術に該当するということを理由に特許権の侵害

を否認することで，迂回的にその無効を認めている。 

 ニ．弁理士に侵害訴訟の代理権を付与する問題 

   韓国では，弁理士の場合，審決取消訴訟に属さない侵害禁止請求訴訟，損害賠償請求

訴訟などの民事訴訟の訴訟代理人にはなれないというのが通説であり，法院の慣行でも

ある。これに対し，弁理士会では，侵害訴訟事件においても弁理士に訴訟代理権を付与

すべきであると強く求めている。 

   しかし，今まで弁理士は，特許侵害訴訟の訴訟代理人になったことがなかった。弁理

士は，技術内容についてはある程度知識を持っているが，法律の専門家としての基本的

な資質が十分でなく，民事訴訟手続に関する知識及び経験が不足していることが多く，

現在，審決取消訴訟の裁判を進める上で多くの困難を生ずるというのが実情である。今

後，産業財産権の専門弁護士をもっと増やす必要がある。弁理士が訴訟代理人になれる

かという問題は，弁護士と対等な訴訟法の知識を身につけた時に初めて，国家が政策と

して決定すべき問題である。 
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―― 日本における知的財産権訴訟の現状及び展望 ―― 

 

平成１５年１１月２７日         

東京地方裁判所判事 飯 村 敏 明   

 

第１ はじめに 

  １ 知的財産権をめぐる環境の変化 

  ２ 知的財産権侵害訴訟の審理の変化 

  ３ 一層の充実・強化の必要性 

 

第２ 知的財産権訴訟における問題の所在と解決方策 

  １ 審理期間  審理期間の短縮に向けての提言 

  ２ 国際性   質の高い解決を目指す（コストとスピードと信頼性） 

  ３ 損害額   市場規模等との関係 

           H２ブロッカー ３０億円 

           アルゼ対サミー ８４億円 

  ４ 専門性   東京，大阪への集中化 

 

第３ 充実・強化のための制度改正等 

  １ 制度改正の流れ 

    (1) 平成１３年６月  司法制度改革審議会の意見書 

     ア 審理期間（平成１１年の２３．１か月）おおむね半減することを目標 

     イ 知財事件の総合的な対応強化 

      a 計画審理,証拠収集手続の拡充 

      b 専門性が強化された裁判官,調査官の集中的投入,専門委員の導入 

      c 東京地裁,大阪地裁への専属管轄化（実質的な特許裁判所） 

     ウ 東京高裁,大阪高裁の専門的処理体制の強化方策についても検討。 

    (2) 平成１４年７月  知的財産戦略大綱 

    (3) 平成１５年７月  推進計画 

  ２ 平成１４年１０月以降 司法制度改革推進本部「知的財産訴訟検討会」 

    (1) 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係 

    (2) 専門家が裁判官をサポートするための訴訟手続への新たな参加制度 

    (3) 侵害訴訟等での営業秘密の保護を含む証拠収集手続のさらなる機能強化 

  ３ 平成１５年民事訴訟法の改正  平成１６年４月施行予定 

    (1) 第１審の東京地裁・大阪地裁専属管轄化（特許，実用新案等） 

                   競合管轄化（その他の知財事件） 

    (2) 控訴審の東京高裁専属管轄化（特許，実用新案等） 
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    (3) 知財訴訟の５人合議制 

    (4) 専門委員の導入 

 

第４ 充実・強化のための裁判所の対応（人的態勢の強化・審理の工夫） 

  １ 人的態勢の強化（全国） 

    (1) 平成 ９年  東京高裁          １０人 

             東京地裁＋大阪地裁     １１人 

      平成１５年  東京高裁          １６人 

             東京地裁＋大阪地裁     ２０人 

    (2) 平成１６年  さらなる人的態勢の強化へ（専属管轄化との関連） 

  ２ 平均審理期間（全国） 

      平成 ５年  ３１．９か月 

      平成１４年  １６．８か月 

  ３ 審理方法の変化 

    (1) 訴訟準備のコスト・パフォーマンスを高める審理 

    (2) 良質な訴訟解決のための情報を裁判所へ提供させる審理 

    (3) 時間の観念を入れる審理 

 

第５ 東京地裁の知的財産権訴訟の状況について 

  １ 知的財産権侵害事件の現状 

     平成１４年 

       特許権（３２％），著作権（２２％），不正競争防止法（１９％） 

       商標権（１７％），実用新案（６％），意匠権（３％），その他（１％） 

  ２ 事件の傾向 

    (1) 事件数の増加とその原因 

    (2) 事件の複雑化とその原因 

  ３ ５年前との比較 

    (1) 事件数 

     ア 未済事件数         約６２５件から３４０件へ 

     イ 処理件数          約２００件から４３０件に増加 

    (2) 処理期間 

     ア 超３年の長期未済      約１３０件から約１５件へ 

     イ 超２年の長期未済      約３５０件から約３０件へ 

     ウ 未済平均審理期間      約１１．３か月 

 

第６ 迅速審理の内容（裁判所） 

  １ 迅速解決の要請（国際的な比較，ユーザーニーズ，商品サイクルの短縮化） 



 

  168

  ２ 企業訴訟における迅速化のポイント 

    (1) 経済原則 

        マーケット・メカニズム 

        訴訟準備に投資をすれば得になる。 

    (2) 訴訟解決への良質な情報 

        訴訟情報の公開・訴訟手続の公開 

        嘘をつかせないという慣行の徹底 

    (3) 知財取引の環境の向上のための問題提起と解決策の提供 

  ３ 迅速審理と充実審理 

  ４ 期日の進行と期日外の活動 

  ５ 第１回弁論期日の充実と期日外釈明 

  ６ 裁判解決のための有用情報を早期に提供（早期に主張，立証終了） 

  ７ 究極的には，第１回期日終結を目標（即日結審ルール） 

 

第７ 事前の訴訟準備（当事者） 

  １ 原告側の準備 

  ２ 被告側の準備 

 

第８ 特許権侵害訴訟の審理の特徴 

  １ 特定論，侵害論，損害論 

  ２ ボールスプライン最高裁判決 

  ３ 富士通半導体訴訟最高裁判決 

 

第９ 訴訟運営の透明性と周知徹底 

  １ 訴訟手続の透明性 

      秘密情報確保の必要性との調和 

  ２ 新たな訴訟運営の周知 

      不利益な措置と警告 

  ３ 紛争解決環境の改善の試み 

      当事者の裁判手続上の公正性の確保 

      当事者の裁判外の公正性の確保 

 

第１０ おわりに 

  １ 迅速な充実した裁判の実現 

  ２ 裁判官のスキル・アップ 

  ３ 透明な手続と情報公開 

  ４ 明確な考えを説明できる裁判所 

  ５ 将来像 
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◎ 参考 

 ① 平成１２年１０月「知的財産権侵害訴訟の運営に関する提言」（判例タイムズ１０４２

号４頁，特許ニュース No．１０４７３，No．１０４７６，No．１０４８０） 

 ② 平成１５年５月「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」（司法研究報告，法曹

会） 

 ③ 「東京地裁における知的財産権侵害訴訟の審理の実情について」民事法情報平成１３

年１８２号２３頁 

 ④ 「特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈及び最近の審理の変化」民事法情報平成１４

年１９５号２２頁 

 ⑤ 「裁判所と日弁連知的所有権委員会との意見交換会の結果」（判例タイムズ１０５１号

５５頁，１０９５号４頁，１１２４号４７頁） 

 ⑥ 「知的財産権侵害訴訟の充実・迅速化に向けた新たな取組み」（NBL７６９号１７頁） 
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「日本の知的財産権訴訟の現状と課題」 

 

平成１５年１１月２８日         

大阪地方裁判所判事 小 松 一 雄   

 

第１ はじめに 

 

第２ 知的財産権訴訟に関する裁判所の体制 

 １ 侵害訴訟 

  a 地方裁判所（５０）－高等裁判所（８）－最高裁判所 

  b 特許権，実用新案権，回路配置利用権，プログラム著作権事件 

    東京地裁（東日本），大阪地裁（西日本）の競合管轄 

 ２ 審決取消訴訟 

   特許庁の審決－東京高等裁判所－最高裁判所 

 ３ 専門部の処理体制 

   東京高裁 ４か部 裁判官１６人 調査官１１人 

   東京地裁 ３か部 裁判官１５人 調査官 ７人 

   大阪地裁 １か部 裁判官 ５人 調査官 ３人 

 

第３ 最近の知的財産権訴訟の動向 

 １ 事件概況 

  a 知的財産権事件の新受件数 

    平成１４年 全国６０７件，東京地裁３４２件，大阪地裁１３１件 

    （平成３年 全国３１１件） 

  b 東京・大阪両地裁への集中傾向 

    平成１４年の知的財産権新受事件の７８％，特許事件の８８％が東京・大阪両地裁に

集中 

  c 事件種類別比率 

    特許権２７％，実用新案権６％，意匠権４％，商標権１６％，著作権１９％，不正競

争防止法２３％，その他４％（平成１４年全国第一審新受） 

 ２ 最近の審理及び裁判の動向 

  a 均等論の肯定 

    ボールスプライン事件最高裁判決（最判平成１０年２月２４日・民集５２巻１号１１

３頁） 

  b 特許無効の審理 

    キルビー特許事件最高裁判決（最判平成１２年４月１１日・民集５４巻４号１３６８

頁） 
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  c 損害賠償の高額化 

    損害額算定方式の法改正と計算鑑定制度の導入 

  d 職務発明関係事件の多発 

    ピックアップ装置事件最高裁判決（最判平成１５年４月２２日・民集５７巻４号４７

７頁） 

 

第４ 最近の知的財産権訴訟をめぐる動き 

 １ 司法制度改革審議会意見書（平成１３年６月） 

   知的財産権関係事件への総合的な対応強化 

 ２ 知的財産戦略大綱（平成１４年７月） 

   実質的な「特許裁判所」機能の創出 

 ３ 知的財産戦略本部「知的財産の創造，保護及び活用に関する推進計画」（平成１５年７

月） 

   知的財産高等裁判所の創設の検討 

 ４ 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会における検討 

  a 侵害訴訟における無効判断と無効審判の関係 

  b 専門家が裁判官をサポートするための訴訟手続への新たな参加制度 

  c 侵害行為の立証の容易化のための方策 

 ５ 知的財産権訴訟に対する産業界の要請 

  a 訴訟の迅速化 

  b 技術的専門性の強化 

  c 裁判所の判断の早期統一 

 

第５ 近時の知的財産権の審理充実・迅速化の動き 

 １ 審理の充実・迅速化のための工夫 

  a 東京地裁「知的財産権訴訟の運営に関する提言」（判例タイムズ１０４２号４頁） 

  b 大阪地裁の計画審理（NBL７６９号２７頁）〔別紙「特許・実用新案権侵害事件の審

理モデル」参照〕 

  c 司法研究報告書「特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究」（平成１５年） 

  d 東京高裁の審決取消訴訟の新たな審理方式（NBL７６９号６頁） 

 ２ 裁判所の人的態勢の強化 

 ３ 審理の迅速化 

   知的財産権訴訟の審理期間の変化（全国地裁第一審） 

   平成 ５年 ３１．９月  平成１４年 １６．８月 
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第６ 平成１５年の民事訴訟法の改正 

 １ 管轄 

  a 特許権，実用新案権，回路配置利用権，プログラム著作権事件 

    東京地裁（東日本），大阪地裁（西日本）の専属管轄 

  b 意匠権，商標権，著作権（プログラム著作権を除く），育成者権，不正競争事件 

    東京地裁（東日本），大阪地裁（西日本）の競合管轄 

  c 特許事件等の控訴 

    東京高裁の専属管轄 

 ２ ５人合議制 

 ３ 専門委員制度 

 

第７ 知的財産権訴訟の課題と展望 

 １ 知的財産紛争の多様化，複雑化，高度化，国際化 

 ２  専門的処理体制の強化 

 ３ 計画審理の徹底 

 ４ 立証の容易化と営業秘密の保護 

 ５ 裁判所における技術的事項のサポートの体制 

 ６ 手続の透明性 

 ７ 和解的解決機能の充実 

 ８ 知的財産権訴訟を担う人材の養成 

 

第８ おわりに 

   審理の一層の充実・迅速化と高いレベルでの紛争解決を目指して 
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別 紙 

特許・実用新案権侵害事件の審理モデル 

 

    当事者の充実した訴訟準備    

 

  0   訴え提起   基本的証拠の提出 

            （公報，登録原簿，実施品，侵害品，事前交渉関係書類等） 

     30日 

 30   口頭弁論①  原告：訴状陳述 

             被告：答弁書陳述 

              被告：先行技術の検索期間設定（60～90日） 

        進行協議      目録対案の準備（40日） 

                 侵害論の主張準備（主張の概要）（40日） 

     50日 

 80   口頭弁論②  被告：第１準備書面（目録対案，侵害論概要） 

             原告：目録修正案の準備（30日） 

                侵害論の主張準備（反論の概要）（30日） 

     40日 

 120   口頭弁論③  原告：第１準備書面（物件目録修正案） 

             被告：立証（主張に引用する公知技術文献の提出） 

               裁判所：目録合意調整      技術説明会の実施  

     30日 

 150   口頭弁論④  被告：第２準備書面（侵害論主張） 

 

     40日 

 190   口頭弁論⑤  原告：第２準備書面（侵害論主張） 

               立証 

             被告：立証 

     40日 

 230   口頭弁論⑥  双方：主張・立証の補充 

 

     40日 

 270   口頭弁論⑦  裁判所：侵害論の判断      終  結    和  解  

。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。↓ 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 

                 損害論の審理 
          10日 原告：損害主張整理，文書提出命令申立，（計算鑑定申立） 

          20日 被告：認否，反論，立証準備（裏付資料提出{損益計算書， 

                貸借対照表，月別・取引先別の売上帳・仕入台帳等}） 

     30日 

 300   口頭弁論⑧  被告：追加資料提出 

 

     30日 

 330   口頭弁論⑨                  終  結    和  解  
 

（平成１４年１１月作成） 



 

  174

 参考資料１  

韓国特許法院について 

 

平成１５年（２００３年）１１月   
法務総合研究所国際協力部      

１ 特許法院の位置付け 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ 特許法院について ～現行の法院組織法（1987年法律3992）抜粋～ 
  第３条（法院の組織） 第２８条の４（審判権） 
   ① 法院は，次の６種とする。   特許法院は，次の事件を審判する。 
    １ 大法院  １ 特許法第１８６条（審決等に対する訴）第１項， 
    ２ 高等法院   実用新案法第５６条（特許法の準用），意匠法 
    ３ 特許法院   第７５条（特許法の準用）及び商標法第８６条 
    ４ 地方法院   （特許法等の準用）第２項が定める第一審事件 
    ５ 家庭法院  ２ 他の法律により特許法院の権限に属する事件 
    ６ 行政法院 
 第５４条の２（技術審理官） 
  第２８条の２（特許法院長）  ① 特許法院に技術審理官を置く。 
   ① 特許法院に特許法院長を置く。  ② 法院は，必要があると認める場合は，決定で 
   ② 特許法院長は，判事で補する。   技術審理官を特許法第１８６条第１項，実用新 
   ③ 特許法院長は，その法院の司法行政事務   案法第５６条及び意匠法第７５条の規定による 
    を管掌し，所属公務員を指揮監督する。   訴訟の審理に立ち会わせることができる。 
   ④ 第２６条（高等法院長）第４項から第６項ま  ③ 第２項の規定により訴訟の審理に立ち会う技 
    での規定は特許法院に準用する。   術審理官は，裁判長の許可を得て，技術的な事 
   項に関して訴訟関係人に質問をすることができ， 
  第２８条の３（部）   かつ，裁判の合議において意見を述べることが 
   ① 特許法院に部を置く。   できる。 
   ② 第２７条（部）第２項及び第３項の規定は， 
    特許法院に準用する。 
 
  出典：「現行韓国六法」 
 

３ 特許法院の所在する大田（Taejōn）広域市の位置について（ソウルから 153 km） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：http://www.lib.utexas.edu/maps/cia03/korea_south_sm03.gif 

大法院 

高等法院(5) 特許法院(1) 特許法院 

大法院 上告審

第一審

地方法院(13) 家庭法院(1) 行政法院(1) 特許審判院 

支院(1) 

市・郡法院(103) 

※ 法院組織法の改正案によれば，特許
侵害訴訟における第二審を特許法院
が所管する（第一審は地方法院等）。

出典：http://www.scourt.go.kr/english/courts.html 出典：韓国における知的財産関連訴訟の実情①

NBL No.759(2003.4.15)

（裁判所の全体構造） （現在の審級構造） 
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 参考資料２  

知的財産権訴訟制度の日韓比較（メモ） 

 

平成１５年（２００３年）１１月      
文責：法務総合研究所国際協力部 黒川裕正 

※ 統計等は必ずしも正確な対比ではありません。 
 

事 項 韓 国 日 本 

１．管轄等 【現行制度】 

 審決取消訴訟     知的財産権侵害訴訟 

            （特許法・実用新案法・意匠法・商標法

             ・不正競争防止法・著作権法の違反）

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

 （法院組織法28条の4    （法院組織法28） 

  特許法186①     ＊ 高等法院所在地 

  実用新案法56     の地方法院との競合 

  意匠法75       管轄 (民事訴訟法24) 

  商標法86②） 

【現行制度】 

 審決取消訴訟     知的財産権侵害訴訟 

            （特許法・実用新案法・意匠法・商標法

             ・不正競争防止法・著作権法の違反）

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

 （裁判所法17     ＊ 東京地裁・大阪地 

  特許法178①      裁との競合管轄 

  実用新案法47①    （特許権，実用新案権，回路配置

  意匠法59①       利用権，プログラムの著作権）

  商標法63①）       （民事訴訟法6） 

 

 【法院組織法改正案】 

 

   審決取消訴訟    知的財産権侵害訴訟 

   （変更なし）    （特許法・実用新案法・意匠法・

              商標法の違反） 

 

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

            （改正法院組織法案28 

             及び28の4②） 

 

出典：「韓国における知的財産関連訴訟の実情①」 

   権泰福・韓国弁理士・元韓国特許庁審判長 

   NBL No. 759（2003.4.15）36頁以下 

 

※ 不正競争防止法事件，著作権事件の控訴審は各

高等法院所管と考えられる。 

 

 

 

 

【改正民事訴訟法（平成15年法律108号）】 

 ※ 平成15年（2003年）7月9日成立 

 (1) 管轄 

   審決取消訴訟   知的財産権侵害訴訟 

   （変更なし）   ① 特許権，実用新案権， 

             回路利用権，プログラムの著作権 

 

 

         ↑         ↑ 

 

 

        ↑          ↑ 

 

 

            （改正民事訴訟法6） 

 

            ② 著作権（プログラム除く）， 

             意匠権，商標権， 

             不正競争防止，植物新品種育成者

 

 

                  ↑ 

 

 

                  ↑ 

 

 

           （改正民事訴訟法6条の2）

 (2) 大合議法廷 

   同一争点の事件が東京高裁４か部の複数の部

に係属している場合等に，４か部の知財専門部か

ら裁判長又はこれに準ずる者を選出し，この４名

と判決起案担当裁判官の計５名で合議体を組む。

 

出典：「知的財産訴訟の現状と展望」 

   定塚誠・最高裁判所事務総局行政局第一課長

   NBL No. 765（2003.7.17）20頁以下 

 

大法院 大法院 最高裁 最高裁 上告審 上告審 上告審 上告審 

特許法院 各高等法院 東京高裁 各高裁 第一審 控訴審 上告審 控訴審 

特許審判院 各地方法院 特許庁 
（審判部）

各地裁 
 

第一審 第一審

大法院 大法院 最高裁 最高裁 上告審 上告審 上告審 上告審 

特許法院 特許法院 東京高裁 東京高裁 第一審 控訴審 上告審 控訴審 

特許審判院 各地方法院 特許庁 
（審判部）

東京・大阪
地裁

第一審 第一審

最高裁 上告審 

東京・大阪高裁又は
全国の各高裁 

控訴審 

東京・大阪地裁又は
全国の各地裁 

第一審 
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事 項 韓 国 日 本 

２．受理件数 審決取消訴訟－第一審・特許法院 

 866件（2000年） 

 728件（2001年） 

 844件（2002年） 

内訳 

 特許／実用新案／ 意匠／商標 

  178／     109／  107／ 472 （2000年） 

   176／    138／  106／ 308 （2001年） 

   212／    151／   98／ 383 （2002年） 

出典：「韓国における知的財産関連訴訟の現状と課題」（講演会用レジュメ）

   趙龍鎬・韓国特許法院首席部長判事 

審決取消訴訟－第一審・東京高裁 

  478件（2000年） 

 575件（2001年） 

 636件（2002年） 

内訳 

「特許・実用新案」の件数 

  319件（2000年） 

 435件（2001年） 

 467件（2002年） 

出典：「審決取消訴訟の新たな審理方式と新たな判決様式について―東京 

   高裁知的財産権部における試み」 NBL No. 769（2003.9.15）6頁以下

 知的財産権関連の侵害訴訟 

  2000年 

          164件（ソウル高等法院） 

         130件（ソウル地方法院民事12部） 

  2001年 

          204件（ソウル高等法院） 

         156件（ソウル地方法院民事12部） 

         153件（ソウル地方法院申請部） 

  2002年 

          211件（ソウル高等法院） 

         178件（ソウル地方法院民事12部） 

          97件（ソウル地方法院申請部） 

出典：「韓国における知的財産関連訴訟の現状と課題」（講演会用レジュメ）

知的財産権関連の侵害訴訟   ※ 民事事件 

  2000年 

          216件（全国高裁控訴審） 

         610件（全国地裁第一審） 

  2001年 

          180件（全国高裁控訴審） 

         554件（全国地裁第一審） 

       

  2002年 

          181件（全国高裁控訴審） 

         607件（全国地裁第一審） 

 

出典：「知的財産訴訟の現状と展望」 定塚誠・最高裁判所事務総局行政局第一課長

３．平均審理期間 第一審・特許法院の審理期間（審決取消訴訟） 

 約８.３か月（最近３年間） 

  ※ 特許法院開院前の特許庁抗告審判所 

    １４か月（1995～1997年） 

第一審・東京高裁の審理期間（審決取消訴訟） 

 12.7か月（2002年） 

 知的財産権関連の侵害訴訟 

  ソウル高等法院民事４部（知的財産権専担裁判部）

  2002年 9.1か月（本案事件） 

        7.8か月（抗告事件） 

出典：「韓国における知的財産関連訴訟の現状と課題」（講演会用レジュメ）

知的財産権関連の侵害訴訟   ※ 民事事件 

 全国高裁控訴審 

 2002年 10.4か月 

 

出典：「知的財産訴訟の現状と展望」 定塚誠・最高裁判所事務総局行政局第一課長

４．知財専門家の 

  関与 

 （裁判所） 

 現 状 展 望 現 状 展 望 

① 技術判事導入して 

  いない 

 

② 技術審理官 

  9名（特許法院） 

 ※ ただし，審決取消 

  訴訟にのみ関与 

 （特許侵害訴訟は鑑 

  定等で対応 (？)） 

① 技術判事 

  必要性はないと考

  えられている (？)

 

② 技術審理官 

 

③ 技術諮問団 

  技術諮問団を編成

 した上で優先的に活

 用し，鑑定には補充

 的役割を委ねる。 

① 技術判事 

  導入していない 

 

② 裁判所調査官 

  21名 

   東京高裁 11名 

   東京地裁  7名 

   大阪地裁  3名 

① 技術判事 

  導入の可否を検討 

  中 

 

② 裁判所調査官 

 

③ 専門委員 

 （改正民事訴訟法 

  92条の2～7） 

  最低100人以上をあ

 らかじめ任命・具体的

 事件に応じて指定 

出典：「韓国における知的財産関連訴訟の現状と課題」（講演会用レジュメ） 出典：「知的財産高等裁判所の創設」について 2003年10月知的財産戦略推進事務局

５．知財専門家の 

  関与 

 （訴訟代理人） 

① 法律上の規定 

  弁理士法（1961年法律864） 

   第8条（訴訟代理人になる資格） 

      弁理士は，特許，実用新案，意匠又は商

標に関する事項に関し訴訟代理人となる

ことができる。 

 

② 実情 

  審決取消訴訟で，弁理士も訴訟代理を受け持っ

ている。 

  弁護士/弁理士の割合は，2002年には，364件

（23.1％）/1,136件（76.9％）であり，弁理士の

占める割合が年々増加している。 

 

出典：「韓国における知的財産関連訴訟の現状と課題」（講演会用レジュメ） 

参考：「韓国における特許法院の現況及び訴訟手続」尹宣・漢陽大学法学部教授

   知財管理  Vol. 49  No.5  1999 

   ｢韓国特許法院の役割と展望」崔公雄・前韓国特許法院長 

   パテント2000  Vol.53   No. 11 

① 法律上の規定概要 

 ア 弁理士法（2000年法律49） 

     第6条 弁理士は，特許法第178条第1項，実用

新案法第47条第1項，意匠法第59条第1項

又は商標法第63条第1項に規定する訴訟

に関して訴訟代理人となることができ

る。 

 イ 改正弁理士法（2002年法律25,2003.1.1施行）

により，以下の諸条件を満たせば，弁理士に，

特許権等の侵害訴訟代理権が認められる。ただ

し，弁護士を共同代理人に立てる場合に限る。

  ・日本弁理士会の能力担保研修受講 

  ・特定侵害訴訟代理業務試験合格 

  ・日本弁理士会へ業務付記の登録 

  出典：特許庁ホームページ（www.jpo.go.jp） 

② 実情 

  アについては，把握していない。 

  イについては，2003年10月に第１回試験実施に

つき，まだ実績はない。  
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     E～MAIL 

 TO：icdmoJ@moj.go.jp 
 From：Asia 

ラオスの村長さんは大変 

 ラオスの法律を読んでいると，村長さんには行政区画の長としての地方行政法上の役割

が１３種類も課されているほか，司法手続に関しても様々な役割があることが分かる。例

えば，村人の土地取引について公証人同様に証拠となるような書面を作成するとか，民事

紛争の調停を行って調書を作成するとか，そういった重要な役割である。 

地方行政法では，村長さんは村人の選挙で選ばれると定めている。聞くところによると，

秘密選挙を実施していることはまれで，多くは，現村長さんや村の長老の家に各家の代表

が集められ，広間に車座に座り，世間話から始まって，自薦他薦があった後，最後は挙手

（多数決）で決まるのが一般的らしい。 

ちなみに，村長さんにはその重責の割には特に報酬が用意されているわけではないの

で，推薦を受けた人は，「いやー，最近何かと忙しくてねー」等々と理由を付けて，何と

かその任を逃れようとするという。日本の町会や PTA の役員選出の光景とも似ていて，ど

こも同じだなあと妙に親近感が湧いてきたりもする。 
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～ 国際協力の現場から ～ 

 

“You are my best friend in Japan” 
 

 

国際協力専門官 外 尾 健 一   

 

 国際協力専門官として仕事をしてきたこの３年のうちで，これほど私を喜ばせてくれた言

葉はない。２年ほど前になるが，インドネシア研修の東京セッションのため，研修員に同行

して上京していたときの話である。私は研修員とともに週末を利用して秋葉原へ買い物に出

掛けていた。研修の東京滞在中には必ずと言っていいくらいよくある光景である。 

 当部が行っている研修については改めて説明することもないかもしれないが，当部が運営

するインドネシア研修は，JICA（国際協力機構）が ODA 事業の一環として行う本邦研修と

呼ばれるものの一つで，対象国の法律分野の発展に寄与することを目的として，関係機関か

ら法律の専門家を日本に招へいし，日本国内において約一か月間のプログラムで実施する研

修である。当部が行うこの種の研修は，現在大阪をベースに実施しているが，殊に，法整備

支援のような知的支援においては，司法，行政，立法の最高機関の多くが集まる東京でのセ

ッションを抜きにしては研修が成り立たないと言っても過言ではない。インドネシア研修で

はその研修内容から，研修の一部（おおむね一週間程度）を府中のアジ研（法務総合研究所

国際連合研修協力部，国連アジア極東犯罪防止研修所）において行っており，この期間中に

最高裁判所や日本弁護士連合会といった関係機関の訪問や関係者の方々との意見交換などを

実施させていただいている。 

 研修員は１か月ほど日本に滞在する。研修員として日本に来ているのであるから，しっか

り研修に取り組んでもらうことは当然であるが，滞在中の休日等を利用して日本の社会のい

ろいろなところを見てもらい，法律分野以外の日本の姿を知ってもらうことも大切なことで

あると私は考えている。 

 また，当部は宿泊施設を持たない。そのため，JICA の研修員は，JICA の研修施設に宿泊

し，そこから毎日通勤しており，また，当所が独自に招へいする外国の法律専門家について

も，ホテル住まいである。宿泊施設があれば，研修の場面以外の生活面でもコミュニケーシ

ョンを図れる機会があるのであろうが，当部の研修では，そのような場面はあまりないと言

ってよい。殊に，国際協力専門官の仕事は研修の効率的な運営がその最たる責務であるとこ

ろ，そのための下準備や後始末といった裏方的な仕事がかなり多く，研修中は常に次の段取

りのために走り回っているような状態であり，研修員と共に法律論について議論したり，彼

らが興味を持っていることについて共に研究をしたりといった時間を共有することは非常に

難しい。そのため，１か月間研修員と一緒にいるといっても，自分から積極的に時間を作ろ

うとしない限り，研修員とゆっくりと話す時間を持つこともままならないのが実情である。

これは大袈裟かもしれないが，ともすると，朝夕に行う事務連絡のときに，唯一研修員とま
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ともに顔を合わせるだけで，研修員と気心が知れる暇もなく，気付けば研修が終わってしま

っていたということになりかねないのではないかとさえ思えるくらいである。 

 このようなことから，私は休日の買い物なども受け持ちの研修員と仲良くなる絶好の機会

だと考え，時間が許す限り同行することにしている。また，研修員と一緒にいると普段の生

活ではとても気付かないことが発見できたり，それまで知らなかったことが分かったりとい

ろいろなおもしろい経験もできる。研修員の買い物を見ていてまず驚かされるのは，アジア

の研修員が非常におみやげ好きであるということである。おみやげ好きなのはアジアに独特

の共通の文化らしく，アジアの研修員はこれでもかというくらいじっくりと時間をかけて数

多くのおみやげ品を見て回る。購入する量も家族，親類，上司，同僚，部下，友達分とその

数は半端ではない。また，日本製の製品へのこだわりの強さにも驚かされる。研修員はおみ

やげとしていろいろなものを買うが，それが何であれ“Made in Japan”のものが好まれるよ

うである。確かに，私も他の国に行き，おみやげを買うのであれば，その国のものを買って

帰りたいと思うであろうが，そのような感覚とはまた少し違うようである。例えば，日本の

有名ブランドの製品でも作っているところが外国であれば，日本製とは認めてくれないし，

作った会社名は書いてあるが“日本製”とは書いていない商品を「これは日本製だ」と研修

員に説明しても納得してもらえない場合が多い。また，シールで“Made in Japan”の表示が

あるものや箱や説明書にだけ“Made in Japan”と書いてあるものもあまり好まれない。これ

は電化製品に限ったことではなく，アジアではあらゆるものにおいて“Made in Japan”の信

頼が非常に高く，愛されているようである。 

 私が買い物に同行したインドネシアの研修員も例に漏れず，大量のおみやげを順調に購入

していた。大方買い物も終了かというころに，私はある研修員からおもちゃ売り場に連れて

いってほしいと頼まれた。その研修員は日本に来る際，子供から“ビーダマン”という日本

のおもちゃを買ってきてほしいとせがまれたらしく，どうしてもそれを探したいので手伝っ

てくれないかというのである。インドネシアでは日本のアニメが大変人気らしく，数多くの

日本のアニメがテレビで放送されているそうである。当然私はそんなアニメがあることすら

知らなかったが，その研修員とデパートのおもちゃ売り場に行き，その“ビーダマン”とや

らを探すことにした。店員さんに聞くなどしてそのおもちゃが置いてあるところまではたど

り着くことができたが，その“ビーダマン”とやらには種類が幾つかあるらしく，その研修

員がせがまれたものは残念ながら在庫切れであった。また，そこに陳列してあったものは，

組立式のものだったが，そうであれば説明書が日本語なので，できれば組立式ではない端か

ら出来上がったものを買って帰りたいとのことであったので，私たちは近くの知っていそう

な男の子に聞いたりして，ほかのいくつかの売り場を探してみた。しかし，結局お目当ての

ものは見つけることはできなかった。おもちゃ売り場をあれだけ見て回ったのも何十年かぶ

りであった。 

 それでも，その研修員は子供への買い物を何とか無事に終え，私たちは帰路へついたので

あるが，その帰りの電車の中で，その研修員が私に“You are my best friend in Japan”と言っ

てくれたのである。私は最初，この言葉はさっきの面倒な買い物に付き合ったお礼の言葉か
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と思ったが，そうではなかった。その研修員はその後に「お前は研修中私たちのためにいつ

も走り回ってくれている。お前がいなければ，私たちの研修の成功はないよ。」という言葉を

付け加えてくれたのである。これを聞いたとき，「汗をかいてかんばってよかったな」と素直

に自分の仕事が認められたと思えたのと同時に，日ごろ私たちが研修員を見ているのと同じ

ように，いやそれ以上に，彼らが私たちのことを観察していることに気付かされた。 

 それまではあまり意識したこともなかったが，我々がやっている仕事はある意味日本代表

なのである。研修員として日本にやってくる人にとっては，私たちが滞在中最も身近な日本

人なのである。彼らは我々を通して日本を見ており，我々の行動一つ一つが，彼らにとって

は日本人のイメージとなるのである。国際協力専門官という仕事は，だれかにとっての日本

人になることのできる仕事だと私は感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インドネシア研修員のホーム・ビジット風景（２００２年７月） 

 

 私は今でもそのときの言葉を糧にして仕事に取り組んでいる。研修員からこのような言葉

をもらえるのは，決して私一人の力ではない。関係機関の方々からは常々お力添えを頂き（た

まに失敗をして御迷惑を掛けていることもあるが･･･），内部の者にはいつもフォローしても

らってばかりである。皆様のお陰で，結果的には私がやっている仕事が問題なく進み，私は

研修員から「お前の協力のお陰で研修が成功した」などと感謝の言葉をもらう。研修員も決

して私だけに対して感謝の意を表しているわけではないのであるが，直接感謝の言葉がもら

えるのは国際協力専門官であるこの私なのである。言わば，私は「おいしいとこどり」をし

ているのであり，その意味では，日ごろから支えていただいている多くの皆様には大変申し

訳ない気がするが，これも国際協力専門官の特権の一つだといいように解釈して，甘んじて？

研修員からの言葉を受けている。 

 多くの方に支えられ，助けられ，私は今，国際協力専門官という仕事を通じて本当に素敵
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な経験をさせていただいていると感じている。この先この仕事にどれくらい携われることに

なるか分からないが，この職にある以上は，一人でも多くの研修員にとって，よい日本人と

なれるよう努力していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     E～MAIL 

 TO：icdmoJ@moj.go.jp 
 From：Asia 

タイではルアンパバーンが大人気 

 かつて，団体パックの海外旅行をするのは日本人，と決まっていた時代が結構長くあっ

たような気がする。その後，韓国や台湾からの団体さんを世界各地で見かけるようになっ

た。 

先日，休暇を使って中国を旅したところ，史跡や観光地で見かけるのは，すでに韓国人

でも台湾人でもましてや日本人でもなく，もっぱら中国国内の地方からの団体さんツアー

だった。西安の日本語ガイドの楊さんは，「旅行は中国人にとって，まだまだぜいたくな

ものです」と言っていたけれど，それだけに中国人団体ツアーの皆さんが発する熱気から

は，中国の地方経済が確実に潤ってきている様子が感じられた。 

ラオスの隣国，タイでは，気軽な旅行先として，最近ラオスのルアンパバーンが大人気

だ。バンコク・ルアンパバーン間を毎日２便の国際線が飛ぶようになった。タイ人に言わ

せると，言葉が通じ，バーツで買い物ができる便利さも魅力だが，ルアンパバーンにはタ

イが経済成長によって失ってしまった，温もりや潤いがあるのだそうだ。日本人の目から

は相変わらず気楽で楽しい人たちに見えるが，確かに通貨危機以来，大変なことも多かっ

たろう。タイ人も昨今は癒しを求めているらしい。 
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― 編 集 後 記 ― 

 

 ４年目を迎えた国際協力部に，大阪弁護士会副会長の小原正敏先生から暖かい激励，期待

を込められたメッセージ（巻頭言）を頂き，当部としても非常に心強く感じるとともに，法

整備において大阪弁護士会との連携を一層緊密なものにしていきたいとの思いを強くしまし

た。 

 折しも，当部の基礎を築き，発展に尽力した山下輝年，黒川裕正の両教官，平川貴洋，戸

根省吾及び田中正博の３名の専門官が異動し，新たに，廣上克洋，関根澄子及び伊藤隆の３

名の教官を，吉川勉，松村幸治及び石田岳史の３名の専門官を迎えしました。一方，ベトナ

ムでは，杉浦正樹，丸山毅の両専門家が任期を終えて帰国し，榊原信次判事，森永太郎教官

が新たに赴任しました。 

 法整備支援は，長期的な視野が必要な分野ですが，当然のことながら，国際協力部といえ

ども，役所ですので，上記のように人事異動が行われ，毎年春は，笑顔と涙が交錯する季節

となります。 

 さて，山下前教官（現東京地方検察庁総務部副部長）の異動に伴い，約３年間にわたる「＠

閑話」の連載が多くの方々に惜しまれながらも終わりを告げ，今号からは，新たな試みとし

て，現地に赴任されている当部教官等から現地の伝統，習慣，風習等を紹介する「E~MAIL」

をお届けいたします。記念すべき第一回は，今年の１月末からカンボジア王立司法官職養成

校に JICA 短期専門家として赴任している三澤あずみ教官からカンボジアのお葬式について，

さらに，昨年５月からラオス司法省に JICA 長期専門家として赴任している小宮由美専門家

からラオスとタイに関する興味深い便りを頂きました。今日も暑いプノンペンとビエンチャ

ンに，さわやかで心地よい「あずみスマイル」，「由美スマイル」が満ち溢れていることでし

ょう。是非，一服の清涼剤としてお読みください。 

 また，今回は，ウズベキスタンを中心として，中央アジア特集となりました。ウズベキス

タンの研修員には，トルコ系，ペルシャ系，ロシア系，モンゴル系等と様々な民族の方がい

らっしゃいます。これは，正しく，シルクロードを通して，東西の民族が往来したことによ

って融合した結果，多彩な文化や伝統，新しい技術が生み出された地域から来られたことが

よく分かります。その中央アジアについて，同じ法務総合研究所内の国連アジア極東犯罪防

止研修所（UNAFEI，以下アジ研）の刑事司法に関する調査報告を今号と次号の２回にわた

り掲載することとなりました。アジ研が，約４０年を超える伝統を誇りつつ，今なお，進取

の気勢で，新たな分野に挑戦する姿勢がよく分かっていただけるかと存じます。 

 当部もシルクロードの終着地？，歴史あふれる関西，大阪で，先輩たちが築き上げた経験

や伝統に，転入された方々が持つ新しい知恵やアイディアを融合し昇華することによって，

常に新しいことにチャレンジしつつ，多くの方々に支えられながら，引き続き「顔の見える

支援」を実施していきたいと思います。 

 国際協力部も，伝統を少しずつ積み上げ，だれからも愛されるような組織になれるように，

私も微力ながらも頑張っていきたいと思います。 

 

主任国際協力専門官 中川浩徳 
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